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監査公表

静岡市監査公表第17号

地方自治法第252条の37第5項の規定により、包括外部監査人戸谷雄一から監査の結果に

関する報告書の提出があったので、同法第252条の38第3項により次のとおり公表する。

平成18年３月29日

静岡市監査委員 亀 山 博 史

同 大 畑 武 重

同 村 越 作 一

同 石 上 顕太郎

記

包括外部監査の結果に関する報告書

第１．外部監査の概要

１．外部監査の種類

地方自治法第252条の37第１項の規定に基づく包括外部監査

２．選定した特定の事件

委託契約に関する事務の執行について

３．事件を選定した理由

本市の財政状態は、バブル経済崩壊以降の景気低迷による税収減、少子高齢化に伴う

扶助費の増加などきわめて厳しい状況にある。また、地方分権の進む中で、国における

いわゆる「三位一体改革」の地方財政への影響が不明確であり、本市を激しく翻弄する

目 次



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 2

ことにもなりうる。

このような厳しい財政状況のなかで、財政の健全性を堅持しつつ各種の行政需要に応

えるためには、最少の経費で最大の効果を挙げるという原則にたって経費の一層の節減

に努め、行財政運営の効率化、合理性を推進し、財源の確保を図るとともに民間活力の

導入を徹底して進めていく必要がある。

そのためには自治体に企業経営としての考え方を導入し、合併によるスケールメリッ

トを追求し、業務をアウトソーシングし、結果として人件費を削減することも考えられ

る。また、「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」

においても行政機能の見直しを進める上で「行政の減量化（アウトソーシング）」が必

要であり、行政機関自ら行う必要が乏しく、民間に委託したほうが効率的な事務・事業

に関しては、大幅に委託するとしている。しかし、地方自治体におけるサービスにおい

ては公共性を確保するために競争に向かない部分が少なからずある。また、低所得者、

失業者、高齢者等の担税能力が低い住民に対するサービスが切り下げられる可能性があ

り、競争性のために公共性が犠牲になることにもなる。アウトソーシングすることによ

るサービスの質の低下が危惧されるが、実際には競争原理や意識啓発等により行政自身

が行う場合と同等以上のサービスの質を確保している場合が多い。さらにアウトソーシ

ングにより地域における新たなビジネス機会を創出することにもなる。

平成16年度の委託費用及び歳出に占める割合は以下のとおりである。

一般会計

（金額単位：千円）

支出済額 委託料 委託割合（％）

議会費 1,177,513 6,119 0.5

総務費 33,248,421 4,256,902 12.8

民生費 54,480,686 3,685,135 6.8

衛生費 19,222,779 5,038,946 26.2

労働費 667,456 176,274 26.4

農林水産業費 4,359,147 405,296 9.3

商工費 5,503,115 957,239 17.4

土木費 45,150,127 3,505,429 7.8

消防費 7,411,372 155,212 2.1

教育費 28,174,207 2,871,954 10.2
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災害復旧費 464,569 88,773 19.1

公債費 46,688,155 ― ―

諸支出金 78,518 11,943 15.2

歳出合計 246,626,071 21,159,227 8.6

特別会計

（金額単位：千円）

支出済額 委託料 委託割合（％）

電気事業経営記念基金会計 772,872 ― ―

土地区画整理清算金会計 4,457 ― ―

公共用地取得事業会計 920,829 ― ―

母子・寡婦福祉資金貸付金会計 271,047 ― ―

競輪事業会計 26,578,809 1,474,974 5.5

国民健康保険事業会計 54,649,674 253,946 0.5

簡易水道事業会計 690,581 80,440 11.6

老人保健医療事業会計 53,801,302 239,795 0.4

農業集落排水事業会計 459,938 21,330 4.6

清掃工場発電事業会計 229,900 ― ―

駐車場事業会計 226,375 74,136 32.7

介護保険事業会計 30,312,316 56,744 0.2

介護保険サービス会計 119,292 88,036 73.8

中央卸売市場事業会計 708,656 152,916 21.6

歳出合計 169,746,055 2,442,321 1.4

公営企業会計

（金額単位：千円）

支出済額 委託料 委託割合（％）

水道事業会計 8,617,302 807,655 9.4

下水道事業会計 20,227,351 1,287,576 6.4

病院事業会計 24,667,760 2,165,816 8.8

合計 53,512,413 4,261,049 8.0

平成16年度において委託料は一般会計で21,159,227千円であり、一般会計に占める割

合は約8.6％であり、特別会計で2,442,321千円であり、特別会計に占める割合は1.4％
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であり、公営企業会計で4,261,049千円であり、公営企業会計に占める割合は8.0%であ

る。一般会計、特別会計及び公営企業会計において平成16年度の委託料は、27,862,597

千円となり財政支出のなかでも多額な金額を要している。そのため、市税収入の増加が

期待できない財政状態においては、委託業務を効率的に推進させることは重要な課題で

あり、委託業務が適法かつ効率的に執行されていることを検討することは市民にとって

有用であると考えられるため、特定の事件（テーマ）として選定した。

委託料の金額及び歳出に占める割合が大きい市民生活部市民生活課、健康文化部文化

振興課静岡科学館、健康文化部スポーツ振興課、経済部地域産業課駿府匠宿、経済部清

水港振興課、経済部中央卸売市場、都市計画部交通政策課、都市計画部清水駅周辺整備

課、都市計画部公園緑地課、建設部道路建設課、水道部簡易水道課、教育委員会学校給

食課、教育委員会中央公民館及び企業局水道部を抽出して監査を実施した。ただし、過

年度に監査の対象とした部署は原則として除いた。

４．外部監査の方法

（１）監査の要点

ア．契約の方式及び相手方の選定方法は適法、かつ妥当であるか。

イ．契約の方式決定及び相手方の選定について入札の参加者の資格審査等が適切に行

われているか。

ウ．契約の方式決定及び相手方の選定について入札手続等が適切に行われているか。

エ．契約の締結について議会の議決等正当な承認を得ているか。

オ．契約の締結について契約書が確実に、かつ、適時に作成されているか。

カ．契約の締結について契約条項は必要十分か。

キ．契約の締結について契約金額は適正であるか。

ク．契約の締結について契約変更等が妥当であるか。

ケ．監督、検査について的確になされているか。

コ．契約理由に合理性があるか。

サ．委託事務に必要な件数、金額が予算上明確になっているか。

シ．委託料の算定方法は適切か。

ス．委託契約は適法であり、支払いは正確か。

セ．委託料は業務の内容に対し適正な水準か。

ソ．委託先では業務コストの削減努力が行われているか。

タ．当該委託契約は予定した行政目的達成に貢献しているか。
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チ．委託成果品の検査及び委託契約の履行について適時、適切に確かめられているか。

（２）主な監査手続

ア．委託契約の予定価格書、入札書、入札結果表等を入手して関係書類との照合、担

当者への質問、分析等により合規性について検討を行った。

イ．単独随意契約の場合、見積参加者表を入手し、担当者へ質問等を行ない単独随意

契約とした理由を検討した。

ウ．委託契約書、仕様書等を入手して関係書類との照合、担当者への質問、分析等に

より合規性について検討を行った。

エ．積算書、見積書等を入手して担当者への質問等により積算根拠は妥当で合理的な

ものかの確認をした。

オ．委託先の施設の管理運営の実情を把握するため、現場視察を実施した。

カ．過去数年の落札者の推移を調査し、落札者が固定化されている場合は関係書類の

照合、担当者への質問等によりその理由を確かめた。

キ．入札参加（見積参加）業者の選定方法を関係書類の閲覧、担当者への質問等によ

り、当該選定方法が妥当なものかを確かめた。

ク．完了（実績）報告書等を入手して委託業務が契約どおりに履行されているかを確

かめた。

ケ．委託先の業務コストの内容を分析して委託料が必要にして十分な水準かを検討し

た。

５．監査対象期間

原則として平成16年度

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。

６．監査の実施期間

平成17年7月１日から平成18年３月10日まで

７．包括外部監査人及び補助者

（１）包括外部監査人

公認会計士 戸谷雄一

（２）補助者

公認会計士 柴田 剛

公認会計士 高林裕之

公認会計士 杉原賢一
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会計士補 鈴木 潤

（注）

１ 平成15年4月1日、旧静岡市と旧清水市は合併して静岡市となっている。本報告書は、

合併前の静岡市、清水市をそれぞれ「静岡地域」、「清水地域」、現在の静岡市を「静

岡市」と呼称している。

２ 報告書の中にある表は単位未満切捨てで表示している。したがって、合計値と内訳

の集計値とが一致しない場合がある。また、「０」は表示単位未満の数値が存在する

こと示し、「－」は数値がない（零）ことを示している。

第２．外部監査の結果

Ⅰ．委託契約の概要

１．委託とは

委託とは、本来市がなすべき法律行為または事実行為を、契約という法形式により、

他の機関や人に依頼することである。委託は、公法上の委託と私法上の委託とに分けら

れる。

公法上の委託とは、市が法令に基づき、その機関の権限に属する事務又は業務につき、

対等な関係に立って他の機関又は一般人に依頼して行わせることをいう。地方公共団体

相互間の事務委託（地方自治法第252条の14）、歳入の徴収又は収納の委託（地方自治法

施行令第158条）、支出事務の委託（地方自治法施行令第165条の3）などがある。

私法上の委託は、市が一個の私的な法主体として、相手方と対等な立場で委託契約を

締結することをいう。この契約は、民法の請負と委託・準委任の混合的な要素を持つ契

約と解され、契約の効力、その他契約の実体については、私人の場合と同じく全て民法

が適用される。

また、官公庁の契約は公益を目的としているので、私人と同じように自由に行うこと

はできず、地方自治法、地方自治法施行令及び契約規則等の規定により、一定の制限が

課せられている。

委託の対象範囲や方法等については、公権力の行使に関わるものや、行政に固有の判

断作用を伴うもの等は、法律で特に認められた場合を除き、委託することはできない。

委託に適するのは、次のような場合である。

① 市が直接実施するより他の者へ委託し、実施させるほうが効率的なもの。

② 高度または専門的な知識、技術、技能及び経験を必要とするもの。

③ 特殊な設備、装置等を必要とするもの。
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④ 多量の事務を短時間に処理しなければならないもの。

また、委託する場合の必要条件は以下のとおりである。

① 法令等により、その業務の民間委託について禁止されていないこと。

② 委託することにより、市民サービスの低下を招かないこと。

③ その業務が委託に適するものであること。

④ 経費の節減や事務の効率化等について、あらゆる角度から検討し、委託が妥当で

あると判断できること。

⑤ 個人情報の保護に万全を期すること。ここでいう個人情報とは、個人に関する情

報で、特定の個人が識別され、または識別されるものをいう。

受託者の選定要件として以下のものがある。

① 受託者が、受託業務を能率的に処理する能力を持っていること。

② 受託者に対する市の管理、監督を十分に行えるものであること。

③ 選定に当たっては、競争契約の原則に立ち、候補となる者（入札・見積参加者）

を原則として複数選定、その中から受託者を選定すること。

なお、契約の性質や目的によっては、契約履行の最終段階における確認（検査・検収）

だけでは十分でないもの、あるいは、その確認が困難なものもあるので、履行途中にお

いて作業に立ち会う等の方法によって適正な履行が確保されるよう必要な措置（指示・

調整等）を講じることが求められる。

契約が有効に成立するためには、次の要件を備えていることが必要であり、このうち

一つでも欠けると、無効または取消しの理由となる。

① 当事者に行為能力及び権利能力があること。

② 内容が実現可能で、確定していること。

③ 目的が強行法規または公序良俗に違反していないこと。

④ 意思表示に瑕疵がないこと。

地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとと

もに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない（地方自治法第２条

第14項）。さらに、契約に関する事務執行の運用に当たっては、信義誠実の原則に従う

とともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努め

なければならない（静岡市契約規則第２条）。

契約に関する事務の基本原則は以下のとおりである。

① 透明性の確保
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入札・契約の過程、契約の内容について、透明性が確保されなければならない。

② 公正な競争の促進

市にとって価格の有利性が確保されるよう、機会均等の理念に適合した公正な競争

が行われなければならない。

③ 適正な履行の確保

契約に基づく債務が適正かつ確実に履行されなければならない。

④ 不正行為の排除の徹底

談合その他の不正行為は、排除されなければならない。

２．契約締結の方法

（１）競争入札

契約の方法は、大きく競争入札（一般競争入札、指名競争入札）と随意契約とに区分

できる。このうち、競争入札とは、契約の内容について多数の人を入札の方法によって

競争させ、そのうち最も有利な条件を提供する者との間に契約する方法をいう。

指名競争入札、随意契約については「政令で定める場合に該当するときに限り、これ

によることができる」とされており、一般競争入札が原則である。これは、地方公共団

体が行う契約事務の執行については、公正性と経済性確保の必要があるためであると考

えられる（地方自治法第234条第1項・第2項）。

ア．一般競争入札

一般競争入札は、現在、工事請負契約のうち一定割合のものについて実施、また業務

契約等については、競争入札対象業務のうち一部について試行実施されており、いずれ

も契約課において入札執行している。

（ア）定義

地方公共団体が、契約の目的、条件等をあらかじめ公告し、一定の資格要件を有す

る者の中から広く多数の希望者を集めて、入札の方法により競争させ、そのうち地方

公共団体に最も有利な価格で入札した者と契約締結する方法である。

（イ）入札参加資格

ａ．当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を

参加させることができない（地方自治法施行令第167条の４第1項）。

ｂ．次のいずれかに該当する者を、その事実があった日から2年間一般競争入札に参加

させないことができる（地方自治法施行令第167条の４第2項）。

・ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 9

しくは数量に関して不正の行為をした者

・ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

・ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

・ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当り職員の職

務の執行を妨げた者

・ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

・ 前各号に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代

理人、支配人その他の使用人として使用した者

（ウ）特徴等

地方自治法が一般競争入札を契約締結の原則的方法としているように、公正性、機会

均等及び適正な競争性が確保されること、あるいは経済的にも地方公共団体にとって有

利となること等の長所がある反面、参加資格基準のみでは、現実的に、不信用・不誠実

な者を排除しきれない点や、入札、契約に係る事務量が増大してその経費がかかること

等の短所がある。

イ．制限付一般競争入札

一般競争入札は、幅広い参加者が集まるため、施行能力に欠ける者が落札する可能性

があり、このような場合には、適正な履行が確保できなくなる懸念もあるという欠点を

持つ。そこで、一般的な参加者のほかに、個別の契約の性質又は目的により、競争を適

正かつ合理的に行うため特に必要があると認める場合には、加重的な参加資格を定める

ことができるとされており、この加重的資格を設定して行われる一般競争入札を「制限

付一般競争入札」という。現在静岡市で実施している一般競争入札は、全てこの方法で

ある。「加重資格」つまり「制限」としては、参加者の事業所の所在地、当該契約に係

る工事等の経験、技術的適性の有無等がある（地方自治法施行令第167条の5の2）。

この制度も「契約の相手方の履行能力を担保する」という目的は指名競争入札と同じ

である。この制度と指名競争入札の違いは、発注者が「資格要件の設定」により目的を

実現するか、あるいは「指名」という行為を通じて実現するかという過程の相違である。
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制限付一般競争入札の概要

一般競争入札参加希望者

資格制限

(消極的要件)

当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で

復権を得ない者は参加できない。

不正行為等があった者等は2年間参加させないことができる。

（地方自治法施行令第167条の4）

資格要件

必要があるときは「契約の種類及び金額に応じ」資格を定めるこ

とができる（地方自治法施行令第167条の５）。

① 工事・製造・販売等の実績

② 従業員の数

③ 資本の額その他の経営規模及び状況

加重しうる

資格要件

当該入札を適正かつ合理的に行うために特に必要あると認めら

れるときに制限を付すことができる（地方自治法施行令第167条

の５の２）。

① 事業所の所在地

② 工事等の経験の有無

③ 技術的適性の有無等

ウ．入札の公告

一般競争入札を行う場合には、入札期日から起算して5日前（急を要す場合には2日前）

までに、入札に付する事項、入札参加に必要な資格、入札心得書、入札の場所及び日時

等を市掲示場への掲示又は日刊新聞等への登載により公告しなければならない（静岡市

契約規則第7条）。
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エ．指名競争入札

（ア）一般的意義

地方公共団体が、あらかじめ資力、信用、安定供給等について適当であると認める複

数の相手方を選定（指名）し、これらの者に入札の方法で競争させ、契約の相手方とし

て最も有利な価格で入札した者と契約締結する方法である。

（イ）指名競争入札の特徴

指名競争入札は、一般競争入札と随意契約の長所を取り入れた方式である。業者が特

定しているので、一般競争入札に比べ不信用・不誠実の者を排除することができる。ま

た、参加者の範囲が指名された者であるので、手続も一般競争入札に比べて極めて簡単

である。しかしながら、指名競争入札は、特定の者の指名に当たり、それが一部の者に

固定化し、偏重する弊害がないとはいえない。さらに、談合が容易であるというような

短所を有しているといわれる。

このような弊害をなくすために、指名される者の資格要件を定めることが義務づけら

れているが、これだけでは弊害を除去するに十分であるといえない。したがって、これ

に加えて地方公共団体の規則等において指名基準を定め、指名競争入札についてそれが

できる限り機会均等に、かつ、公正に行われるようにする措置が必要である。

（ウ）指名競争入札に付することができる場合

地方公共団体の契約締結方法は「一般競争入札」を原則としているので、指名競争入

札については、その例外として次の場合に認められている（地方自治法施行令第167条）。

① 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入

札に適しないものをするとき。

② その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要が

ないと認められる程度に少数である契約をするとき。

③ 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

（エ）入札参加資格等

① 入札参加資格については、一般競争入札を準用している（静岡市契約規則第22条）。

ただし、一般競争入札では、長があらかじめ必要な入札参加資格要件を定めるこ

とができる、としているのに対し、指名競争入札の参加資格についてはあらかじめ

定めなければならない（地方自治法施行令第167条の11）。

静岡市では、建設工事、建設業関連業務、物品調達、委託業務の一部（清掃、警

備、消防用設備点検等）について、「競争入札参加者に必要な資格」を告示によって
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定めており、これを一般競争入札及び指名競争入札に共通する参加資格としている。

② 指名人の数については、「なるべく3人以上」とし、業務内容や積算金額に応じた

指名人数と指名基準を別途定めている（静岡市契約規則第24条）。

一般競争入札と指名競争入札の比較表は以下のとおりである。

特 長

一

般

競

争

入

札

① 一定の資格要件を備えた業者が、広く契約の相手方となりう

る機会を与えられ、「機会均等」の趣旨の徹底が図られる。

② 入札参加者が外部から事前に把握されにくいため、業者間の

事前調整を防ぎ、入札の正当性を担保することが可能となる。

指

名

競

争

入

札

① 「指名」という行為を通して不誠実あるいは施工能力が劣る

業者を入札参加者から除外することが可能となる。

② 特定の業者への受注の偏りを防止することが可能となる。

（２）随意契約

ア．随意契約について

（ア）一般的意義

随意契約とは競争の方法によらず市が任意に相手を選択して契約を締結する方法であ

る。一般競争入札や指名競争入札に比べ、その性質も手続も全く異なり、公正かつ適正

な契約を確保するため、この方法によることのできる範囲を厳格に定めている（地方自

治法施行令第167条の2、静岡市契約規則第28条）。

（イ）随意契約の特徴

随意契約は、一般競争入札や指名競争入札に比べると手続が簡単であり、かつ、経費

の面でも一段と負担が少なくてすむ。しかも、相手方が特定した者であるため競争入札

によってそのすべてを満たすことができないような資力、信用、技術、経験等相手方の

能力を熟知のうえ選定することができるので、その運用さえよければその長所を発揮

し、所定の目的を達成することができる。

（ウ）随意契約によることができる場合

ａ．以下の表に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ右欄に定める金額を超えない契約

をするとき（地方自治法施行令第167条の2第1項第1号）。
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契約の種類 金額

工事又は製造の請負 130万円

財産の買入れ 80万円

物件の借入れ 40万円

財産の売払い 30万円

物件の貸付け 30万円

その他の契約 50万円

ｂ．不動産の買入れまたは借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入

に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札

に適しないものをするとき（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）。

「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、一般的に以下

の契約が該当する。

・ 契約の目的物が特定の者でなければ納入できないものであるとき。

・ 特殊な性質を有する物品の買入れ、あるいは契約について特別の目的があるこ

とにより物品の買入れ先が特定化されているとき。

・ 契約の目的物が特別の技術を必要とするとき。

・ 市の行為を秘密にする必要があるとき。

ｃ．緊急の必要により、競争入札に付することができないとき

ｄ．競争入札に付することが不利と認められるとき。この場合「不利と認められる」

として、以下のものが考えられる。

・ 入札の価格が入札に要する経費に比較して得失相償わないとき。

・ 関連工事等を履行させるとき。

・ 契約時期を失するとき。

ｅ．著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

ｆ．入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき。

ｇ．落札者が契約を締結しないとき。

なお、静岡市は随意契約であっても、競争性を確保するため、なるべく2人以上の者か

ら見積書を徴するものとしている（静岡市契約規則第29条第1項）。

イ．単独随意契約

1者随契、特命随契ともいわれ、地方公共団体の契約の原則である競争性を最初から排
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除した例外的な契約方法であり、当該相手方でなければ契約できない理由がある場合に

限って、これによる契約締結ができるので、十分にその適否を検討しなければならない。

静岡市においては、単独随意契約を行う場合に見積参加者表に見積参加者が1者である

理由を記載することとしている。

単独随意契約に係る見積執行については、積算金額の多寡にかかわらず、見積参加者

を来庁させることなく、期限を定めて見積書を提出させる方法をとることができる。

単独随意契約であっても、価格協議となる可能性が大きい場合等については、見積参

加者を来庁させ、見積書の金額が予定価格を超えているときは、次により対応する。

ａ．相手方と口頭で価格の協議を行い、これが予定価格の範囲内であれば、当該金額

による見積書を作成・提出してもらい、契約事務を進める。

ｂ．数回の協議を重ねてもなお見積書の金額が予定価格を超えている場合は、見積執

行打ち切りを宣言し、予定価格や仕様書を見直した上で、後日改めて見積執行を行

うこととする。

３．業者選定について

市が行う契約については、「公平性の確保」と「適正履行の確保」が求められる。特に

委託業務については、随意契約や指名競争入札が主流となっているので、指名人や見積

参加者を決めるに当たっては、こうした観点から十分に検討し、適切な業者選定を行わ

なければならない。

業者選定について、担当職員の恣意性を排除するため、建設や物品調達、委託業務等

の契約に係る入札（見積）参加者について、各々 業者選定委員会やその下部組織である

部会を設置し、合議制でこれを行うことにより、公正性と透明性を確保している。部会

及び委員会での業者選定案の作成や、積算金額が低いためにその審議を要しない場合

（課内で決定できる場合）の業者選定についても、担当職員のみで決めることなく、課

長、室長等他を含めた合議で、これを行う必要がある。

業者選定における留意事項は以下のとおりである。

① 特定の業者に偏らないよう、客観的に公正な選定を行うこと。

② 業者について、以下のことを確認すること。

・ 業務に必要な免許、資格、許可等を有していること。

・ 業務に必要な知識、技術等に基づく施行能力、経験を有していること。

・ 業務に必要な設備、機材、職員の配備体制が整っていること。

・ これまでの契約業務の履行実績が良好であること。
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・ これまでの契約業務における安全管理の状況が適切であること。

・ 事業者としての資力や信用が十分であること。

・ 不正または不誠実な行為がないこと。

③ その他の勘案事項

・ 当該会計年度の指名又は見積参加回数。

・ 当該会計年度における既契約件数とその規模、内容。

・ 県内の官公庁その他の者との契約実績。

・ 当該業務についての地理的条件。

・ 地元中小業者の育成についての配慮。

４．予定価格の決定

（１）予定価格の意味

予定価格は、契約の相手方を自動的に決める基準となるものであり、競争の公平性確

保に欠かせない。

予定価格とは、地方公共団体が契約を締結する場合に、契約することのできる最高限

度額または最低限度額として設定された金額であり、この予定価格を基準として自動的

に相手方が決定されることとなる。つまり、担当者の恣意を排除し、競争の公正性に対

する信頼を確保する機能を有するのみならず、支出原因となる契約にあっては、予算の

制約のもとにおいて不当な価格による入札を排除する基準をあらかじめ定める点でも、

極めて重要な意味をもつ。

（２）予定価格決定の方法

ア．予定価格は、総額について定める。ただし、一定期間継続して行う工事、製造、

加工、修繕、売買、供給、使用等の契約の場合には、単価について定めることがで

きる（静岡市契約規則第10条第1項）。

イ．契約の目的となる物件や役務の取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行

期間の長短、需給の状況等を考慮し、適正に定める（同条第2項）。

ウ．随意契約についても、同様に予定価格を定める（静岡市契約規則第30条）。

（３）予定価格の決定者

予定価格は原則として各主管課長が作成する。主管課長が不在の場合は、部長等その

上位の職にある者が作成する。

予定価格と最低制限価格は、公正な競争入札執行の前提となるものである。これを入

札参加者に察知されることは、極めて有利な情報を相手方に与えることであり、競争入
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札の公正性を損なうものとなることは言うまでもない。したがって、予定価格及び最低

制限価格の決定に当たっては、十分に留意した上、予定価格を事前に公表する場合（建

設工事及び建設業関連業務委託）を除き、これらの情報の秘密の保持に万全を期するこ

とが必要である。

予定価格の漏洩は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律に違反するばか

りでなく、刑法上の入札妨害罪や地方公務員法の守秘義務違反等にも当たるものであ

る。

（４）最低制限価格について

ア．最低制限価格とは

地方公共団体においては、支出の原因となる契約の場合、予定価格の範囲内で最低価

格の者を落札者とすることが原則（地方自治法第234条第3項）であるが、「当該契約の

内容に適した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限

価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者

とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをし

た者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。」（地方自

治法施行令第167条の10第2項）とされている。

イ．委託業務における最低制限価格設定について

平成14年3月の地方自治法施行令の改正により、従来、工事と製造の請負に限定されて

いた最低制限価格制度の対象が「その他の請負」にも拡大された。委託業務の入札にあ

たって、ダンピング防止等のために必要あれば、最低制限価格を設け、これに達しない

ものを排除することができる。

最低制限価格を設けることができるのは、競争入札の場合に限られるので、清掃、警

備等の競争入札対象業務については、上記の趣旨に照らし、必要があるときは契約規則

の規定により適正に行う必要がある。最低制限価格は、予定価格に3分の2から10分の8.5

までの割合を乗じて得た額の範囲内において、契約の目的となる工事または製造その他

の請負の予定価格を構成する材料費、労務費又は諸経費等の割合、技術上の難易、過去

の入札の実例その他の条件を考慮して適性に定めなければならない（静岡市契約規則第

11条第2項）。

最低制限価格の決定者は予定価格決定者と同じく、主管課の課長である。決定にあたっ

ては、予定価格決定の留意事項を準用している。

５．入札・見積執行
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（１）入札執行について

競争入札には以下のようなルールがある。

① 公開入札が原則である。

② 最低落札が原則である。

③ 自動落札が原則である（最低入札者が自動的に落札者となる）。

④ 入札書の書き換え、引き換え、撤回は認められない。

⑤ 入札書式は決められている。

（２）見積執行について

随意契約に係る「見積執行」は複数の見積書を徴取する方法によることを原則として

いる。

随意契約によろうとするとき、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

ただし、予定価格が10万円を超えない物品の買い入れ、50万円を超えない物品及び130

万円を超えないその他の物の修繕並びに10万円を超えないその他の契約をするときは、

これを1人の者からとすることができる（静岡市契約規則第29条第1項）。

（３）落札者の決定

入札が無効となる場合は以下のとおりである（静岡市契約規則第21条）。

① 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

② 入札保証金が所定の額に不足するとき。

③ 同一事項に対し、入札者及び代理人がともに入札したとき、又は1人で同一事項に

対し、金額の異なった2以上の入札をしたとき。

④ 金額及び氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき。

⑤ 入札者が協定して入札したとき。

⑥ 入札に際して不正の行為があったとき。

⑦ その他契約規則または入札の条件に違反したとき。

入札による最低価格が予定価格の制限の範囲内の場合は最低価格入札者が落札者とな

るが、最低価格が予定価格を超えている場合は、再度入札を行うこととなる。2度の入

札においても、なお最低価格が予定価格を超えている場合には最低価格の入札者との協

議による随意契約を行うこととなり、これを不調随意契約（不調随契）という。

６．契約の締結

（１）契約締結の時期

落札者は、落札の通知を受けたときは、その日から7日以内に記名押印した契約書を市
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に提出しなければならない（静岡市契約規則第31条）。

業務履行の適正化を図るため、競争入札業務について入札を行う場合は以下のとおり、

契約締結後業務に着手するまでの準備期間を設ける。

1件の積算金額が500万円以下の契約 1週間以上

1件の積算金額が500万円を越え、1,000万円以下の契約 2週間以上

1件の積算金額が1,000万円を越える契約 3週間以上

また、随意契約業務については、こうした期間の定めはないが、業務内容ごとに適正

な準備期間が確保できるように配慮する必要がある。

（２）契約書の作成

市が締結する契約については、契約書の作成が原則であり、契約当事者がともに契約

書に記名押印しなければ、その契約は確定しない。契約書は契約の内容を明確化すると

ともに、紛争発生時の証拠書類として機能させるために不可欠である。契約書の記載事

項は以下のとおりである（静岡市契約規則第33条）。

① 契約の目的・内容

② 契約金額

③ 履行期限

④ 契約保証金額又は契約保証金に代わる担保の内容

⑤ 契約不履行の場合における契約保証金の処分

⑥ 危険負担

⑦ かし担保責任

⑧ 監督及び検査

⑨ 対価の支払の時期

⑩ 履行の遅延その他の債務不履行の場合における違約金その他賠償金

⑪ 契約に関する紛争の解決方法

⑫ その他必要な事項

７．支払手続

（１）支払方法

委託契約の場合は、原則として、目的物引渡し後または業務完了後の一括払いによる

（民法第633条）が、これ以外に施行令や規則等で定められている支払方法（前金払、

概算払い等）によることができる。

いずれの場合も、支払方法についてあらかじめ契約書に明示しておく必要がある。
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（２）支払期限

原則として、相手方から適法な請求書を受理した日から30日以内である。

（３）部分払

地方公共団体が締結する契約のうち、工事または製造の請負については、その既済部

分、物件の購入契約については、その既済部分に対し、工事、製造の完成前または物件

の完納前にその部分の代価を支払う特約をすることにより、その特約に基づいて契約の

部分的な履行に対して代価の一部を支払うことをいう。

民法の同時履行の原則（民法第533条）に従って契約の相手方の履行をまって支払いを

することが原則である。しかしながら、地方公共団体が工事または製造の請負、物件の

購入等、対価の支払いの債務をもつ契約を締結する場合においては、契約の相手方に

とっては資金繰りに相当の苦痛を伴う場合があり、そのうえ、注文者である地方公共団

体の側からいっても、かえってある程度の資金繰りをつけてやることが必要な場合もあ

り、しかもこの種の特約をすることによって地方公共団体が有利に物件の購入等の契約

を締結することができるような場合も予想されるので、部分払いという方式が認められ

ているのである。

ただし、法律、政令には部分払に関してなんら規定がないため、財務規則等で定める

必要がある。静岡市契約規則においては部分払の契約について以下のように規定してい

る。

・ 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分または物件の買入れその他の契約に

係る既納部分について、完済前または完納前にその部分の代価を支払う契約を締

結することができる（静岡市契約規則第32条第1項）。

・ 前項の場合における支払金額は、既済部分にあってはその代価の10分の9以内、

既納部分にあってはその代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工

事、製造その他の請負契約に係る既済部分にあっては、その代価の全額まで支払

うことができる（同規則同条第2項）。

（４）前金払

地方公共団体が金額の確定した債務に対してその負担した債務の履行期限到来前に債

務金額を支払うことをいう。すなわち、金額の確定した債務について相手方の義務履行

前または納付すべき時期の到来前に地方公共団体が支出することをいう。地方自治法施

行令第163条においては、前金払することのできる経費を以下のとおり規定している。

① 官公署に対して支払う経費
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② 補助金、負担金、交付金及び委託費

③ 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れまたは借入れに要する経費

④ 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は

物件の移転料

⑤ 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う

受信料

⑥ 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

⑦ 運賃

⑧ 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の

取扱いに支障を及ぼすような経費で地方公共団体の規則で定めるもの

なお、部分払と前金払は、前金払が地方公共団体の負担した債務について支払事実の

確定以前、つまり契約の相手方の義務の履行前において一定の債務金額を相手方に支払

うものであるのに対し、部分払は、契約の一部履行についてその引渡しを受け、その引

渡しに係る部分に相当する代価の範囲内の金額を支払うものである点で異なっている。
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８．事務処理の流れ

積算金額別業者選定方法

区分
業務

各主管課長
決定

業者選定
部会決定

業者選定
委員会決定

① 建築物清掃
業務委託

10万円以下
（10万円超
50万円以下
は自由参加
型見積執行
による）

② その他競争
入札業務委
託

50万円以下

50万円超
2,000万円
以下 ＊

2,000万円
超 ＊

③ ①②以外の
委託

50万円以下
50万円超
2億円以下

④ 施設修繕 130万円以下
130万円超
2億円以下

⑤ 物件の借入
れ

40万円以下
40万円超
2億円以下

⑥ その他 50万円以下
50万円超
2億円以下

2億円超

業者選定委員会で決定するものは、事前に部会で審議す
ること

上記表中＊印／指名競争入札（一部、制限付一般競争入
札試行）

その他／見積執行による随意契約

① 建築物清掃業務
② ①を除く建築物環境衛生管理業務、人的警備業務、

消防用設備等保守点検業務
③ ①②以外の委託業務（機械警備、各種設備の保守点

検その他）
④ 工事請負によるものを除く
⑤ リース、レンタル等
⑥ ①から⑤のいずれにも該当しないもの

１ 委託業務等の検討・決定
・契約方法
・予算要求額
・仕様書 ほか

２ 予算措置（要求→成立）

３ 事 業 決 裁
仕様書案、契約書案、
積算金額等決定

４ 業 者 選 定

５ 執 行 通 知

６ 予 定 価 格 の 決 定

７ 入札（見積）執行

８ 支出負担行為伺・決定

９ 契 約 の 締 結

10 業 務 実 施

11 検 査 ・ 検 収

12 支 出 命 令

13 代 金 の 支 払
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９．取り扱いの特例等

（１）新年度契約の事務手続

ア．年度開始前の入札、見積執行の可否

予算執行は、会計年度開始前に行うことはできない。入札は、予算執行に含まれるも

のと解されるので、前年度中に債務負担行為設定等の措置がない限り、年度開始前に入

札執行を行うことはできない。

新年度早々 に開始すべき契約に係る見積執行については、年度開始前に実施できる。

それは、随意契約に係る見積書徴取については、債務負担行為そのものではないので差

し支えないと解されるためである。

イ．新年度契約についての事務手続

委託業務の中には、その性格上、業務を中断することなく年度の初日から執行しなけ

ればならないものも多く、その契約に係る事務手続については前年度から準備行為とし

てこれを処理する必要がある。そこで随意契約の場合は、以下により事務処理する。競

争入札業務については、年度開始前にこのような処理ができないため、分割契約方法に

より対応する。

（ア）随意契約に係る事務手続の開始

事 務 内 容 手続の開始日

事業決済（起案用紙による） 当該予算案の各常任委員会審議が終了した日

以降

業者選定部会・委員会の開催 同上（ただし、前倒し可能。）

選定業者に対する見積執行

通知

新年度予算の議決（本会議）日以降

見積書の開封（見積合せ等） 同上

契約の準備行為としての見積執行については、新年度予算の議決を、いわば「予算の

裏付けの確定」と解釈し、議決日以降であれば可能とする。

（イ）業者選定作業の前倒し

年度末の事務集中の緩和と選定審議の精度向上を図るため、業者選定作業を前倒しす

ることができる。

ａ．対象

年度開始早々 に随意契約を締結する必要のある委託業務等

ｂ．内容
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業者選定部会・委員会開催は、原則として常任委員会終了後であるが、復活予算内示

後に、「見積参加者予定選定」部会・委員会として開催することができる。

ｃ．方法

① 各課で「見積参加者予定選定依頼書」を起票し、部会庶務担当へ提出する。

② 部会・委員会終了後に部会長・部会員（委員長）の押印を受ける。決定日は、本

選定の日付を入れる。

③ 常任委員会終了後、事業決裁を経て、本選定部会・委員会を開催するが、議会で

特段の修正がない限り、予定選定どおりの決定とする。

（２）分割契約方法

入札は、入札執行通知等その準備事務も含め、年度開始前の執行はできないものと解

される。また、4月の年度開始と同時に入札執行等を行ったとしても、適正な見積期間

や落札後の業務着手期間の確保は困難である。したがって、会計年度（4月～3月）を施

行期間とする契約は、債務負担行為を設定しない限り業務開始（4月）に合わせた入札

執行を行うことはできないこととなる。

一方、地方自治法は競争入札を原則とするので、いわば、より正統的な契約方法であ

る競争入札の範囲を最大限拡大することが求められており、こうした契約業務を、上記

のような理由で直ちに随意契約とすることは適切ではない。

そこで、会計年度を施行期間として実施する業務については、1年間を2つの期間に分

割して契約することにより、会計年度独立の原則と矛盾せず、適正な競争性の確保を図

ることのできる方法として「分割契約方法」を採用している。

ア．対象

1件の積算金額が50万円を超える以下の競争入札で、会計年度を施行期間とし、かつ、

翌年度以降においても、継続的に施行が見込まれるもの（特別な理由により単独随意契

約としているものを除く。）。

（ア）建築物環境衛生管理監督業務

（イ）建築物清掃業務

（ウ）警備業務（機械警備を除く。）

（エ）建築物環境衛生管理業務に含まれる各業務を複合的に行うため、継続して実施

が必要となる場合

ａ．建築物空気環境測定、飲料水貯水槽清掃、ねずみ・こん虫等防除の各業務を（ア）

と合わせて実施する場合
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ｂ．ねずみ・こん虫等防除業務に調査業務が加わる場合

ｃ．建築物空気環境測定、飲料水貯水槽清掃の各業務をbと合わせて実施する場合

イ．手続

（ア）4月～6月分（延長契約）

ａ．前年度受託者との随意契約

ｂ．委託料の積算は、予定仕様書に基づき、前年度契約（前年7月～3月の本契約）と

同一条件により算定する。

ｃ．積算金額にかかわらず、業者選定部会・委員会審議は不要。

予定仕様書に変更がある場合は以下による。

ａ．複数業者による見積合わせを行い、随意契約の相手方を決める。

ｂ．積算は、前年度の積算標準に基づき行う。

ｃ．積算金額に応じ、業者選定部会・委員会の審議に付する。

（イ）7月～3月分（本契約）

ａ．指名競争入札（一部について制限付一般競争入札試行）

ｂ．入札執行通知の添付書類

① 入札心得書

② 入札心得別紙「翌年4月～6月分は、予定仕様書に変更がない限り当該入札の契約

相手方と単独随意契約を締結する、また委託料は予定仕様書及び当該入札による契

約金額に基づき算定する予定である」旨を示す。

③ 契約書式・仕様書

7月～翌3月分の契約書式と仕様書

翌年4月～6月分の予定契約書式と予定仕様書

④ 入札書式・委任状書式

（ウ）延長契約をしない場合

ａ．本契約の相手方が、倒産、組織解体等により営業を取り止めるとき。

ｂ．本契約の相手方が、契約相手方として不適当と認められるとき。

ｃ．本契約の相手方が、延長契約に応じないとき。

ｄ．翌年度の当該事業案に係る予算が議会で否決されたとき。

上記の場合には、翌年度開始前に、しかるべき業者を選定のうえ、見積執行による随

意契約の手続を行い、契約を締結する。

（エ）本契約と延長契約の相違は以下のとおりである。
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本 契 約 延 長 契 約

施行期間 7月～3月（9ヶ月） 4月～6月（3ヶ月）

契約方法

指名競争入札

（一部制限付一般競争入札試

行）

単独随意契約

発注（入札また

は見積執行通

知）の時期

4月1日以降4月末頃まで 2月議会議決後

入札執行時期 5月末頃まで

備考

見積期間、着手準備期間は新

規の受託が可能な程度に十分

な期間を設ける。

契約金額は仕様に変更のない

限り、前年度本契約と同一条

件により算定し契約する。

公正な競争性を確保する観点から、特に継続業務については、前年度受託者にのみ有

利な条件とならぬよう、新規の受託が可能となるよう十分な見積期間と業務着手のため

の準備期間を設けなければならない。本契約に係る入札を執行するまでには、4月の新

年度開始以降3ヶ月間はこうした準備期間として必要である。

Ⅱ．委託契約の監査結果

１．市民生活部市民生活課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

戸籍住民基本台帳費

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡地域】

委託料(A) 47,323 107,163 151,612

歳出計(B) 651,725 714,019 778,028

委託割合(A/B） 7.3% 15.0% 19.5%

【清水地域】

委託料(A) 64,195 69,684 18,381

歳出計(B) 391,284 382,216 303,125
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委託割合(A/B） 16.4% 18.2% 6.1%

【静岡市】

委託料(A) 670,282 291,479

歳出(B) 1,568,258 1,175,767

委託割合(A/B） 42.7% 24.8%
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平成16年度の市民生活課所管の事業費には戸籍住民基本台帳費、地域振興費、遺家族

等援護費、斎場費、墓地費及び住居表示整備費が含まれているが、5年間の推移として

戸籍住民基本台帳費がその主なものであり、委託金額も多額となるため戸籍住民基本台

帳費のみの推移をとった。また、平成15年度及び平成16年度に委託料が増加したのは、

戸籍の電算化及び政令指定都市移行等に伴うシステム開発・改修業務の委託費用が増加

したためである。

平成16年度における市民生活課の予算に占める委託料の割合は以下のとおりである。

費 目 事業費（千円） 委託料（千円） 委託割合（％）

地域振興費 573,984 33,354 5.8

戸籍住民基本台帳費 500,264 303,879 60.7

遺家族等援護費 17,854 4,003 22.4

斎場費 196,493 83,627 42.6

墓地費 23,098 13,154 56.9
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住居表示整備費 26,975 23,300 86.4

合 計 1,338,668 461,317 34.5

地域振興費を除けば、委託割合は極めて高い水準となっている。戸籍住民基本台帳費

においては、データ入力業務やシステムの改修などを委託しており、市民生活課の委託料

の中で大きな割合となっている。斎場費や墓地費は施設の運営、管理等を委託している。

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 2件 2.7% 2,089 0.6%

一般競争入札 -件 -% - %

指名競争入札 2件 2.7% 2,089 0.6%

随意契約 71件 97.3% 328,452 99.4%

見積随意契約 11件 15.1% 44,676 13.5%

単独随意契約 60件 82.2% 283,776 85.9%

合 計 73件 100.0% 330,541 100.0%

入札の全体に占める割合は、件数的にも金額的にも少ない。また、随意契約のうち単

独随意契約が大きな割合を占めている。これは、戸籍や住民基本台帳等の専門的能力を

必要とする委託が多いからといえる。また、平成16年度においては政令指定都市移行の

ために、戸籍総合システム改修業務や住民基本台帳ネットワークサーバー改修業務など

のスポット的な委託業務が生じ、その契約が単独随意契約であり金額が多額となったた

めである。

ウ．主な入札による委託契約の状況

年間委託料が1,000万円以上の入札による委託契約はない。

また、1,000万円未満の入札で一般競争入札によって業者を選定したものはなかった。

市民生活課の業務においては、入札による業者選定の件数及び金額が極めて少なかっ

たことによる。



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 28

エ．主な随意契約の状況

（ア）住民異動データ入力業務委託

（単位：千円）

年 度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

(4～6月)

16年度

(7～3月)

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 見積随意

受託者 A社 同左 同左 同左 同左 B社
静
岡
地
域 契約価格 12,932 12,936 12,936 16,926 4,882 13,716

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 B社 同左 同左 同左 同左
清
水
地
域 契約価格 6,075 6,075 6,075 5,954 1,488

【委託状況等の説明】

住民異動データ入力業務は、平成16年度の6月までは、静岡地域と清水地域はそれぞれ

単独随意契約をしてきた。平成16年7月より静岡地域と清水地域とを一体として見積合わ

せを行い、業者選定を行なった。この契約では静岡地域においては繁忙期の3月は5人工、

その他の月は４人工で積算し、一方、清水地域においては、２人工で積算している。

（イ）静岡地域証明書交付及び手数料収納業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 C社 同左 同左 同左 同左

契約価格 10,710 10,920 11,088 11,172 11,163

委託業務

の主な内容

静岡戸籍17番窓口において、証明書の交付業務及び手数料の収納業

務

単独随意契約

とした理由

静岡県内には、当該業務を受託している業者が他になく、委託先は

本業者しかない。

【委託状況等の説明】

清水地域においては、平成17年4月1日より政令指定都市となり区制がひかれ清水区役

所となってから、直営で行っていたことを外部へ委託することとなった。また、駿河区

においても外部委託している。
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証明書交付及び手数料収納業務は、年間を通じて繁忙期や閑散期は特にはなく、常時3

人体制でおこなっている。委託料について過去5年間それほど変化は見られない。業務の

性格上人件費的な要素が大きいため人員の増減がない限り大きく変わらないためであ

る。3人体制が適正な人員と考えられ、2人体制であると業務に支障がでる可能性がある

ためである。

（ウ）戸籍等入力業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 D社 同左 同左 同左 同左

契約価格 19,832 19,832 19,832 19,561 19,624

委託業務

の主な内容

各種戸籍届等の入力業務

単独随意契約

とした理由

戸籍の入力業務は、異動届、婚姻届、死亡届等に基づく入力業務を

行うが、入力に当たり届出の適法性や添付書類の確認をし、除籍の

訂正時にタイプ入力することができる職員を有する業者は、近隣の

県を見ても1社しかいないため。

【委託状況等の説明】

戸籍等入力業務は静岡地域及び清水地域ともにD社に単独随意契約として委託してい

る。そのため、契約価格等のデータは両地域の合算で示している。当該業務は積算上5

人体制となっており、そのため契約金額は過去5年間大幅な増減はない。

戸籍の異動は出生、婚姻及び死亡によるものがほとんどで年間平均して業務が発生す

ることから繁忙期や閑散期は特にない。

（エ）静岡斎場火葬業務等委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左

受託者 E社 同左 F社 G社

契約価格 46,357 48,037 47,880 47,880

① 火葬炉設備の日常点検及び小規模な補修等
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委託業務

の主な内容

② 火葬炉の運転操作及び監視業務等

③ 棺到着受付から収骨までの一連の火葬業務

④ 火葬予約設備等の管理を含む火葬業務の計画作成から実績報

告までの火葬管理業務

⑤ 建物設備の運転管理及び火葬棟の日常清掃等

単独随意契約

とした理由

本業務の対象となる火葬炉設備はコンピュータによる焼却制御

するプラント設備で、設備の監視、炉の機械操作、棺の運搬、焼骨

の処理等の作業は一連の業務として実施する必要があり、当該炉に

従事する作業員は全て作業に精通していることが求められる。

E社は、炉の製造及び設置業者でありF社及びF社の業務を引き継

いだG社は、E社が設備の運転管理のために設立した会社である。当

該設備に精通し、的確な業務執行や緊急な対応が可能であると認め

られる業者は他にはいない。

【委託状況等の説明】

静岡斎場火葬業務等は平成12年度までは直営で行ってきた。平成13年度から新火葬棟

建設に伴い外部へ委託することとなった。業務の性質上委託金額は毎年大幅な変動はな

い。

（オ）政令市移行用戸籍システム改修業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 H社 契約価格 75,600

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

政令市移行に伴い、既存の戸籍システムをサーバ内で分割管理し、

他区本籍の処理等について制限をし、従前戸籍の本籍及び各種設定

等の変更を行う業務。

単独随意契約

とした理由

戸籍システムの改修業務は、システムを開発した当該業者以外は不

可能なためである。

【委託状況等の説明】

当該業務は政令市移行用戸籍システム改修業務であり、所管区データ分割作業、端末

調整費及び増設機器類設置・搬入等CE・SE作業が主なものである。落札率は高い水準と

は言えない。
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（カ）除票管理システム開発業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 I社 契約価格 39,900

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

旧清水市電算システム廃止に伴い、合併前旧清水市住民票出力を除

票管理システムで出力する業務開発である。共通サーバ内にハード

ディスクを増設し、清水市のホストコンピュータ内除票データを移

行し、既存の端末を使用し除票を出力するものである。主な開発内

容は以下のとおりである。

① 住民票データ移行

② 除票管理システムプログラム開発

③ 試験

単独随意契約

とした理由

本システムは、既存の住民記録システムで利用している機器を共有

することで、経費の軽減を図ったシステムで、既存システムに精通

し、開発可能な業者は当該業者のみである。

【委託状況等の説明】

委託期間は、平成17年1月11日から平成17年7月31日となっている。そのため、平成16

年度に除票管理システム開発業務委託契約を締結し、その金額を平成17年度に支払う債

務負担行為である。落札率は極めて高い水準となっている。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．単独随意契約について

（ア）現状

静岡地域証明書交付及び手数料収納業務はC社へ単独随意契約として委託している。

単独随意契約とした理由として「当該業者は、戸籍住民課の業務に精通し、個人情報

の保護についてもプライバシーマークを平成17年3月末に認定される予定であり体制も

整っている。また、県内における公金の取り扱いも多く、本市での実績も良好である。」

としている。C社は静岡市立病院の公金の取り扱いや医事業務も受託しており、本市での

実績も十分にある。

（イ）結論

しかし、静岡市における他の総合病院においては医事業務等の委託はC社以外の業者へ
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も委託しているところがあり、公金の取り扱いも十分に可能であると考えられる。その

ことから、C社へ単独随意契約を行う理由としては十分ではないと思われる。確かに、見

積合わせや入札を毎年行うことは委託業者にとっては委託業務におけるノウハウの蓄積

ができないという欠点はある。しかしながら、競争性の原理を最初から排除した例外的

な契約方法である単独随意契約とするのではなく、数年に1度程度は見積合わせを行う意

味は十分にあると考える。

イ．積算金額の統一

（ア）現状

行政文書の配付業務は、現在静岡地域と清水地域とに分けて見積随意契約により業者

を選定して委託を行っている。静岡地域と清水地域の積算資料を比較してみると相違が

みうけられた。

配送の人件費は、積算金額の10円未満の端数処理の違いによるものである。車両費用

は民間のレンタカー料金を参考に算出したものであるが、レンタカー会社により料金の

差異が生じてしまったものである。

（イ）結論

静岡地域と清水地域との積算金額の統一が至急望まれる。また、他のレンタカー会社

のデータも定期的に取り入れて検討することによって積算金額の精度は高まることとな

ろう。

ウ．住民異動届引継票の確認について

（ア）現状

住民異動データ等入力処理業務は外部へ委託している。日々 の日報として「住民異動

届引継票」を作成し、業務委託入力件数を報告することとしている。当該引継票で報告

を受け、課長、統括主幹、副主幹及び主査は当該報告を確認し、引継票に押印すること

とされている。平成17年3月の「住民異動届引継票」を閲覧した結果、平成17年3月25日

の「住民異動届引継票」において、課長、統括主幹、副主幹及び主査の押印がなされて

いなかった。

（イ）結論

本来市が行う業務を外部に委託したものであり、委託の業務成果の報告を受けたらそ

の内容を確認し押印をすることは、委託契約どおりに業務がなされたことを確かめたこ

とを示すものであり、重要な意味をもつものと言える。「住民異動届引継票」への責任者

の押印を漏れなく行う必要がある。
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２．健康文化部文化振興課静岡科学館「る・く・る」

「る・く・る」における指定管理者制度

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【文化振興課】

科学館費 12,272 253,845

合計(A) 12,272 253,845

歳出額(B) 7,812,543 1,448,104

委託割合(A/B) 0.2％ 17.5％

（注1）静岡科学館においては、その管理に関して指定管理者制度を採用しているため、

平成15年度の一部及び平成16年度の全部については、委託料ではなく指定管理料

であるが、ここでは便宜上委託料として扱っている。

（注2）上表における科学館費は、科学館費の全額より、静岡科学館の委託に関する費用

を抜き出したものである。
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静岡科学館は、「みる、きく、さわる」をキーワードに科学への関心を高め、市民の創

造力や感性を育むために、旧市立児童会館の後身的施設として平成16年3月21日に新たに

開館されたものである。したがって、監査対象年度である平成16年度は事実上開館1年目
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に該当する年度である。平成15年度における科学館費については、静岡科学館の開設準

備事業に係る委託料10,859千円と、平成16年3月20日から3月31日までの静岡科学館の管

理運営業務にかかる指定管理料1,413千円の合計額となっている。

また、文化振興課の歳出額について、平成15年度と平成16年度とでは、多額の差額が

生じているが、これは、平成15年度の歳出額には静岡科学館の建設に係る工事費用等が

含まれているからである。

イ．施設概要

施設名 静岡科学館「る・く・る」

所管課 文化振興課

所在地 静岡市駿河区南町14番25号 エスパティオ8～10階

施設形態 新設（平成16年3月21日開館）

施設規模
専用面積 6,398.09㎡ その他共用部分 1,472.08㎡

延床面積 7,870.17㎡

総事業費 6,793,055千円

10階 常設展示場、ガレージ、キッズコーナー、収蔵庫、トイ

レ、スタッフルーム、ボランティアルーム、他

9階 常設展示場、企画展示室、イベントホール、ファクトリー、

トイレ、他

8階 常設展示場、ワークショップスペース、マルチルーム、

メディアライブラリー、創作ルーム、実験ルーム、事務

室、会議室、他

施設内容

1～2階 専用エレベーターホール、券売機、他

静 岡 科 学 館
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静 岡 科 学 館 内 部

静岡科学館においては、科学に関する装置及び資料の常設展示を行っているほか、各

種のソフト事業や国、他団体や科学に関連する企業からの提案による共催事業等を行っ

ている。平成16年度における入館者数及び入館料収入は以下のとおりである。

入館者数（人）
年 月 大人 小人 合計

入館料（千円）

平成16年4月 12,072 19,403 31,475 5,195

平成16年5月 15,574 25,828 41,402 7,436

平成16年6月 7,113 13,837 20,950 3,270

平成16年7月 7,490 15,491 22,981 3,431

平成16年8月 15,674 29,613 45,287 7,221

平成16年9月 8,407 14,708 23,115 3,845

平成16年10月 6,224 15,860 22,084 2,628

平成16年11月 4,858 12,959 17,817 1,933

平成16年12月 3,300 9,077 12,377 1,283

平成17年1月 5,824 13,076 18,900 2,586

平成17年2月 5,158 11,812 16,970 2,125

平成17年3月 7,628 20,042 27,670 3,370

合 計 99,322 201,706 301,028 44,329

静岡科学館では、小人（中学生以下）及び静岡市在住の70歳以上の人は入館料が無料

となっている。

入館者の割合は平成16年度に関しては大人が約33％、小人が約67％となっている。比
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率としてはおおよそ大人：小人＝1：2であり、これは全国の科学館の状況とほぼ同様で

ある。

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成16年度入館者数推移

小人
大人

平成16年度は約30万人の入館者があり、これは当初予測のおおよそ2倍という数字であ

る。夏休み期間中である8月の入館者数が最も多く、開館から間もない4月、5月が続いて

いる。11月、12月と冬場に入り入館者数が減少したものの、年が明けて春休みが入る3

月には再度盛り返しを見せていることがわかる。

ウ．指定管理者制度について

（ア）静岡科学館の指定管理者制度の状況

（単位：千円）

指定期間
平成16年3月20日から

平成20年3月31日まで
指定管理者

財団法人

静岡市文化振興財団

方法
公募によらず、財団法人静

岡市文化振興財団を指定
契約価格

（当初） 304,895

（変更後）253,581

業務の

主な内容

静岡科学館の事業の実施、科学館の施設及び設備の維持管理に関す

る業務。

指定管理者制

度とした理由

地方自治法第244条の2第3項に基づく静岡科学館条例第9条による。

静岡市においては、静岡科学館の前身的施設である旧市立児童会館の施設の老朽化等

に伴い同会館を平成15年11月に閉館し、新たに静岡科学館を建設して平成16年3月に開館

する運びとなっていた。当初は静岡科学館条例に規定する「施設の管理」について、財

団法人静岡市文化振興財団に委託することを基本方針としていたが、平成15年6月に地方

自治法改正により管理委託制度が廃止されると同時に、これに代わって指定管理者制度

が導入され、平成15年9月から施行された。このため、法施行後新設される公の施設は指



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 37

定管理者制度を前提とされたため、条例に指定管理者制度を盛り込んで議会に上程する

こととなった。

指定管理者については、これまで静岡市文化振興財団が、児童会館をはじめとする市

の文化施設の管理運営を着実に行ってきたことを踏まえ、管理委託から指定管理者制度

への移行となったものの、静岡科学館については児童会館からの事業の円滑な受け継ぎ

が求められること、また教員等の人材活用による効果的な事業の実施を確保するため、

特に指定管理者の公募を実施せず、静岡市文化振興財団1者に事業申請を行わせたうえで

同者を指定管理者に選定した。

指定期間が4年とされた理由については、静岡市では、原則として、指定期間について

3～5年を基準とするように市の方針を打ち出しており、これにしたがい静岡科学館にお

いても3～5年の枠組みの中で設定することとしたが、指定期間が3年に達しない程度であ

れば管理の継続安定性が損なわれ、5年を超えるようであれば、今回の指定管理者の選定

の手続等が未成熟な中で行われていることに鑑みて指定されたものである。

また、契約価格については、開館初年度ということもあり、年間の経費を算出する根

拠となる実績が無く、年度の途中で、指定管理者の経営努力による成果ではなく、主に

光熱水費や共益費等の管理経費において多額の不要額が発生することが確定したため、

静岡市及び静岡市文化振興財団の双方が合意のうえで変更を実施している。

（イ）地方自治法改正の経緯

静岡科学館の管理運営業務は、指定管理者制度によって行われている。指定管理者制

度とは、平成15年の地方自治法の一部改正により新たに導入された制度であり、「公の施

設」の管理に関する権限を地方公共団体が指定した「指定管理者」に委任して行わせる

とするものである。この指定管理者制度の導入に伴い、現在、既に管理委託を行ってい

る公の施設については、改正地方自治法の施行の日から起算して3年を経過する日（平成

18年9月1日）までは従来どおり管理委託制度を存続させることができるが、当該経過措

置の期限以降については管理委託制度は廃止されることとなり、指定管理者制度を導入

するか、地方公共団体による直営のいずれかを選択することとなる。

地方公共団体における公の施設は、公共の利益のため広く住民の利用に供することを

目的として設置されるものであり、従来、当該施設の管理を委託する場合、その受託者

には公共性を有することが求められることから、公共団体、公共的団体及び政令で定め

る出資法人に限られていた。

しかし、近年においては公の施設の運営について、これらの団体以外の民間事業者に
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おいても十分に行政サービスを提供する能力が認められる団体が増加している現状と、

住民の行政に対するニーズが多様化している現状に鑑み、民間事業者の有する能力、経

験、知識等を活用することが有効であるとされている。したがって平成15年の地方自治

法の改正では、公の施設に関して、法人その他の団体であって普通地方公共団体が指定

するもの（これを指定管理者という）に管理を行わせることが規制緩和として認められ

た。すなわち、従来管理主体として認められていなかった公共団体等以外の民間団体で

ある株式会社やＮＰＯ法人等の団体まで門戸を開放し、また、単なる業務の委託ではな

く施設全体の維持・管理や行政処分の一部など、これまで地方自治体が行ってきた業務

まで任せることができることとなったのである。

この改正は、公の施設の管理運営において、民間の能力を活用することにより、多様

化する住民ニーズに効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上及び経費の削減等を

図ることを目的としている。たとえば公の施設の管理に民間事業者の手法を活用するこ

とにより、管理に要する経費を縮減することが可能になり、その結果、当該公の施設の

利用料の低料金化が図られたり、利用者の満足度を上げ、より多くの民間経営者の発想

を取り入れることで、利用者に対するサービスの向上が期待でき、さらには民間需要の

拡大を図ることで、地域経済の活性化を図ることができるというものである。

（ウ）新旧制度の相違点

項目 管理委託制度 指定管理者制度

性格

地方公共団体の管理権限のもと

で、具体的な管理の事務・業務

を管理受託者が執行。

地方公共団体の指定を受けた

「指定管理者」が管理を執行。

指定管理者／

管理受託者の

範囲

以下の団体に限定されている。

・ 地方公共団体の出資法人の

うち、１／２以上出資など

一定の要件を満たすもの

・ 公共団体

・ 公共的団体

団体（法人格不要）に限るが特

段の制約なし。民間企業が参入

できる。

（個人は不可）

議会の議決を経て指定

① 施設の設置者である地方公

共団体と、条例に基づく契

約により、具体的な管理の

① 施設の管理に関する権限を

指定管理者に委任して行わ

せるものであり、施設の使
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管理主体の権

限と業務の範

囲

事務または執行を行う。

② 施設の管理権限及び責任

は、設置者である地方公共

団体が引き続き有し、施設

の使用許可権限は委託でき

ない。

用許可も行うことができ

る。

② 施設の設置者である地方公

共団体は、管理権限の行使

は行わず、設置者としての

責任を果たす立場から必要

に応じて指示等を行う。

自治体との法

的関係

委託契約 「指定」という行政処分。

管理の詳細は「協定」により明

確にする。

指定管理者の指定は、地方自治

法上の「契約」には該当しない

ため、「入札」の対象ではない。

条例で規定す

る内容

委託の条件、相手方等を規定。 指定管理者の指定の手続き、指

定管理者が行う管理の基準及び

業務の範囲を規定。



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 40

（エ）指定管理者制度の流れ

一般的な流れ 静岡科学館の場合

条例の制定または改正
平成15年12月19日
・静岡市議会において静岡科学館条例が議決。

事業者による事業計画提
案とその審査を実施

平成16年1月9日
・（財）静岡市文化振興財団より指定管理者申請書が

提出され、受理した。
平成16年1月14日
・指定管理者選定・第一次審査委員会を実施。
平成16年1月15日
・指定管理者選定・第二次審査委員会を実施。

指定管理者を選定
平成16年1月21日
・指定管理者選定委員会を実施。（財）静岡市文化振

興財団が選定された。

指定管理者の議決
平成16年2月24日
・静岡市議会において、（財）静岡市文化振興財団が

静岡科学館の指定管理者になることが議決。

指定管理者の指定
平成16年2月27日
・静岡科学館の指定管理者に（財）静岡市文化振興
財団を指定、公告。

指定管理者による管理
平成16年3月21日
・静岡科学館が開館し、指定管理者による管理を開
始。

事業報告書の提出
平成17年5月23日
・平成16年度の静岡科学館事業報告書を受理。

管理費用の支払
・静岡市が支払った管理費用の総額は253,581千円で

ある。
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（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、特に問題となる事項は認められなかった。

３．健康文化部スポーツ振興課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡地域

ｽﾎ゚ー ﾂ振興課】
497,242 471,766 742,784

【清水地域

ｽﾎ゚ー ﾂ振興課】
399,412 532,588 597,063

【ｽﾎ゚ー ﾂ振興課】 1,267,405 1,306,602

合計(A) 896,654 1,004,354 1,339,848 1,267,405 1,306,602

歳出額(B) 2,441,624 6,133,081 3,763,622 3,123,096 5,462,334

委託割合(A/B) 36.7% 16.4% 35.6% 40.6% 23.9%
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スポーツ振興課では社会体育事業、学校施設開放事業、補助・助成事業、スポーツ施

設維持管理事業、スポーツ施設整備事業及びサッカーのまち推進事業を主要事業として

おり、このうち体育施設等の維持管理業務がスポーツ振興課の委託料の大半を占めてい

る。そのため委託料の金額は上記のように比較的安定して推移しているが、平成13年度

は清水ナショナルトレーニングセンター及び清水蛇塚スポーツグラウンドが稼動したこ

と等により、また平成14年度は静岡市ふれあい健康増進館がスポーツ振興課の所管と
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なったこと等により、委託料が前年度と比較して増加している。また委託割合も比較的

安定して推移しているが、平成13年度は中央体育館の改修工事及びスポーツパーク建設

事業に伴う用地買戻し等により、平成16年度は清水庵原球場及びスポーツ交流センター

の建設等により歳出額が増加しており、これに伴い委託割合が前年度と比較して大きく

減少している。

これらの状況を踏まえ、スポーツ振興課で執行された委託料に関しては、主にスポー

ツ施設維持管理事業に係る委託料を対象に検討していくこととする。なお、スポーツ施

設維持管理事業のうち静岡地域の体育施設は平成14年度の包括外部監査の対象となって

おり、その際に実施した監査手続が今回実施する監査手続と重複する部分も多いことか

ら、これらの施設については今回の監査対象から除外している。

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 26件 16.5% 87,746 6.7%

一般競争入札 -件 -% - -%

指名競争入札 26件 16.5% 87,746 6.7%

随意契約 132件 83.5% 1,218,856 93.3%

見積随意契約 41件 25.9% 47,250 3.6%

単独随意契約 91件 57.6% 1,171,605 89.7%

合 計 158件 100.0% 1,306,602 100.0%

上記で述べたとおり、体育施設等の維持管理業務がスポーツ振興課で執行されている

委託料の大半を占めているが、これらの施設は地方自治法第244条の2（改正前）で定め

られている公の施設に該当し、公の施設を委託する場合には下記のとおり委託先が地方

公共団体の出資法人等に限定されているため（同条第3項）、公の施設の管理委託におい

て受託可能な団体が限定され、単独随意契約にて契約せざるを得ない状態にある。

そのため、これらの公の施設の管理委託はいずれも単独随意契約による契約を行って

おり、公の施設の管理委託に係る委託料は総額1,034百万円(9件)にのぼることから、上

表のように単独随意契約が金額ベースで89.7％と委託料の大半を占めている。
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地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２２４条の２（改正前）

１ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除

くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなけれ

ばならない。

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重

要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさ

せようとするときは、議会において出席議員の３分の２以上のものの同意を得な

ければならない。

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ

るときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資して

いる法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することが

できる。

４ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者（前項の規定に基づき

公の施設の管理の委託を受けたものをいう。以下、本条において同じ。）に当該公

の施設の利用に係る料金（次項において、「利用料金」という。）を当該管理受託

者の収入として収受させることができる。

５ 前項における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の

定めるところにより、管理受託者が定めるものとする。

この場合において、管理受託者はあらかじめ当該利用料金について当該普通地

方公共団体の承認を受けなければならない。

６ 普通地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期す

るため、管理受託者に対して、当該委託にかかる業務又は経理の状況に関し報告

を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

ウ．主な入札による委託契約の状況

上記で対象とした委託契約のうち、平成16年度において年間委託料が10百万円以上の

入札による委託契約はない。

エ．主な随意契約の状況

上記で対象とした委託契約のうち、平成16年度において年間委託料が10百万円以上の
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随意契約は以下の7件であり、この7件でスポーツ振興課で執行された委託料の66.1%（金

額ベース）を占めている。

（ア）清水総合運動場運営管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者
(財)清水市

振興公社
同左 同左

(財)静岡市

清水振興公

社

(財)静岡市

振興公社

契約価格 83,843 99,021 113,164

38,803

70,935

109,738

124,560

委託業務

の主な内容

清水総合運動場内における

・施設の保守管理業務

・利用受付業務、利用団体との連絡調整業務

単独随意契約

とした理由

静岡市総合運動場条例第15条の規定により、委託先が（財）静岡市

振興公社に定められているため。

【委託状況等の説明】

清水総合運動場内における施設の保守管理業務、利用受付業務、利用団体との連絡調

整業務を単独随意契約で発注している。公の施設の管理は委託先が地方公共団体の出資

法人等に限定されていたため（地方自治法第244条の2第3項）、委託可能先の中では（財）

清水市振興公社が適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で（財）清水市振興

公社を受託者と定めている。

平成15年度と平成16年度に受託者が変わっているが、平成15年度は静岡地域と清水地

域の合併に伴う法人の名称変更によるもの、平成16年度は（財）静岡市振興公社との統

合によるものであり、実質的には同一の受託者に対して継続して委託している。

なお、平成15年度は静岡地域と清水地域の合併に伴い、4月から6月までが暫定予算の

扱いであったため、平成15年度の委託契約はそれぞれ4月から6月までの契約と7月以降の

契約に分かれている。

また、契約価格については年度末に精算が行われるため、上記の契約価格と実際に支

払われた委託料の金額とは異なる。各年度の精算後の委託料は次のとおりであり、いず
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れの年度も精算後の委託料が契約価格を下回り、年度末に委託料の返納が行われている。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約価格 83,843 99,021 113,164 109,738 124,560

返納額 2,050 11,466 308 4,543 10,531

差引（精算後

の委託料）
81,792 87,554 112,855 105,194 114,028

清水総合運動場 陸上競技場

（イ）日本平運動公園球技場等運営管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(財)清水市

振興公社

同左 同左 (財)静岡市

清水振興公

社

(財)静岡市

振興公社

契約価格 177,680 142,511 129,254

44,678

86,335

131,013

130,733
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委託業務

の主な内容

日本平運動公園内における

・スポーツ施設の保守管理業務

・利用受付業務、利用団体との連絡調整業務

単独随意契約

とした理由

静岡市都市公園条例第8条の規定により、委託先が（財）静岡市振

興公社に定められているため。

【委託状況等の説明】

日本平運動公園内におけるスポーツ施設の保守管理業務、利用受付業務、利用団体と

の連絡調整業務を単独随意契約で発注している。公の施設の管理は委託先が地方公共団

体の出資法人等に限定されていたため（地方自治法244条の2第3項）、委託可能先の中で

は（財）清水市振興公社が適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で（財）清

水市振興公社を受託者と定めている。

平成15年度と平成16年度に受託者が変わっているが、平成15年度は静岡地域と清水地

域の合併に伴う法人の名称変更によるもの、平成16年度は（財）静岡市振興公社との統

合によるものであり、実質的には同一の受託者に対して継続して委託している。

なお、平成15年度は静岡地域と清水地域の合併に伴い、4月から6月までが暫定予算の

扱いであったため、平成15年度の委託契約はそれぞれ4月から6月までの契約と7月以降の

契約に分かれている。

また、契約価格については年度末に精算が行われるため、上記の契約価格と実際に支

払われた委託料の金額とは異なる。各年度の精算後の委託料は以下のとおりであり、い

ずれの年度も精算後の委託料が契約価格を下回り、年度末に委託料の返納が行われてい

る。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約価格 177,680 142,511 129,254 131,013 130,733

返納額 15,825 8,967 1,862 4,975 10,003

差引（精算後

の委託料）
161,854 133,543 127,391 126,037 120,729
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日本平運動公園 球技場

（ウ）清水ナショナルトレーニングセンター運営管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(財)清水

市振興公

社

同左 同左 (財)静岡

市清水振

興公社

(財)静岡

市振興公

社

契約価格 1,725 137,237 162,620

49,990

93,438

143,428

154,218

委託業務

の主な内容

清水ナショナルトレーニングセンター内における

・施設の保守管理業務

・利用受付業務、利用団体との連絡調整業務

単独随意契約

とした理由

静岡市清水ナショナルトレーニングセンター条例第8条の規定

により、委託先が（財）静岡市振興公社に定められているため。

（注）清水ナショナルトレーニングセンターの稼動は平成13年度からである。
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【委託状況等の説明】

清水ナショナルトレーニングセンター内における施設の保守管理業務、利用受付業務、

利用団体との連絡調整業務を単独随意契約で発注している。公の施設の管理は委託先が

地方公共団体の出資法人等に限定されていたため（地方自治法244条の2第3項）、委託可

能先の中では（財）清水市振興公社が適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例

で（財）清水市振興公社を受託者と定めている。

平成15年度と平成16年度に受託者が変わっているが、平成15年度は静岡地域と清水地

域の合併に伴う法人の名称変更によるもの、平成16年度は（財）静岡市振興公社との統

合によるものであり、実質的には同一の受託者に対して継続して委託している。

なお、平成15年度は静岡地域と清水地域の合併に伴い、4月から6月までが暫定予算の

扱いであったため、平成15年度の委託契約はそれぞれ4月から6月までの契約と7月以降の

契約に分かれている。

また、契約価格については年度末に精算が行われるため、上記の契約価格と実際に支

払われた委託料の金額とは異なる。各年度の精算後の委託料は以下のとおりであり、い

ずれの年度も精算後の委託料が契約価格を下回り、年度末に委託料の返納が行われてい

る。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約価格 1,725 137,237 162,620 143,428 154,218

返納額 19 11,398 13,629 12,140 17,223

差引（精算後

の委託料）
1,706 125,838 148,990 131,287 136,994
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清水ナショナルトレーニングセンター

（エ）静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左

受託者
(財)静岡市

振興公社

同左 同左 同左

契約価格 245,759 280,067

78,496

205,859

284,356

278,733

委託業務

の主な内容

静岡市ふれあい健康増進館内における

・施設の保守管理業務

・利用受付業務

単独随意契約

とした理由

静岡市ふれあい健康増進館条例第11条の規定により、委託先が（財）

静岡市振興公社に定められているため。

（注）静岡市ふれあい健康増進館の稼動は平成13年度からである。
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【委託状況等の説明】

静岡市ふれあい健康増進館（ゆ・ら・ら）内における施設の保守管理業務、利用受付

業務を単独随意契約で発注している。公の施設の管理は委託先が地方公共団体の出資法

人等に限定されていたため（地方自治法244条の2第3項）、委託可能先の中では（財）静

岡市振興公社が適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で（財）静岡市振興公

社を受託者と定めている。

そのため、市が出資している財団法人静岡市振興公社が継続して受託者となっている。

なお、平成15年度は静岡地域と清水地域の合併に伴い、4月から6月までが暫定予算の

扱いであったため、平成15年度の委託契約はそれぞれ4月から6月までの契約と7月以降の

契約に分かれている。

また、契約価格については年度末に精算が行われるため、上記の契約価格と実際に支

払われた委託料の金額とは異なる。各年度の精算後の委託料は以下のとおりであり、稼

動初年度で精度の高い積算を実施することが出来なかった平成13年度を除くと、いずれ

の年度も精算後の委託料が契約価格を下回り、年度末に委託料の返納が行われている。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約価格 245,759 280,067 284,356 278,733

返納額 △ 5,880 26,883 20,860 25,767

差引（精算後

の委託料）
251,640 253,184 263,496 252,965

（注）平成13年度は、精算を行う前に当初の契約価格を上回る経費の支出が見込まれた

ことから、精算前に契約価格を264,357千円にし、契約内容の変更を行っている。

そのため実際には精算時において12,716千円（=264,759千円-251,640千円）の返

納が発生している。
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静岡市ふれあい健康増進館

（オ）清水蛇塚スポーツグラウンド施設運営管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左

受託者

(財)清水市

振興公社

同左 (財)静岡市

清水振興公

社

(財)静岡市

振興公社

契約価格 53,288 42,922

9,626

30,801

40,427

43,052

委託業務

の主な内容

清水蛇塚スポーツグラウンド施設内における

・施設の保守管理業務

・利用受付業務、利用団体との連絡調整業務

単独随意契約

とした理由

静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド条例第10条の規定により、委託

先が（財）静岡市振興公社に定められているため。

（注）清水蛇塚スポーツグラウンドの稼動は平成13年度からである。
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【委託状況等の説明】

清水蛇塚スポーツグラウンド施設内における施設の保守管理業務、利用受付業務、利

用団体との連絡調整業務を単独随意契約で発注している。公の施設の管理は委託先が地

方公共団体の出資法人等に限定されていたため（地方自治法244条の2第3項）、委託可能

先の中では（財）清水市振興公社が適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で

（財）清水市振興公社を受託者と定めている。

平成15年度と平成16年度に受託者が変わっているが、平成15年度は静岡地域と清水地

域の合併に伴う法人の名称変更によるもの、平成16年度は（財）静岡市振興公社との統

合によるものであり、実質的には同一の受託者に対して継続して委託している。

なお、平成15年度は静岡地域と清水地域の合併に伴い、4月から6月までが暫定予算の

扱いであったため、平成15年度の委託契約はそれぞれ4月から6月までの契約と7月以降の

契約に分かれている。

また、契約価格については年度末に精算が行われるため、上記の契約価格と実際に支

払われた委託料の金額とは異なる。各年度の精算後の委託料は以下のとおりであり、い

ずれの年度も精算後の委託料が契約価格を下回り、年度末に委託料の返納が行われてい

る。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約価格 53,288 42,922 40,427 43,052

返納額 5,084 130 366 2,126

差引（精算後

の委託料）
48,203 42,791 40,060 40,925
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清水蛇塚スポーツグラウンド

（カ）清水清見潟公園体育館等運営管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(財)清水市

振興公社

同左 同左 (財)静岡市

清水振興公

社

(財)静岡市

振興公社

契約価格 104,194 107,564 97,791

34,050

65,403

99,453

103,421

委託業務

の主な内容

清水清見潟公園内における

・スポーツ施設の保守管理業務

・利用受付業務、利用団体との連絡調整業務

単独随意契約

とした理由

静岡市都市公園条例第8条の規定により、委託先が（財）静岡市振

興公社に定められているため。
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【委託状況等の説明】

清水清見潟公園内におけるスポーツ施設の保守管理業務、利用受付業務、利用団体と

の連絡調整業務を単独随意契約で発注している。公の施設の管理は委託先が地方公共団

体の出資法人等に限定されていたため（地方自治法244条の2第3項）、委託可能先の中で

は（財）清水市振興公社が適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で（財）清

水市振興公社を受託者と定めている。

平成15年度と平成16年度に受託者が変わっているが、平成15年度は静岡地域と清水地

域の合併に伴う法人の名称変更によるもの、平成16年度は（財）静岡市振興公社との統

合によるものであり、実質的には同一の受託者に対して継続して委託している。

なお、平成15年度は静岡地域と清水地域の合併に伴い、4月から6月までが暫定予算の

扱いであったため、平成15年度の委託契約はそれぞれ4月から6月までの契約と7月以降の

契約に分かれている。

また、契約価格については年度末に精算が行われるため、上記の契約価格と実際に支

払われた委託料の金額とは異なる。各年度の精算後の委託料は以下のとおりであり、い

ずれの年度も精算後の委託料が契約価格を下回り、年度末に委託料の返納が行われてい

る。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約価格 104,194 107,564 97,791 99,453 103,421

返納額 580 75 371 3,393 6,365

差引（精算後

の委託料）
103,613 107,488 97,419 96,059 97,055
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清水清見潟公園 プール・体育館

なお、上記（ア）から（カ）までの6つの業務委託（以下、「公の施設に係る管理運営

委託」）については（財）静岡市振興公社を受託者としているが、（財）静岡市振興公社

の概要は以下のとおりである（いずれもHPより転載）。

a．基本財産 386百万円（全額静岡市出資）

b．年間事業収入（事業外収入その他収入及び繰越金を除く。）

平成13年度 決算額 783,074千円 当期利益 29,092千円

平成14年度 決算額 737,327千円 当期利益 22,086千円

平成15年度 決算額 719,545千円 当期利益 9,621千円

c．設立年月日 昭和16年7月17日

d．設立経緯

昭和16年 昭和15年1月15日発災した静岡大火の義捐金の残預金300千

円をもって住宅の経営、産業の振興等市民の福利施設を講ず

るため、「財団法人興静会」として設立

昭和36年 宅地造成及び分譲事業を加え「財団法人静岡市振興公社」と

改称



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 56

昭和48年 宅地分譲事業を土地開発公社に委譲

平成4年 駐車場及び市の管理施設を受託するため目的及び事業を追

加変更

平成16年 財団法人静岡市清水振興公社（昭和39年8月1日設立）を統合、

全事業を引き継ぐ

e．平成16年度事業種別予算

（金額：千円）

事業名 金額 事業内容

住宅及び店舗の貸付業務 13,545

古瀬名アパート

新間アパート

安倍口店舗併用

24戸

16戸

20戸

有料駐車場事業

駅北パーキング 104,410 200台 6層立体駐車場

静岡市役所有料駐車場 14,219 80台

興津駅前暫定 1,100 14台

月極臨時駐車場 7,704

羽鳥40台

堤町44台、第2堤町28台

瀬名北29台、瀬名南20台

静
岡
市
振
興
公
社
事
業

その他収益事業 4,858 物品販売、自販機、商品販売等

教室事業 7,433 健康増進、体験スポーツ45教室

公
社
事
業

静
岡
市
清
水

振
興
公
社
よ
り 有料駐車場事業 17,070 千歳橋45台、柳橋67台

静岡市総合事務所

新館地下駐車場
44,066 来庁者駐車場107台

静岡へリポート 28,949
離着陸、滑走路

エプロン、管理等

市営住宅 205,950 羽衣団地他37団地 5,176戸

受
託
事
業

静
岡
市
振
興
公
社
事
業

ふれあい健康増進館 278,733
温水プール

トレーニングルーム、浴室
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大広間

総合運動場 124,560
体育館、市営ﾌ゚ー ﾙ、陸上競技場

アーチェリー、弓道場

日本平運動公園 130,733 サッカー球技場、テニス場等

蛇塚スポーツグラウンド 43,052 サッカー場2面

清見潟公園 103,421
体育館、温水プール

トレーニングルーム

文化センター駐車場 10,477 春日町53台、上清水35台

草薙駅前駐車場 52,457 駐車場210台、駐輪場517台

清水駅東口駐車場 37,656 駐車場436台、駐輪場566台

東部勤労者福祉センター 31,654 愛称「テルサ」

静
岡
市
清
水
振
興
公
社
よ
り

ナショナルトレーニング

センター
354,565

宿泊設備、ｱﾘーﾅ、ﾄﾚーﾆﾝｸ゙ﾙーﾑ、

ｸｱﾌ゚ ﾙー、ﾌｨｯﾄﾈｽﾙーﾑ、芝生ｸ゙ﾗｳ

ﾝﾄ゙

（注）網掛けはスポーツ振興課が委託している業務

上記のとおり（財）静岡市振興公社は静岡市が全額出資している財団法人である。平

成16年度の予算規模で見ると公社独自の事業が170,339千円であるのに対し、静岡市から

受託している事業は1,446,273千円であり、受託事業が全体の90％を占めていることがわ

かる。

（キ）（仮称）スポーツパーク野球場建設工事監理業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 Ａ社 予定価格 29,683

契約方法 単独随意 契約価格 29,190

委託業務

の主な内容

（仮称）スポーツパーク野球場建設事業に関わる下記工事の工事監

理業務一式

・ （仮称）スポーツパーク野球場建築工事

・ （仮称）スポーツパーク野球場電気設備工事

・ （仮称）スポーツパーク野球場スコアボード設備工事

・ （仮称）スポーツパーク野球場ナイター照明設備工事

・ （仮称）スポーツパーク野球場衛生設備工事
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単独随意契約

とした理由

選定した業者は平成13年度に実施設計を履行し、当施設の意義、目

的を十分に把握しており、また経費の削減も期待できることから、

単独随意契約としている（地方自治法施行令第167条の2第1項4号に

該当）。

【委託状況等の説明】

（仮称）スポーツパーク野球場（現静岡市清水庵原球場、平成17年7月17日開設）の建

設に当たり、野球場及びそれに付帯する設備（電気設備、スコアボード、ナイター照明、

衛生設備）の工事監理を単独随意契約で発注している。単独随意契約とした理由として

は、Ａ社が（仮称）スポーツパーク野球場の実施設計を受託し、当該施設の状況を把握

しているため、事前準備等に係る経費が不要になり、他の業者と比較して経費の削減が

できることをあげている。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．契約書に規定されていない委託業務の再委託が行われている

（ア）現状

「静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託」を除く「公の施設に係る管理運営委

託」の業務委託契約書には再委託に関し、「乙（受託者）は、第三者に対し委託業務の全

部若しくは一部の実施を委託し、または請け負わせてはならない。」（第7条第2項）と記

載されているだけであり、再委託を認める規定は設けられていない。

しかし上記の委託業務の受託者である（財）静岡市振興公社は、設備保守等に係る専

門家がいないことなどを理由に、設備保守業務、施設管理業務及び芝生維持管理業務等

の業務を民間の業者に再委託している。

（イ）結論

そのため上記の委託業務では契約書に規定されていない再委託が行われていることに

なり、静岡市としてもこれを看過していたことになる。委託業務に係る全ての事項は業

務委託契約書に基づいて進められ、業務委託契約書は業務を委託するに当たり最も重要

な書類であると言えることから、その契約書を遵守せずに手続を実施することはあって

はならないことであり、早急に是正が求められる。

（財）静岡市振興公社が再委託をせずに業務を受託することは体制面から考えて現実

的に困難であることが予想されることから、この状態を解消するためには実態を契約書
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の記載内容に合わせるのではなく、契約書の記載内容を実態に即したものに修正する必

要があると考える。具体的には、再委託を行う場合の契約書の標準書式が静岡市の委託

事務に係るマニュアルに以下のように定められているため、これに従い契約書を変更す

る必要がある。

なお平成16年度の契約書に再委託を認める規定が設けられていなかった原因として

は、契約書の記載内容を静岡地域と清水地域で統一する過程で再委託を認める規定が抜

けてしまったと考えられるとのことであり、平成15年度以前の契約書には再委託を認め

る規定が設けられていた。また平成17年度の契約書では、以下の標準書式に従い再委託

を認める規定が設けられており、契約書に基づいて委託業務の再委託が行われている。

（再委託等の禁止）

第○条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部又は一部の実施を委託し、又は請け

負わせてはならない。ただし、特別な理由がある場合で、あらかじめ甲の書面に

よる承認を受けた場合は、この限りでない。

２ 乙は、前項ただし書の規定によりあらかじめ甲の承認を受けたときは、再受託

者等との契約書等に第○条から前条までの規定を準用する旨を明記しなければな

らない。

３ 乙は、前項の再受託等の契約を締結した後、速やかに当該契約書等の写しを甲

に提出しなければならない。

イ．契約書に従った再委託に係る管理がされていない

（ア）現状

「静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託」は他の「公の施設に係る管理運営委

託」とは異なり、下記のとおり業務委託契約書に再委託を認める規定が設けられている。

静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託契約書

（再委託等の特例）

第１１条 前条第２項の規定にかかわらず、乙は、別紙仕様書４（１）及び（２）

①②③④⑤⑥に規定する業務については、第三者に対し、その全部若しくは一部

の実施を委託し、又は請け負わせることができるものとする。

２ 前項の規定により第三者に委託業務を委託し、又は請け負わせるときは、乙は

委託業務又は請負業務の実施に関する静岡市の条例、規則等の関係規定を準用し、

甲の指示に従い実施しなければならない。
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（１）業者の選定

（２）契約の締結（見積執行、契約書式等）

（３）当該業務の履行の確保及び検査

（４）その他甲が必要と認める事項

３ 乙は、第１項の規程により第三者に対し、委託し、又は請け負わせるための契

約を締結したときは、直ちに当該契約書の写し等を甲に提出しなければならない。

４ 乙は前項の契約書において、甲が必要があると認めるときは、いつでも当該業

務の処理状況について指示し、又は検査することができる旨の条項を附記しなけ

ればならない。

（注）乙は受託者である（財）静岡市振興公社を、甲は委託者である静岡市をそ

れぞれ指している。

上記規定によれば、受託者が再委託を行う場合には、静岡市の条例や規則等を準用し

て契約事務を執行するとともに（第2項）、静岡市は再委託に係る契約書の写しを入手し

なければならない（第3項）。また、その契約書には静岡市に当該再委託業務に関する指

示権、検査権がある旨を付記しなければならないとされている（第4項）。

しかしながら、実際には再委託に係る契約事務が静岡市の条例や規則等を準用したも

のとなっているかの確認を行っておらず、また再委託に係る契約書の写しも入手してい

ないため、静岡市に指示権、検査権がある旨が付記されているかを確認することが出来

ない。

（イ）結論

したがって静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託契約書第11条に関し、第2項・

第3項を遵守しておらず、また第4項を遵守していないおそれのあることがわかる。その

ため、「ア．契約書に規定されていない委託業務の再委託が行われている」と同様に契約

書を遵守せずに手続を実施していると言え、早急に是正が求められる。

また、静岡市と（財）静岡市振興公社の間で契約価格を決定するにあたっては、再委

託に係る業務についても事前に必要な業務であるかの検討を行い、再委託される業務の

内容に応じた金額を契約価格に織り込んでいる。しかし、上述したとおり静岡市では再

委託に係る契約書の写しを入手していないため、あらかじめ決められた業務内容で再委

託先と契約書を締結したかを確認することが出来ず、契約の際に求めた業務の水準を満

たしていないおそれがある。
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したがって、再委託に係る契約を把握していないということは契約書を遵守していな

いということだけに留まらず、契約事務の基本原則（透明性の確保・公正な競争の促進・

適正な履行の確保・不正行為の排除の徹底）が遵守されていないことに他ならない。こ

のことはイ．で述べた再委託が原則として認められない理由と同様であり、原則として

再委託が認められないからこそ、例外的に再委託を認める場合には契約事務の基本原則

に照らして適正に再委託業務が履行されていることを確認する必要がある。そのためア．

のように契約書の記載内容を実態に即したものに修正するのではなく、実態を契約書の

記載内容に合わせなければならない。

上記のような状況は「静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託」だけにとどまら

ず、他の「公の施設に係る管理運営委託」にも当てはまる。ア．で述べたとおり、他の

「公の施設に係る管理運営委託」は平成17年度の契約書では再委託を認める規定を設け

ているものの、この規定に基づいて手続きを実施しておらず、再委託に係る手続の実施

状況は「静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託」と同じである。

これらの体育施設等の管理運営業務委託は、下表のとおり委託料に占める再委託の割

合が高く、再委託業務の管理が非常に重要であると言える。この点から考えても、受託

者である（財）静岡市振興公社と再委託先との契約事務が適切に執行されているかを検

証し、契約事務の基本原則が遵守されていることを確認する必要がある。

（単位：千円）

業務名
受託者の

総支出額

左記のうち

再委託金額
再委託率

清水総合運動場運営管理業務委託 114,478 28,610 25.0%

日本平運動球技場等運営管理業務委託 120,763 54,736 45.3%

清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚーﾆﾝｸ゙ｾﾝﾀー運営管理業務委託 348,313 234,916 67.4%

静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託 252,965 60,233 23.8%

清水蛇塚ｽﾎ゚ー ﾂｸ゙ﾗｳﾝﾄ゙施設運営管理業務委託 40,964 28,056 68.5%

清水清見潟公園体育館等運営管理業務委託 97,072 35,665 36.7%

合 計 974,557 442,219 45.4%

４．経済部地域産業課駿府匠宿

静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」に係る管理運営業務
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（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【地域産業課】

工業振興費 232,551 236,022 236,810 228,859 214,058

合 計(A) 232,551 236,022 236,810 228,859 214,058

歳出額(B) 505,428 667,008 653,016 658,835 635,395

委託割合(A/B) 46.0％ 35.4％ 36.3％ 34.7％ 33.7％

（注）上表における工業振興費は、地域産業課における委託業務のうちから駿府匠宿の

管理運営業務にかかる委託料を抜き出したものである。
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地域産業課においては、平成16年度において、静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠

宿」（以下、駿府匠宿という。）管理運営業務委託のほか、ＪＲ静岡駅構内における駿府

楽市「特産品展示コーナー」管理運営業務委託等20件の委託契約を締結しているが、こ

のうち駿府匠宿の管理運営業務が委託料の大半を占めているため、今回の包括外部監査

においては駿府匠宿の管理運営業務を監査対象とし、その他の業務委託については監査

の対象から除外している。

委託料の金額は、上記のように過去5年間比較的安定して推移している。また、委託割

合についても、平成12年度に関しては地域産業課全体の歳出額が少なくなっていること

に伴い若干高くなっているものの、他の年度に関しては35％前後で比較的安定して推移

している。
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イ．随意契約の状況

（ア）駿府匠宿管理運営業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 ㈱駿府楽市 同左 同左 同左 同左

契約価格 279,300 263,025 242,550 228,900 214,200

委託業務

の主な内容

「駿府匠宿」の管理運営業務及び使用料徴収事務。

単独随意契約

とした理由

静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」条例第9条の規定により、

委託先が㈱駿府楽市に定められているため。

【委託状況等の説明】

駿府匠宿の管理運営業務及び使用料徴収事務を単独随意契約にて委託している。市民

が工芸に親しみ、歴史に触れることにより、地場産業及び地域の歴史への理解を深める

といった施設の性質または目的から、競争入札には適さないものとして単独随意契約と

し、議会の議決を経て、条例により㈱駿府楽市が委託先として決定されている。

なお、㈱駿府楽市は、地場産業の振興及びＰＲを目的として平成3年5月に静岡市が51％

を出資して設立した外郭団体であり、地域産業課では、駿府匠宿管理運営業務のほかに

ＪＲ静岡駅構内における駿府楽市「特産品展示コーナー」の管理運営業務を委託してい

る。

上記の契約価格については、年度末において精算が行われ契約価格の変更が行われる

ため、実際に支払われた委託料とは異なる。各年度の精算後の委託料は下記のとおりで

あり、いずれの年度も精算後の委託料が当初契約価格を下回り、年度末に委託料の返納

が行われている。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約価格 279,300 263,025 242,550 228,900 214,200

返納額 46,748 27,002 5,739 40 141

差引(精算後

の委託料)
232,551 236,022 236,810 228,859 214,058



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 64

ウ．施設概要

（ア）施設概要

施設名 静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」

所管課 地域産業課

所在地 静岡市駿河区丸子3240番地の1

施設規模 敷地面積 約6,500㎡（本館 約5,300㎡、別館 約1,200㎡）

延床面積 約3,600㎡（本館 約2,800㎡、別館 約800㎡）

総事業費 約5,025,000千円

施設内容

創作体験施設 各体験工房（一般体験、教室体験）

展示・映像体験施設 駿府工芸館、東海道歴史体験ホール

地場産品紹介施設 ギャラリー、産業展示ホール

利便施設 物販施設（鞠子楽市）

飲食施設（たくみ亭、鞠子庵）

駿 府 匠 宿
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駿府匠宿 竹染工房

駿府匠宿 陶芸工房内部

（イ）来場者数及び各施設の利用状況ならびに使用料収入の推移

過去5年間における駿府匠宿の来場者数及び各施設の利用状況ならびに使用料収入の

推移は次のとおりとなっている。
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ａ．来場者数

（単位：人）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

来場者数 249,460 254,230 245,380 250,410 246,860

ｂ．各施設の利用状況

（単位：体験者数は人、利用率は％）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

竹染

工房

体験者数

利用率

14,659

5.9

13,199

5.2

12,673

5.2

11,925

4.8

13,054

5.3

陶芸

工房

体験者数

利用率

11,845

4.7

8,486

3.3

8,713

3.6

8,048

3.2

7,892

3.2

別館

工房

体験者数

利用率

8,882

3.6

7,582

3.0

8,167

3.3

7,982

3.2

7,059

2.9

体

験

工

房

合計
35,386

14.2

29,267

11.5

29,553

12.0

27,955

11.2

28,005

11.3

駿府工

芸館

入館者数

利用率

12,321

4.9

7,007

2.8

6,183

2.5

5,716

2.3

5,792

2.3

東海道

歴史体

験ホー

ル

入館者数

利用率

7,187

2.9

3,862

1.5

3,163

1.3

2,343

0.9

2,721

1.1

両館共

通券

入館者数

利用率

29,016

11.6

23,628

9.3

19,984

8.1

17,189

6.9

14,042

5.7

展

示

施

設

合計
48,524

19.5

34,497

13.6

29,330

12.0

25,248

10.1

22,555

9.1

（注1）上表における体験工房の利用者数は、一般体験者数のみであり、教室体験者数は

含んでいない。

（注2）利用率は、体験者数を来場者数で除して算定し、来場者がどの程度体験工房ある

いは展示施設を利用したかを示す。

ｃ．使用料収入

（単位：千円）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

使用料収入 73,660 57,800 54,707 50,926 48,365
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来場者数と使用料収入の推移
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駿府匠宿は、静岡市の伝統産業と歴史をテーマに、地場産業の振興、ＰＲと地域経済

の活性化を目的として建設され、平成11年4月に本館が、平成12年4月に別館がそれぞれ

オープンした。

このような施設の特徴として、オープン後、年が経過するにつれ来場者が減少してい

く傾向が見られるが、駿府匠宿においては、各種ＰＲ等の誘客努力により過去5年間、来

場者数に関しては減少傾向が見られず、比較的安定的に推移している。しかし、使用料

収入に関しては、特に展示施設の入館者数の減少傾向が見られ、毎年度、徐々 に減少し

ていることがわかる。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．積算の誤りについて

（ア）現状

平成16年度における駿府匠宿の管理運営業務委託料の積算過程において、人件費の積

算に誤りが発見された。詳細は以下のとおりである。

駿府匠宿のスタッフ（正社員分）の給与等を積算するに当たり、年度の途中で新たに

赴任する予定とされていた施設担当職員の給与等が算定されていたにもかかわらず、当

該金額が合計額から漏れていた。これによる影響額は2,523千円である。誤りが生じた原

因は、地域産業課では、人件費の積算をパソコンの表計算によって行っていたが、当該

施設担当職員の給与等の欄を合計額に加算していなかったという単純なミスによるもの

であった。

（イ）結論
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結果だけみると、当該誤りによって積算金額の合計が下がることとなり、経費削減に

つながったともいえなくはない。また、年度末における精算時点においては不用額が返

還されていることからも最終的な影響としてはそれほど大きなものではなかったといえ

る。けれども、計算を誤っていたという事実に変わりはなく、仮に他で同種のミスが生

じた場合には、次回は積算金額合計が上がる結果につながらないとは言い切れないであ

ろう。

このような単純なミスは、積算の過程において確認計算さえしていれば防げたはずで

ある。今後、積算を行う際には、細心の注意を払い、必ず全項目について検算を行う等

の措置を取っていただきたい。

５．経済部清水港振興課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

港湾管理費 2,500 2,752 2,700 78,645 117,927

港湾振興費 － － － 5,428 1,397

港湾建設費 － － 33,513 11,539 －

日の出センター費 65,446 70,008 68,794

漁港建設費 18,752 － － － －

合計(A) 86,698 72,760 105,008 95,613 119,324

歳出額(B) 850,081 798,220 800,887 1,977,663 448,933

委託割合(A/B) 10.2% 9.1% 13.1% 4.8% 26.6%

0
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100,000

150,000
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清水港振興課は清水港の振興にかかわる事業を実施しており、そのための主な支出額

の内容は以下のとおりである。

港湾管理費は、港湾会館清水日の出センター、清水港海づり公園及びマリンパーク等、

港湾施設の維持管理、運営をとおし、市民の福祉の増進及び港に親しむ憩いの場を提供

するための港湾施設の管理運営に要する経費である。

港湾振興費は、清水港の利用を促進し、静岡市経済の発展に寄与するため、清水港の

利用拡大を目的としたポートセールスや客船誘致事業など各種事業の実施や清水港利用

促進協会の活動を支援するための経費である。

港湾建設費は、清水港長期整備計画に基く、清水港改修、改良事業への静岡県に対す

る負担金支出である。

日の出センター費は、静岡市と清水市の合併を機会に平成15年度から港湾管理費に含

めて処理されている。

なお、清水港振興課の委託経費の割合が大きく変動しているのは、港湾整備事業費負

担金の増減が大きく影響している。

清 水 港 海 づ り 公 園 渡 船
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清 水 港 海 づ り 公 園

清 水 港 海 づ り 公 園

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 3件 20.0% 13,306 11.3%

一般競争入札 －件 －% － －%

指名競争入札 3件 20.0% 13,306 11.3%
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随意契約 12件 80.0% 104,620 88.7%

見積随意契約 4件 26.7% 15,720 13.3%

単独随意契約 8件 53.3% 88,899 75.4%

合 計 15件 100.0% 117,927 100.0%

清水港振興課における委託契約状況の特徴として、全体金額に占める指名競争入札の

割合が低いことがあげられる。この要因として、清水港振興課で契約金額が一番高い「港

湾会館清水日の出センター管理運営業務及び使用料徴収事務委託契約」71,385千円が条

例により委託先が定められ単独随意契約になっていること及び3件ある指名競争入札の

対象のうち2件はともに1,000千円未満の契約であり、比較的高い金額で契約しているの

は「静岡市清水港海づり公園公園作業等業務委託契約」1件のみであるためである。

ウ．主な入札による委託契約の状況

年間委託料が1,000万円以上の入札による委託契約は以下の1件である。

（ア）静岡市清水港海づり公園公園作業等業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

（11月～3月）

16年度

契約方法 見積随意 指名競争

受託者 Ａ社 同左

参加業者数 7社 7社

予定価格 12,606

落札価格 5,901 12,606

第2位 5,964 入札不落随契

落札率 99.9%

入札回数 1回 2回

委託業務

の主な内容

警備業務（受付、案内、安全対策、保守、その他運営上必要な業務）、

清掃業務、徴収業務

Ａ社 Ａ社

Ｂ社 Ｂ社

Ｃ社 Ｃ社

指名業者名 Ｄ社 Ｄ社
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Ｅ社 Ｅ社

Ｆ社 Ｆ社

Ｇ社 Ｇ社

【委託状況等の説明】

静岡市清水港海づり公園の公園作業等業務を指名競争入札で発注している。同公園は

平成15年11月に開園しているので、平成15年11月から委託業務が発生している。平成16

年度の指名競争入札における落札率は99.9％と高い比率で落札していることがわかる。

また、平成17年度から指定管理者制度が導入され、地元の清水漁業協同組合が指定管

理者として静岡市清水港海づり公園を管理している。

以下の業務委託は年間委託料が1,000万円未満の入札であるが、落札率が100.0％で

あったため、抽出対象にしている。

（イ）日の出地区公共施設内トイレ清掃業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 580 第2位 997

契約方法 指名競争 落札価格 580 落札率 100.0％

受託者

(社)静岡市シ

ルバー人材セ

ンター

参加業者数 3社 入札回数 1回

委託業務

の主な内容

日の出地区公共施設内トイレ・2箇所の清掃業務

指名

参加業者名

(社)静岡市シルバー

人材センター

Ｈ社 Ｉ社

【委託状況等の説明】

日の出地区の公共施設内トイレ清掃業務を指名競争入札で発注している。平成15年度

までは清水港振興会と公園清掃業務委託（トイレ清掃を含む）に係る単独随意契約を締

結していたが、合併以降、建築物清掃業務については静岡地域で実施していた入札制度

を導入することが求められていることから、平成16年度からは指名競争入札を実施して

いる。
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エ．主な随意契約の状況

（ア）港湾会館清水日の出センター管理運営業務及び使用料徴収事務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

（7月～3月）

16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 清水港振興会 同左 同左 同左 同左

契約価格 65,446 70,008 68,794 47,087 71,385

委託業務

の主な内容

港湾会館清水日の出センターの維持管理運営業務

港湾会館清水日の出センターの使用料徴収事務

単独随意契約

とした理由

港湾会館清水日の出センター条例第14条の規定により、委託先が清

水港振興会に定められているため。

【委託状況等の説明】

港湾会館清水日の出センター管理運営業務及び使用料徴収事務を単独随意契約で発注

している。清水地域においては、当該施設の管理は、清水港振興会に委託することが適

当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で清水港振興会を委託先として決定して

いる。なお、平成17年10月に条例が改正され、平成18年度から指定管理者制度を導入す

る予定である。

契約価格は、修繕の規模や内容が異なるなど業務の仕様が変更になるため、年度毎に

変動している。

（イ）静岡市清水港海づり公園渡船運行業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左

受託者 Ｊ社 同左

契約価格 4,410 14,532

委託業務

の主な内容

静岡市清水港海づり公園の渡船運航業務

単独随意契約

とした理由

清水港では、海上の旅客運航業者が1者しかないため
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【委託状況等の説明】

静岡市清水港海づり公園渡船運行業務を単独随意契約で発注している。同公園には船

で行くことになるので、渡船運行業務を委託しているが、清水港では海上の旅客運航業

者が1者しかないため単独随意契約になっている。また、同公園は平成15年11月に開園し

ているので、平成15年11月から委託業務が発生している。

なお、受託者に支払われる委託料は上記契約価格から渡船収入にかかわる収入を差し

引いて支払われる契約内容になっている。平成16年度における実際に支払われた委託料

は、11,690千円であった。

（ウ）興津漁港国有海浜地の用途廃止に伴う用地測量業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 Ｋ社 契約価格 11,655

契約方法 見積随意 参加業者数 7社

委託業務

の主な内容

興津漁港の廃止に伴う、国有海浜地の用途廃止手続において必要な

土地の面積確定のための用地測量及び用途廃止協議書の作成業務

見積

参加業者名
Ｋ社 Ｌ社 Ｍ社 Ｎ社 Ｏ社 Ｐ社 Ｑ社

見積随意契約

とした理由

契約の性質または目的が競争入札に適しないものであるため（地方

自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

【委託状況等の説明】

興津漁港国有海浜地の用途廃止に伴う、静岡市が管理する清見潟公園内、ならびに興

津漁港区域内にある農林水産省所管の国有海浜地及び市道7001号線内の官民境界確定作

業を実施する業務を見積随意契約で発注している。見積参加業者は、「静岡市建設業関連

業務の委託に係る競争入札参加資格認定者名簿（測量）」より選定しているが、具体的な

選定要素として市内業者であること、測量のほか用地関連の知識を有すること、国等の

関係機関との協議に迅速なる対応が必要なことから実績のある業者を実績順に選定して

いる。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．契約書に規定されていない委託業務の再委託がおこなわれている

（ア）現状

港湾会館清水日の出センター管理運営業務委託の受託者である清水港振興会では以下
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の業務について再委託を行っている。

（単位：千円）

委託業務 委託業者 契約金額 業者決定方法

空気調和設備等運転保守管理業

務

Ｒ社 16,554

（9,320）

指名競争入札（5者）

清掃管理業務 Ｓ社 8,442

（4,752）

指名競争入札（5者）

空調設備定期保守管理業務 Ｔ社 5,439

（3,062）

指名競争入札（3者）

エレベーター保守管理業務 DD社 2,394

（1,347）

単独随意契約

環境衛生管理業務 Ｓ社 1,452

（817）

指名競争入札（5者）

音響照明操作等業務 Ｒ社 1,168

（1,168）

単独随意契約

舞台照明装置定期保守業務 Ｖ社 877

（877）

見積随意契約（3者）

保安警備業務 Ｗ社 819

（461）

単独随意契約

舞台吊物装置定期保守業務 Ｘ社 622

（622）

見積随意契約（3者）

自家用電気工作物保安管理業務 Ｙ協会 533

（300）

単独随意契約

植栽管理業務 ＶＶ社 426

（240）

見積随意契約（3者）

音響設備定期保守業務 Ｚ社 301

（301）

見積随意契約（2者）

自動ドア保守管理業務 ＡＡ社 283

（159）

見積随意契約（2者）

塵芥収集処理業務 ＢＢ社 283

（159）

見積随意契約（3者）

合 計 39,596

（23,590）

（注）港湾会館清水日の出センターは静岡県との共用部分がある。そのため契約金額の

うち（ ）内の金額が静岡市が負担する金額となる。
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（イ）結論

上記のように港湾会館清水日の出センター管理運営業務委託では、多くの再委託が行

われているが、清水港振興会との契約書には再委託について、特に規定は定められてい

ない。地方公共団体の契約は、契約の相手方として特定の者を公正に選定した上で、契

約の履行確保を図るものであるため、再委託等により、その相手方以外の者に契約を履

行させることは、適正な履行の確保の観点から認めることはできないとする静岡市の立

場からすると、契約書上で再委託に関する何らかの規定を設けることが必要である。

契約書を実態に即したものに修正するとともに今後、再委託を行う場合は、契約書の

標準書式が静岡市の委託事務に係るマニュアルに以下のように定められているので、こ

れに従い契約書を作成してもらいたい。

（再委託等の禁止）

第○条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部又は一部の実施を委託し、又は請け

負わせてはならない。ただし、特別な理由がある場合で、あらかじめ甲の書面に

よる承認を受けた場合は、この限りでない。

２ 乙は、前項ただし書の規定によりあらかじめ甲の承認を受けたときは、再受託

者等との契約書等に第○条から前条までの規定を準用する旨を明記しなければな

らない。

３ 乙は、前項の再受託等の契約を締結した後、速やかに当該契約書等の写しを甲

に提出しなければならない。

６．経済部中央卸売市場

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【中央卸売市場】

委託費(A) 135,901 152,916

歳出額(B) 717,667 708,656

委託割合(A/B) 18.9% 21.6%
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中央卸売市場とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地

域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠

点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するも

のとして、農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう（卸売市場法第2条第

3項）。静岡市中央卸売市場は卸売市場の整備を促進し、適正かつ健全な運営を確保する

ことにより、開設区域である静岡市内の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための拠

点となり、併せて周辺地域における流通改善の要となる役割を担っている。

当市場は、静清中央卸売市場が平成15年4月に旧静岡市と旧清水市との合併により静岡

市中央卸売市場に変更し、一般会計から切り離して独立の会計を設けて経理を行う特別

会計となった。そのため、平成14年度以前の委託料の推移は示していない。平成16年度

は耐震補強工事設計業務委託などのため前年度よりも委託料が増加している。

中 央 卸 売 市 場 管 理 棟
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イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 5件 14.7% 58,632 38.3%

一般競争入札 -件 -% - -%

指名競争入札 5件 14.7% 58,632 38.3%

随意契約 29件 85.3% 94,283 61.7%

見積随意契約 12件 35.3% 37,123 24.3%

単独随意契約 17件 50.0% 57,160 37.4%

合 計 34件 100.0% 152,915 100.0%

中央卸売市場においては、入札に占める金額的な割合は他の部署よりも大きい。静岡

市において入札を行うことが義務付けられている業務は、建築物環境衛生管理業務、人

的警備業務及び消防用設備等保守点検業務である。ただし、金額的に少額のものは除く

ことができ、また、特殊な清掃業務や機械警備業務は入札による業者選定を行わない。

静岡中央卸売市場においては、広大な敷地内において生鮮食料品等を安全に取り扱うた

めに建築物清掃業務及び警備業務が委託料の中で大きな金額を占めており、これらの業

務は入札が原則とされていることから入札による業者選定の金額的割合が高い理由であ

る。また、一般競争入札により締結された委託契約はない。

ウ．主な入札による委託契約の状況

予定価格が1,000万円以上の入札による委託契約は以下の2件である。

（ア）場内警備業務委託

（単位：千円）

年度 15年度 16年度

月 4月～6月 7月～9月 10月～3月 4月～6月 7月～3月

契約方法 見積随意 単独随意 指名競争 単独随意 指名競争

受託者 A社 同左 同左 同左 同左

参加業者数
8社(うち1

社辞退)

1社 7社 1社 7社(うち1

社辞退)
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予定価格 27,300 48,111

契約価格 12,883 12,883 26,145 13,072 39,217

第２位 12,915 - 26,775 - 39,690

落札率 95.8% 81.5％

入札回数 2回 1回 1回 1回 1回

委託業務

の主な内容

門の開閉、立しょう、ゴミの集積所の監視、指導、巡回、監視カメラ

操作及びビデオテープの交換ほか

【委託状況等の説明】

場内警備業務委託は継続的に施行が見込まれる業務であることから、1年間を2つ以上

の期間に分割して契約する分割契約方法をとっている。平成16年度においては、4月～6

月までは、前年度の受託業者と単独随意契約としており、7月～3月までは入札による業

者選定が行われた。平成15年度においては、平成15年4月1日に静岡地域と清水地域が合

併したことにより、4月～6月までは暫定予算として見積随意契約により業者選定を行っ

た。本予算が6月に成立し、7月～9月までは入札の準備期間の都合から単独随意契約とし

た。そして10月～3月には入札により業者を選定している。また、中央卸売市場の敷地は

広大な面積があり、監視カメラ等の設備はあるものの巡回などによる監視は人により行

うしかなく、機械警備への移行は困難な状況にあるものといえる。

（イ）管理・関連棟等清掃業務委託

（単位：千円）

年度 15年度 16年度

月 4月～6月 7月～9月 10月～3月 4月～6月 7月～3月

契約方法 見積随意 単独随意 指名競争 単独随意 指名競争

受託者 B社 同左 同左 同左 C社

参加業者数 5社 1社 5社 1社 5社

予定価格 2,184 3,874

契約価格 798 798 1,984 995 3,150

第２位 861 - 2,090 - 3,187

落札率 90.8% 81.3%

入札回数 1回 1回 2回 2回 1回

委託業務

の主な内容

中央卸売市場管理・関連棟等の清掃作業
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【委託状況等の説明】

管理・関連棟清掃業務においても継続的に施行が見込まれる業務であることから、1

年間を2つ以上の期間に分割して契約を行う分割契約方法をとっている。平成16年度にお

いては4月～6月までは単独随意契約として前年度の受託業者と単独随意契約をし、7月～

3月までは入札により業者を選定している。平成15年度においては、平成15年4月1日に静

岡地域と清水地域が合併したことにより、4月～6月までは暫定予算として見積随意契約

により業者選定を行った。本予算が6月に成立し、7月～9月までは入札の準備期間の都合

から単独随意契約とした。そして10月～3月には入札により業者を選定している。入札参

加業者数は平成15年度と平成16年度は5社で同一である。落札率をみると平成15年度が

90.8％から平成16年度は81.3％と低くなっている。入札による競争性の原理がより大き

く働き、コスト削減効果が期待できたものが窺える。

エ．主な随意契約の状況

（ア）場内設備等運転保守管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 見積随意 同左

受託者 A社 同左

参加業者数 6社 7社

契約価格 22,050 22,491

委託業務

の主な内容

管理棟地下中央監視装置による設備機器の管理

電気設備管理ほか

【委託状況等の説明】

場内警備業務を受託した業者と同一の業者が過去2年間見積合わせにより落札してい

る。落札率は、平成15年度は極めて高いが、平成16年度は前年度より低くなっており、

市としては有利な価格で委託することができたともいえる。また、見積参加業者数も6

社から7社に増加しており、そのことからは競争原理が働く方向にあるとも言える。

（イ）汚水処理場運転管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左
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受託者
(財)静岡市

清掃公社
同左

契約価格 13,482 13,482

委託業務

の主な内容

汚水処理場の運転管理

単独随意契約

とした理由

市場の開市日に当市場の汚水処理場に常駐することが委託条件と

なっており、他に常駐対応できる業者がないため

【委託状況等の説明】

中央卸売市場は、公共下水道が設置されていないため、汚水処理施設を設けて汚水を

処理しなければならない。また、事業の性格上大量の汚水を処理しなければならず、汚

水処理施設を常に良好な状態で運転する必要がある。（財）静岡市清掃公社は汚水処理施

設の運転管理の実績がある業者である。単独随意契約による契約価格は平成15年度と平

成16年度は同一の金額となっている。

（ウ）各種冷凍機保守点検業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 見積随意 単独随意

受託者 D社ほか D社

契約価格 9,324 13,597

委託業務

の主な内容

各種冷凍機保守点検業務（15年度、16年度）

各種冷凍機オーバーホール業務（15年度、16年度）

冷蔵庫棟冷凍機設備洗浄業務（16年度）

単独随意契約

とした理由

当該業務は、本冷凍機の製造業者であり、点検・分解・試運転調整

作業においても施設の構造を熟知しているため、業務の的確な遂行

ができ、また、交換特殊部品の入手も容易であり、他の業者では施

行が困難である。

【委託状況等の説明】

平成15年度においては分割発注による契約方式であったが平成16年度からは一括発注

による契約方法へと変更された。その結果、委託費用は4,273千円増加したこととなる。

しかしながら、15年度においては冷蔵庫棟冷凍機設備洗浄業務が実施されておらず、そ
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のことを考慮すると一括方式による経済効果があがったこととなる。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．清掃業務の委託について

（ア）現状

管理・関連棟等の日常清掃及び定期清掃を委託している。定期清掃については、事前

に「清掃作業計画書」で各月において定期清掃を行う場所を決めて実施している。毎月、

清掃作業完了報告書に清掃業務日誌を添付しているが、「清掃作業計画書」においては平

成16年10月には、４階（議場・議員控室・特別室・会議室・研修室・湯沸室）を定期清

掃すべきところが、清掃作業日誌においては４階の定期清掃は１０月に実施されていな

かった。

委託業者に確認をしたところ、１０月の定期清掃を実施したが、その旨を清掃作業日

誌に記載もれであったことが判明した。

（イ）結論

本来市の行う業務を第三者へ委託したのであり、当該委託業務が契約どおりに履行さ

れているかを市が確かめる必要がある。委託業者に清掃作業日誌に実施した作業内容を

網羅的に記載することを徹底することが必要である。さらに、委託業務が契約どおりに

実施されているかを確認するため、市としては清掃作業日誌の記載内容を定期的に確認

することが不可欠である。

イ．単独随意契約について

（ア）現状

汚水処理施設の運転管理業務は単独随意契約としているが、単独随意契約とした理由

として「市場の開市日に当市場の汚水処理場に常駐することが委託条件となっており、

他に常駐対応できる業者がないため」としている。

（イ）結論

しかしながら、単独随意契約とする場合は、当該相手先しかできない理由を明確に記

載することとなっているが、その理由では十分ではないと思われる。汚水処理施設の運

転管理については、静岡市の下水道事業においては民間に委託しているところもある。

なお、現在委託内容の常駐勤務について再検討中であり、業者選定についても来年度以

降は単独随意契約にならない予定とのことである。

安易に競争原理を排除した例外的な契約方法である単独随意契約とするのではなく、
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業者選定にあたっては十分に検討する必要がある。

７．都市計画部交通政策課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡地域

交通政策課】

交通安全推進費 177,383 185,961 179,585

ヘリポート費 35,285 35,565 36,400

交通対策費 23,205 29,329 64,604

市街地整備費

静岡駅北口地下駐

車場（特別会計）

【清水地域

交通政策課】

交通安全推進費 59,417 47,385 51,671

ヘリポート費

交通対策費

市街地整備費 13,667 16,234 47,395

静岡駅北口地下駐

車場（特別会計）

【交通政策課】

交通安全推進費 244,640 241,340

ヘリポート費 35,140 50,584

交通対策費 10,535 17,993

市街地整備費 41,601 42,170

静岡駅北口地下駐

車場（特別会計）

14,389 39,323



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 84

合計(A) 308,957 314,474 379,655 346,305 391,413

歳出額(B) 566,445 612,537 729,147 1,076,428 735,734

委託割合(A/B) 54.5% 51.3% 52.1% 32.2% 53.2%

（注１）平成12年度から平成14年度までの清水地域における交通安全推進費は、「清水駅

西口自転車等駐車場管理業務」、「草薙駅前西自転車等駐車場管理業務」及び「清

水地域における放置自転車指導業務」にかかわる委託料の合算額を記載してい

る。

（注2）平成12年度から平成13年度までの清水地域における市街地整備費は、「清水駅西

口駐車場管理業務」にかかわる委託料の金額を記載している。また、平成14年度

の清水地域における市街地整備費は、「清水駅西口駐車場管理業務」及び「清水

駅東口駐車場及び清水駅東口自転車等駐車場管理業務」にかかわる委託料の合算

額を記載している。
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交通政策課は静岡市の交通政策にかかわる事業を実施しており、その主な支出額の内

容は以下のとおりである。

交通安全推進費は、市営自転車等駐車場管理運営事業、放置自転車防止対策事業、自

転車利用マナーの啓発及び重点地域における違法駐車対策事業にかかわる支出額であ

る。

ヘリポート費は、静岡へリポートの管理運営事業にかかわる支出額である。

交通対策費は、静岡市オムニバスタウン計画を進めるなどバス利用促進等対策事業、

市街地バス路線や山間地バス路線の維持のためのバス路線維持対策事業、都市圏交通円
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滑化総合対策事業及びＪＲ跨線橋緊急耐震促進事業にかかわる支出額である。

市街地整備費は、清水駅東口駐車場及び清水駅西口駐車場管理運営事業にかかわる支

出額である。

静岡駅北口地下駐車場勘定（特別会計）は、静岡駅北口地下駐車場の管理運営事業に

かかわる支出額である。

なお、平成15年度の歳出額が増え、それに伴い委託割合の低下がみられるが、その理

由は森下町自転車等駐車場建設に伴う建設費363,857千円（土地購入費及び工事費）が歳

出額に含まれているためである。

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 13件 16.0% 112,029 28.6%

一般競争入札 －件 －% － －%

指名競争入札 13件 16.0% 112,029 28.6%

随意契約 68件 84.0% 279,384 71.4%

見積随意契約 15件 18.5% 29,495 7.6%

単独随意契約 53件 65.5% 249,889 63.8%

合 計 81件 100.0% 391,413 100.0%

交通政策課における委託契約状況の特徴として、静岡地域の警備業務等（機械警備業

務を除く。）は指名競争入札を実施しているのに対して、清水地域の警備業務等は単独随

意契約を実施していることがあげられる。静岡市の委託業務に対する方針として、警備

業務等（機械警備業務を除く。）は、競争入札の対象業務になっているため、静岡地域は

その方針に従い指名競争入札を実施している。これに対して清水地域は、旧清水市の条

例により委託先があらかじめ決められていたが、合併時に当該条例が改正されなかった

ため平成15年度及び平成16年度の委託契約は単独随意契約のままになっている。なお、

平成15年度の地方自治法の改正を受け、平成17年度の議会において条例が改正されたの

で、平成18年度からは清水地域の警備業務等は指名競争入札及び指定管理者制度になる

予定である。
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上記のような要因もあり、交通政策課では単独随意契約の割合が件数、金額ともに過

半数を超えている。

ウ．主な入札による委託契約の状況

予定価格が1,000万円以上の入札による委託契約は以下の6件である。

（ア）青葉通り自転車等駐車場管理業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 12年度 13年度

(7月～11月)

14年度 15年度

(10月～3月)

16年度

契約方法 指名競争 同 左 同 左 同 左 同 左

受託者 Ａ社 同 左 同 左 同 左 同 左

参加業者数 7社 7社 7社 7社 7社

予定価格 16,103 9,522 12,252 7,980 11,917

落札価格 16,065 9,434 12,190 7,717 6,596

第2位 16,537 9,530 13,513 7,938 7,200

落札率 99.7% 99.0% 99.4% 96.7% 55.3%

入札回数 1回 1回 2回 2回 1回

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

Ａ社 Ａ社 Ａ社 Ａ社 Ａ社

Ｃ社 Ｃ社 Ｊ社 Ｂ社 Ｂ社

Ｏ社 Ｋ社 Ｋ社 Ｃ社 Ｃ社

Ｍ社 Ｄ社 Ｌ社 Ｄ社 Ｄ社

Ｐ社 Ｈ社 Ｈ社 Ｈ社 Ｅ社

Ｎ社 Ｎ社 Ｉ社 Ｉ社 Ｆ社

指名業者名

Ｇ社 Ｇ社 Ｍ社 Ｇ社 Ｇ社

【委託状況等の説明】

青葉通り自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務を指名競争入札で発注している。

過去5年間の推移をみると同一業者が5年間連続して落札していることがわかる。また、

平成15年度までの落札率は95%を超える高い水準で推移していたが、平成16年度の指名競

争入札では落札率55.3%とかなり低い水準で落札されている。
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平成13年度の契約状況は試験的に深夜駐輪場利用時間を延長していたのを通常の利用

時間に戻した関係で、平成13年12月から平成14年3月までの期間を別途契約しているので

契約期間が短い分価格が低くなっている。

平成14年度の契約状況は予定価格積算時において、混雑時の追加要員の廃止など人員

配置の見直し等を行った結果、予定価格が引き下げられている。

平成15年度の契約状況は合併初年度にあたるため、6月の市議会承認まで暫定予算対応

になってしまう関係で、10月から3月までの契約期間で指名競争入札を実施している。

（イ）追手町自転車等駐車場管理業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

(10月～3月)
16年度

契約方法 指名競争 同 左 同 左 同 左 同 左

受託者 Ｏ社 同 左 同 左 同 左 同 左

参加業者数 7社 7社 7社 7社 7社

予定価格 23,882 23,719 22,747 14,752 22,132

落札価格 23,845 23,625 22,349 14,752 22,102

第2位 23,950 23,961 22,711 15,036 22,470

落札率 99.8% 99.6% 98.2% 100.0% 99.8%

入札回数 2回 2回 2回
2回

入札不落随契

2回

入札不落随契

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

Ｏ社 Ｏ社 Ｏ社 Ｏ社 Ｏ社

Ｂ社 Ｂ社 Ｂ社 Ｉ社 Ｉ社

Ｉ社 Ｈ社 Ｈ社 Ｐ社 Ｐ社

Ｊ社 Ｐ社 Ｊ社 Ｊ社 Ｃ社

Ｄ社 Ｄ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｄ社

Ｇ社 Ｌ社 Ｍ社 Ｍ社 Ｅ社

指名業者名

Ｎ社 Ｒ社 Ｑ社 Ｎ社 Ｑ社
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【委託状況等の説明】

追手町自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務を指名競争入札で発注している。過

去5年間の推移をみると同一業者が5年間連続して落札していることがわかる。また、平

成16年度までの落札率は98%を超える極めて高い水準で連続して推移している。

平成15年度の契約状況は合併初年度にあたるため、6月の市議会承認まで暫定予算対応

になってしまう関係で、10月から3月までの契約期間で指名競争入札を実施している。

（ウ）黒金町西自転車等駐車場管理業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

(10月～3月)
16年度

契約方法 指名競争 同 左 同 左 同 左 同 左

受託者 Ｐ社 同 左 同 左 同 左 同 左

参加業者数 7社 7社 7社 7社 7社

予定価格 30,354 30,203 25,365 16,537 24,621

落札価格 30,198 30,198 25,305 16,537 24,602

第2位 30,429 30,292 26,638 17,115 24,780

落札率 99.4% 99.9% 99.7% 100.0% 99.9%

入札回数 1回 1回 1回
2回

入札不落随契

2回

入札不落随契

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

Ｐ社 Ｐ社 Ｐ社 Ｐ社 Ｐ社

Ｌ社 Ｌ社 Ｇ社 Ｌ社 Ｉ社

Ｉ社 Ｎ社 Ｎ社 Ｎ社 Ｎ社

Ｊ社 Ｊ社 Ｊ社 Ｊ社 Ｄ社

Ｂ社 Ｍ社 Ｂ社 Ｂ社 Ｍ社

Ｒ社 Ｒ社 Ｋ社 Ｈ社 Ｈ社

指名業者名

Ｈ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｃ社 Ｑ社

【委託状況等の説明】

黒金町西自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務を指名競争入札で発注している。
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過去5年間の推移をみると同一業者が5年間連続して落札していることがわかる。また、

平成16年度までの落札率は99%を超える極めて高い水準で連続して推移している。

平成14年度の契約状況は予定価格積算時において、混雑時に増員する人員の時間数を

減少させた結果、予定価格が引き下げられている。

平成15年度の契約状況は合併初年度にあたるため、6月の市議会承認まで暫定予算対応

になってしまう関係で、10月から3月までの契約期間で指名競争入札を実施している。

（エ）黒金町東自転車等駐車場管理業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

(10月～3月)
16年度

契約方法 指名競争 同 左 同 左 同 左 同 左

受託者 Ｓ社 同 左 同 左 Ｍ社 同 左

指名業者数 7社 7社 7社 7社 7社

予定価格 19,897 19,797 23,014 15,015 22,386

落札価格 19,845 19,792 21,735 14,805 17,010

第2位 19,950 20,160 21,934 15,025 19,845

落札率 99.7% 99.9% 94.4% 98.6% 75.9%

入札回数 2回 2回 1回 1回 1回

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｍ社 Ｍ社

Ｍ社 Ｍ社 Ｉ社 Ｉ社 Ｉ社

Ｉ社 Ｊ社 Ｐ社 Ｊ社 Ｌ社

Ｂ社 Ｂ社 Ｎ社 Ｎ社 Ｂ社

Ｇ社 Ｏ社 Ｋ社 Ｏ社 Ｏ社

Ｄ社 Ｈ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｆ社

指名業者名

Ｎ社 Ｌ社 Ｌ社 Ｑ社 Ｈ社

【委託状況等の説明】

黒金町東自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務を指名競争入札で発注している。

過去5年間の推移をみると平成15年度に落札業者が変更になっているが、これは平成12
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年度から平成14年度まで連続して契約していた業者が、他県で談合により指名停止処分

を受け指名業者から除外されたためである。また、平成15年度までの落札率は90.0%を超

える高い水準で推移していたが、平成16年度の指名競争入札では落札率75.9%と低い水準

で落札されている。

平成14年度の契約状況は予定価格積算時において、新たに料金徴収人員、定期券販売

時人員を配置した結果、予定価格が引き上げられている。

平成15年度の契約状況は合併初年度にあたるため、6月の市議会承認まで暫定予算対応

になってしまう関係で、10月から3月までの契約期間で指名競争入札を実施している。

（オ）森下町自転車等駐車場管理業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

(2月～3月)

16年度

契約方法 指名競争 同 左

受託者 Ｈ社 同 左

指名業者数 5社 7社

予定価格 2,446 14,280

落札価格 1,876 11,269

第2位 2,100 11,865

落札率 76.6% 78.9%

入札回数 1回 1回

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

Ｈ社 Ｈ社

Ｔ社 Ｐ社

Ｕ社 Ｌ社

Ｒ社 Ｎ社

Ｑ社 Ｂ社

Ｃ社

指名業者名

Ｏ社
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【委託状況等の説明】

森下町自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務を指名競争入札で発注している。森

下町自転車等駐車場の供用開始が平成16年2月であるため、過去2年間の推移になってい

るが、2年連続して同一業者が落札している。また、平成15年度及び平成16年度ともに落

札率は75.0%から80.0%の間に収まっており、他の駐輪場と比較して低い落札率となって

いる。

平成15年度の契約状況は、供用開始が平成16年2月であるため、2月から3月までの契約

期間で指名競争入札を実施している。

（カ）静岡駅前地下駐車場管理業務委託（7月～3月）

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

(10月～3月)

16年度

契約方法 指名競争 同 左

受託者 Ｍ社 同 左

指名業者数 7社 7社

予定価格 18,198 38,119

落札価格 17,388 37,327

第2位 17,703 37,685

落札率 95.5% 97.9%

入札回数 1回 1回

委託業務

の主な内容

地下駐車場の維持管理に関する業務

地下駐車場利用者への応対等に関する業務

料金徴収事務

入庫口（国道上の駐車場入口）付近の通行車輌への安全対策

Ｍ社 Ｍ社

Ｃ社 Ｐ社

Ｂ社 Ｌ社

Ｖ社 Ｎ社

Ｅ社 Ｅ社

Ｗ社 Ｆ社

指名業者名

Ｘ社 Ｈ社
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【委託状況等の説明】

静岡駅前地下駐車場の総合監視盤監視業務・防火管理業務及び料金徴収業務等の管理

業務を指名競争入札で発注している。

静岡駅前地下駐車場の供用開始が平成15年10月であるため、過去2年間の推移になって

いるが、2年連続して同一業者が落札している。また、落札率の水準は、平成15年度は

95.5％、平成16年度は97.9％と共に95.0％を超える高い水準となっている。

平成15年度の契約状況は、供用開始が平成15年10月であるため、10月から3月までの契

約期間で指名競争入札を実施している。

なお、静岡駅前地下駐車場管理業務委託契約は、財団法人駐車場整備推進機構との三

者契約となるため、静岡市が負担する金額は上記契約金額の二分の一になっている。

エ．主な随意契約の状況

（ア）静岡市清水駅西口自転車等駐車場管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(社)清水市

シルバー人

材センター

同左 同左 同左 (社)静岡市

シルバー人

材センター

契約価格 21,019 18,013 17,097 16,448 18,294

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

単独随意契約

とした理由

静岡市自転車等駐車場条例第16条の規定により、委託先が(社)静岡

市シルバー人材センターに定められているため。

【委託状況等の説明】

静岡市清水駅西口自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務を単独随意契約で発注し

ている。清水地域においては、当該施設の管理は、シルバー人材センターに委託するこ

とが適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で（社）清水市シルバー人材セン

ターを委託先として決定している。なお、平成17年9月議会において条例が改正され、静

岡地域と同様に指名競争入札を実施する予定である。

平成16年度の契約状況は、静岡市と清水市の合併に伴い（社）清水市シルバー人材セ

ンターは（社）静岡市シルバー人材センターと合併しているので、実質同一の委託先で
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ある。また、仕様の見直しにより平成15年度まで契約価格は年々 減少していたが、静岡

市自転車等駐車場条例施行規則の一部改正により、当該駐輪場の入出場時間が延長され、

これに伴い人件費が増加したため、前年度より契約価格は増加している。

（イ）静岡市清水駅東口駐車場及び静岡市清水駅東口自転車等駐車場管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左

受託者

(財)清水市

振興公社

(財)静岡市

清水振興公

社

(財)静岡市

振興公社

契約価格 31,675 33,688 35,654

委託業務

の主な内容

駐車場・自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

単独随意契約

とした理由

静岡市駐車場条例第15条及び静岡市自転車等駐車場条例第16条の

規定により、委託先が(財)静岡市振興公社に定められているため。

【委託状況等の説明】

静岡市清水駅東口駐車場及び静岡市清水駅東口自転車等駐車場の管理及び使用料徴収

業務を単独随意契約で発注している。清水地域においては、当該施設の管理は、振興公

社に委託することが適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で（財）清水市振

興公社を委託先として決定している。なお、平成17年9月議会において条例が改正され、

駐車場については指定管理者制度、駐輪場については指名競争入札をそれぞれ実施する

予定である。

（財）清水市振興公社は、静岡市と清水市の合併に伴い平成15年度には名称を（財）

静岡市清水振興公社に変更し、平成16年度には（財）静岡市振興公社と統合し、名称を

（財）静岡市振興公社としている。

平成16年度の契約状況は、静岡市自転車等駐車場条例施行規則の一部改正により、当

該駐輪場の入出場時間が延長され、これに伴い人件費が増加したこと、及び平成16年11

月の新紙幣導入に伴い駐車場及び駐輪場に設置されている料金精算機を新紙幣に対応す

るための修繕費を見込んだため、前年度より契約価格は増加している。

年度終了時に委託料が精算処理される取り決めになっており、実際にかかった委託料
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の金額に大きな変化はない。

（ウ）静岡市草薙駅前西自転車等駐車場管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(社)清水市

シルバー人

材センター

同左 同左 (財)静岡市

清水振興公

社

(財)静岡市

振興公社

契約価格 11,149 10,387 10,281 10,257 13,538

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務

単独随意契約

とした理由

静岡市自転車等駐車場条例第16条により、委託先が(財)静岡市振興

公社に定められているため。

【委託状況等の説明】

静岡市草薙駅前西自転車等駐車場の管理及び使用料徴収業務を単独随意契約で発注し

ている。清水地域においては、当該施設の管理は、振興公社に委託することが適当であ

るとの判断から、議会の議決を経て条例で（財）清水市振興公社を委託先として決定し

ている。なお、平成17年9月議会において条例が改正され、駐車場については指定管理者

制度、駐輪場については指名競争入札をそれぞれ実施する予定である。

平成15年度より駐輪場と併設している駐車場の所管課が統一されたため、（財）静岡市

清水振興公社と契約している。なお、（財）清水市振興公社は、静岡市と清水市の合併に

伴い平成15年度には名称を（財）静岡市清水振興公社に変更し、平成16年度には（財）

静岡市振興公社と統合し、名称を（財）静岡市振興公社としている。

平成16年度の契約状況は、静岡市自転車等駐車場条例施行規則の一部改正により、当

該駐輪場の入出場時間が延長され、これに伴い人件費が増加したこと、及び平成16年11

月の新紙幣導入に伴い駐車場及び駐輪場に設置されている料金精算機を新紙幣に対応す

るための修繕費を見込んだため、前年度より契約価格は増加している。
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（エ）安倍川駅自転車等駐車場清掃業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(社)静岡市

シルバー人

材センター

同左 同左 同左 同左

契約価格 799 799 842 845 842

委託業務

の主な内容

自転車等駐車場清掃及び公衆便所清掃

単独随意契約

とした理由

営利を追求しない法人であり、業務実績も良好である。

【委託状況等の説明】

安倍川駅自転車等駐車場清掃業務委託業務を単独随意契約で発注している。単独随意

契約になっている理由として、（社）静岡市シルバー人材センターの目的である高齢者の

生きがい対策としての高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図ることに照らして、契

約内容が比較的軽易な作業である当該業務が適していることをあげている。

平成14年度から契約価格が増加している理由は、人件費積算は（社）静岡市シルバー

人材センターの単価表に基づいて積算しているが、この単価表自体が上がったため、人

件費全体が増加したためである。

（オ）放置自転車等移送業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者
(財)静岡市

清掃公社

同左 同左 同左 同左

契約価格 16,621 24,896 16,621 23,570 23,570

委託業務

の主な内容

放置自転車等及び保管自転車等を指定した場所へ移送すること

大口の廃棄物収集運搬業務をしており、市民への対応や作業の安全
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単独随意契約

とした理由

性等に十分配慮されること、及び産業廃棄物の収集運搬の許可を受

けていることから自転車の廃棄処分時においても、相当の安全性を

期待できるため。

【委託状況等の説明】

放置自転車等移送業務委託業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約になっ

ている理由として、産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けていることに併

せて大口の廃棄物処理に精通し、自転車の運搬についても専用車輌を保有しており、実

績もあることをあげている。

年度毎に契約価格が変動している理由として、当年度仕様は前年度実績を考慮して決

められているため、年度により輸送用トラック台数が変動すること、及びこれに伴う人

員配置の変動により積算仕様が変動することがあげられる。

（カ）放置自転車等指導警告業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(社)静岡市

シルバー人

材センター

同左 同左 同左 同左

契約価格 22,428 24,633 24,633 25,110 27,940

委託業務

の主な内容

自転車等の放置防止指導及び自転車等駐車場内の整理・指導

放置自転車等への警告書の貼り付け

単独随意契約

とした理由

営利を追求しない法人であり、自転車等利用者への指導及び警告の

経験を積み重ね、放置対策に貢献してきた実績を持つため。

【委託状況等の説明】

放置自転車等指導警告業務委託業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約に

なっている理由として、（社）静岡市シルバー人材センターは高齢者の生きがい対策とし

ての高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るための組織であり、高齢者の活力を生

かしつつ、安価に業務を遂行できることをあげている。

年度毎に契約価格が変動しているのは、自転車等放置禁止・規制区域に変更があれば

配置する指導員数も変動するためである。
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（キ）清水駅・草薙駅周辺放置自転車等指導管理・無料市営自転車等駐車場の自転車

等整理及び清水駅周辺違法駐車車輌指導管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(社)清水市

シルバー人

材センター

同左 同左 同左

(社)静岡市

シルバー人

材センター

契約価格 27,249 18,984 24,290 22,206 20,217

委託業務

の主な内容

放置規制区域内の放置自転車の指導・撤去

放置自転車等の移動・整理・保管

無料市営自転車等駐車場の自転車等整理

清水駅周辺違法駐車防止重点地域の違法車輌及び車輌の運転者に

チラシを配布

単独随意契約

とした理由

営利を追求しない法人であり、自転車等利用者への指導及び警告の

経験を積み重ね、放置対策に貢献してきた実績を持つため。

【委託状況等の説明】

清水駅・草薙駅周辺放置自転車等指導管理・無料市営自転車等駐車場の自転車等整理

及び清水駅周辺違法駐車車輌指導管理業務委託業務を単独随意契約で発注している。単

独随意契約になっている理由として、（社）静岡市シルバー人材センターは高齢者の生き

がい対策としての高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るための組織であり、高齢

者の活力を生かしつつ、安価に業務を遂行できることをあげている。

平成12年度の契約価格が平成13年度において引き下げられている理由は、時間当たり

単価を引き下げたことと就業時間の短縮をしたためである。また、平成14年度において

契約価格が引き上げられている理由は、清水駅東口駐輪場の設置に伴い指導警告・撤去

の範囲が広がったため人員が増加しているためである。

（ク）静岡ヘリポート管理運営業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左
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受託者
(財)静岡市

振興公社

同左 同左 同左 同左

契約価格 27,099 27,402 27,564 27,232 28,572

委託業務

の主な内容

ヘリポートの維持管理運営業務

ヘリポートの使用料徴収事務

単独随意契約

とした理由

静岡へリポート条例第19条の規定により、委託先が(財)静岡市振興

公社に定められているため。

【委託状況等の説明】

静岡ヘリポート管理運営業務委託業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約

になっている理由として、公益性の高い施設のため静岡へリポート条例第19条の規定に

より（財）静岡市振興公社に委託されることになっている。

年度終了時に委託料が精算処理される取り決めになっており、実際に支払われた委託

料の金額に大きな変化はない。

（ケ）静岡ヘリポート警備業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 Ｙ社 同左 同左 同左 同左

契約価格 672 672 672 672 672

委託業務

の主な内容

防犯、防火の機械警備及び巡回警備の実施

単独随意契約

とした理由

本業務は受託者の所有する機器を設置して行う業務のため、他業者

に委託した場合は、機器取替工事期間中の警備業務に数日の空白が

出てしまうため。

【委託状況等の説明】

静岡ヘリポートの防犯、防火の機械警備及び巡回警備の委託業務を単独随意契約で発

注している。単独随意契約になっている理由として、受託者の所有する機器を設置して

行う業務のため、他業者に委託した場合は、機器取替工事期間中の警備業務に数日の空

白が出てしまうためである。

平成12年度から契約価格に変更はない。
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（コ）静岡ヘリポート除草業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 地元部農会 同左 同左 同左 同左

契約価格 808 808 873 873 873

委託業務

の主な内容

静岡ヘリポート敷地内を肩掛式刈払機により除草すること。

除草後、集草し、ヘリポート場外へ搬送して処分すること。

単独随意契約

とした理由

除草場所は、ヘリポート敷地内の制限区域であり、また地元農家の

耕作地と隣接しているため、作業効率及び安全面の確保の点から地

域の環境を熟知している地元部農会との単独随意契約とする。

【委託状況等の説明】

静岡ヘリポート敷地内の環境を整備し機能を維持するため、年2回程度、除草を実施す

る必要があるが、面積が広大なため、職員が実施することは難しく除草業務委託を単独

随意契約で発注している。単独随意契約になっている理由として、除草場所は、ヘリポー

ト敷地内の制限区域であり、また地元農家の耕作地と隣接しているため、作業効率及び

安全面の確保の点から地域の環境を熟知しているためである。

（サ）日本平動物園耐震診断・静岡ヘリポート構造診断調査業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 Ｖ協会 契約価格 10,458

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

日本平動物園耐震診断業務（管理事務所、入場口上屋、飼育事務所）

静岡へリポート構造診断調査業務（高架式ヘリポート、管理棟）

単独随意契約

とした理由

建築物の耐震診断及び補強設計の評定については、大学教授等の建

築構造専門家が過半数以上で構成されている審査委員会にあたる

「耐震評定会」を有する、静岡県では唯一のＶ協会と単独随意契約

とする。

【委託状況等の説明】

日本平動物園の管理事務所等の耐震診断業務と静岡ヘリポートの各施設及び用地の構

造物に発生しているひび割れ等による劣化の進行状況を当初設計図の検証、ならびに現
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地調査の実施によって把握し、原因の特定と対策案をまとめる構造診断調査業務を単独

随意契約で発注している。単独随意契約になっている理由として、Ｖ協会は静岡県では

唯一、大学教授等の建築構造専門家が過半数以上で構成されている審査委員会にあたる

「耐震評定会」を有しているためである。

（シ）静岡市ＪＲ安倍川駅駅前広場及び交通アクセス検討調査業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 Ｚ社 契約価格 7,924

契約方法 見積随意 参加業者数 7社

委託業務

の主な内容

長田地区の主要な交通結節点であるＪＲ安倍川駅周辺の交通環境

の改善を図るための検討調査を実施する。

見積

参加業者名
Ｚ社 ＡＡ社 ＢＢ社 ＣＣ社 ＤＤ社 ＥＥ社 ＦＦ社

見積随意契約

とした理由

契約の性質または目的が競争入札に適しないものであるため（地方

自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当）

【委託状況等の説明】

ＪＲ安倍川駅は昭和60年に請願駅として開業したが、年々 駅利用者が増加し、バリア

フリー法に基づく特定旅客施設の対象駅になっている。また、駅開業当時周辺地区は区

画整理済の区域であったことから、駅前広場の設置やアクセス道路としての機能を有し

ていないなどの課題があることから、次年度以降の整備計画の基本方針を定め、具体的

な検討を図る。また、ＪＲ安倍川駅駅舎を含めた改善に周辺住民や駅利用者との合意形

成が必要不可欠な要素となることから、検討調査の中で地元検討会の開催や付近住民へ

の広報活動などを行い円滑な事業の推進を図ることを目的とした検討調査業務を見積随

意契約で発注している。見積随意契約になっている理由として、契約の性質または目的

が競争入札に適しないためである。

（ス）静岡市清水駅西口駐車場管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

(社)清水市

シルバー人

材センター

同左 同左 同左 (社)静岡市

シルバー人

材センター
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契約価格 13,667 16,234 15,719 15,385 14,413

委託業務

の主な内容

有料駐車場使用料の徴収事務

駐車場施設の維持・管理

単独随意契約

とした理由

静岡市駐車場条例第15条により、委託先が(社)静岡市シルバー人材

センターに定められているため。

【委託状況等の説明】

静岡市清水駅西口駐車場の維持管理及び使用料徴収業務を単独随意契約で発注してい

る。清水地域においては、当該施設の管理は、シルバー人材センターに委託することが

適当であるとの判断から、議会の議決を経て条例で（社）清水市シルバー人材センター

を委託先として決定している。なお、平成17年9月議会において条例が改正され、今後の

清水駅西地区区画整理事業の進捗状況との兼ね合いの点から、直営方式をとる予定であ

る。

平成16年度の契約状況は、静岡市と清水市の合併に伴い（社）清水市シルバー人材セ

ンターは（社）静岡市シルバー人材センターと合併しているので、実質同一の委託先で

ある。

平成13年度の契約状況は、営業時間が延長したことに伴う就業時間増加により契約価

格が引き上げられている。平成14年度の契約状況は、交代時等のシフトの見直しによる

就業時間減少により契約価格が引き下げられている。平成16年度の契約状況は、土日の

人員体制を見直し追加要員分を減らしたため契約価格が引き下げられている。

（セ）静岡駅前地下駐車場機械式駐車設備保守点検業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左

受託者 ＧＧ社 同左

契約価格 1,722 10,332

委託業務

の主な内容

機械式駐車設備保守点検業務

機械部分の遠隔監視業務

単独随意契約

とした理由

駐車機械の設置メーカーであり、機器に熟知しているため。
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【委託状況等の説明】

静岡駅前地下駐車場に設置してある機械式駐車設備の機械部分、電気部分及び鉄骨部

分について、点検及び調整を行う業務委託を単独随意契約で発注している。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、特に問題となる事項は認められなかった。

８．都市計画部清水駅周辺整備課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

清水駅周辺

開発推進費(A)
117,012 638,073 1,552,222 767,096 130,840

歳出額(B) 2,107,965 3,425,389 6,500,756 7,331,826 2,365,776

委託割合(A/B) 5.6% 18.6% 23.9% 10.5% 5.5%
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清水駅周辺整備課は清水駅周辺整備事業の主管部署である。清水駅周辺整備事業では

平成12年に勤労者総合福祉センター「清水テルサ」（清水駅東地区）、平成13年に市営「立

体駐輪・駐車場」（清水駅東地区）、平成14年に市営「平面駐車場」（清水駅東地区）及び

平成15年に清水駅東西自由通路・橋上駅舎がそれぞれ完成し、現在は清水駅東土地区画

整理事業（平成6年度～平成18年度）及び清水駅西土地区画整理事業（平成16年度～平成

24年度）が施行中である。

清水駅周辺整備課で委託している業務は主に測量・設計・物件調査等のスポット的な
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建設業関連業務であるため、委託料の金額・委託割合はともに年度により大きく異なっ

てくる。平成13年度から平成15年度にかけては下表のとおり、清水駅東西自由通路・橋

上駅舎に係る建設業関連業務委託の金額が大きかったことから、委託料は平成14年度を

ピークとして大きく増減している。

（金額単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

委託料 117,012 638,073 1,552,222 767,096 130,840

上記のうち清水駅

東西自由通路・橋上

駅舎に係るもの

- 516,500 1,454,300 653,942 -

差引 117,012 121,573 97,922 113,153 130,840

なお、清水駅周辺整備課では平成16年度まで一部の市街地整備費も執行していたが、

市街地整備費の大半は市街地整備課が執行しており、清水駅周辺整備課で執行している

金額は僅少であったことから（平成16年度に清水駅周辺整備課で執行した市街地整備費

の委託料は1件2,887千円）、今回は監査対象外としている。

清水駅周辺整備計画（構想）

（HPより転載）

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 12件 50.0% 132,357 92.7%
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一般競争入札 -件 -% - -%

指名競争入札 12件 50.0% 132,357 92.7%

随意契約 12件 50.0% 10,347 7.3%

見積随意契約 3件 12.5% 6,115 4.3%

単独随意契約 9件 37.5% 4,231 3.0%

合 計 24件 100.0% 142,705 100.0%

（注）上記には平成16年度に委託業務の完了及び委託料の支払いが行われた業務のほか、

平成16年度に契約を締結し、平成17年度に委託業務の完了及び委託料の支払いが

行われた業務1件11,865千円が含まれている。「ア．委託料の金額の推移」に記載

されている委託料の金額は、平成16年度に支払われた金額であるため、当該金額

とは11,865千円の差異が生じている。

上記でも述べたとおり、清水駅周辺整備課で委託している業務は主に設計や物件調査

などの建設業関連業務であるため、指名競争入札による業務委託先の選定が金額の大半

（92.7%）を占めていることがわかる。単独随意契約は件数で見ると37.5%を占めている

が、金額的には大きくないことがわかる（1件当たりの平均契約価格は470千円）。

ウ．主な入札による委託契約の状況

平成16年度に清水駅周辺整備課で執行された委託料のうち、年間委託料が1,000万円以

上である入札による委託契約は、以下の7件である。

（ア）清水駅西土地区画整理事業 道路等実施設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 26,521 第２位 26,145

契約方法 指名競争 落札価格 26,040 落札率 98.1%

受託者 Ｂ社 参加業者数 7 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・道路実施設計

・整地実施設計

・排水実施設計

・汚水実施設計

Ｈ社 Ｉ社 Ｎ社 Ｌ社 Ｒ社
指名業者名

Ｂ社 Ｑ社
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【委託状況等の説明】

清水駅西土地区画整理事業における道路・整地・排水・汚水に係る実施設計業務を指

名競争入札で発注している。指名業者の選定にあたっては、区画整理業務に精通してい

る業者の中から、市内業者5者、静岡市内にある支店等に技術者が常駐する市外業者2者

を選定している。また、入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託においては予

定価格を事前公表しているが、落札率は98.1%と極めて高い水準になっている。

（イ）清水駅西土地区画整理事業 物件調査等その2業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 15,442 第２位 15,277

契約方法 指名競争 落札価格 15,225 落札率 98.5%

受託者 Ｍ社 参加業者数 7 入札回数 1

委託業務

の主な内容

建物、工作物、営業（事務所）、動産、借家人補償及び移転雑費に

係る調査、積算

Ｃ社 Ｄ社 Ｆ社 Ｇ社 Ｈ社
指名業者名

Ｍ社 Ｎ社

【委託状況等の説明】

清水駅西土地区画整理事業における建物等の移転補償に係る調査・積算業務を指名競

争入札で発注している。指名業者の選定にあたっては、補償業務の営業登録している業

者の中から、市内業者5者、市外業者2者（静岡市内にある支店等に従業員が10名以上常

勤し、補償業務従事者が複数常駐する市外業者が1者）を選定している。また、入札を辞

退した業者はなく、建設業関連業務委託においては予定価格を事前公表しているが、落

札率は98.5%と極めて高い水準になっている。

（ウ）清水駅西土地区画整理事業 実施計画書作成業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 15,514 第２位 15,330

契約方法 指名競争 落札価格 15,225 落札率 98.1%

受託者 Ｂ社 参加業者数 7 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・実施計画調査

・公共施設整備等整備計画、資金計画、実施計画総括表、添付図面

及び事業費執行表作成

・事業費、用地買収方式事業費及び補助限度額の積算
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Ｂ社 Ｈ社 Ｉ社 Ｌ社 Ｎ社
指名業者名

Ｑ社 Ｒ社

【委託状況等の説明】

清水駅西土地区画整理事業における補助対象事業及び補助基本額を定めるための根拠

資料の作成業務を指名競争入札で発注している。指名業者の選定にあたっては、区画整

理業務に精通している業者の中から、市内業者5者、静岡市内にある支店等に技術者が常

駐する市外業者2者を選定している。また、入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務

委託においては予定価格を事前公表しているが、落札率は98.1%と極めて高い水準になっ

ている。

（エ）清水駅西土地区画整理事業 公共空間修景実施設計等業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 14,820 第２位 14,679

契約方法 指名競争 落札価格 14,595 落札率 98.4%

受託者 Ｂ社 参加業者数 5 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・公共空間修景設計

・都市計画決定図書作成

・地元説明会運営

指名業者名 Ｂ社 Ｊ社 Ｋ社 Ｎ社 Ｒ社

【委託状況等の説明】

清水駅西土地区画整理事業における公共空間集計設計、都市計画決定図書作成及び地

元説明会運営業務を指名競争入札で発注している。指名業者の選定にあたっては、過去

に業務実績のある市内業者1者、市外業者1者のほか、都市計画部門に登録のある市内業

者3者を選定している。また、入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託において

は予定価格を事前公表しているが、落札率は98.4%と極めて高い水準になっている。

（オ）清水駅西土地区画整理事業 物件調査等その１業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 14,508 第２位 14,311

契約方法 指名競争 落札価格 14,280 落札率 98.4%

受託者 Ｎ社 参加業者数 5 入札回数 1
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委託業務

の主な内容
建物、工作物、動産、借家人補償及び移転雑費に係る調査、積算

指名業者名 Ｅ社 Ｇ社 Ｌ社 Ｎ社 Ｐ社

【委託状況等の説明】

清水駅西土地区画整理事業における建物等の移転補償に係る調査・積算業務を指名競

争入札で発注している。指名業者の選定にあたっては、補償業務の物件登録している業

者の中から、市内業者A2者、B3者を選定している（補償実績により、選定業者一覧表に

登載されている市内業者をA、Bの2ランクに分けている）。また、入札を辞退した業者は

なく、建設業関連業務委託においては予定価格を事前公表しているが、落札率は98.4%

と極めて高い水準になっている。

（カ）清水駅西土地区画整理事業 換地設計等業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 14,422 第２位 14,227

契約方法 指名競争 落札価格 14,175 落札率 98.2%

受託者 Ｂ社 参加業者数 5 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・確定測量

・換地設計準備

・土地評価

・換地設計

指名業者名 Ｂ社 Ｈ社 Ｉ社 Ｎ社 Ｒ社

【委託状況等の説明】

清水駅西土地区画整理事業における確定測量、土地評価及び換地設計業務を指名競争

入札で発注している。指名業者の選定にあたっては、区画整理業務に精通している業者

の中から、市内業者4者、過去に実績があり静岡市内にある支店等に技術者が常駐する市

外業者1者を選定している。また、入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託にお

いては予定価格を事前公表しているが、落札率は98.2%と極めて高い水準になっている。

（キ）清水駅東土地区画整理事業 基準点及び出来形確認測量業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 12,225 第２位 11,980

契約方法 指名競争 落札価格 11,865 落札率 97.0%
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受託者 Ｂ社 参加業者数 5 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・基準点測量

・出来形確認測量

・境界標設置

指名業者名 Ｂ社 Ｈ社 Ｉ社 Ｌ社 Ｒ社

【委託状況等の説明】

清水駅東土地区画整理事業における基準点測量、出来形確認測量、境界標設置及び国

土調査法第19条第5項に基づく申請業務を指名競争入札で発注している。指名業者の選定

にあたっては、区画整理業務に精通している業者の中から、市内業者4者、過去に実績が

あり静岡市内にある支店等に技術者が常駐する市外業者1者を選定している。また、入札

を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託においては予定価格を事前公表しているが、

落札率は97.0%と高い水準になっている。

エ．主な随意契約の状況

平成16年度に清水駅周辺整備課で執行された委託料のうち、随意契約による主な委託

は、以下の3件である。

（ア）清水駅東口松原町線外3路線電線共同溝引込管路設備設計及び土工事業務委託

（単位：千円）

年度 15年度 受託者 Ａ社 契約価格 5,020

契約方法 見積随意 参加業者数 2

委託業務

の主な内容
電線共同溝を各家庭に引き込むにあたっての設計及び土工事業務

見積

参加業者名
Ａ社 Ｏ社

見積随意契約

とした理由

仕様、規格等に専門の技術及び知識を要するとともに、工程調整及

び工事監理を的確に行える者に委託する必要があるため

（注）上記委託契約は平成15年度に契約を締結し、平成16年度に業務の完了及び委託料

の支払いが行われた業務である。

【委託状況等の説明】

清水駅東口松原町外3路線における電線共同溝本体から各需用家庭への通信線、電力線

等を敷設するための引込管路設備及び土工事業務を見積随意契約で発注している。見積
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随意契約とした理由は、業務を行うには仕様及び規格等について専門の技術及び知識を

要するとともに、工程調整及び工事監理を的確に行えるものに委託する必要があるため

である。

（イ）清水駅東口松原町線外3路線電線共同溝引込管路設備工事業務委託その１

（単位：千円）

年度 15年度 受託者 Ａ社 契約価格 1,489

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容
電線共同溝を各家庭に引き込む敷設工事

単独随意契約

とした理由

仕様、規格等に専門の技術及び知識を要するとともに、工程調整及

び工事監理を的確に行える者に委託する必要があるため

（注）上記委託契約は平成15年度に契約を締結し、平成16年度に業務の完了及び委託料

の支払いが行われた業務である。

【委託状況等の説明】

清水駅東口松原町外3路線における電線共同溝本体から各需用家庭への通信線を敷設

するための引込管路設備工事業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約とした

理由は、業務を行うには仕様及び規格等について専門の技術及び知識を要するとともに、

工程調整及び工事監理を的確に行えるものに委託する必要があるためである。

（ウ）未処理用地等測量業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 (社)Ｓ協会 契約価格 1,452

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

道路用地取得に伴う用地処理実施のための土地の表示に関する地

積測量図の作成・分筆登記等及びこれに関連する業務。

単独随意契約

とした理由

「潰地処理に係る公共嘱託登記等業務委託契約書」及び「未処理用

地等測量業務委託契約書」を包括して建設部土木管理課が契約して

いるため。

【委託状況等の説明】

道路用地取得に伴う用地処理実施のための土地の表示に関する地積測量図の作成・分

筆登記等及びこれに関連する業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約とした
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理由は、「潰地処理に係る公共嘱託登記等業務委託契約書」及び「未処理用地等測量業務

委託契約書」を包括して建設部土木管理課が契約しているためである。

オ．指名競争入札の状況について

平成12年度から平成16年度に清水駅周辺開発推進費の中で執行された指名競争入札は

49件あり、52の業者が延べ334回の指名を受けている。これらの指名競争入札の平均落札

率（加重平均）を見ると以下のとおりであり、いずれの年度においても平均落札率（加

重平均）の水準が高く、特に平成16年度は98.0%と極めて高くなっている。

年度
指名競争入札

の執行件数

平均落札率

（加重平均）

平成12年度 14件 96.6%

平成13年度 6件 95.9%

平成14年度 9件 93.4%

平成15年度 8件 96.5%

平成16年度 12件 98.0%

合 計 49件 96.3%

そこで平成16年度に執行された指名競争入札について、落札率を含めた入札率（=入札

価格／予定価格）の分布状況を見ると以下のとおりである。これによれば、12件58回行

われた入札のうち54回が入札率95.0%から100.0%（=予定価格）の間にあり、しかも入札

を辞退した業者がいないなど、高い落札率のもとで全ての業者が落札価格と予定価格の

間の狭い範囲の金額で入札していたことがわかる（なお、平成12年度から平成15年度の

指名競争入札においても、入札を辞退した業者はなかった）。

0

2

4

6

8

入
札
回
数

95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0

入札率
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（注）入札率が上記95.0%から100.0%の範囲外であるものは4件（85.4%、86.8%、87.4%、

93.7%）。

また、平成16年度の指名競争入札における各指名業者の入札価格を示すと次の表のと

おりであり、網掛けした入札は脚注にあるとおり他の業者と同じ金額で入札されたもの

を指している。これを見ると58回行われた入札のうち13回、換言すると22.4%の入札が他

の業者と同じ金額で入札され、その一方で表中の「落札者」の列で網掛けとなっている

ものはなく、最低入札価格で複数の業者が入札したものは1件もなかったことがわかる。

最低入札価格で複数の業者が入札した場合には、最低入札価格で入札した業者間での

くじ引きにより落札者が決定されるため、平成16年度の指名競争入札においてはくじ引

きまで進んだ指名競争入札はなかったことになる（このことは平成12年度から平成15年

度の指名競争入札においても同様である）。

（単位：千円、%）

入札価格の順位
業務名

予定

価格 落札者 2位 3位 4位 5位 6位 7位

14,280 14,311 14,332 14,353 14,364物件調査等

その1
14,508

98.4 98.6 98.7 98.9 99.0

15,225 15,277 15,277 15,298 15,309 15,330 15,382物件調査等

その2
15,442

98.5 98.9 98.9 99.0 99.1 99.2 99.6

2,688 2,730 2,751土壌汚染調

査
3,145

85.4 86.8 87.4

15,225 15,330 15,330 15,351 15,361 15,382 15,435実施計画書

作成
15,514

98.1 98.8 98.8 98.9 99.0 99.1 99.4

14,175 14,227 14,332 14,332 14,332
換地設計等 14,422

98.2 98.9 99.3 99.3 99.3

5,670 5,691 5,701 5,712 5,733電線共同溝

予備設計
5,830

97.2 97.6 97.7 97.9 98.3

26,040 26,145 26,145 26,250 26,355 26,355 26,407道路等実施

設計
26,521

98.1 98.5 98.5 98.9 99.3 99.3 99.5

14,595 14,679 14,700 14,752 14,805

清
水
駅
西
土
地
区
画
整
理
事
業

公共空間修

景実施設計

等

14,820
98.4 99.0 99.1 99.5 99.8
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3,045 3,108 3,129用地境界標

建植
3,247

93.7 95.7 96.3

2,362 2,373 2,394過年度事業

費分類等
2,405

98.2 98.6 99.5

11,865 11,980 12,075 12,075 12,096

清
水
駅
東
土
地

区
画
整
理
事
業 基準点及び

出来形確認

測量

12,225
97.0 97.9 98.7 98.7 98.9

2,961 3,013 3,034まちづくり交付

金事業

清水島崎町公園

設計

3,066
96.5 98.2 98.9

（注1）対象は平成16年度に執行された指名競争入札

（注2）上段は入札価格、下段は入札率（入札価格÷予定価格）

（注3）網掛けは他の業者と同じ金額で入札されているもの（清水駅西土地区画整理事業

の物件調査等その2では15,277千円で入札した業者が2者あったことを示す）

さらに、平成12年度から平成16年度に執行された指名競争入札で特徴的な事項として

は、落札回数の最も多い業者が全体の指名競争入札49件のうちの25件、すなわち過半数

を落札していることがあげられる（2番目に落札回数の多い業者の落札件数は4件であ

る）。そして、この業者が指名業者となった入札は29件であることから、この業者が入札

に参加すると86.2%の確率で落札していることになる。

以上、清水駅周辺開発推進費で執行された指名競争入札の状況をまとめると、次のと

おりである。

・ 平成12年度から平成16年度の指名競争入札における平均落札率（加重平均）は

96.3%である。

・ 平成12年度から平成16年度の指名競争入札において入札辞退した業者はない。

・ 平成12年度から平成16年度の指名競争入札において最低入札価格で複数の業者

が入札したことはない。

・ 平成16年度の指名競争入札において予定価格以上の金額で入札した業者はない。

・ 平成16年度の指名競争入札において58回行われた入札のうち、54回は入札率が

95.0%から100.0%の間に収まっている。

・ 平成16年度の指名競争入札において、同じ金額での複数の入札が58回行われた
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入札のうち13回あったが、一方で最低入札価格で複数の業者が入札したことは

なかった。

・ 平成12年度から平成16年度の指名競争入札において、落札回数が最も多い業者

は指名競争入札全体の51.0%を落札しており、この業者が参加した入札に限定す

ると86.2%の確率で落札していることになる。

カ．指名競争入札における業者選定方法について

建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託業務における指名競争入札参加者の

選定は、1件当たりの予定価格が30百万円以上の場合には静岡市建設業者等選定委員会で

審議され、30百万円未満の場合には選定部会（都市計画部の場合は都市計画部選定部会）

で審議される。平成16年度の清水駅周辺整備課においては、予定価格が30百万円以上と

なる指名競争入札はなかったため、建設業関連業務委託全ての指名競争入札が都市計画

部選定部会で審議されている。

選定にあたっては、指名業者の基本的な選定方針が「平成16年度 都市計画部選定部

会（旧清水地区）測量・建物調査等業務委託発注指名業者選定方法について」で定めら

れており、これに基づいて指名業者の選定が行われている。具体的には、委託業務の種

類ごと（測量設計等業務、区画整理業務、補償業務コンサルタント）に、契約課で作成

している「平成16年度静岡市建設業関連業務の委託に係る競争入札参加資格認定者名簿」

への登録の有無・事務所の所在地・業務実績・資格者の有無等について具体的な基準を

設け、その基準を満たしている業者を第1表から第3表までの選定業者一覧表に登載し（第

1表が測量設計等業務、第2表が区画整理業務、第3表が補償業務コンサルタントに係る選

定業者一覧表）、原則として委託業務の種類に応じて選定業者一覧表にある業者の中から

指名業者を選定することとしている。

そして、その都度の指名業者の選定に際しては、さらに事務所の所在地・業務実績・

指名回数のバランス等が勘案されることとなる。指名回数のバランスを考慮する際の目

安としていわゆる星取表を作成するとともに、その都度の指名業者の選定に際しては「指

名業者選定資料」及び必要に応じて選定根拠の説明資料が作成され、担当課で指名業者

（案）が決定される。その指名業者（案）は選定部会等で行われる審議の基礎資料とな

り、審議の結果、選定された指名業者が入札参加資格を得ることになる。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、特に問題となる事項は認められなかった。
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９．都市計画部公園緑地課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡地域

公園緑地課】

公園管理費 393,543 457,788 408,956

公園整備費 37,803 20,493 14,298

緑化推進費 83,439 87,886 92,540

【清水地域

公園緑地課】

公園緑地管理費 143,927 141,989 147,723

公園建設費 10,681 24,381 8,812

緑化推進費 1,319 1,269 555

【公園緑地課】

公園管理費 485,753 474,056

公園整備費 16,359 29,247

緑化推進費 130,240 140,164

合計(A) 670,712 733,806 672,884 632,353 643,467

歳出費(B) 4,038,229 3,341,237 3,187,518 1,710,784 3,434,493

委託割合(A/B) 16.6％ 21.9% 21.1％ 36.9％ 18.7％
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委託料
委託割合

公園緑地課における委託料の主な内容は、公園や街路樹等の清掃や樹木の管理にかか

るものである。

委託料については、毎年6～7億円程度で推移しており、公園緑地課の歳出費に占める

割合は、平成15年度を除いて16～22％の間で推移している。

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 21件 15.7% 118,826 18.2%

一般競争入札 0件 0% 0 0%

指名競争入札 21件 15.7% 118,826 18.2%

随意契約 113件 84.3% 535,827 81.8%

見積随意契約 57件 42.5% 385,004 58.8%

単独随意契約 56件 41.8% 150,822 23.0%

合 計 134件 100.0% 654,654 100.0%

公園緑地課における委託業務は公園の測量・設計等のスポット的
．．．．．

な委託業務と、公園

等の清掃や樹木の管理等の継続的
．．．

な委託業務に大きく区分される。上記表を継続的
．．．

な委

託業務とスポット的
．．．．．

な委託業務に分けた場合の状況は次のとおりである。
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（スポット的な委託業務）

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 7件 38.9% 29,820 53.0%

一般競争入札 － － － －

指名競争入札 7件 38.9% 29,820 53.0%

随意契約 1１件 61.1% 26,429 47.0%

見積随意契約 2件 11.1% 12,421 22.1%

単独随意契約 9件 50.0% 14,007 24.9%

合 計 １8件 100.0% 56,249 100.0%

（継続的な委託業務）

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 14件 12.1% 89,006 14.9%

一般競争入札 － － － －

指名競争入札 14件 12.1% 89,006 14.9%

随意契約 102件 87.9% 509,397 85.1%

見積随意契約 55件 47.4% 372,583 62.3%

単独随意契約 47件 40.5% 136,814 22.8%

合 計 116件 100.0% 598,404 100.0%

【委託状況等の説明】

① 一般競争入札は1件も行われていない。

② 随意契約の方法で契約しているケースの割合が、件数、金額ともに高い。（指名競

争入札の方法で契約しているケースの割合は低い）

③ 随意契約のうち、見積随意契約と単独随意契約を比較すると、件数では、両者は

ほぼ同じ水準にあるが、金額的には見積随意契約の割合が高い。
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ウ．測量・設計等のスポット的な委託契約の状況

平成16年度のスポット的な委託契約のうち、年間委託料が1,000万円以上の委託契約は

次のとおりである。

（単位：千円）

業務名 金額 契約方法

（ア） 台帳整備事業 公園管理台帳データベース作成業務委託 11,865 見積随意

（イ） 折戸北公園測量・設計業務委託 10,668 指名競争

（ウ） 駿府公園第４工区広場実施設計業務委託 12,495 指名競争

上記3件の見積随意契約及び指名競争入札の状況は次のとおりである。

（ア）台帳整備事業 公園管理台帳データベース作成業務委託

（単位：千円）

契約方法 見積随意 見積参加者数 7社

第2位落札価格 12,075 落札価格 11,865

見積執行回数 1回

（イ）折戸北公園測量・設計業務委託

（単位：千円）

契約方法 指名競争 入札参加者数 5社

予定価格 10,948 落札価格 10,668

第2位落札価格 10,710 落札率 97.4％

入札回数 1回

（ウ）駿府公園第４工区広場実施設計業務委託

（単位：千円）

契約方法 指名競争 入札参加者数 9社

予定価格 13,916 落札価格 12,495

第2位落札価格 12,962 落札率 89.7％

入札回数 1回

エ．清掃・樹木管理等の継続的な委託契約の状況

（ア）単独随意契約の状況

平成16年度の年間委託料が1,000万円以上の単独随意契約による委託業務は次のとお

りである。
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（単位：千円）

業務名 金額 委託先

ａ 公園除草清掃等管理業務委託 14,010 ?静岡市ｼﾙﾊ゙ー 人材ｾﾝﾀー

ｂ 駿府公園紅葉山庭園樹木等管理委託 20,055 静岡市造園緑化事業（同）

ｃ 清水忠霊塔公園外２１箇所清掃・除草等業務委託 33,626 ?静岡市ｼﾙﾊ゙ー 人材ｾﾝﾀー

ｄ 景観整備事業 清水港線自転車歩行者

専用道路外２公園除草等業務委託
10,868 ?静岡市ｼﾙﾊ゙ー 人材ｾﾝﾀー

上記4件の平成16年度以前5年間の単独随意契約とした理由及び契約の状況等は次のと

おりである。

ａ．公園除草清掃等管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度

15年度

（前）

（注）

15年度

（後）

（注）

16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者

?静岡市シ

ルバー人材

センター

同左 同左 同左 同左 同左

契約価格 14,921 14,921 14,921 3,776 10,979 13,902

変更後金額 － － － － 11,011 14,010

委託業務

の主な内容

静岡市駿府公園地内外の公園除草清掃等管理業務

単独随意契約

とした理由

高齢者の社会参加の促進を図るためにも、（社）静岡市シルバー人

材センターに委託するのが最適である。

（注）平成15年度は、旧静岡市と旧清水市が合併した初年度であり、予算編成の都合で

4～6月（前半）と7～3月（後半）に分けて契約締結が行われている。（以下同じ）

【委託状況等の説明】

単独随意契約は、一般的に、契約価格の予定価格に対する比率が極めて高くなる傾向

にあるが、公園除草清掃等管理業務委託については、過去5年間は、それほど高い水準に

はない。
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ｂ．駿府公園紅葉山庭園樹木等管理委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 単独随意契約 同左 同左 同左 同左 同左

受託者
静岡市造園緑

化事業(同)
同左 同左 同左 同左

契約価格 12,442 21,840 4,515 17,115 20,055

変更後金額 － 22,360 － － －

委託業務

の主な内容

駿府公園紅葉山庭園樹木等管理

単独随意契約

とした理由

当業務は、庭園のグレードを維持向上させるために作庭者の意図を

理解していることが必要であり、庭園の整備工事施工時より十分に

作庭者の意図を理解している静岡市造園緑化事業（同）と契約する

のが最適である。

【委託状況等の説明】

平成15年度を除いては、予定価格に対する契約価格の比率は、極めて高い水準にある。

ｃ．清水忠霊塔公園外２１箇所清掃・除草等業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 単独随意契約 同左 同左 同左 同左 同左

受託者

?清水市

ｼﾙﾊ゙ 人ー

材ｾﾝﾀー

同左 同左 同左 同左

?静岡市

ｼﾙﾊ゙ 人ー

材ｾﾝﾀー

契約価格 34,335 33,642 32,266 9,198 22,909 33,626

委託業務

の主な内容

清水忠霊塔公園外２１箇所清掃・除草等業務

（社）静岡市シルバー人材センター（平成12年度～15年度は、（社）

清水市シルバー人材センター）は高齢者の社会参加及び地域発展に
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単独随意契約

とした理由

寄与することを目的として設立され、また高齢者の健康増進等をも

目的とした公的団体である。当委託業務の内容は公園内の安全管

理、利用指導、連絡調整、清掃、除草及び花見時における駐車場等

における交通整理や清掃、ごみの分別であり、高齢者にも適した業

務であるうえ、一般業者に委託するより低価格で有利に実施でき

る。

【委託状況等の説明】

予定価格に対する契約価格の比率は、極めて高い水準にある。

ｄ．景観整備事業 清水港線自転車歩行者専用道路外２公園除草等業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意契約 同左 同左 同左 同左

受託者

?清水市ｼﾙ

ﾊ゙ 人ー材ｾﾝ

ﾀー

同左 同左 同左 ?静岡市ｼﾙ

ﾊ゙ 人ー材ｾﾝ

ﾀー

契約価格 10,240 10,240 10,240 10,240 10,868

委託業務

の主な内容

清水港線自転車歩行者専用道路外２公園除草等業務

単独随意契約

とした理由

（社）静岡市シルバー人材センター（平成12年度～15年度は、（社）

清水市シルバー人材センター）は高齢者の社会参加及び地域発展に

寄与することを目的として設立され、また高齢者の健康増進等をも

目的とした公的団体である。当委託業務の内容は除草や低木の剪定

であり、高齢者にも適した業務であるうえ、一般業者に委託するよ

り低価格で有利に実施できる。

【委託状況等の説明】

予定価格に対する契約価格の比率は、極めて高い水準にある。

（イ）指名競争入札及び見積随意契約の状況

平成16年度の年間委託料が1,000万円以上の指名競争入札及び見積随意契約による委

託業務は次のとおりである。
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（単位：千円）

業務名 金額 契約方法

ａ 大浜公園及び田町公園プール監視等管理業務委託 45,337 指名競争

ｂ 城北公園樹木等管理委託 16,945 見積随意

ｃ 公園緑地樹木等管理委託その１ 10,626 見積随意

ｄ 公園緑地樹木等管理委託その８ 10,710 見積随意

ｅ 清水地区公園夏期剪定等維持管理業務委託 18,900 見積随意

ｆ 清水地区街路樹夏期剪定等維持管理業務委託 30,450 見積随意

ｇ 清水地区街路樹冬期剪定等維持管理業務委託 11,550 見積随意

ｈ 街路樹管理委託その１ 11,879 見積随意

ｉ 街路樹管理委託その２ 12,790 見積随意

ｊ 街路樹管理委託その３ 11,198 見積随意

ｋ 街路樹管理委託その４ 14,498 見積随意

ｌ 街路樹管理委託その５ 18,721 見積随意

ｍ 街路樹管理委託その６ 11,993 見積随意

ｎ 街路樹管理委託その７ 13,311 見積随意

上記の委託業務について、平成16年度以前5年間の受託者等の推移は次のとおりであ

る。

ａ．大浜公園及び田町公園プール監視等管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 指名競争 同左 同左 同左 同左

受託者 SE社 同左 同左 同左 同左

参加業者数 7 7 7 7 7

予定価格 45,076 41,905 42,959 43,325 43,627

落札価格 45,045 41,737 42,850 42,863 43,575

第２位 46,830 42,840 42,931 43,050 44,677

落札率 99.9％ 99.5％ 99.7％ 98.9％ 99.8％

入札回数
2回入札

→不調随契
1 2 2

2回入札

→不調随契
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変更後金額 - - - - 45,337

委託業務

の主な内容

大浜公園プールならびに田町公園プールの開設運営に要する業務の

委託（閉鎖時に関する事項も含む）

SE社 SE社 SE社 SE社 SE社

ＹＯ社 ＹＯ社 ＹＯ社 ＹＯ社 ＹＯ社

ＳＵ社 ＳＵ社 ＳＵ社 ＳＵ社 ＳＵ社

ＳＢ社 ＳＢ社 ＳＢ社 ＳＢ社 ＳＢ社

ＭＴ社 ＭＴ社 ＭＴ社 ＭＴ社 ＭＴ社

ＳＢ社 ＳＢ社 ＳＢ社

ＹＹ社 ＹＹ社

指名業者

ＴＢM社 ＴＢK社 ＰＧ社 ＳＢ社 ＴＳ社

（注）上記の表の中で、網掛け部分は、期間中複数回入札に参加している業者を意味す

る。（以下同じ）

【委託状況等の説明】

① 落札業者は毎年同一である。

② 指名業者は、7社のうち5者は毎年同一である。

③ 落札率は、過去5年間において、最低でも98.9％であり、極めて高い水準にある。

④ 1回の入札で契約に至った年度は過去5年間で1度だけであり、その他の年度は2度

の入札または不調随契となっている。

⑤ 平成16年度の“ 2回見積執行→不調随契”のケースにおいて、第1回と第2回の入札

価格の順位を調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受

託者は第1回、第2回とも最低の入札価格を提示している。

ｂ．城北公園樹木等管理委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＹＧ社 同左 NN社 同左 同左 ＫＤ社

参加業者数 7 7 7 5 7 7

落札価格 9,975 13,125 6,825 4,200 5,197 16,275



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 123

第２位 10,080 13,209 9,975 4,500 5,250 16,800

見積執行

回数
1 1

2回執行

→不調随

契

2回執行

→不調随

契

1 1

変更後金額 － － － － － 16,945

委託業務

の主な内容

城北公園における樹木手入れ、芝刈、草刈、除草、薬剤散布

ＹＧ社 ＹＧ社

ＮＮ社 ＮＮ社 ＮＮ社 ＮＮ社 ＮＮ社

ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社

ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社

ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社

ＳZ社 ＳZ社 ＳZ社

ＡＳ社 ＡＳ社 ＡＳ社

ＳＰ社 ＳＰ社

ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社

ＥＧ社 ＥＧ社

ＡＫ社 ＳＫ社 ＳKS社

ＨＮ社 ＳＲ社

見積参加

業者

ＩＫ社

【委託状況等の説明】

① 平成15年度（後）の落札率は、極めて低い落札率となっている。

② 受託者は2～3年同一である傾向が見られる。

③ 見積参加業者については、毎年のように選定している業者もあるが、概ね入替が

毎年に行われている。

ｃ．公園緑地樹木等管理委託その１

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左

受託者 ＳＫ社 ＡＫ社 ＳＫ社 同左 ＨＮ社
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参加業者数 7 7 7 7 7

落札価格 5,880 8,190 10,500 12,600 10,626

第２位 6,195 8,505 11,025 13,650 10,815

見積執行回数
2回執行

→不調随契
1

2回執行

→不調随契

2回執行

→不調随契
1

委託業務

の主な内容

北才光寺公園外３８公園１７緑地１遊歩道の樹木手入れ、芝刈、草

刈、薬剤散布

ＳＫ社 ＳＫ社 ＳＫ社 ＳＫ社 ＳＫ社

ＨＮ社 ＨＮ社

ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社

ＳＡ社 ＳＡ社

ＳＰ社 ＳＰ社

ＡＫ社

ＳＴ社 ＳＴ社 ＳＴ社 ＳＴ社

ＨＫ社 ＨＫ社

HT社 HT社 HT社

ＳZ社 ＳZ社

ＲZ社 ＮＮ社 ＩＫ社 ＲＫＭ社

ＭＲ社 ＹＧ社 ＳK社

ＳＲ社

見積参加

業者

ＫＤ社

【委託状況等の説明】

① SK社が受託した年度（平成12,14,15年度）は、極めて高い落札率となっている。

② 見積参加業者については、毎年のように選定している業者もあるが、概ね入替が

毎年に行われている。

ｄ．公園緑地樹木等管理委託その８

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左

受託者 ＳＡ社 ＫＤ社 ＡＳ社 ＮＮ社 同左
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参加業者数 7 7 7 7 7

落札価格 6,405 8,610 9,660 7,560 10,710

第２位 6,825 8,662 9,796 8,820 11,130

見積執行回数
2回執行

→不調随契
1 2

2回執行

→不調随契

2回執行

→不調随契

委託業務

の主な内容

高松公園外５公園１緑地１仮植地の樹木手入れ、芝刈、草刈、薬剤

散布

ＡＳ社 ＡＳ社 ＡＳ社

ＳＡ社 ＳＡ社

ＫＤ社 ＫＤ社

ＥＧ社 ＥＧ社

ＲＫ社 ＲＫ社

ＳZ社 ＳZ社 ＳZ社

ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社

ＹＧ社 ＹＧ社 ＹＧ社

HT社 HT社

ＨＮ社 ＨＮ社

ＩＫ社 ＩＫ社 ＩＫ社

ＲＺ社 ＲＺ社

ＮＮ社 ＮＮ社 ＮＮ社

見積参加

業者

ＳＲ社 ＳＴ社 ＯＡ社

【委託状況等の説明】

① 受託者は毎年変わっている。

② 見積参加業者も、毎年、入替が行われている。

③ 落札率は、過去5年間高い水準にある。

④ 1回の入札で契約に至った年度は過去5年間で1度だけであり、その他の年度は2度

の入札または不調随契となっている。

⑤ 平成16年度の“ 2回見積執行→不調随契”のケースにおいて、第1回と第2回の入札

価格の順位を調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受

託者は第1回、第2回とも最低の入札価格を提示している。
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ｅ．清水地区公園夏期剪定等維持管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 見積随意

受託者 ＳＲ社 同左 同左 同左 同左 同左

参加業者数 1 1 1 1 1 2

落札価格 16,569 16,170 15,015 5,953 11,760 18,900

第２位 19,740

見積執行

回数
2 1 1 1 1 1

委託業務

の主な内容

清見潟公園外８４公園の剪定、消毒

見積参加

業者
ＳＺ社

【委託状況等の説明】

① 平成15年度以前は、単独随意契約で契約が締結されていた。

② 受託者は毎年同一である。

③ 見積随意契約（平成16年度）における見積参加者は2者である。

④ 契約金額の予定価格に対する比率は、高い水準にある。

ｆ．清水地区街路樹夏期剪定等維持管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 見積随意

受託者 ＳＲ社 同左 同左 同左 同左 同左

参加業者数 1 1 1 1 1 2

落札価格 23,583 27,300 27,825 8,967 19,110 30,450

第２位 31,500
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見積執行

回数
2 1 1 1 1 1

委託業務

の主な内容

さつき通り外５５路線の剪定、薬剤散布

見積参加

業者
ＳＺ社

【委託状況等の説明】

① 平成15年度以前は、単独随意契約で契約が締結されていた。

② 受託者は毎年同一である。

③ 見積随意契約（平成16年度）における見積参加者は2者である。

④ 契約金額の予定価格に対する比率は、高い水準にある。

ｇ．清水地区街路樹冬期剪定等維持管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 見積随意

受託者 ＳＲ社 同左 同左 同左 同左

参加業者数 1 1 1 1 2

落札価格 15,750 13,387 14,563 15,645 11,550

第２位 11,760

入札回数 1 2 1 1 1

変更後金額 16,933 14,116 16,991 - 11,548

委託業務

の主な内容

さつき通り外５５路線の剪定、薬剤散布

見積参加

業者
ＳＺ社

【委託状況等の説明】

① 平成15年度以前は、単独随意契約で契約が締結されていた。

② 受託者は毎年同一である。

③ 見積随意契約（平成16年度）における見積参加者は2者である。

④ 契約金額の予定価格に対する比率は、平成12年度を除いて、高い水準にある。
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⑤ 契約変更が頻繁に行われている。

ｈ．街路樹管理委託その１

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＭＲ社 ＨＮ社 ＭＲ社 ＳＰ社 ＭＲ社 同左

参加業者数 7 7 7 5 7 7

落札価格 9,765 10,500 11,550 1,575 10,027 11,865

第２位 10,657 10,710 11,655 1,617 10,111 12,390

見積執行

回数

2回執行

→不調随契
1 1 1 1

2回執行

→不調随契

変更後金額 10,324 10,724 - 1,618 10,601 11,879

委託業務

の主な内容

市道青葉通り線外２７路線の街路樹剪定，除草，薬剤散布

ＨＮ社 ＨＮ社

ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社

ＮＮ社 ＮＮ社 ＮＮ社 ＮＮ社

ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社

ＳＫ社 ＳＫ社 ＳＫ社

ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社

ＳＴ社 ＳＴ社 ＳＴ社

SZ社 SZ社

ＩＫ社 ＩＫ社

KD社 ＫD社

HT社 HT社

ＹＧ社 ＡＫ社 ＥＧ社 SS社 RK社

ＳＰ社

ＳＡ社

ＲＺ社

見積参加

業者

ＡＳ社
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【委託状況等の説明】

① 受託者は、平成13年度、平成15年度（前）を除いて、同一の業者である。

② 見積参加業者は、毎年入替が行われている。

③ 落札率は、平成15年度（前）を除いて、高い水準にある。

④ 過去5年間で“ 2回見積執行→不調随契”のケースが2回あるが、落札率は極めて高

い水準にある。

⑤ 平成16年度の“ 2回見積執行→不調随契”のケースにおいて、第1回と第2回の入札

価格の順位を調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受

託者は第1回、第2回とも最低の入札価格を提示している。

⑥ 契約変更が頻繁に行われている。

⑦ 平成15年度（前）に見積参加業者の大幅な入替が行われているが、これは予定価

格が低かったことにより、見積参加業者をＣランク業者に限定したことが原因であ

る。（Ｂランク業者は当該見積執行に参加できなかった。）

ｉ．街路樹管理委託その2

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＳＴ社 ＳＫ社 ＳＴ社 ＲＺ社 ＨＫ社 ＳＴ社

参加業者数 7 7 7 5 7 7

落札価格 10,395 10,290 11,340 1,522 9,660 12,600

第２位 10,605 10,332 11,445 1,627 10,447 12,684

見積執行

回数

2回執行

→不調随

契

2 2 1 1 1

変更後金額 10,638 10,512 - 1,540 10,311 12,790

委託業務

の主な内容

市道城内１号線外２４路線の街路樹剪定、除草、薬剤散布

ＳＫ社 SK社 ＳＫ社 ＳＫ社

ST社 ST社 ST社
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ＨＫ社 ＨＫ社

ＭＲ社 ＭＲ社

ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社

SZ社 SZ社 SZ社 SZ社 SZ社

ＯＡ社 ＯＡ社

ＳＲ社 ＳＲ社

ＲＫ社 ＲＫ社 ＲＫ社

ＹＧ社 ＹＧ社

ＡＫ社 ＩＫ社 ＡＳ社 ＮＮ社 ＩＩ社

ＨＮ社 ＥＧ社 ＯＡ社

ＲＺ社

ＳＰ社

見積参加

業者

ＫＳ社

【委託状況等の説明】

① 受託者は、毎年変わっている。

② 見積参加業者は毎年入替が行われている

③ 契約変更が頻繁に行われている。

④ 平成15年度（前）に見積参加業者の大幅な入替が行われているが、これは予定価

格が低かったことにより、見積参加業者をＣランク業者に限定したことが原因であ

る。（Ｂランク業者は当該見積執行に参加できなかった。）

ｊ．街路樹管理委託その3

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＨＮ社 ＨＫ社 同左 EG社 ＳS社 ＨＮ社

参加業者数 7 7 7 5 7 7

落札価格 7,087 9,240 8,557 2,614 6,300 10,605

第２位 7,875 9,975 8,610 2,625 6,510 13,807
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見積執行

回数

2回執行

→不調随契

2回執行

→不調随契
1 1

2回執行

→不調随契

2回執行

→不調随契

変更後金額 7,444 9,255 - 2,512 7,187 11,198

委託業務

の主な内容

市道竜南１号線外１６路線の街路樹剪定、除草、薬剤散布

ＨＮ社 ＨＮ社 ＨＮ社 ＨＮ社

ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社

ＥＧ社

ＳS社 ＳS社

ＳＫ社 ＳＫ社

ＡＳ社 ＡＳ社 ＡＳ社

ＳＰ社 ＳＰ社

ＩＫ社 ＩＫ社 ＩＫ社

ＳＴ社 ＳＴ社 ＳＴ社

ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社

IT社 IT社 IT社

ＮＮ社 ＮＮ社

ＯＡ社 ＯＡ社

EG社

SS社

見積参加

業者

ＡＫ社 ＲＺ社 ＲＫ社 ＳＡ社

【委託状況等の説明】

① 受託者は、毎年変わっている。

② 見積参加業者は毎年入替が行われている。

③ 落札率は、平成14年度、平成15年度（前）を除いて、極めて高い水準にある。平

成14年度、平成15年度（前）は、高い水準にはなく、競争原理が働いたことが伺え

る。

④ 平成16年度の“ 2回見積執行→不調随契”のケースにおいて、第1回と第2回の入札

価格の順位を調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受

託者は第1回、第2回とも最低の入札価格を提示している。
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⑤ 契約変更が頻繁に行われている。

ｋ．街路樹管理委託その4

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＳＲ社 ＯＡ社 同左 ＳＲ社 ＫＤ社 SS社

参加業者数 7 7 7 5 7 7

落札価格 10,290 9,660 11,025 3,202 4,819 14,175

第２位 10,447 10,290 11,392 3,307 4,882 14,332

見積執行

回数

2回執行

→不調随契

2回執行

→不調随契

2回執行

→不調随契
2 1 1

変更後金額 10,484 10,106 - 3,286 5,313 14,498

委託業務

の主な内容

市道東静岡駅北口駅前線外１３路線の街路樹剪定、除草、薬剤散布

ＳＲ社 ＳＲ社 ＳＲ社

ＫＤ社 ＫＤ社

ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社

ＨＮ社 ＨＮ社 ＨＮ社

ＮＮ社 ＮＮ社 ＮＮ社

ＨＫ社 ＨＫ社

ＳＴ社 ＳＴ社 ＳＴ社

ＳＫ社 ＳＫ社 ＳＫ社

HT社 HT社

SZ社 SZ社

ＭＲ社 ＭＲ社

ＡＫ社 ＡＫ社

ＳＡ社 ＳＡ社

ＳＰ社 ＹＧ社 ＲＺ社 ＲＫ社

SS社

見積参加

業者

ＫＳ社 ＥＧ社
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【委託状況等の説明】

① 受託者は、毎年変わっている。

② 見積参加業者は毎年入替が行われている。

③ 落札率は、平成15年度を除いて、高い水準にある。

④ 平成15年度（後）の落札率は極めて低い水準となっている。

⑤ 契約変更が頻繁に行われている。

ｌ．街路樹管理委託その5

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＮＮ社 ＫＤ社 ＹＧ社 ＩＫ社 ＯＡ社 ＮＮ社

参加業者数 7 7 7 7 7 7

落札価格 17,167 18,060 19,635 5,775 8,085 17,955

第２位 19,425 18,270 19,950 6,457 8,715 20,055

見積回数 2回執行

→不調随契
1 1

2回執行

→不調随契
1

2回執行

→不調随契

変更後金額 17,296 17,673 - 5,953 9,220 18,721

委託業務

の主な内容

市道大谷川東線外１５路線の街路樹剪定、除草、薬剤散布

SZ社 SZ社 SZ社 SZ社 SZ社

ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社

ＯＡ社 ＯＡ社

ＹＧ社 ＹＧ社 ＹＧ社

ＩＫ社 ＩＫ社 ＩＫ社

ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社

ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社 ＭＲ社

ＨＮ社 ＨＮ社 ＨＮ社

ＳＲ社 ＳＲ社

見積参加

業者

ＲＫ社 ＲＫ社 ＲＫ社
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ＳZ社 ＳZ社 ＳZ社

SK社 ＡＳ社 ＳS社 ＩＩ社

ＮＮ社

ＳＰ社

【委託状況等の説明】

① 受託者は、毎年変わっている。

② 見積参加業者については、一部毎年のように選定されている業者もあるが、概ね

毎年入替が行われている。

③ 落札率は、平成15年度（後）を除いて、高い水準にある。

④ 平成15年度（後）の落札率は低い水準となっている。

⑤ 平成16年度の“ 2回見積執行→不調随契”のケースにおいて、第1回と第2回の入札

価格の順位を調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受

託者は第1回、第2回とも最低の入札価格を提示している。

⑥ 契約変更が頻繁に行われている。

ｍ．街路樹管理委託その6

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＫＤ社 ＮＮ社 IK社 ＨＫ社 ＫＤ社 同左

参加業者数 7 7 7 5 7 7

落札価格 12,600 13,230 14,910 3,990 9,975 12,915

第２位 13,119 13,650 14,952 4,074 10,080 13,020

見積執行

回数
2

2回執行

→不調随契
2 2 1 2

変更後金額 13,305 14,031 - 3,948 10,908 11,993

委託業務

の主な内容

市道用宗漁港北線外２０路線の街路樹剪定、除草、薬剤散布

ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社 ＫＤ社

HT社 HT社
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ＳＫ社 ＳＫ社 ＳＫ社

ＳＲ社 ＳＲ社 ＳＲ社

ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社 ＨＫ社

YG社 ＹＧ社 ＹＧ社

ＳS社 ＳS社

ＲＫ社 ＲＫ社 ＲＫ社

ＯＡ社 ＯＡ社

ST社 ＳＴ社 ＳＴ社

SZ社 SZ社

ＭＲ社 ＲＺ社

NN社

IK社

ＳＡ社

見積参加

業者

ＫＳ社

【委託状況等の説明】

① 受託者は、毎年変わっている。

② 見積参加業者については、一部毎年のように選定されている業者もあるが、概ね

毎年入替が行われている。

③ 落札率は、平成15年度（後）を除いて、高い水準にある。

④ 平成15年度（後）の落札率は低い水準となっている。

⑤ 落札率が低い平成15年度（後）を除いて、必ず“ 2回見積執行” または“ 2回見積

執行→不調随契” となっている。

⑥ 平成16年度の2回の見積執行のケースにおいて、第1回と第2回の入札価格の順位を

調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受託者は第1回、

第2回とも最低の入札価格を提示している。

⑦ 契約変更が頻繁に行われている。
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ｎ．街路樹管理委託その7

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 ＩＫ社 ＳＴ社 ＫＤ社 ＳＡ社 ＳＫ社 ＯＡ社

参加業者数 7 7 7 5 7 7

落札価格 13,965 13,440 14,700 1,785 7,560 12,810

第２位 14,017 15,435 14,805 3,150 8,400 12,862

見積執行

回数
1

2回執行

→不調随契
2

2回執行

→不調随契
1 2

変更後金額 13,945 13,715 14,243 2,274 8,163 13,311

委託業務

の主な内容
市道馬淵一丁目黒金線外２２路線の街路樹剪定、除草、薬剤散布

ＩＫ社 ＩＫ社

ＳＴ社 ＳＴ社 ＳＴ社 ＳＴ社

ＫＤ社 ＫＤ社

ＳＫ社 ＳＫ社 ＳＫ社

ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社 ＯＡ社

ＨＫ社 ＨＫ社

ＳZ社 ＳZ社 ＳZ社 ＳZ社

ＡＫ社 ＡＫ社

HT社 HT社

ＨＮ社 ＨＮ社 ＨＮ社

ＭＲ社 ＭＲ社

ＳＲ社 ＡＳ社 SS社

ＳＰ社 ＲＫ社 ＮＮ社

ＫＳ社

ＳＡ社

見積参加

業者

ＥＧ社
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【委託状況等の説明】

① 受託者は、毎年変わっている。

② 見積参加業者については、毎年入替が行われている。

③ 落札率は、平成15年度（後）を除いて、高い水準にある。

④ 平成15年度（後）の落札率は低い水準となっている。

⑤ 平成16年度の2回の見積執行のケースにおいて、第1回と第2回の入札価格の順位を

調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受託者は第1回、

第2回とも最低の入札価格を提示している。

⑥ 契約変更が毎年行われている。

⑦ 平成15年度（前）に見積参加業者の大幅な入替が行われているが、これは予定価

格が低かったことにより、見積参加業者をＣランク業者に限定したことが原因であ

る。（Ｂランク業者は当該見積執行に参加できなかった。）

ｏ．まとめ

① “ ａ” の指名競争入札について

（ⅰ）落札業者は過去5年間同一の業者である。

（ⅱ）指名業者数は毎年7者であるが、その内5者は過去5年間同じである。

（ⅲ）落札率は、過去5年間において、極めて高い水準にある。

（ⅳ）1回の入札で契約に至った年度は過去5年間で1度だけであり、その他の年度は

2度の入札または不調随契となっている。

②“ ｅ～ｇ（清水地
．．．

域
．
における樹木、緑地等の管理委託業務）” の見積随意契約につい

て

（ⅰ）平成15年度までは単独随意契約であり、平成16年度において初めて見積随意

契約が行われている。

（ⅱ）受託者は毎年同一である。

（ⅲ）見積随意契約（平成16年度）における見積参加者は2社である。

（ⅳ）落札価格の予定価格に対する比率は、高い水準にある。

③“ ｂ～ｄ、ｈ～ｎ（静岡地域
．．．．

における樹木、緑地等の管理委託業務）” の見積随意契

約について

（ⅰ）受託者は、概ね毎年変わっている。

（ⅱ）見積参加業者については、毎年入替が行われている。

（ⅲ）落札率は、高い水準にある。
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（ⅳ）平成15年度などで、落札率が低いケースが見受けられる。

（ⅴ）落札率が極めて高い年度では、“ 2回の見積執行” または“ 2回見積執行→不調

随契” となっているケースが非常に多い。

（ⅵ）2回（不調随契を含む）見積合わせが行われているケースが頻繁に見受けられ

るが、第1回と第2回の入札価格の順位を調査したところ、受託者以外はその順

位に変化が見られるものの、受託者は第1回、第2回とも最低の入札価格を提示

している。

（ⅶ）契約変更が毎年のように行われている。

静岡地域
．．．．

における樹木、緑地等の管理委託業務の個々 の契約については、③で述べた

とおり、受託者が頻繁に変わっており、見積執行に参加する業者も頻繁に入替が行われ

ていることが確認できた。ただし、静岡地域
．．．．

における樹木、緑地等の管理委託業務は、

数多くの業務に分割されていることから、受託者及び業者選定については全体の状況を

把握する必要がある。次の「（ウ）静岡地域
．．．．

における樹木、緑地等の管理委託業務におけ

る見積随意契約の状況」では、この点について検討する。

（ウ）静岡地域
．．．．

における樹木、緑地等の管理委託業務における見積随意契約の状況

公園緑地課における継続的な委託業務のうち、見積随意契約によるものが平成16年度

において372,583千円あるが、その内、静岡地域の造園業者等が受託する樹木、緑地等の

管理委託業務が、金額的に大きな割合を占めている。これらの委託業務については、受

注機会の拡大や各業者の施工能力、地域性の観点から、数多くの業務に分けて契約が行

われている。

見積随意契約における見積参加者の見積参加回数及び落札回数の状況は次のとおりで

ある。

a．見積参加者の見積参加回数及び落札回数の状況

見積参加回数 落札回数

A B C その他 計 A B C その他 計

見積執行回数 4 12 7 6 29

1 ＨＮ社 2 7 4 2 15 1 2 3

2 ＭＲ社 2 7 5 1 15 1 1 1 3

3 SS社 2 7 4 3 16 1 1 2

4 ＨＫ社 3 5 4 4 16 1 1 2
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5 ＳＴ社 1 7 4 3 15 1 1 2

6 ＯＡ社 1 6 4 3 14 1 1 2

7 SZ社 3 4 4 3 14 1 1 2

8 ＮＮ社 1 6 4 3 14 1 1 2

9 ＫＤ社 2 6 4 2 14 1 1 2

10 ＳＫ社 2 5 4 4 15 1 1

11 ＲＫ社 1 7 4 2 14 1 1

12 ＩＩ社 2 6 4 2 14 1 1

13 ＲＺ社 1 2 2 5 1 1

14 ＡＳ社 3 2 5 1 1

15 ＫＳ社 1 4 5 1 1

16 ＩＫ社 2 1 1 4 1 1

17 ＥＧ社 2 2 4 1 1

18 ＳＡ社 1 2 1 4 1 1

合計 28 84 49 42 203 4 12 7 6 29

また、街路樹管理委託その1～7について、過去5年間の受託者の状況をまとめると次の

とおりである。

b．過去5年間の受託者の状況

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度 合計

ＫＤ社 1 2 1 2 2 8

1 1 1 1 1 2
ＮＮ社

1
8

1 1 1 1
ＳＫ社

1
5

ＨＫ社 1 1 1 1 1 5

ＳＴ社 1 1 1 1 1 5

ＯＡ社 1 1 1 1 4

ＭＲ社 1 1 1 1 4

ＹＧ社 1 1 1 3
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ＨＮ社 1 1 1 3

ＩＫ社 1 1 1 3

SS社 1 1 2

ＳＡ社 1 1 2

ＳＲ社 1 1

ＳＰ社 1 1

ＲＺ社 1 1

ＥＧ社 1 1

ＡＫ社 1 1

ＡＳ社 1 1

ｃ．まとめ

「（イ）指名競争入札及び見積随意契約の状況」の「ｏ．まとめ」で述べたとおり、静
．

岡地域
．．．

における樹木、緑地等の管理委託業務における見積随意契約については、個々 の

契約で見ていくと、受託者は毎年変わっているケースが多く見られ、また見積参加業者

についても、毎年入替えているケースが多く見られるが、上記の調査からは次のような

特徴が見られる。

① 平成16年度の静岡地域における樹木、緑地等の管理委託業務に係る見積随意契約

に参加した業者は、必ず1回は落札している。

② 静岡地域における樹木、緑地等の管理委託業務のうち“ 街路樹管理委託その1～7”

に絞ってみても、過去5年間の受託者の状況を見ると、毎年のように落札している業

者が多く見受けられる。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当するものは以下のとおりである。

ア．随意契約等の業者選定方法について

（ア）清水地域における樹木、緑地等の管理委託業務（3業務）

ａ．現状

平成16年度における清水地域の樹木、緑地等の管理委託業務の業者選定については、

次のような問題点が挙げられる。

① 市のルールとしては、積算金額が500万円を超える契約の場合、見積参加業者数を

7者程度としているが、清水地域における樹木、緑地等の管理委託業務については、
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見積参加業者はいずれも2組合であり、市のルールを大幅に下回っている。

② 静岡地域において実施されている、業者を各等級に格付した「格付表」の作成や

「格付表」を基礎とした造園工事発注基準内規の利用による業者の選定は行われて

いない。

ｂ．結論

見積参加業者については、静岡地域において行われているように「格付表」を作成し、

造園工事発注基準内規を利用した業者選定を行うべきであると考える。業者数について

は、市のルールに従って選定すべきことはいうまでもない。

１０．建設部道路建設課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡

道路建設課】

道路新設改良費 151,545

橋りょう費 4,193

地域環境整備費 3,202

【清水

道路建設課】

道路新設改良費 12,313

橋りょう費 285,543

地域環境整備費 -

【清水

道路維持課】

道路新設改良費 3,372

橋りょう費 -

地域環境整備費 -

【道路建設課】

道路新設改良費 171,232
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橋りょう費 39,050

地域環境整備費 -

合計(A) 460,172 210,282

歳出額(B) 3,585,261 1,973,169

委託割合(A/B) 12.8% 10.6%

道路建設課では主に、道路計画における調整業務、道路整備事業の調整業務（予算調

整等）、道路・橋梁の新設・改築に関することなどを事業として行っている。委託してい

る業務としては主に測量・設計・物件調査等のスポット的な建設業関連業務委託である

ため、委託料の金額・委託割合はともに年度により大きく異なることになる。

なお、建設部（現建設局）では組織の再編等が度々 実施され、年度によって課の名称

や各課で取り扱う業務の範囲が大きく変化している。そのため、各年度の比較可能性が

保てないことから、上表においては平成14年度以前の金額の記載を省略している。

なお、平成17年度には政令指定都市への移行に伴う機構改革が行われており、道路建

設課が行っていた事業は、現在では建設局道路部の道路計画課、道路整備第1課（葵区担

当）、道路整備第2課（駿河区担当）、道路整備第3課（清水区担当）が担当している。

平成16年度
建設部 道路建設課

道路維持課
高規格道路推進課
土木総務課
土木管理課
河川課
土木事務所

平成17年度
建設局 道路部 道路計画課

道路保全課
道路整備第1課
道路整備第2課
道路整備第3課
高規格道路推進課

土木部 土木総務課
土木管理課
河川課
土木事務所
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イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 58件 82.9% 226,952 73.5%

一般競争入札 -件 -% - -%

指名競争入札 58件 82.9% 226,952 73.5%

随意契約 12件 17.1% 81,811 26.5%

見積随意契約 1件 1.4% 924 0.3%

単独随意契約 11件 15.7% 80,887 26.2%

合 計 70件 100.0% 308,763 100.0%

（注）上記は平成16年度に契約を締結した委託業務の状況である。「ア．委託料の金額の

推移」に記載されている委託料の金額は支出された金額であるため、両者の金額

には差異が生じている。

道路建設課で委託している業務は主に設計や物件調査などの建設業関連業務であるた

め、指名競争入札が件数・金額ともに大きな割合を占めている。また、一般競争入札に

より締結された委託契約はない。

ウ．主な入札による委託契約の状況

年間委託料が1,000万円以上の入札による委託契約は以下の６件である。

（ア）柚木栗原旧東海道線外2測量設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 21,160 第２位 20,790

契約方法 指名競争 落札価格 20,737 落札率 98.0%

受託者 Ｅ社 参加業者数 10 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・設計業務（道路詳細設計、交差点詳細設計）

・測量業務（基準点測量、平板測量、路線測量、用地測量）

Ｈ社 Ｑ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｐ社
指名業者名

Ｙ社 Ｒ社 Ｏ社 Ｘ社 Ｇ社
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【委託状況等の説明】

速やかな道路整備事業の促進を図るため、柚木栗原旧東海道線、沓谷長沼線及び長沼

11号線における測量及び設計業務を指名競争入札で発注している。また入札を辞退した

業者はなく、建設業関連業務委託においては予定価格を事前公表しているが、落札率は

98.0%と極めて高い水準になっている。

（イ）市道0267号（葛沢線）用地測量及び物件調査業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 13,923 第２位 13,713

契約方法 指名競争 落札価格 13,650 落札率 98.0%

受託者 Ｈ社 参加業者数 5 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・測量業務（用地測量）

・物件調査業務

指名業者名 Ｈ社 Ｑ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｙ社

【委託状況等の説明】

市道0267号（葛沢線）において、清水葛沢（現 清水区葛沢）地内の事業用地取得に

必要な用地測量及び物件調査業務を指名競争入札で発注している。また入札を辞退した

業者はなく、建設業関連業務委託においては予定価格を事前公表しているが、落札率は

98.0%と極めて高い水準になっている。

（ウ）（主）山脇大谷線（下～加藤島）整備手法の再検討業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 15,424 第２位 14,700

契約方法 指名競争 落札価格 14,490 落札率 93.9%

受託者 Ｃ社 参加業者数 10 入札回数 1

委託業務

の主な内容

（主）山脇大谷線（下～加藤島）の有料採算性の再検討及び無料化

による周辺地域への経済効果を含めた評価。

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｉ社 Ｌ社
指名業者名

Ｍ社 Ｓ社 Ｔ社 Ｕ社 Ｗ社

【委託状況等の説明】

（主）山脇大谷線（下～加藤島）について、静岡県が平成9年度に有料採算性の検討を

行い、これをもとに構造物の設計を実施しているが、現在では将来交通量の見直しに伴
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い将来推計交通量が変更されているため、有料採算性の再検討の必要が生じている。

そのため最新データに基づいた基本条件の整理、有料採算性の再検討、さらに下大谷

線の無料化による周辺地域への経済効果を含めた評価業務を指名競争入札で発注してい

る。また入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託においては予定価格を事前公

表しているが、落札率は93.9%となっている。

（エ）市道0241号線（袖師23号－1線）測量設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 13,984 第２位 13,755

契約方法 指名競争 落札価格 13,702 落札率 97.9%

受託者 Ｄ社 参加業者数 5 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・測量業務（基準点測量、平板測量、路線測量、用地測量）

・設計業務（道路詳細設計）

指名業者名 Ｄ社 Ｅ社 Ｐ社 Ｑ社 Ｙ社

【委託状況等の説明】

市道0241号線（袖師23号－1線）における工事に必要な測量及び設計業務を指名競争入

札で発注している。また入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託においては予

定価格を事前公表していることもあり、落札率は97.9%と高い水準になっている。

（オ）（主）山脇大谷線（下～加藤島）麻機7号橋修正設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 23,950 第２位 20,370

契約方法 指名競争 落札価格 11,340 落札率 47.3%

受託者 Ｂ社 参加業者数 10 入札回数 1

委託業務

の主な内容

麻機7号橋に料金所施設が不要となったため、改めて詳細設計を実

施

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｉ社 Ｌ社
指名業者名

Ｍ社 Ｓ社 Ｔ社 Ｕ社 Ｗ社

【委託状況等の説明】

（主）山脇大谷線（下～加藤島）麻機7号橋については静岡県が平成9年度に料金所広

場を有する橋梁として詳細設計が実施されているが、上記「（ウ）（主）山脇大谷線（下

～加藤島）整備手法の再検討業務委託」により整備手法について再検討した結果、料金
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所については併設しないこととしたため、料金所を併設しない場合の橋梁の設計業務を

指名競争入札で発注している。また入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託に

おいては予定価格を事前公表しているが、落札率は47.3%と極めて低い水準になってい

る。

（カ）丸子常盤団地3号線外15測量設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 9,376 第２位 9,240

契約方法 指名競争 落札価格 9,219 落札率 98.3%

受託者 Ｅ社 参加業者数 8 入札回数 1

委託業務

の主な内容

・測量業務（4級基準点測量、平面図修正、路線測量）

・設計業務（都市排水路詳細設計）

Ｄ社 Ｅ社 Ｇ社 Ｈ社 Ｐ社
指名業者名

Ｑ社 Ｒ社 Ｙ社

【委託状況等の説明】

丸子常盤団地3号線外15周辺の排水状況を把握し、最適な環境となるように整備するた

め、丸子常盤団地3号線外15における測量及び設計業務を指名競争入札で発注している。

また入札を辞退した業者はなく、建設業関連業務委託においては予定価格を事前公表し

ているが、落札率は98.3%と極めて高い水準になっている。

エ．主な随意契約の状況

（ア）沓谷長沼線道路改良工事委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 S社 契約価格 39,900

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

市道沓谷長沼線の道路排水を放流先である長沼雨水幹線に接続す

るための工事

単独随意契約

とした理由

工事内容は静岡鉄道線路敷を横断する区間の道路排水事業であり、

鉄道の運行に支障をきたさないためには、S社の管理下で工事を施

工する必要があるため。

【委託状況等の説明】

市道沓谷長沼線の道路排水を放流先である長沼雨水幹線に接続するための工事業務を
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単独随意契約で発注している。単独随意契約とした理由は、工事内容が静岡鉄道線路敷

を横断する区間の道路排水事業であり、鉄道の運行に支障をきたさないためには静岡鉄

道㈱の管理下で工事を施工する必要があるためである。

（イ）日本道路公団に対する小河内川加瀬沢無名橋架替工事委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者
日本道路公団

静岡建設局

契約価格 20,212

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

・小河内川加瀬沢無名橋の架け替え工事

・小河内川加瀬沢無名橋下の護岸工事

単独随意契約

とした理由

施工場所である加瀬沢地区調整池は、日本道路公団静岡建設局と静

岡県中部農林事務所が共有する調整池であるため。

【委託状況等の説明】

小河内川加瀬沢無名橋の架け替え工事及び護岸工事業務を単独随意契約で発注してい

る。単独随意契約とした理由は、施工場所である加瀬沢地区調整池が日本道路公団静岡

建設局（現 中日本高速道路株式会社横浜支社）が施工する清水PA（仮称）と静岡県中

部農林事務所が施工する畑総事業（加瀬沢地区）が共有する調整池であるためであり、

調整池建設工事に付帯する無名橋の架け替え工事については『第二東海自動車道横浜名

古屋線建設工事と県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）「加瀬沢地区」に伴う調整池

建設工事に関する工事細目協定』を締結し、これに基づいて日本道路公団静岡建設局に

対して単独随意契約で発注している。

（ウ）付替市道飯間本線及び市道小瀬戸家の奥線の拡幅工事委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者
日本道路公団

静岡建設局

契約価格 11,351

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

付替市道飯間本線及び市道小瀬戸家の奥線の拡幅工事

・アンカー工

・集水井工

・水抜きボーリング工
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単独随意契約

とした理由

当該工事が、日本道路公団静岡建設局が施工する第二東海自動車道

横浜名古屋線建設工事に必要な工事であるため。

【委託状況等の説明】

付替市道飯間本線及び市道小瀬戸家の奥線の拡幅工事業務を単独随意契約で発注して

いる。単独随意契約とした理由は、日本道路公団静岡建設局が第二東海自動車道横浜名

古屋線建設工事を施工するに当たり、付替市道飯間本線及び市道小瀬戸家の奥線の拡幅

工事が必要となるためであり、当該工事については「付替市道飯間本線及び市道小瀬戸

家の奥線の拡幅工事に関する協定」を締結し、これに基づいて日本道路公団静岡建設局

に対して単独随意契約で発注している。

（エ）用地買収に伴う公共嘱託登記等業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者

(社)静岡県公

共嘱託登記土

地家屋調査士

協会

契約価格 3,656

契約方法 単独随意

委託業務

の主な内容

道路用地取得に伴う用地処理実施のための土地の表示に関する地

積測量図の作成・分筆登記等及びこれに関連する業務。

単独随意契約

とした理由

「潰地処理に係る公共嘱託登記等業務委託契約書」及び「未処理用

地等測量業務委託契約書」を包括して建設部土木管理課が契約して

いるため。

【委託状況等の説明】

道路用地取得に伴う用地処理実施のための土地の表示に関する地積測量図の作成・分

筆登記等及びこれに関連する業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約とした

理由は、「潰地処理に係る公共嘱託登記等業務委託契約書」及び「未処理用地等測量業務

委託契約書」を包括して建設部土木管理課が契約しているためである。

（オ）百合の花橋（関の沢1号線）測量業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 Ｈ社 予定価格 2,383

契約方法 単独随意 契約価格 2,362
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委託業務

の主な内容

施工中の平成15年度橋委託第２号百合の花橋（関の沢１号線）測量

設計業務委託において静岡県と河川占用協議をしたところ、早急に

実施する必要が生じた追加測量。

単独随意契約

とした理由

早急に実施する必要があるため、上記の測量設計業務委託の受託者

であるＨ社との単独随意契約とした。

【委託状況等の説明】

施工中の平成15年度橋委託第2号百合の花橋（関の沢1号線）測量設計業務委託におい

て静岡県と河川占用協議をしたところ、追加測量を早急に実施する必要が生じたため、

当該業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約とした理由は、上記の測量設計

業務委託の受託者であるＨ社と委託契約を締結すれば、現地の状況を既に把握している

ため早急に追加測量が実施出来るためである。

（カ）国吉田跨線橋外1橋梁床版補修及び仮設計画設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 受託者 Z社 予定価格 1,709

契約方法 単独随意 契約価格 1,575

委託業務

の主な内容

国吉田跨線橋及び栗原跨線橋耐震補強工事に伴い一部未補修で

あった上部工の補修方法の検討。

単独随意契約

とした理由

Z社は平成15年度に同箇所の耐震補強設計を実施しており、また今

回の委託業務の内容は実質的に前年度実施した耐震補強設計の追

加設計である。そのため他の業者に委託すると、前年度の耐震補強

設計から実施する必要があり、静岡市としても前年度のデータを活

かすことが出来ないため。

【委託状況等の説明】

国吉田跨線橋及び栗原跨線橋耐震補強工事に伴い一部未補修であった上部工の補修方

法の検討業務を単独随意契約で発注している。単独随意契約とした理由は、今回の委託

業務の内容は実質的に前年度実施した耐震補強設計の追加設計であるため、前年度の耐

震補強設計の受託者であるZ社以外の業者に委託すると、前年度の耐震補強設計から実施

する必要があり、静岡市としても前年度のデータを活かすことが出来ないためである。

オ．指名競争入札の状況について

平成16年度の道路建設課における指名競争入札の平均落札率（加重平均）は91.5%であ
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り、落札率が47.3%と極めて低い「（主）山脇大谷線（下～加藤島）麻機７号橋修正設計

業務委託」を除くと、平均落札率（加重平均）は96.2%と高い水準になっている。

ここで、落札率を含めた入札率（=入札価格／予定価格）を見ると、予定価格が5百万

円以上の指名競争入札における入札率の分布状況は以下のとおりである。これによれば、

90回行われた入札のうち87回が入札率95.0%から100.0%（=予定価格）の間にあり、しか

も入札を辞退した業者がいないなど高い落札率のもとで、全ての業者が落札価格と予定

価格の間の狭い範囲の金額で入札していたことがわかる。

0

4

8

12

入
札
回
数

95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0

入札率

（注）入札率が上記95.0%から100.0%の範囲外であるものは90回中3回（47.3%、85.0%、

93.9%）。

また、予定価格5百万円以上の指名競争入札における各指名業者の入札価格を示すと次

の表のとおりであり、網掛けした入札は脚注にあるとおり他の業者と同じ金額で入札さ

れたものを指している。これを見ると90回行われた入札のうち41回、換言すると実に45.5%

の入札が他の業者と同じ金額で入札されており、その一方で表中の「落札者」の列で網

掛けとなっているものはなく、最低入札価格で複数の業者が入札したものは1件もなかっ

たことがわかる。

最低入札価格で複数の業者が入札した場合には、最低入札価格で入札した業者間での

くじ引きにより落札者が決定されるため、平成16年度の予定価格5百万円以上の指名競争

入札においてはくじ引きまで進んだ指名競争入札はなかったことになる。
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（単位：千円、%）

入札価格の順位
No

予定

価格 落札者 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

11,340 20,370 22,785 22,890 23,205 23,310 23,310 23,415 23,415 23,625
1 23,950

47.3 85.0 95.1 95.5 96.8 97.3 97.3 97.7 97.7 98.6

13,650 13,713 13,755 13,755 13,860
2 13,923

98.0 98.4 98.7 98.7 99.5

9,219 9,240 9,261 9,282 9,303 9,345 9,345 9,345
3 9,376

98.3 98.5 98.7 98.9 99.2 99.6 99.6 99.6

6,825 6,856 6,888 6,888 6,898 6,909 6,930 6,982
4 7,035

97.0 97.4 97.9 97.9 98.0 98.2 98.5 99.2

20,737 20,790 20,790 20,842 20,842 20,842 20,895 20,895 21,000 21,000
5 21,160

98.0 98.2 98.2 98.4 98.4 98.4 98.7 98.7 99.2 99.2

13,702 13,755 13,755 13,807 13,839
6 13,984

97.9 98.3 98.3 98.7 98.9

5,355 5,397 5,407 5,428 5,428 5,439 5,460 5,460
7 5,519

97.0 97.7 97.9 98.3 98.3 98.5 98.9 98.9

7,119 7,140 7,161 7,182 7,192
8 7,296

97.5 97.8 98.1 98.4 98.5

14,490 14,700 14,805 14,910 14,910 15,015 15,015 15,015 15,120 15,330
9 15,424

93.9 95.3 95.9 96.6 96.6 97.3 97.3 97.3 98.0 99.3

5,460 5,481 5,491 5,512 5,512 5,512 5,512 5,523
10 5,581

97.8 98.2 98.3 98.7 98.7 98.7 98.7 98.9

6,825 6,856 6,856 6,877 6,877 6,888 6,888 6,930
11 6,961

98.0 98.4 98.4 98.7 98.7 98.9 98.9 99.5

5,691 5,712 5,722 5,743 5,775
12 5,830

97.6 97.9 98.1 98.5 99.0

（注1）対象は平成16年度に執行された予定価格5百万円以上の指名競争入札

（注2）上段は入札価格、下段は入札率（入札価格÷予定価格）

（注3）網掛けは他の業者と同じ金額で入札されているもの（例 No.2では13,755千円で
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入札した業者が2者あったことを示す）

（注4）上記Noと業務名の対応

No 業務名

1 （主）山脇大谷線（下～加藤島）麻機7号橋修正設計業務委託

2 市道0267号（葛沢線）用地測量及び物件調査業務委託

3 丸子常盤団地3号線外15測量設計業務委託

4 太田町大岩線測量設計業務委託

5 柚木栗原旧東海道線外２測量設計業務委託

6 市道0241号線（袖師23号－1線）測量設計業務委託

7 手越丸子線測量設計業務委託

8 0253号線（興津中町谷津線）用地測量設計業務委託

9 （主）山脇大谷線（下～加藤島）整備手法の再検討業務委託

10 与一右エ門新田排水路添線測量設計調査業務委託

11 浅間橋測量設計業務委託

12 清水小河内無名橋（8165号線）測量設計業務委託

さらに、委託している業務の種類別の視点から見ると、平成16年度の指名競争入札の

うち測量設計業務に係る委託契約は20件あり、それぞれの委託契約における指名業者及

び落札業者の状況は次の表のとおりである。

業者名

委託
業務

Ｑ
社

Ｅ
社

Ｄ
社

Ｙ
社

Ｐ
社

Ｈ
社

Ｋ
社

Ｇ
社

Ｒ
社

Ｖ
社

Ｆ
社

Ｘ
社

Ｊ
社

Ｏ
社

Ｐ
社

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ● ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ● ○ ○ ○

5 ● ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ●

8 ○ ○ ● ○ ○ ○
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9 ● ○ ○ ○ ○ ○

１０ ○ ● ○

１１ ● ○ ○

１２ ○ ○ ● ○ ○

１３ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

１４ ● ○ ○ ○ ○

１５ ○ ○ ○ ○ ○ ●

１６ ○ ● ○ ○ ○ ○

１７ ○ ○ ○ ● ○ ○

１８ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

１９ ○ ○ ○ ○ ●

２０ ○ ● ○

入札参加
回数（回）

18 18 18 17 15 10 7 3 2 2 2 2 1 1 1

入札参加率
（%）

90.090.090.085.075.050.035.015.010.010.010.010.0 5.0 5.0 5.0

落札回数
（回）

5 4 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

落札率
（%）

27.822.216.723.5 6.7 20.014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（注1）●：落札業者 ○：指名業者

（注2）入札参加率=入札参加回数／入札実施回数（20回）

（注3）落札率 =落札回数 ／入札参加回数

（注4）上記Noと業務名の対応

No 業務名

1 瀬名15号線外1測量設計業務委託

2 丸子常盤団地3号線外15測量設計業務委託

3 太田町大岩線測量設計業務委託

4 西ヶ谷1号線測量設計業務委託

5 伝馬町新田安倍川添線測量設計業務委託

6 柚木栗原旧東海道線外2測量設計業務委託
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7 0120号線（承第1号道線）測量設計業務委託

8 奥池ヶ谷1号線外1測量設計業務委託

9 湯島楢尾線測量設計業務委託

10 8085号線（横町線）用地測量設計業務委託

11 6031号線（大内第13号線－1線）外1路線用地測量設計業務委託

12 市道0241号線（袖師23号－1線）測量設計業務委託

13 手越丸子線測量設計業務委託

14 0253号線（興津中町谷津線）用地測量設計業務委託

15 中島西島下島線測量設計業務委託

16 根古屋3号線外1測量設計業務委託

17 （仮称）丸子新田小坂道2号線測量設計業務委託

18 浅間橋測量設計業務委託

19 清水小河内無名橋（8165号線）測量設計業務委託

20 日の出橋（6342号線）測量設計業務委託

0 5 10 15 20

回数

Ｑ社

Ｅ社

Ｄ社

Ｙ社

Ｏ社

Ｈ社

Ｋ社

Ｇ社

Ｒ社

Ｖ社

Ｆ社

Ｘ社

Ｊ社

Ｎ社

Ｐ社

業
者
名

入札回数
落札回数
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上表のとおり、20件ある測量設計業務に係る委託契約では15の業者が延べ117回の指名

を受けており、その内訳をみると15者中、上位5者で73.5%（86回）、上位７者で88.0%

（103回）の指名を受けており、一部の業者が指名回数の大半を占めていることがわかる。

以上、平成16年度の指名競争入札の状況をまとめると次のとおりである。

・ 指名競争入札の平均落札率（加重平均）は91.5%である（（主）山脇大谷線（下

～加藤島）麻機７号橋修正設計業務委託を除くと96.2%）。

・ 予定価格5百万円以上の指名競争入札において予定価格以上の金額で入札した

業者はない。

・ 予定価格5百万円以上の指名競争入札において入札辞退をした業者はない。

・ 予定価格5百万円以上の指名競争入札において90回行われた入札のうち、87回は

入札率が95.0%から100.0%の間に収まっている。

・ 予定価格5百万円以上の指名競争入札において、同じ金額での複数の入札が90

回行われた入札のうち41回あったが、一方で複数の業者が最低入札価格で入札

したケースはなかった。

・ 測量設計業務に係る委託契約では選定された15の業者のうち、上位5者で73.5%、

上位７者で88.0%の指名を受けている。

カ．指名競争入札における業者選定方法について

建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託業務における指名競争入札参加者の

選定は、1件当たりの予定価格が30百万円以上の場合には静岡市建設業者等選定委員会で

審議され、30百万円未満の場合には部会（道路建設課の場合は建設（土木）部会）で審

議される。平成16年度の道路建設課においては、予定価格が30百万円以上となる指名競

争入札はなかったため、建設業関連業務委託全ての指名競争入札が建設（土木）部会で

審議されている。

選定にあたっては、業務の難易度（適正な履行の確保のため、難易度の高い業務につ

いては選定を慎重に行う等）、バランス（指名される業者が一部の業者に隔たらないよう

に考慮する等）、業務実績（関連する業務の実績がある業者については、選定にあたって

の評価を高くする等）などを考慮して業者を選定している。

具体的には、道路建設課で委託する業務は技術レベルの高い業務が多いため、適正な

履行の確保を重視して静岡市が要求する水準を満足するよう、基本的に過去の事業実績

を重視して選定する方針をとっている。ただし業者の入れ替えも必要との認識もあるた

め、事業実績が乏しい業者についても一定数を選定するようにしており、要求される技
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術レベルが低い業務であれば、幅広く業者を選定するようにしているとのことである。

そして担当課で決定された指名業者（案）は部会等の決裁にかけられ、異議がなければ、

当初に選定された指名業者が入札参加資格を得ることになる。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．収入印紙への割印漏れについて

（ア）現状

印紙税法上、請負に関する契約書には印紙税が課せられる旨が定められており（印紙

税法第二条、別表一）、それぞれの委託契約書には収入印紙が貼付されることになる。「丸

子常盤団地3号線外15測量設計業務委託」の契約書には、他の委託契約と同様に収入印紙

が貼付されているものの、その収入印紙への割印がなされていなかった。

下記印紙税法及び印紙税法施行令にあるとおり、契約書には収入印紙を貼付するとと

もに、押印または署名により消印（契約書と印紙にかけて割印）しなければならないと

定められている。

（イ）結論

そのため、当該契約書は印紙税法及び印紙税法施行令を遵守していないことになる。

なお、貼付されていた収入印紙の金額は印紙税法に基づく金額であり、金額に関して

問題はなかった。

印紙税法

（印紙による納付等）

第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を

除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙（以下「相当印

紙」という。）を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方

法により、印紙税を納付しなければならない。

２ 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合

には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に

印紙を消さなければならない。

印紙税法施行令

（印紙を消す方法）

第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、
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自己又はその代理人（法人の代表者を含む。）、使用人その他の従業者の印章又は

署名で消さなければならない。

１１．水道部簡易水道課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【簡易水道課】

委託費(A) 6,650 11,363 25,509 25,586 78,738

歳出額(B) 672,634 656,429 603,698 557,242 690,581

委託割合(A/B) 1.0％ 1.7％ 4.2％ 4.6％ 11.4％

0

500,000
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水道法上、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する

施設の総体を水道という。一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業のうち給

水人口が100人を超えるものを水道事業という。この水道事業のうち、給水人口が5,000

人以下である水道によるものを簡易水道という（水道法第3条第３項）。

簡易水道事業は、水道法のうえでは、上水道事業とともに水道事業として同じ取り扱

いがされているが、小規模簡易水道事業については、消火栓設置義務が免除される等若

干の特例が設けられている（水道法第25条）。また、公営水道事業のうち上水道について

は、地方公営企業法の全部が当然に適用されるが、簡易水道については運用の対象とな
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らず、条例で、同法の規定の全部または一部を適用することができる。

委託割合は、増加傾向にある。平成16年度においては井川簡易水道統合事業に伴う設

計委託等が増加したため、委託割合は急増している。

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 5件 23.8% 57,661 73.2%

一般競争入札 －件 －% － －%

指名競争入札 5件 23.8% 57,661 73.2%

随意契約 16件 76.2% 21,076 26.8%

見積随意契約 7件 33.3% 15,339 19.5%

単独随意契約 9件 42.9% 5,737 7.3%

合 計 21件 100.0% 78,738 100.0%

簡易水道課では、簡易水道施設の維持管理業務、検針業務、清掃業務、給水用メーター

取替業務などの日常業務は主に随意契約により委託をしている。地質調査業務や送配水

管の設計業務などは競争入札により委託をしている。平成16年度においては建設等の設

計委託は金額が多額となるため、委託費の中で入札に占める割合が多くなっている。ま

た、一般競争入札により締結された委託契約はない。

ウ．主な入札による委託契約の状況

年間委託料が1,000万円以上の入札による委託契約は以下の２件である。

（ア）中継ポンプ場及び送水管実施設計外業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 27,380 第２位 26,870

契約方法 指名競争 落札価格 26,800 落札率 97.9%

受託者 A社 参加業者数 10 入札回数 1

委託業務

の主な内容

① 中継ポンプ場の設計

② 中継ポンプ場に場内配管、場内整備設計

③ 配水池の電気設備設計
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④ 中継ポンプ場の送水管設計

⑤ 中継ポンプ場及び配水池の測量調査

⑥ 中継ポンプ場の用地測量調査

B社 C社 D社 E社 F社
指名業者名

G社 H社 I社 J社 A社

【委託状況等の説明】

落札率は97.9％と高いものとなっている。また、第2位の落札者と近似している。なお、

予定価格は事前公表されている。入札参加業者は他の送配水管実施設計業務において委

託した業者とほとんど同一となっている。

（イ）田代配水池及び送配水管実施設計外業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 16,520 第２位 16,100

契約方法 指名競争 落札価格 16,000 落札率 96.8%

受託者 A社 参加業者数 10 入札回数 1

委託業務

の主な内容

① 配水池の設計

② 送配水管の設計

③ 中継ポンプ場予定地の測量

B社 C社 D社 E社 F社
指名業者名

K社 H社 I社 J社 A社

【委託状況等の説明】

落札率は96.8％と高いものとなっている。また、第2位の落札者と近似している。なお、

予定価格は事前公表されている。

エ．主な随意契約の状況

（ア）簡易水道施設維持管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 － 見積随意 単独随意 同左 見積随意

受託者 － S社 同左 同左 同左

参加業者数 － 5 １ １ ７

契約価格 － 2,592 2,580 2,580 8,280
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委託業務

の主な内容

簡易水道施設維持管理及び水質試験水採水運搬業務

【委託状況等の説明】

平成12年度までは全て静岡市直営で行ってきたが、平成13年度より年6ヶ月の業務とし

て委託した。平成16年度からは1年間通しての簡易水道施設維持管理業務として実施され

ており、水質試験水採水運搬業務も直営から委託となったことから、委託料が増加して

いる。

（イ）検針業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者 個人数名 同左 同左 同左 同左

契約価格 1,965 2,072 2,177 1,913 1,951

委託業務

の主な内容

静岡市簡易水道使用水量点検票により検針し、その結果を市へ報告

する。

単独随意契約

とした理由

地元町内会長の推薦を受けた者で、信用性が高く、また、地元に精

通しており、その性質が競争入札に適さないため。

【委託状況等の説明】

検針業務は、全て地域住民による私人へ委託してきており、検針単価は静岡地域の水

道事業の私人の検針単価と同一とされている。簡易水道を利用する地域に大きな人口の

変化がないことから、委託費は過去5年間大きな増減はない。

（ウ）給水用メーター取替業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

静岡市水道

局指定工事

店協同組合

同左 同左 同左 同左

契約価格 483 472 12,999 636 546
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委託業務

の主な内容

給水用メーター取替業務

単独随意契約

とした理由

簡易水道地域は、各施設間が離れて点在していることから特定の水

道施設業者だけでは迅速な対応が難しい。このため市内全区域を網

羅する水道設備工事及び修繕等の専門業者が集まった協同組合で

ある当社に発注することにより、迅速かつ的確に業務を遂行できる

ことから、単独随意契約とした。

【委託状況等の説明】

給水用メーターは計量法により8年に1回の取替えが義務付けられている。平成14年度

に多額の委託費が生じたのは給水用メーターの取替時期が集中したことによる。給水用

メーターの口径当たりの取替費用は静岡地域の水道事業と同一の単価となっている。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．給水用メーター取替え業務委託について

（ア）現状

給水用メーターは8年に一度取り替えを行うことが計量法により義務づけられている。

給水メーター取替えにおいてメーターの規格ごとに1件当たりの取り替え単価の積算を

行なっている。給水用メーターの規格の明細は、給水台帳に基づき把握しているが、実

際に取り替え業務を行ったところ給水用メーターの規格と異なったものが以下のように

判明した。簡易水道の給水用メーターの台帳が正確に記載されていなかったのが原因で

ある。給水用メーターの台帳は現物と一致していなければ台帳に基づいて算定した契約

は適正とは言いがたくなる。

坂の上地域の給水用メーター取替え

（金額単位：円）

取替本数 取替件数

口径 単価 台帳上 実際 台帳上 実際 差額

13mm 2,302 125 126 287,750 290,052

20mm 2,523 19 17 48,108 43,044

25mm 3,279 2 3 6,594 9,891

計 146 146 342,452 342,987 535
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積算金額は実際535円過少となっていた。委託の契約金額は予定価格よりも少なく設定

されており、このことにより契約の変更はなされていない。今後、給水用メーターの取

替を行っていくに当たり、台帳と実際の給水用メーターの規格が大きく異なることがあ

れば当然に委託契約の変更が必要となってくる。原因は給水用メーターの台帳が正しく

記入されなかったことであるが、給水用メーターの定期的な取替えに応じて実態と異な

れば修正することとなる。

（イ）結論

給水用メーターの帳簿と現物が不一致とならないように入力の際には、特に留意され

たい。

１２．教育委員会学校給食課

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡地域

学校給食担当課】

学校給食費 432,616 447,445 433,310 447,262

【清水地域

学校給食担当課】

学校給食費 10,048 87,459 121,717 117,883

【学校給食課】

学校給食費 558,341

給食ｾﾝﾀー建設費 33,880

合計(A) 442,664 534,904 555,027 565,145 592,221

歳出費(B) （注１） 1,024,516 1,015,793 1,044,724 984,928

委託割合(A/B) （注１） 52.2％ 54.6％ 54.1％ 60.1％

（注）平成12年度については、旧静岡市と旧清水市の合併に伴う大幅な組織変更等によ

りデータの集計が困難であったため、記載を省略した。
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学校給食課における委託料の主な内容は、学校給食の調理や配送、学校給食関連施設

の管理運転業務等にかかるものである。

委託料については、毎年5億円程度で推移しており、学校給食課の歳出費に占める割合

は、50％～60％の間で推移している。

イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 7件 15.9% 42,946 7.3%

一般競争入札 － － － －

指名競争入札 7件 15.9% 42,946 7.3%

随意契約 37件 84.1% 549,272 92.7%

見積随意契約 10件 22.7% 41,770 7.0%

単独随意契約 27件 61.4% 507,502 85.7%

合 計 44件 100.0% 592,219 100.0%

学校給食課における委託業務は学校給食の調理・配送等の継続的
．．．

な委託業務と、給食

センター建設工事の設計等のスポット
．．．．

的な委託業務に大きく区分される。上記表を継続
．．

的
．
な委託業務とスポット的

．．．．．
な委託業務に分けた場合の状況は次のとおりである。
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（スポット的な委託業務）

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 2件 66.7% 33,879 98.6%

一般競争入札 － － － －

指名競争入札 2件 66.7% 33,879 98.6%

随意契約 1件 33.3% 491 1.4%

見積随意契約 － － － －

単独随意契約 1件 33.3% 491 1.4%

合 計 3件 100.0% 34,370 100.0%

（継続的な委託業務）

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 5件 12.2% 9,066 1.6%

一般競争入札 － － － －

指名競争入札 5件 12.2% 9,066 1.6%

随意契約 36件 87.8% 548,782 98.4%

見積随意契約 10件 24.4% 41,770 7.5%

単独随意契約 26件 63.4% 507,011 90.9%

合 計 41件 100.0% 557,848 100.0%

【委託状況等の説明】

① 一般競争入札は1件も行われていない。

② 随意契約の方法で契約しているケースの割合が、件数、金額ともに高い。（指名競

争入札の方法で契約しているケースの割合は低い）

③ 随意契約のうち、見積随意契約と単独随意契約を比較すると、件数、金額ともに

単独随意契約の割合が高い。
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ウ．測量・設計等のスポット的な委託契約の状況

平成16年度のスポット的な委託契約のうち、年間委託料が1,000万円以上の委託契約は

次のとおりである。

（単位：千円）

業務名 金額 契約方法

（ア） 仮称第5学校給食ｾﾝﾀー建設工事設計業務委託 29,190 指名競争

上記の指名競争入札の状況は次のとおりである。

（ア）仮称第5学校給食センター建設工事設計業務委託

（単位：千円）

契約方法 指名競争入札 入札参加者数 5社

予定価格 28,313 落札価格 27,800

第2位落札価格 28,000 落札率 98.1％

入札回数 1回

（注）金額は税抜金額である。（以下同じ）

【委託状況等の説明】

落札率が高い状況が見受けられる。

エ．学校給食の調理・配送等の継続的な委託契約の状況

（ア）単独随意契約の状況

平成16年度の年間委託料が1,000万円以上の単独随意契約による委託業務は次のとお

りである。

（単位：千円）

業務名 金額 委託先

ａ
学校給食用物資購入事務及び小・中

学校給食補助業務
132,729 静岡市学校給食会

ｂ 学校給食配送等業務 204,435 静岡市学校給食配送協同組合

ｃ
市街地・藁科学校給食ｾﾝﾀー合併汚水

処理施設管理運転業務
23,205 (財)静岡市清掃公社

ｄ 藁科学校給食ｾﾝﾀー調理等業務 24,255 Ｔ社

ｅ 市立中学校給食調理等業務 58,935 Ｓ協同組合

ｆ 市立中学校給食調理等業務 25,199 Ｕ社

ｇ 市立中学校給食調理等業務 20,194 Ｎ社
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上記7件の平成16年度以前5年間の単独随意契約とした理由及び契約の状況等は次のと

おりである。

ａ．学校給食用物資購入事務及び小・中学校給食補助業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度

15年度

（前）

（注1）

15年度

（後）

（注1）

16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者

静 岡 市

学校給食

会

同左 同左 同左 同左 同左

契約価格 156,282 153,782 145,300 33,464 112,350 140,805

変更後金額 147,328 149,873 144,073 － 103,906 132,729

委託業務

の主な内容

（学校給食用物資購入事務）

学校給食用物資の購入及び給食用消耗品支給等に関する業務

（小中学校給食補助業務）

学校給食センターから配送されたコンテナを点検・受領し、学級別

に受渡しできるように準備して保管すること及び使用後の食器類

をコンテナに収納し保管すること

単独随意契約

とした理由

当該団体は、小中学校長、PTA連絡協議会役員、市教育委員会関係

職員及び学識経験者などで設立された非営利団体であり、市立の小

中学校（静岡教育事務所管内）における学校給食の充実と円滑な運

営を図るため設立された趣旨からして同団体を選定した。

（注）平成15年度は、静岡地域と清水地域が合併した初年度であり、予算編成の都合で

4～6月（前半）と7～3月（後半）に分けて契約締結が行われている。（以下同じ）

【委託状況等の説明】

① 受託業者は毎年同一である。

② 契約価格の予定価格に対する比率は、極めて高い水準にある。

③ 契約変更は頻繁に行われている。
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ｂ．学校給食配送等業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者

静岡市学

校給食配

送協同組

合

同左 同左 同左 同左 同左

契約価格 206,360 206,629 206,850 44,568 161,700 204,435

見積執行

の結果

見積執行

２回→

不調随契

見積執行

２回→

不調随契

見積執行

２回→

不調随契

見積執行

２回→

不調随契

見積執行

２回→

不調随契

見積執行

２回→

不調随契

委託業務

の主な内容

学校給食センターで調理された、学校給食用の副食及び食器類を収

納した学校給食配送コンテナを、学校まで配送すること。

単独随意契約

とした理由

当該組合は、市内5社の運送会社が出資して、この業務のために組

織した組合で、運転手を各学校給食センターに常駐させる体制にあ

るうえ、業務に精通しており、業務が円滑かつ支障なく遂行できる

などの理由により、昭和45年9月より単独にて委託契約を締結して

いる。

【委託状況等の説明】

① 受託業者は毎年同一である。

② 契約価格の予定価格に対する比率は、極めて高い水準にある。

③ 過去5年間全て、見積執行が2回行われた上での不調随契となっている。

ｃ．市街地・藁科学校給食センター合併汚水処理施設管理運転業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 同左
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受託者

(財)静岡

市清掃公

社

同左 同左 同左 同左 同左

契約価格 23,489 23,452 23,625 5,513 17,798 23,205

見積執行

の結果
１ １ １ １ １

見積執行

２回→

不調随契

委託業務

の主な内容

市街地・藁科学校給食センター内にある合併汚水処理施設の運転管

理を適切に行うことにより、公共水域への水質汚濁を未然に防止す

る。

単独随意契約

とした理由

地方自治法施行令167条の2第1項第2号該当

特に営業区域の定めのない業務である合併処理施設の保守管理で

あるので、本市が全額出資している財団法人静岡市清掃公社と単独

随意契約したい。

【委託状況等の説明】

① 受託業者は毎年同一である。

② 契約価格の予定価格に対する比率は、極めて高い水準にある。

ｄ．藁科学校給食センター調理等業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左

受託者 Ｔ社 同左

契約価格 15,225 24,255

変更後金額 － －

委託業務

の主な内容

藁科学校給食センターの調理・洗浄業務委託

単独随意契約

とした理由

平成15年に学校給食センター委託業者選定委員会において、当該業

務の最も適切な業者として選定した業者である。また、当該施設、

設備を熟知し、厳しい安全衛生が求められる業務で、実施状況も良

好であることから当該業者を選定した。
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【委託状況等の説明】

① 受託業者は毎年同一である。

② 契約価格の予定価格に対する比率は、極めて高い水準にある。

ｅ．市立中学校給食調理等業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左

受託者 Ｓ協同組合 同左 同左 同左

契約価格
米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

執行額 47,739 64,060 65,726 58,935

委託業務

の主な内容

清水第一中学校他6校の給食調理等の業務

単独随意契約

とした理由

当事業の発足に先立ち、平成13年4月16日開催の第4回中学校給食実

施検討委員会で、契約先の設備・資材・人材等の体制等、及び施工

場所の割振りについて、審査、検討、決定されており、現在まで良

好な実績を残している当該業者と契約することは、その体制を引続

き活用でき、確実な履行確保の方法であり、経費面でも有利になる

ことが推定される。

ｆ．市立中学校給食調理等業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左

受託者 U社 同左 同左 同左

契約価格
米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

執行額 22,623 28,187 27,782 25,199

委託業務

の主な内容

清水第二中学校他2校の給食調理等の業務

当該業者は、平成13年9月4日当事業発足以来の受託者であり、良好
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単独随意契約

とした理由

な実績を残していること、相応の設備・資材・人材を備えているこ

と等により、当該業者と契約することがもっとも確実な履行確保の

方法であり、また経費面でも当該業務用の設備・資材・人材を引き

続き活用できるので最も有利である。

ｇ．市立中学校給食調理等業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左

受託者 N社 同左 同左 同左

契約価格
米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

米飯＠136.5円

パン＠115.5円

執行額 15,572 20,973 21,521 20,194

委託業務

の主な内容

清水第四中学校他1校の給食調理等の業務

単独随意契約

とした理由

当該業者は、平成13年9月4日当事業発足以来の受託者であり、良好

な実績を残していること、相応の設備・資材・人材を備えているこ

と等により、当該業者と契約することがもっとも確実な履行確保の

方法であり、また経費面でも当該業務用の設備・資材・人材を引き

続き活用できるので最も有利である。

【委託状況等の説明】

“ ｅ～ｇ” は下記のとおり、全く同一の特徴を見せている。

① 受託業者は毎年同一である。

② 契約価格の予定価格に対する比率は、極めて高い水準にある。

③ 予定価格は、過去4年間同額である。

（イ）見積随意契約の状況

平成16年度の年間委託料が1,000万円以上の見積随意契約による委託業務は次のとお

りである。

（単位：千円）

業務名 金額 契約方法

ａ 市街地学校給食センターボイラー運転管理業務 19,656 見積随意
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上記の委託業務について、平成16年度以前5年間の受託者等の推移は次のとおりであ

る。

ａ．市街地学校給食センターボイラー運転管理業務

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度
15年度

（前）

15年度

（後）
16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 D社 同左 同左 同左 Ｓ社 D社

参加業者数 8 7 7 5 7 7

落札価格 18,780 18,780 18,780 4,695 14,040 19,656

第２位 18,960 18,876 19,140 4,740 14,310 19,782

入札回数 1 1 1 2 1 1

委託業務

の主な内容
ボイラー設備の運転管理や法的点検整備、検査立会等

D社 D社 D社 D社 D社 D社

Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社

M社 M社 M社 M社 M社 M社

Ｔ社 Ｔ社 Ｔ社 Ｔ社 Ｔ社 Ｔ社

SB社 SB社 SB社 SB社 SB社

ＴＢ社 ＴＢ社 ＴＢ社 ＴＢ社 ＴＢ社 ＴＢ社

Y社 Y社 Y社 Y社

ＳＡ社

見積参加業者

ＳＥ社

【委託状況等の説明】

① 受託業者は、平成15年度（後）を除き毎年同一である。

② 落札率は、平成15年度（後）を除き、高い水準にある。

③ 見積参加業者は、平成15年度（後）を除き、平成13年度以降は全く同一である。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．単独随意契約について
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（ア）現状

市街地・藁科学校給食センター合併汚水処理施設管理運転業務については、単独随意

契約としているが、単独随意契約の理由として、市は、地方自治法施行令167条の2第1

項第2号に該当し、具体的理由として、「特に営業区域の定めのない業務である合併処理

施設の保守管理であるので、本市が全額出資している財団法人静岡市清掃公社と単独随

意契約したい」を挙げている。

（イ）結論

しかし、業務の内容等について関連資料等で調査した限りでは、その業務が市内の民

間業者でも十分対応可能な業務であり、当該業者でなければできない特殊な業務ではな

いことが理解できた。上記の内容が単独随意契約の理由として十分であるかを再考する

ことが必要であろう。市は、単独随意契約の採用にあたっては、今後次のような点に留

意すべきであると考える。

○ 単独随意契約の採用は極めて限定されているという現行の制度を十分認識し、現在

行われている単独随意契約について、その採用の理由の適否を再度検討する。

○ 単独随意契約の採用にあたって確たる理由が無い場合には、入札又は見積合せの採

用を検討すべきである。

イ．委託料の積算の間違い

市街地学校給食センターボイラー運転管理業務について業務委託料の積算資料等を閲

覧した結果、積算の間違いが判明した。直接業務費を構成する「保菌検査」の費用につ

いて、本来96,000円で計上すべきところ、その4倍である384,000円で計上されていた。

委託料の積算は予定価格の基礎となるものであり、正確に行う必要がある。

１３．教育委員会中央公民館

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡地域】

委託費 160,228 212,387 172,482

歳出計 685,413 642,389 565,831

委託割合（％） 23.4 33.1 30.5
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【清水地域】

委託費 19,814 19,924 27,062

歳出計 580,814 554,806 549,391

委託割合（％） 3.4 3.6 4.9

【静岡市】

委託費(A) 226,171 230,103

歳出計(B) 1,068,997 1,169,889

委託割合(A/B) 21.2% 19.7%

0
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1,000,000

1,250,000

1,500,000
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割
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委託料
委託割合

公民館とは、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もっ

て住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増

進に寄与することを目的として、市町村または公益法人が設置する社会教育施設をいう

（社会教育法第20条、第21条）。

公民館の主な事業は、以下のとおりである（同法第22条）。

① 定期講座を開設すること

② 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること

③ 図書、記録、模型・資料等を備え、その利用を図ること

④ 体育、レクリェーション等に関する集会を開催すること

⑤ 各種の団体、機関等の連絡を図ること

⑥ その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること

公民館は、原則として市町村が設置するものであり（同法第21条）、条例で公民館の設

置及び管理に関する事項を定めなければならないとされている（同法第24条）。
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静岡地域と清水地域の委託料の割合を比較すると、静岡地域のほうが委託料は多額な

ものとなっている。その理由は、静岡地域の公民館は規模が大きく受付業務等を外部へ

委託しているが、清水地域の公民館は規模が小さく、受付業務は直営で行っていること

による。

このうち、監査の対象としたのは主として静岡中央公民館及び清水中央公民館である。

アイセル２１（静岡市女性会館・静岡市中央公民館複合施設）

静 岡 市 中 央 公 民 館 ホ ー ル
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イ．平成16年度における委託契約の状況

（ア）静岡中央公民館

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 2件 10.5% 12,742 7.2%

一般競争入札 －件 －% － －%

指名競争入札 2件 10.5% 12,742 7.2%

随意契約 17件 89.5% 165,393 92.8%

見積随意契約 5件 26.3% 33,877 19.0%

単独随意契約 12件 63.2% 131,516 73.8%

合 計 19件 100.0% 178,135 100.0%

（イ）清水中央公民館

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 3件 30.0% 5,194 53.4%

一般競争入札 －件 －% － －%

指名競争入札 3件 30.0% 5,194 53.4%

随意契約 7件 70.0% 4,533 46.6%

見積随意契約 －件 －% － －%

単独随意契約 7件 70.0% 4,533 46.6%

合 計 10件 100.0% 9,727 100.0%

静岡中央公民館及び清水中央公民館において随意契約による業者選定が件数的にも金

額的にも大きな割合を占め、そのうち単独随意契約が大きな割合となっている。入札に

よる業者選定はわずかであり、指名競争入札のみであり、一般競争入札により業者選定

されたものはない。

ウ．主な入札による委託契約の状況
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年間委託料が1,000万円以上の入札による委託契約は次の1件である。

（ア）静岡市女性会館・中央公民館複合施設清掃業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法
指名競争 同左 制限付一般

競争

指名競争 同左

受託者 A社 同左 同左 同左 同左

参加業者数 7 7 16 7 7

予定価格 10,920 11,550 11,550 7,560 10,988

落札価格 10,784 11,256 11,288 7,472 10,863

第２位 10,973 11,445 11,330 7,602 11,078

落札率 98.8% 97.5% 97.7% 98.8% 98.9%

入札回数 1 1 2 1 1

委託業務

の主な内容

女性会館・中央公民館複合施設の定期清掃及び日常清掃

12,13,14,16年度は7月～3月分であり、15年度は10月～3月分であ

る。他の月は前年度の業者と単独随意契約としている。

A社 A社 A社 A社 A社

B社 H社 D社 D社 O社

C社 G社 N社 K社 Q社

D社 O社 K社 R社 S社

E社 B社 L社 J社 T社

F社 I社 G社 M社 U社

G者 J社 I社 L社 V社

F社

J社

M社

C社

O社

P社

指名業者名

H社
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Q社

B社

【委託状況等の説明】

受託者については、平成12年度以降、同一の業者が受託している。また、落札率も97.5％

から98.9％と極めて高い水準となっている。毎年入札を行っているにもかかわらず、同

一業者が高い落札率で落札している状況にあるといえる。

平成14年度においては、制限付一般競争入札を試行した結果、入札参加者は急増した。

しかし、翌年度から指名競争入札としたため、入札参加者は減少している。

エ．主な随意契約の状況

（ア）静岡中央公民館空調設備保守点検業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

4月～6月

15年度

7月～3月

16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 W社 同左 同左 同左 同左 同左

参加業者数 7 7 7 5 5 7

契約価格 7,560 7,581 7,584 2,951 4,631 7,350

委託業務の

主な内容

空調設備及び冷温水発生機の性能維持及び故障防止等のための保守

業務

W社 W社 W社 W社 W社 W社

X社 AO社 X社 AJ社 X社 AP社

Y社 AD社 AC社 AI社 AC社 AC社

Z社 AE社 Z社 AK社 AL社 AN社

AA社 AF社 AA社 AL社 AM社 AA社

AB社 AG社 AI社 AI社

見積

参加業者名

AC社 AH社 AA社 AG社

【委託状況等の説明】

当該業務は、見積合わせにより業者選定を行っているが、過去5年間は同一の業者が落

札したこととなった。落札率は極めて高い水準で推移している。
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（イ）静岡市中央公民館建築設備運転保守管理業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

4月～6月

15年度

7月～3月

16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 D社 同左 同左 同左 同左 同左

参加業者数 8 7 7 8 7 7

契約価格 22,050 24,356 24,356 6,017 18,050 23,704

委託業務の

主な内容

電気設備の監視及び空調機の運転業務

D社 D社 D社 D社 D社 D社

G社 K社 AP社 G社 AP社 G社

A社 BD社 BB社 A社 BB社 A社

V社 BE社 C社 U社 C社 U社

U社 L社 BI社 BD社 BG社 BC社

BA社 BF社 BG社 K社 BI社 K社

BB社 O社 BH社 V社 BH社 BD社

見積

参加業者名

BC社 BC社

【委託状況等の説明】

当該業務は、見積合わせにより業者選定を行っているが、過去5年間は同一の業者が落

札したこととなった。落札率は極めて高い水準で推移している。

（ウ）静岡中央公民館昇降機保守点検業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

4月～6月

15年度

7月～3月

16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者 CC社 同左 同左 同左 同左 同左

契約価格 2,016 2,016 2,016 476 1,465 1,884

委託業務の

主な内容

昇降機の性能維持及び事故防止のために必要な保守点検業務
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単独随意契約

とした理由

当該業者は、当昇降機の製造施行業者であり、設備内容に精通した

技術者や補修部品等を有し、不測の故障時には早急の復旧対処でき

る唯一の業者であるため。

【委託状況等の説明】

契約価格は平成12年度から14年度まで同一であったが、平成15年度以降は下落傾向に

ある。

（エ）静岡中央公民館受付業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度

4月～6月

15年度

7月～3月

16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左 同左

受託者

(財)静岡

市文化振

興財団

同左 同左 同左 同左 同左

契約価格 64,666 72,080 88,496 34,702 74,748 111,353

委託業務の

主な内容

地区公民館の使用受付、利用内容等施設の運営に関すること。

単独随意契約

とした理由

（財）静岡市文化振興財団は、静岡市の設置する文化施設の管理を

多数受託している実績のある唯一の団体として、本業務委託に対応

するに十分な能力と資質を持つ職員を有する団体であるため。

【委託状況等の説明】

予定金額及び契約金額は上昇傾向にある。また。落札率は高い水準にあるといえる。

また、清水地域の公民館受付業務は市の直営で行っている。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．単独随意契約について

（ア）現状

空調設備保守点検業務において、静岡地域の公民館では見積随意契約により業者を選

定している。一方、清水地域の公民館においては単独随意契約において業者を選定して

いる。単独随意契約とする理由についてはその業者しか業務ができないという特殊性、
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専門性を要するものである。静岡地域においては見積合わせができるのに、清水地域で

はその業者しか依頼できないというのは合理性に欠けるものと言わざるをえない。

（イ）結論

これは、平成15年4月に旧静岡市と旧清水市が合併して新静岡市が誕生したが、平成

15年度は、静岡地区公民館は中央公民館が、清水地区公民館は生涯学習課が所管し、平

成16年度になり両地区公民館を合せて中央公民館が一括所管した。なお、清水地域にお

いては、平成17年度より見積合わせにより業者選定を行うことに改められた。

単独随意契約は競争性の原理を最初から排除した例外的な業者選定方法である。見積

合わせ等により事務処理のコストは増加するのであろうが、見積合わせを実施すること

によりコスト削減効果も大きく期待できるものとなろう。

１４．企業局水道部（簡易水道課をのぞく）

（１）概要

ア．委託料の金額の推移

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

【静岡地域】

委託費(A) 420,503 615,941 586,197

費用計(B) 6,660,409 6,902,928 5,825,965

委託割合(A/B) 6.3 8.9 10.1

【清水地域】

委託費(A) 247,714 248,832 258,231

費用計(B) 3,521,758 3,686,788 3,547,278

委託割合(A/B) 7.0 6.7 7.3

【静岡市】

委託費(A) 732,331 807,655

費用計(B) 8,757,848 8,617,302

委託割合(A/B) 8.4％ 9.4％

平成15年4月1日に静岡地域と清水地域が合併したため、平成15年度以降は静岡市の委

託費として集計した。
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委託割合

静岡市の水道は豊かな自然の中で育まれた安倍川の伏流水と地下水、興津川の表流水

を水源としている。静岡市水道局は水道事業基本計画において、①安定した給水の確保、

②安全性の確保と快適性の向上、③地震・渇水対策の充実、④環境保全の推進、⑤顧客

サービスの向上、⑥経営の健全化を6本の柱とした基本方針として水道事業を行ってい

る。

上水道は、水道法第6条により「経営単位は市町村ごと、経営主体は公営、経営手法は

直営方式」が原則である。平成14年4月の水道法の改正により、水道の管理に関する技術

上の業務（上水道の運転や水質管理）の全部または一部を民間企業や他の自治体へ委託

できることとなった（水道法第24条の3第1項）。

清 水 谷 津 浄 水 場
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清 水 清 地 水 源 場

清 水 中 町 浄 水 場

委託料の過去5年間の費目別推移及び委託割合は以下のとおりである。

静岡地域

（金額単位：千円）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

原水費 301,729 296,174 305,924 413,792 415,610

委託料 27,898 29,146 31,348 34,364 45,541

委託割合（％） 9.2 9.8 10.2 8.3 11.0

浄水費 112,366 95,809 103,737 513,001 522,536

委託料 8,733 9,044 11,251 139,513 125,973

委託割合（％） 7.8 9.4 10.8 27.2 24.1

配水費 1,136,394 1,260,176 954,774 1,272,596 1.239,985
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委託料 168,560 239,859 145,677 195,224 121,150

委託割合（％） 14.8 19.0 15.3 15.3 9.8

給水費 463,168 451,128 481,818 846,167 730,422

委託料 76,856 48,829 54,253 60,408 128,525

委託割合（％） 16.6 10.8 11.3 7.1 17.6

受託工事費 149,024 136,789 157,717 121,421 95,377

委託料 4,155 7,132 2,060 1,696 176

委託割合（％） 2.8 5.2 1.3 1.4 0.2

業務費 397,661 492,458 531,201 687,804 751,103

委託料 128,366 275,534 331,664 280,679 352,778

委託割合（％） 32.3 56.0 62.4 40.8 47.0

総係費 446,799 479,847 481,838 594,745 557,672

委託料 5,893 6,394 9,941 20,444 33,510

委託割合（％） 1.3 1.3 2.1 3.4 6.0

その他 3,653,264 3,690,542 2,808,952 4,308,319 4,304,594

委託料 － － － － －

委託割合（％） － － － － －

費用合計 6,660,409 6,902,928 5,825,965 8,757,848 8,617,302

委託料 420,503 615,941 586,197 732,331 807,655

委託割合（％） 6.3 8.9 10.1 8.4 9.4

（注1）平成15年4月1日に旧静岡市と旧清水市が合併したため、平成15年度以降は清水地

域の数値を含めて集計してある。

（注2）その他の費用の主なものは減価償却費、支払利息及び企業債取扱諸費である。

浄水費と料金徴収等の業務費が委託料のなかで大きな割合を占めている。

清水地域

（金額単位：千円）

12年度 13年度 14年度

原水及び浄水費 502,851 491,869 478,993

委託料 104,229 134,707 128,429

委託割合（％） 20.7 27.4 26.8
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配水及び給水費 492,743 535,719 518,232

委託料 36,917 28,926 30,675

委託割合（％） 7.5 5.4 5.9

配水ポンプ所費 160,459 156,065 151,521

委託料 13,561 9,431 9,333

委託割合（％） 8.5 6.0 6.2

簡易水道費 13,604 19,595 17,120

委託料 602 1,116 620

委託割合（％） 4.4 5.7 3.6

業務費 358,115 355,410 361,490

委託料 63,824 55,610 69,905

委託割合（％） 17.8 15.6 19.3

総係費 234,731 333,396 198,054

委託料 28,578 19,040 19,267

委託割合（％） 12.2 5.7 9.7

その他 1,759,252 1,794,731 1,821,866

委託料 － － －

委託割合（％） － － －

費用合計 3,521,758 3,686,788 3,547,278

委託料 247,714 248,832 258,231

委託割合（％） 7.0 6.7 7.3

（注1）平成15年4月1日に旧静岡と旧清水市が合併したため、平成15年度以降は静岡地域

の数値に含めて集計してある。

（注2）その他の費用の主な減価償却費、支払利息及び企業債取扱諸費である。

原水及び浄水費が委託料の中で大きな割合を占めている。これは、設備の運転管理委

託等によるものである。
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イ．平成16年度における委託契約の状況

（単位：千円）

件数 金額

選定方法 全体に

占める割合

全体に

占める割合

入札 22件 12.1% 119,473 12.0%

一般競争入札 －件 －% － －%

指名競争入札 22件 12.1% 119,473 12.0%

随意契約 160件 87.9% 875,268 88.0%

見積随意契約 30件 16.5% 182,933 18.4%

単独随意契約 130件 71.5% 692,335 69.6%

合 計 182件 100.0% 994,746 100.0%

（注）委託契約の状況においては、資本的支出による委託料も含まれている。

平成16年度の課別の委託契約における業者選定方法は以下のとおりである。

課 名 入札 見積随意 単独随意 合計

金額（千円） － 28,475 6,710 35,185
水道総務課

割合（％） － 80.9 19.1 100.0

金額（千円） － 103,674 342,460 446,134
営業課

割合（％） － 23.2 76.8 100.0

金額（千円） 114,475 477 95,898 210,851
水道建設課

割合（％） 54.3 0.2 45.5 100.0

金額（千円） － 38,375 27,566 65,941
水道維持課

割合（％） － 58.2 41.8 100.0

金額（千円） 4,998 11,932 219,701 236,632
水道施設課

割合（％） 2.1 5.0 92.9 100.0

金額（千円） 119,473 182,933 692,335 994,746
合 計

割合（％） 12.0 18.4 69.6 100.0

入札による契約形態は12.0％であり、単独随意契約が契約金額の大きな割合を占めて

いる。
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ウ．主な入札による委託契約の状況

年間委託料が1,000万円以上の入札による委託契約は以下の4件である。

（ア）住吉町一丁目外配水管布設替実施設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 17,020 第２位 16,758

契約方法 指名競争 落札価格 16,695 落札率 98.1

受託者 B社 参加業者数 10 入札回数 １

委託業務

の主な内容
配水管布設替実施設計業務

C社 D社 E社 B社 F社
指名業者名

G社 H社 J社 K社 L社

【委託状況等の説明】

当該委託は、土木関係建設コンサルタント業務の委託であり、予定価格は事前に公表

されている。落札率は98.1％と高い水準となっており、また第2位の落札者と近似してい

る。

（イ）西脇外配水管布設実施設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 10,605 第２位 10,384

契約方法 指名競争 落札価格 10,342 落札率 97.5

受託者 E社 参加業者数 10 入札回数 １

委託業務

の主な内容
配水管布設実施設計業務

C社 O社 E社 N社 F社
指名業者名

G社 H社 J社 K社 L社

【委託状況等の説明】

当該委託は、土木関係建設コンサルタント業務の委託であり、予定価格は事前に公表

されている。落札率は97.5％となっており、また第2位の落札者と近似している。また、

配水管布設実施設計業務においての入札参加者はほとんど変わらない。
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（ウ）清水岡町外配水管布設替実施設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 13,965 第２位 13,702

契約方法 指名競争 落札価格 13,650 落札率 97.7

受託者 N社 参加業者数 5 入札回数 １

委託業務

の主な内容

配水管布設替実施設計業務における調査、設計計画、設計図の作成、

数量計算ほか。

指名業者名 O社 F社 J社 K社 N社

【委託状況等の説明】

落札率は97.7％と高くなっており、また、第2位入札者とも近似している。土木関係建

設コンサルタントの入札のため、予定価格は事前に公表されている。また、送配水管布

設設計業務の入札参加者において入札参加業者は静岡地域より少なくなっている。

（エ）清水茂野島外配水管布設実施設計業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 予定価格 14,017 第２位 13,629

契約方法 指名競争 落札価格 13,597 落札率 97.0

受託者 C社 参加業者数 5 入札回数 １

委託業務

の主な内容
配水管布設実施設計業務

指名業者名 C社 M社 E社 G社 H社

【委託状況等の説明】

落札率は97.0％と高くなっており、また、第2位入札者とも近似している。土木関係建

設コンサルタントの入札のため、予定価格は事前に公表されている。また、送配水管布

設設計業務の入札参加者において入札参加業者は静岡地域より少なくなっている。

エ．主な随意契約の状況

（ア）清水地域水道メーター取替業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 見積随意 同左 同左 同左 同左

契約価格 18,406 19,735 20,343 19,684 18,132
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委託業務

の主な内容

水道メーター取替業務（計量法により8年の1度の取替が義務付けら

れている）

（注）清水地域においては、平成14年度までは4地域、平成15年度以降は5地域に区分し

て見積合わせをして業者を選定している。

【委託状況等の説明】

清水地域においては、地域を分割して見積随意契約により毎年業者を選定している。

水道メーターの定期的な取替え時期（8年）により毎年委託額が異なっている。

（イ）静岡地域水道メーター取替業務委託

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

契約方法 単独随意 同左 同左 同左 同左

受託者

静岡市水道

局指定工事

店協同組合

同左 同左 同左 同左

契約価格 41,258 39,741 46,308 52,749 58,242

委託業務

の主な内容

水道メーター取替業務

単独随意契約

とした理由

当業務は、毎月静岡地域に散在するメーターを遅滞なく迅速に取り

替える必要があることから、分割発注は困難であり、一括発注の受

注体制を確保している業者は当該業者の他に存在しないため。

【委託状況等の説明】

静岡地域においては静岡市水道局指定工事店協同組合へ単独随意契約として委託を

行っている。委託料は過去5年間大幅な増減はみられない。

（ウ）静岡市水道事業基本構想・基本計画策定業務委託

（単位：千円）

年度 16年度 契約価格 28,350 第２位 29,295

契約方法 見積随意

受託者 A社 参加業者数 7 見積回数 １

委託業務

① 静岡市水道事業基本構想策定業務

② 静岡市水道事業基本計画策定業務
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の主な内容 ③ 水道事業に関する利用者の意識調査業務

④ 静岡市上水道主要図面作成業務

A社 B社 C社 D社 E社
見積参加業者名

F社 P社

【委託状況等の説明】

本市の水道事業は、平成15年4月1日旧静岡・旧清水両市の合併により、新「静岡市水

道事業」としてスタートした。

近年、水道を取り巻く社会環境は急激に変化しており、これらの今日的課題に取り組

む、合併後における新静岡市としての水道施策の指針を確立することが急務となってい

る。

そこで、平成17年4月の政令指定都市への移行に伴い、静岡市が目指す人間躍動都市の

実現を支える水道事業として将来にわたり持続的発展を遂げるよう「未来へつなぐ豊か

な水道」を基本理念に計画目標を掲げ、その実現に向け、今後の進むべき方向を明らか

にするため、新「静岡市水道基本計画基本構想・基本計画」を策定するが、その計画を

精度の高いものにするため、業務に精通している業者に、策定業務を委託することとし

た。

当該業務の業者選定に当たり、見積合わせには7社が参加した。見積合わせの結果予定

価格を下回る業者は1社だけであり、当該業者が選定されたこととなった。

（２）指摘事項

監査手続を実施した結果、指摘事項に該当する事項は以下のとおりである。

ア．消防設備点検業務委託について

（ア）現状

清水谷津浄水場においては、消防用設備の点検を委託している。静岡市の契約におい

ては、消防用設備の点検は原則として競争入札により業者を選定することとなっている。

ただし、当該委託契約は50万円以下の少額のため単独随意契約で業者を選定している。

一定の用途・規模以上の建築物に設けられている消防用設備の状態は定期的に消防整

備士、消防設備点検資格者等の有資格者の検査を行い、報告しなければならない（消防

法第17条、17条の３の３）。6ヶ月に1回以上の「外観・機能点検」を要し、1年に1回以上

の「総合点検」を行わなければならない。そして、その点検結果を所轄の消防署へ報告

しなければならない。
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平成16年度の消防用設備等点検報告書を閲覧した結果、消防用設備等点検結果総括表

及び防火管理者の記載と押印がなかった。さらに、消火器具点検票、自動火災報知設備

点検票及び配線点検票に防火管理者と立会者の記載と押印がなかった。

（イ）結論

氏名の記載と押印は消防用設備の点検にあたってその責任を明確にするのに重要な意

味をもつ。消防用設備の点検という委託契約が適切に履行されているかを明確にし、消

防用設備の点検が適切に行われているかを確かめたことを示すため、当該報告書の氏名

の記載と押印を徹底されたい。

イ．清水谷津浄水場の運転管理業務委託について

（ア）現状

清水谷津浄水場の運転管理業務はQ社へ単独随意契約として委託している。委託先にお

いては、「常に取水、ろ過、送水、配水、水質等を把握して円滑な管理業務を遂行する。」

と委託特記仕様書に記載しており、水質管理日誌に日々の点検業務を記載することと

なっている。

平成16年度の水質管理日誌を閲覧したところ、PHの値が未記入の箇所がいくつか見受

けられた。担当者へ質問したところ落雷により信号変換機が故障したために、処理水と

ろ過水のPHの値については修理が完了するまで、計測できない期間があったことが判明

した。浄水のPHの値は日々 計測されていたために飲料水として問題はないとのことであ

る。

（イ）結論

水質管理日誌に物理的な原因で計測ができなかった理由を明確に記載しておく必要が

ある。静岡市が「常に取水、ろ過、送水、配水、水質等を把握して円滑な管理業務を遂

行する。」ことのために委託をし、その結果を水質管理日誌で報告を受けているのであり、

委託契約は適切に履行されているかを確認するために重要な意味をもつものと言える。

ウ．収入印紙の割印漏れについて

（ア）現状

水質路上局保守点検業務については委託している。当該委託契約書においては法定の

収入印紙は添付されているが、割印は押されていなかった。

（イ）結論

課税文書の作成者は、印紙を消す場合には、自己又は代理人、使用人その他の従業員

の印章又は署名で消さなければならない（印紙税法施行令第５条）。「１０．建設部道路
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計画課 （２）指摘事項 ア．収入印紙の割印漏れについて」と同様に法令違反である

ため、今後収入印紙の割印は徹底する必要がある。

第３．利害関係

監査の対象とした事件につき、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関

係はない。

―――――――――――――――――――――――――――――――

包括外部監査の結果に関する報告に添えて提出する意見

平成17年度の「包括外部監査の結果に関する報告書」に関連し、以下のとおり意見を申

し述べます。

はじめに

包括外部監査の結果に添えて提出する意見については、今後、委託に関する事務の執行

についての静岡市全体に関する制度の改善事項や、各課において検討、研究を願いたい点

などの意見を述べたものである。

１．指名競争入札の状況

（１）都市計画部交通政策課

平成16年度の交通政策課における指名競争入札が実施された落札率の水準別の件数は以

下のとおりである。

落札率 100%～90% 89%～80% 79%～70% 69%～60% 59%～50% 合計

件数 8件 0件 4件 0件 1件 13件

割合 61.5% 0.0% 30.8% 0.0% 7.7% 100.0%

上記の表のとおり、13件実施された指名競争入札のうち8件（割合61.5%）が90.0%以上の

落札率で契約していることがわかる。平均落札率（加重平均）も、89.6%とほぼ90.0%と高

い水準になっている。入札制度の改革に取り組んでいる他の地方自治体の例をみてみると、

市外業者を加えるなど指名業者数を大幅に増やした結果、どの業者が入札に参加している

か予想が困難になり、平均落札率は70%前後に下がっている。

また、予定価格が1,000万円以上の入札による委託契約6件のうち、過去5年間で落札業者

が変更になった指名競争入札は1件のみであり、しかも変更になった理由が、前年度落札し

た業者が他県で談合により指名停止処分を受け指名業者から除外されたためであることを

考えると、実質的には落札業者の変更はなかったものといえる。

（２）都市計画部清水駅周辺整備課
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「包括外部監査の結果に関する報告書 ８．都市計画部清水駅周辺整備課（１）概要 オ．

指名競争入札の状況について」で述べたとおり、平成12年度から平成16年度に清水駅周辺

開発推進費の中で執行された指名競争入札の平均落札率（加重平均）はいずれの年度にお

いても平均落札率（加重平均）の水準が高く、特に平成16年度は98.0%と極めて高くなって

いる。

年度
指名競争入札

の執行件数

平均落札率

（加重平均）

平成12年度 14件 96.6%

平成13年度 6件 95.9%

平成14年度 9件 93.4%

平成15年度 8件 96.5%

平成16年度 12件 98.0%

合 計 49件 96.3%

そこで平成16年度に執行された指名競争入札について、落札率を含めた入札率（=入札価

格／予定価格）の分布状況を見ると以下のとおりである。これを見ると高い落札率のもと

で全ての業者が落札価格と予定価格の間の狭い範囲の金額で入札し、かつ入札を辞退した

業者もいない状況にある。

0

2

4

6

8

入
札
回
数

95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0

入札率

（注）入札率が上記95.0%から100.0%の範囲外であるものは4件（85.4%、86.8%、87.4%、

93.7%）。

一方で、そのことだけをもって入札が不適切に行われたとまで言うことはできない。仮

に静岡市の設定した予定価格が必要最低限の費用を積算した金額で、かつ、それぞれの単
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価が現状の市場を反映した非常に精緻なものであり、業者からすると予定価格をわずかに

下回る金額でなければ落札できない状況であれば、結果として落札率が高くなることも可

能性としては考えられる。

また予定価格を上回る金額での入札がなかったことに関しては、静岡市では平成15年4

月より予定価格を事前公表しており、業者が事前に予定価格を把握出来たため、予定価格

以上の金額では落札できないと業者が判断し入札した結果であると推測することも出来

る。

しかし、上記で仮定したように静岡市の設定した予定価格が低価格であったとすると、

事前公表された予定価格を見て採算にあわないため受注できないと判断して入札を辞退す

る業者が出てくることも考えられるが、高い落札率のもとでそのような業者は１者もない。

さらに、平成16年度の指名競争入札における各指名業者の入札価格を示すと次の表のと

おりであり、58回行われた入札のうち13回の入札が他の業者と同じ金額で入札されており、

最低入札価格で複数の業者が入札したものは1件もなかった。

これまで述べてきたように入札率が非常に狭い範囲に集中しているため、同じ金額で入

札されることは不自然とまでは言えず、また実際に同じ金額での入札がされていることが

表により確認できたことになる。

その一方で、複数の業者が最低入札価格で入札したケースが全くないのは非常に特徴的

である。最低入札価格で複数の業者が入札した場合にはくじ引きにより落札者が決定され

るため、業者側がくじ引きにより落札者が決定されることを回避したのではないかと思わ

れる。

（単位：千円、%）

入札価格の順位
業務名

予定

価格 落札者 2位 3位 4位 5位 6位 7位

14,280 14,311 14,332 14,353 14,364物件調査等

その1
14,508

98.4 98.6 98.7 98.9 99.0

15,225 15,277 15,277 15,298 15,309 15,330 15,382物件調査等

その2
15,442

98.5 98.9 98.9 99.0 99.1 99.2 99.6

2,688 2,730 2,751
土壌汚染調査 3,145

85.4 86.8 87.4

15,225 15,330 15,330 15,351 15,361 15,382 15,435

清
水
駅
西
土
地

実施計画書

作成
15,514

98.1 98.8 98.8 98.9 99.0 99.1 99.4
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14,175 14,227 14,332 14,332 14,332
換地設計等 14,422

98.2 98.9 99.3 99.3 99.3

5,670 5,691 5,701 5,712 5,733電線共同溝

予備設計
5,830

97.2 97.6 97.7 97.9 98.3

26,040 26,145 26,145 26,250 26,355 26,355 26,407道路等実施

設計
26,521

98.1 98.5 98.5 98.9 99.3 99.3 99.5

14,595 14,679 14,700 14,752 14,805

区
画
整
理
事
業

公共空間修景

実施設計等
14,820

98.4 99.0 99.1 99.5 99.8

3,045 3,108 3,129用地境界

標建植
3,247

93.7 95.7 96.3

2,362 2,373 2,394過年度事業費

分類等
2,405

98.2 98.6 99.5

11,865 11,980 12,075 12,075 12,096

清
水
駅
東
土
地

区
画
整
理
事
業 基準点及び出

来形確認測量
12,225

97.0 97.9 98.7 98.7 98.9

2,961 3,013 3,034まちづくり交付金事業

清水島崎町公園設計
3,066

96.5 98.2 98.9

（注）1．対象は平成16年度に執行された指名競争入札

2．上段は入札価格、下段は入札率（入札価格÷予定価格）

3．網掛けは他の業者と同じ金額で入札されているもの

（清水駅西土地区画整理事業の物件調査等その2では15,277千円で入札した業者

が2者あったことを示す）

（３）都市計画部公園緑地課

「包括外部の結果に関する報告書 ９．公園緑地課 （１）概要 エ．清掃・樹木管理

等の継続的な委託契約の状況（イ）指名競争入札及び見積随意契約の状況」及び「包括外

部の結果に関する報告書 ９．公園緑地課 （１）概要 エ．清掃・樹木管理等の継続的

な委託契約の状況（ウ）静岡地域
．．．．

における樹木、緑地等の管理委託業務における見積随意

契約の状況」で述べたとおり、継続的な委託業務にかかる指名競争入札及び見積随意契約

について、次のような状況が見受けられた。

【指名競争入札】

① 落札率は最低でも98.9%であり、高い水準にある。（99%を超える年度が4回）

② 受託者は、過去5年間同一の業者である。

③ 指名業者数は毎年7者であるが、その内5者は過去5年間同じである。
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【静岡地域の樹木、緑地等の管理委託業務にかかる見積随意契約】

① 落札率はほとんど95%を超えており、高い水準にある。

② 平成16年度の見積随意契約に参加した業者は、必ず1回は落札している。

③ 静岡地域における樹木、緑地等の管理委託業務のうち、“ 街路樹管理委託その1～7”

に絞ってみても、過去5年間の受託者の状況を見ると、毎年のように受託している業者

が多く見受けられる。

④ 不調随契が頻繁に見受けられる。

【清水地域の樹木、緑地等の管理委託業務にかかる見積随意契約（平成16年度のみ）】

① 落札率は、３業務全て95%を超えており高い水準にある。

② 受託者は、３業務全てにおいて同一である。

③ 見積参加業者は、３業務全てにおいて2者であり同一業者である。

このような事実から、競争原理が有効に働きにくい状況であることがわかる。

（４）建設部道路建設課

「包括外部監査の結果に関する報告書 １０．建設部道路建設課（１）概要 オ．指名

競争入札の状況について」でも述べたとおり、平成16年度の道路建設課における指名競争

入札の平均落札率（加重平均）は高い水準になっており、また予定価格が5百万円以上の指

名競争入札における入札率についても、以下のように全ての業者が落札価格と予定価格の

間の狭い範囲の金額で入札し、かつ入札を辞退した業者もいないことがわかる。

0

4

8

12

入
札
回
数

95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0

入札率

（注）入札率が上記95.0%から100.0%の範囲外であるものは90回中3回（47.3%、85.0%、

93.9%）。

落札率が高いことは結果として競争原理が働いていないと考えられるが、一方で、その



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 196

ことだけをもって入札が不適切に行われたと言うことはできない。仮に静岡市の設定した

予定価格が必要最低限の費用を積算した金額で、かつ、それぞれの単価が現状の市場を反

映した非常に精緻なものであり、業者からすると予定価格をわずかに下回る金額でなけれ

ば落札できない状況であれば、結果として落札率が高くなることも可能性としては考えら

れる。

また予定価格を上回る金額での入札がなかったことに関しては、静岡市では平成15年4

月より予定価格を事前公表しており、業者が事前に予定価格を把握出来たため、予定価格

以上の金額では落札できないと業者が判断し入札した結果であると推測することも出来

る。

しかし、上記で仮定したように静岡市の設定した予定価格が低価格であったとすると、

事前公表された予定価格を見て採算にあわないため受注できないと判断して入札を辞退す

る業者が出てくることも考えられるが、高い落札率のもとでそのような業者が１者もない。

さらに、予定価格5百万円以上の指名競争入札における各指名業者の入札価格を示すと次

の表のとおりであり、90回行われた入札のうち41回の入札が他の業者と同じ金額で入札さ

れており、最低入札価格で複数の業者が入札したものは1件もなかった。

これまで述べてきたように入札率が非常に狭い範囲に集中しているため、同じ金額で入

札されることは不自然とまでは言えず、また実際に高い頻度で同じ金額での入札がされて

いることが表により確認できたことになる。

その一方で複数の業者が最低入札価格で入札したケースが全くないのは非常に特徴的で

あり、最低入札価格で複数の業者が入札した場合にはくじ引きにより落札者が決定される

ため、業者側がくじ引きにより落札者が決定されることを回避したのではないかとの推測

も働く。特に表No.５では最低入札価格で入札した業者以外の業者は、全てどこかの業者と

同じ金額で入札している。

（単位：千円、%）

入札価格の順位
No

予定

価格 落札者 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

11,340 20,370 22,785 22,890 23,205 23,310 23,310 23,415 23,415 23,625
1 23,950

47.3 85.0 95.1 95.5 96.8 97.3 97.3 97.7 97.7 98.6

13,650 13,713 13,755 13,755 13,860
2 13,923

98.0 98.4 98.7 98.7 99.5
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9,219 9,240 9,261 9,282 9,303 9,345 9,345 9,345
3 9,376

98.3 98.5 98.7 98.9 99.2 99.6 99.6 99.6

6,825 6,856 6,888 6,888 6,898 6,909 6,930 6,982
4 7,035

97.0 97.4 97.9 97.9 98.0 98.2 98.5 99.2

20,737 20,790 20,790 20,842 20,842 20,842 20,895 20,895 21,000 21,000
5 21,160

98.0 98.2 98.2 98.4 98.4 98.4 98.7 98.7 99.2 99.2

13,702 13,755 13,755 13,807 13,839
6 13,984

97.9 98.3 98.3 98.7 98.9

5,355 5,397 5,407 5,428 5,428 5,439 5,460 5,460
7 5,519

97.0 97.7 97.9 98.3 98.3 98.5 98.9 98.9

7,119 7,140 7,161 7,182 7,192
8 7,296

97.5 97.8 98.1 98.4 98.5

14,490 14,700 14,805 14,910 14,910 15,015 15,015 15,015 15,120 15,330
9 15,424

93.9 95.3 95.9 96.6 96.6 97.3 97.3 97.3 98.0 99.3

5,460 5,481 5,491 5,512 5,512 5,512 5,512 5,523
10 5,581

97.8 98.2 98.3 98.7 98.7 98.7 98.7 98.9

6,825 6,856 6,856 6,877 6,877 6,888 6,888 6,930
11 6,961

98.0 98.4 98.4 98.7 98.7 98.9 98.9 99.5

5,691 5,712 5,722 5,743 5,775
12 5,830

97.6 97.9 98.1 98.5 99.0

（注）1．対象は平成16年度に執行された予定価格5百万円以上の指名競争入札

2．上段は入札価格、下段は入札率（入札価格÷予定価格）

3．網掛けは他の業者と同じ金額で入札されているもの

（例 No.2では13,755千円で入札した業者が2者あったことを示す）

4．上記Noと業務名の対応

「包括外部監査の結果に関する報告書 １０．建設部道路建設課（１）概要 オ．

指名競争入札の状況について」を参照

さらに、委託している業務の種類別の視点から見ると、平成16年度の指名競争入札のう

ち測量設計業務に係る委託契約における指名業者及び落札業者の状況は次の表のとおりで

ある。
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業者名

委託

業務

Ｑ
社

Ｅ
社

Ｄ
社

Ｙ
社

Ｐ
社

Ｈ
社

Ｋ
社

Ｇ
社

Ｒ
社

Ｖ
社

Ｆ
社

Ｘ
社

Ｊ
社

Ｏ
社

Ｐ
社

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ● ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ● ○ ○ ○

5 ● ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ●

8 ○ ○ ● ○ ○ ○

9 ● ○ ○ ○ ○ ○

１０ ○ ● ○

１１ ● ○ ○

１２ ○ ○ ● ○ ○

１３ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

１４ ● ○ ○ ○ ○

１５ ○ ○ ○ ○ ○ ●

１６ ○ ● ○ ○ ○ ○

１７ ○ ○ ○ ● ○ ○

１８ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

１９ ○ ○ ○ ○ ●

２０ ○ ● ○

入札参加

回数（回）
18 18 18 17 15 10 7 3 2 2 2 2 1 1 1

入札参加率

（%）
90.090.090.085.075.050.035.015.010.010.010.010.0 5.0 5.0 5.0
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落札回数

（回）
5 4 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

落札率

（%）
27.822.216.723.5 6.7 20.014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（注）1．●：落札業者 ○：指名業者

2．入札参加率=入札参加回数／入札実施回数（20回）

3．落札率 =落札回数 ／入札参加回数

4．上記Noと業務名の対応

「包括外部監査の結果に関する報告書 １０．建設部道路建設課（１）概要 オ．

指名競争入札の状況について」を参照

0 5 10 15 20

回数

Ｑ社

Ｅ社

Ｄ社

Ｙ社

Ｏ社

Ｈ社

Ｋ社

Ｇ社

Ｒ社

Ｖ社

Ｆ社

Ｘ社

Ｊ社

Ｎ社

Ｐ社

業
者
名

入札回数
落札回数

上表のとおり、測量設計業務に係る委託契約では15の業者が指名を受けているが、15者

中上位5者で73.5%（86回）、上位７者で88.0%（103回）の指名を受けており、一部の業者が

指名回数の大半を占めていることがわかる。

（５）教育委員会学校給食課

学校給食課においては、「包括外部監査の結果に関する報告書 １２．教育委員会学校給
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食課 （１）概要 イ．平成16年度における委託契約の状況」に見られるとおり、単独随

意契約の占める割合が、件数で61.4％、金額で85.7％を占めており、指名競争入札や見積

随意契約があまり行われていない状況が見受けられた。今回の調査でも、1件1,000万円以

上の契約を抽出したが、対象となった契約は「包括外部監査の結果に関する報告書 １２．

教育委員会学校給食課 （１）概要 ウ．測量・設計等のスポット的な委託契約の状況（ア）

仮称第5学校給食センター建設工事設計業務委託」（指名競争入札）と「包括外部監査の結

果に関する報告書 １２．教育委員会学校給食課 （１）概要 エ．学校給食の調理・配

送等の継続的な委託契約の状況（イ）見積随意契約の状況 ａ．市街地学校給食センター

ボイラー運転管理業務」（見積随意契約）の2件のみであった。

そこで見られた状況は次のとおりである。

【仮称第5学校給食センター建設工事設計業務委託（スポット的な委託業務）】

① 落札率は98.1%であり、極めて高い水準にある。

【市街地学校給食センターボイラー運転管理業務（継続的な委託業務）】

① 受託業者は、平成15年度（後）を除き毎年同一である。

② 落札率は、平成15年度（後）を除き、高い水準にある。

③ 見積参加業者は、平成13年度以降は全く同一である。

指名競争入札や見積随意契約の件数は少ない（2件）ものの、他の課と同様の傾向が見ら

れる。

２．契約締結の方法

（１）現状

委託業務にかかる契約については、次のように実施している。

① 一般競争入札は採用していない。

② 競争入札は、限定された業務について指名競争入札のみが行われている。

具体的には、市は、競争入札の対象業務を、入札参加資格認定制度と積算標準があ

る7業務のみに限定している。（建築物環境衛生管理業務（5業務）、警備業務、消防用

設備等保守点検業務）

③ その他は随意契約。

（２）契約締結の方法に関する法令等

ア．“ 原則は一般競争入札”

地方公共団体が行う契約締結の方法としては、「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契

約」「せり売り」の4つが定められている。
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このうち、指名競争入札、随意契約、せり売りについては、「政令で定める場合に該当す

るときに限り、これによることができる」とされており、一般競争入札が原則とされてい

る。（地方自治法234条第1項、第2項）

また、地方自治法234条第2項を受けて、地方自治法施行令第167条、第167条の2で、指名

競争入札、随意契約によることができる場合を次のように定めている。

イ．指名競争入札によることができる場合（地方自治法施行令第167条）

① 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札

に適しないものをするとき。

② その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がな

いと認められる程度に少数である契約をするとき。

③ 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

ウ．随意契約によることができる場合（地方自治法施行令第167条の2）

① 売買、貸借、請負その他の契約で、その予定価格が別表第5上欄に掲げる契約の種類

に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超

えないものをするとき。（静岡市契約規則第28条第１項第6号では、委託の場合の随意

契約の金額の範囲を50万円以内としている。）

② 不動産の買入れまたは借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、

加工または納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質または

目的が競争入札に適しないものをするとき。

③ 身体障害者福祉法等に規定する施設等において製作された物品を買い入れる契約等

（条文の詳細については省略）

④ 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところ

により普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通

地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

⑤ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

⑥ 競争入札に付することが不利と認められるとき。

⑦ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

⑧ 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

⑨ 落札者が契約を締結しないとき

（３）問題点

前述したとおり、地方自治法では、契約締結の方法について一般競争入札を原則とし、
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指名競争入札及び随意契約等は政令に該当する場合に限定しているが、委託業務について、

一般競争入札を全く採用しておらず、初めから指名競争入札及び随意契約を前提として契

約締結を行っている。

① なぜ原則である一般競争入札を採用していないのか。

② 競争入札は7業務に限定し、それ以外は随意契約としているのはなぜか。

ア．“ ①” について

原則である一般競争入札が行われていないということは、対象となる委託業務が全て、

地方自治法施行令第167条、第167条の2に該当するものと市が判断していると想定される

が、この点については次のように考える。

（ア）指名競争入札によることができる場合（地方自治法施行令第
．．．．．．．．．

167
．．．

条
．
）について

指名競争入札によることができる場合とは、特殊の技術や品質を要求される委託業務の

ケース（第1号）や、不信用または不誠実の者が入札に参加するおそれがあるとき（第3号）

などが考えられる。

第1号については、委託している業務の内容を見る限り、特殊な技術や特別の品質が要求

されていることは考えにくい場合があり、また、第3号については、制限付一般競争入札を

採用することにより、そのリスクを排除することが可能である。

（イ）随意契約によることができる場合（地方自治法施行令第
．．．．．．．．．

167
．．．

条の
．．

2
．
）について

予定価格が50万円以内であれば随意契約によることができる（第1号他）とされているこ

とから、50万円超のものについて、随意契約採用の理由が問題となる。

今回調査の対象とした委託業務について随意契約採用の理由を考えた場合に、第2号、第

6号の考え方が焦点になると考える。第2号では、委託業務の性質または目的が競争入札に

適しないものであるとき、第6号では、競争入札に付することが不利と認められるときとあ

るが、これらは次のような状況を想定しているものと考える。

第2号… 対象となる業務が特定の業者でなければ遂行できない、あるいは業務の遂行に特

別な技術、知識が必要な場合など

第6号… 不信用または不誠実の者が入札に参加するおそれがあるときなど

イ．“ ②” について

競争入札を7業務に限定している理由等についての市の考え方は次のとおりである。

「委託業務等各種契約のうち、本市において競争入札を実施している業務は、建築物環

境衛生管理業務等7業務である。これらは、競争入札の前提となる入札参加資格の申請・審

査・認定にかかる基準を告示し、併せて、客観的な積算標準を設けることによって、競争
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入札業務としている。しかし、これら以外の委託業務等各種契約の場合、業務内容、業者

とも多様であり、このような一定の基準や積算標準を設けにくいものであるため、競争入

札に付することはせず、できるだけ競争性を確保した上での見積執行（競争入札形式の見

積執行等）による随意契約としている。」（「委託業務等各種契約事務研修テキスト」より）

すなわち、競争入札の対象業務を限定している要件については次のように理解できる。

○ 明確な入札参加資格要件が詳細に定められていること

○ 客観的な積算標準が設けられていること

（ア）“ 明確な入札参加資格要件が詳細に定められていること” について

委託業務については、業務内容や業者が多様であることから、明確な入札参加資格要件

がある業務についてのみ、競争入札を行っているようである。

しかし、毎年のように継続している委託業務については、業者に関する情報の収集が可

能であり、限定されている7業務に準じた入札参加資格要件を定めることは十分可能である

と考える。

（イ）“ 客観的な積算標準が設けられていること” について

適正な予定価格の設計の前提として、客観的な積算標準が設けられていることが必要で

あるという考え方が背景にあるように思われる。しかしながら、そうであるとすれば、客

観的な積算標準のない委託業務にかかる予定価格については、その適正性について疑問が

生じることとなる。

また、今回調査の対象とした委託業務（随意契約）の主な内容は、樹木、緑地等の管理

業務であるが、長年継続して委託している業務であり、また、毎年多くの件数の業務を委

託していることを考えると、予定価格の積算に必要な様々 なデータが蓄積されていると考

えることができる。

客観的な積算標準が無ければ適正な予定価格が設計できないという考え方は疑問であ

り、また、公園緑地課における委託業務の多くはそもそも客観的な積算が可能な業務では

ないかと考える。

（４）結論

上記（３）においては、“ ① なぜ原則である一般競争入札を採用していないのか”、及

び“ ② 競争入札は7業務に限定し、それ以外は随意契約としているのはなぜか”について

の疑問点を挙げた。市は、“ 原則は一般競争入札である” という原理原則に立ち戻り、今後

次のような点について検討することが必要であると考える。

① 競争入札の範囲を拡大すること。
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競争入札の対象となる業務を現在の7業務から拡大し、委託業務契約のほとんどが随

意契約によっているという現状を改善することが望ましい。

② 制限付一般競争入札を積極的に採用する。

一般競争入札では、不誠実、不信用の業者が入札へ参加することによって、契約の

適正な履行が脅かされる危険があると考えるが、この点については、制限付一般競争

入札の採用でこのリスクを回避できるものと考える。

３．指名競争入札における競争原理

（１）現状

静岡市では、一部の委託業務において一般競争入札を試行実施しているものの、基本的

に委託業務の契約締結に際し入札を行うに当たっては、指名競争入札を採用することと

なっている。工事に関連して委託する業務には工事のように業者への許可制度がなく、一

般競争入札を採用すると技術力のない業者でも請け負うことが可能となってしまうため、

建設業関連業務委託の入札方法としては指名競争入札を採用している。

しかし、執行されている指名競争入札の現状を見ると競争原理が働いているとは言い難

いため、競争原理を働かせるためにも、まず出来る限り入札参加の間口を広くすることが

求められる。

平成16年度の清水港振興課における指名競争入札が実施された3件の落札率の水準は以

下のとおりである。

（単位：千円）

委託業務 委託先 予定価格 契約金額 落札率

静岡市清水港海づり公園

公園作業等業務
Ａ社 12,606 12,606 99.9%

日の出地区公共施設内ト

イレ清掃業務

（社）静岡市シル

バー人材センター
580 580 100.0%

静岡市清水港海づり公園

夜間休日巡回警備業務
ＣＣ社 281 120 42.6%

上記の表のとおり、3件実施された指名競争入札のうち2件はほぼ予定価格と同一の金額

で落札されていることから、自由競争下での指名競争が実施されていることを外部に対し

て客観的に説明することは困難な状況にあると考えられる。特に日の出地区公共施設内ト

イレ清掃業務については、落札率が100.0%と1円単位で予定価格と同一であった。この点に

ついて、業者から入手した参考見積のうち一番価格の低かった金額を予定価格として採用
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したため、落札金額と予定価格とが一緒になってしまったとの説明があったが、参考見積

の金額をそのまま予定価格として使用することは止めるべきであったと思われる。今後、

このようなことがない様に注意することが必要である。

都市計画部清水駅周辺整備課においては、特に区画整理業務を委託するにあたっては、

原則として選定業者一覧表の第2表に登載されている業者を指名業者に選定することとし

ているが、第2表には市内業者が5者、市外業者で市内に技術者のいる業者が3者、市外業者

で市内に技術者のいない業者が12者登載されているだけであり、指名業者となりうる業者

の数が少ない状態にある。

選定業者一覧表の第2表に登載する業者の基準は、「平成16年度静岡市建設業関連業務の

委託に係る競争入札参加資格認定者名簿」への登録の有無及び資格者の有無によっている

とのことであるが、選定業者一覧の第2表を用いた指名競争入札における指名業者の選定状

況を見ると以下のとおりであり、市内業者及び市内に技術者をおいている市外業者を優先

的に指名した結果、指名業者が固定化されてしまっていることがわかる。

区分 市内業者

市内に技術者

をおいている

市外業者

業者名

委託業務名

Ｒ
社

Ｎ
社

Ｉ
社

Ｌ
社

Ｈ
社

Ｍ
社

Ｑ
社

Ｂ
社

1清水三保羽衣土地区画整理関連調査設計 ○ ● ○ ○ ○

2
興津第2区画整理事業

地元啓蒙活動補助
○ ○ ●

3
清水駅西土地区画整理事業

実施計画書作成
○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

4興津第2区画整理事業 事業計画変更 ○ ○ ○ ○ ●

5
興津第2土地区画整理事業

実施計画変更
○ ○ ○ ○ ●

6興津第2土地区画整理事業 画地計算 ○ ○ ○ ○ ●

7清水駅西土地区画整理事業 換地設計等 ○ ○ ○ ○ ●
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8
清水駅西土地区画整理事業

道路等実施設計
○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

9
清水駅東土地区画整理事業

過年度事業費分類等
○ ○ ●

10
清水三保羽衣土地区画整理事業

実施計画書作成
○ ● ○ ○ ○ ○ ○

11
清水三保羽衣土地区画整理事業

現況街区確定測量
○ ● ○ ○ ○

12
清水三保羽衣土地区画整理事業

換地設計準備
○ ● ○ ○ ○ ○ ○

13
清水三保羽衣土地区画整理事業

保留地処分計画策定
○ ● ○ ○ ○

14
清水駅東土地区画整理事業

基準点及び出来型確認測量
○ ○ ○ ○ ●

入札参加回数（回） 13 12 12 11 11 5 4 6

入札参加率（%） 92.885.785.778.578.535.728.542.8

（注）1．対象は平成16年度に都市計画部で執行された指名競争入札

2．●：落札業者 ○：指名業者

3．入札参加率=入札参加回数／入札実施回数（14回）

4．網がけは清水駅周辺整備課で執行された指名競争入札

このように指名業者の顔ぶれがほとんど変わらない状況と言える。そのため入札参加の

間口を広くして、指名業者の固定化を回避し、競争原理を働かせる必要がある。

水道事業においては、送配水管の布設設計業務の土木関係コンサルタント業務の入札に

おける業者選定に関して静岡地域と清水地域においては入札参加者業者数が大きく異なる

ものがあり、以下のとおりである。

地 域 委 託 内 容
予定価格

（千円）

契約金額

（千円）

参加業

者数

静岡地域
住吉1丁目外配水管布設替実施設計

業務

17,020 16,695 10

〃 西脇外配水管布設実施設計業務 10,605 10,342 10
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清水地域
清水岡町外配水管布設替実施設計

業務

13,965 13,650 5

〃
清水茂野島外配水管布設替実施設

計業務

14,017 13,597 5

全て契約金額が10,000千円以上の契約金額の委託契約であり、入札参加業者は静岡地域

が10社であり、清水地域では5社となっている。

静岡市女性会館・中央公民館複合施設清掃業務については、指名競争入札により業者選

定を行っている。過去5年間における入札参加業者数及び落札率は以下のとおりである。

年 度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

参加業者数 7 7 16 7 7

落札率 98.8% 97.5% 97.7% 98.8% 98.9%

清掃業務委託においては、予定価格は事前に公表していないにもかかわらず、落札率は

極めて高く、ほとんど100％に近い水準にある。しかも過去5年間同一の業者が落札してお

り、入札制度による業者選定において競争原理が十分に機能していないかに思われる。入

札参加業者の選定は委託業務等業者選定委員会（教育委員会部会）で行っており、入札参

加者は静岡地域の業者で、教育関係の清掃業務において実績がある業者を選定している。

静岡地域の業者に限定することは、地域性を考慮し、地元中小業者の育成（受注機会の拡

大等）について配慮したものである。

平成14年度においては、試行により制限付一般競争入札を実施し入札参加業者は以前の2

倍以上に増加したが、落札率は期待していたように下落しなかったために翌年度より指名

競争入札による業者選定となった。

（２）結論

市は委託業務契約の執行手続きが法令等に違反していないから問題なしと考えるのでは

なく、“ 競争原理が有効に働きにくい＝市のコストの負担増”と考え、指名競争入札や見積

随意契約において本来の競争原理が有効に働くための方策を検討すべきと考える。例えば、

次のような対策が考えられる。

ア．一般競争入札の採用

競争原理が有効に働くためには、一般競争入札を採用することが有効と考えられる。

また入札方法に関し、指名競争入札から制限付き一般競争入札への変更を検討すること



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 208

も有用であると考える。

制限付き一般競争入札とは、地方自治法施行令第167条の5の2に定められている一般競争

入札を言う（下記条文参照）。一般競争入札を採用することとなると、あらゆる業者に門戸

が開かれるため、適正な履行の確保という点で問題の生じるおそれがあるが、制限付き一

般競争入札では入札参加のために「必要な資格」を定めることが出来るため、これにより

施行能力がない者あるいは不信用、不誠実な者が落札するリスクを回避することが可能で

ある。

地方自治法施行令

第１６７条の５の２ 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結し

ようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理

的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第１項の資格を有する者につ

き、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る

工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、

当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。

落札率が高いなど、競争原理が働きにくい現在の指名競争入札の状況を考えると、これ

らの採用を検討し、入札参加の間口を広くして競争原理の働く入札としていくことが必要

であると考える。

イ．指名業者数、見積参加者数を増やす

そのためには、原則として一般競争入札を実施する、あるいは指名競争入札とする場合

には地元中小企業の育成について配慮する観点から静岡市内の業者を優先する方針がある

ものの地域制限を緩和することにより指名業者数を大幅に増加させることが考えられる。

選定する指名業者数の基準については、建設業関連業務委託の場合、静岡市の工事請負

契約事務に関するマニュアルに記載されており、次のとおり委託する業務の種類及び予定

価格の水準に応じて目安となる業者数を定めている。ただし、平成16年度の清水地域にお

いては旧清水市の基準を引き続き採用したため、上記マニュアルではなく次の通知に従っ

て業者数を選定している。

工事請負契約事務

６ 建設業関連業務委託事務

（１） （省略）

（２） 業者選定基準
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ア 測量業務・土木関係建設コンサルタント業務・地質調査業務・補償関係コ

ンサルタント業務

予定価格が50万円以下 3者程度

予定価格が50万円を超え 500万円以下 6者程度

予定価格が500万円を超え 1,000万円以下 8者程度

予定価格が1,000万円を超えるもの 10者程度

イ 建築関係コンサルタント業務、施工監理業務

予定価格が1,000万円以下 3者程度

予定価格が1,000万円を超え 3,000万円以下 5者程度

予定価格が3,000万円を超えるもの 8者程度

ウ 委託業務内容等により、上記（１）、（２）によりがたい場合は、実態に応

じて業者選定を行うことが出来る。

平成16年度の建設業関連業務の委託契約における選定基準について（通知）

１ 静岡地区における選定基準（省略：上記マニュアルの通り）

２ 清水地区における選定基準

測量業務・土木関係建設コンサルタント業務・地質調査業務・補償関係コンサ

ルタント業務

予定価格が500万円未満 3者以上

予定価格が500万円以上 1,500万円未満 5者以上

予定価格が1,500万円以上 5,000万円未満 7者以上

予定価格が5,000万円以上 10者以上

建築関係コンサルタント業務、施工監理業務

予定価格が500万円未満 3者以上

予定価格が500万円以上 2,000万円以下 5者以上

予定価格が2,000万円以上 8,000万円以下 7者以上

予定価格が8,000万円以上 10者以上

平成16年度に道路建設課で執行された建設業関連業務委託のうち静岡地域の委託につい

ては、いずれもマニュアルに示されている業者数が選定されており（「3者程度」であれば3
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者）、基準の業者数より多い入札も少ない入札もなかった。また、清水地域の委託について

は、いずれも上記通知に示されている下限の業者数が選定されており、基準を下回る業者

数の選定はなかった。

そのため、静岡市で定めている基準は満たしていることになるが、マニュアル及び通知

で定められているのはあくまで目安や下限であり、上限を定めたものではない。現行の規

則の中でも指名業者数を増加させることは可能であるし、また増加を検討する必要がある

と考える。

また、公園緑地課においては平成16年度における清水地域の樹木、緑地等の管理委託業

務にかかる見積随意契約は、1,000万円を超える委託契約であるにもかかわらず、見積参加

者数は2社であり、その数はあまりにも少なすぎる。1件当たりの積算金額が500万円を超え

る契約については、7者程度を選定するという市の考え方からも大きく乖離しているものと

考える。

例えば、静岡市では1件積算金額が500万円を超える指名競争入札の場合、7者程度の指名

業者数が定められているが、最低でもほぼ倍の15者程度まで引き上げる必要があるのでは

ないかと考えられる。なお、当然指名競争入札実施にかかわる準備等の手続きが煩雑にな

ることが予想されるが、その場合には経済効率性の観点から1件積算金額が1,000万円を超

える契約について指名業者数を増やすことなども考えられる。

さらに、静岡地域と清水地域との入札参加（見積もり参加）業者数の相違については、

業者選定の留意事項として、当該業務についての地理的条件や地元中小業者の育成につい

て配慮することとなっている。しかし静岡地域と清水地域で入札参加業者が大きく異なる

のは、同一の市の中で2制度となっているかに思われる。清水地域において入札参加業者を

増やすことが望まれ、そのことによってコスト削減効果が期待でき得るものともなろう。

ウ．予定価格の事前公表について

公園緑地課において、今回調査の対象とした指名競争入札及び清水地域の樹木、緑地等

の管理委託業務にかかる見積随意契約については、指名業者または見積参加業者はほぼ同

一である。また、静岡地域の樹木、緑地等の管理委託業務にかかる見積随意契約について

は、個々 の委託業務を見ると見積参加業者が毎年変わっている傾向が見られるものの、樹

木、緑地等の管理委託業務全体を見ると、各業者は毎年必ずいずれかの見積随意契約に参

加している。

これらのことは次のように理解することができる。

○ 各業者は毎年必ず同一または同種の委託業務について積算を行っている。
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○ 各業者は同一または同種の委託業務について、前年度の予定価格や落札価格を知る

ことが可能である。

なお、これらの委託業務は予定価格の積算方法が確立されており、上記の2点と併せて考

えると、入札等に参加している業者はかなりの精度で予定価格を見積もることが可能と考

えられる。

このような予定価格をとりまく条件を前提に考えると、現在、予定価格を事前公表して

実施しているが、競争原理が有効に働きにくい状況にあり、今後、この点については、公

共工事の入札透明性あるいは談合防止の観点から事前公表している自治体が増えている

が、これらの国、県、他都市を参考に事後公表か事前公表か十分検討する必要がある。

エ．指名業者の事前公表について

静岡市では、平成15年度より（旧静岡市は平成6年度より）下記のとおり工事関連委託業

務に関して予定価格、指名業者等を事前公表している。

静岡市における建設工事の請負契約等に係る入札情報等の公開に関する要綱

（入札等の執行前の情報の公表）

第４条 市長は、入札等の執行に係る公告又は通知の日から当該入札等の執行日ま

での間、入札等の執行前における次の情報を公表する。

（１）入札等の件名、執行日時及び会場

（２）建設工事又は委託業務の施行場所

（３）予定価格（随意契約の場合を除く。）

（４）指名競争入札の場合における指名人又は随意契約の場合における見積参加

者の商号又は名称

（５）指名競争入札の場合における指名の理由又は随意契約の場合における見積

参加者の選定理由

２ 前項の規定による入札等の執行前の情報の公表は、同項各号の内容を記載した

書面を提出することにより行う。

これは競争入札における透明性の確保を目的として実施されているものであるが、指名

業者を事前公表するということは、入札参加業者が事前に競争相手がわかることに他なら

ず、談合を誘発することにもなりかねないとも言える。

仮に指名業者の公表を事後に行ったとしても、競争入札における透明性の確保を妨げる

ものになるとは考えられず、あえて事前に公表する必要性も乏しいことから、不正行為の

排除の徹底の観点からは事前公表から事後公表とすることが望ましいと考える。
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なお、これに関しては平成17年8月に国から「指名業者名の事後公表の推進について」の

通知があり、これを受けて静岡市としても、今後は事後公表を検討していくとのことであ

る。

４．予定価格の適正水準

（１）健康文化部スポーツ振興課

ア．現状

予定価格を算定するに当たっては給料や光熱水費などの各費用の必要額を算定し、その

各費用の合計額が予定価格となる。「公の施設に係る管理運営委託」の管理費（いわゆる間

接経費）の場合には、静岡地域の委託業務である「静岡市ふれあい健康増進館管理運営業

務委託」では事業費の一定比率を管理費として採用し、それ以外の清水地域の委託業務で

は前年度の管理費を各委託契約に按分した金額を予定価格として採用している。そして、

平成17年度からは積算方法を静岡地域と清水地域で統一するため、清水地域の委託業務に

ついても静岡地域と同様に事業費の一定比率を管理費としている。

静岡地域で事業費の一定比率を管理費としたのは平成9年度の契約当初からであり、事業

費の一定比率とした根拠は静岡市と（財）静岡市振興公社との協議により一定の基準をもっ

て契約当初に決定されたと予想されるものの、現在では事業費の一定比率とした根拠を説

明する資料は残っておらず、事業費の一定比率を採用した理由を確認することは出来ない。

また事業費の一定比率としたことが適切であったかの事後検証は行われず、精算の際には

事業費の精算に伴い事業費の一定比率が精算されるものの、他の費用とは異なり実費精算

の対象外である。したがって、事後検証に伴う比率等の見直しも行われず、契約当初から

継続して事業費の一定比率が採用されている。

イ．結論

そのため、管理費を事業費の一定比率とすることの根拠が不明であり、また事業費の一

定比率としたことが妥当であったかの検証も行われていないため、実際にどの程度の管理

費がかかったかが把握されておらず、管理費に係る委託料が大幅に過剰あるいは過少に支

払われているおそれがある。

管理費は複数の委託業務にまたがってかかる費用であり、他の費用と異なり各委託業務

と紐付けることが出来ないことから、実費精算は困難で比率等による算出も止むを得ない

と考えられる。しかし、その場合であっても支払われる金額は出来る限り実態に近づける

必要があり、実態と著しく乖離した委託料の支払いは認められるものではない。仮に管理

費を事業費の一定比率として算出するのであれば、過去の実績等からその比率を算出し比
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率の根拠を明確にするとともに、採用した比率が適切であったことの事後検証を行い、必

要に応じて比率を見直す必要がある。

（２）経済部清水港振興課

ア．港湾会館清水日の出センター管理運営業務及び使用料徴収事務委託に関する事項

（ア）現状

港湾会館清水日の出センター管理運営業務及び使用料徴収事務委託については条例の定

めにより単独随意契約になっている。

静岡市港湾会館清水日の出センター条例

（管理の委託）

第14条 センターの管理は、清水港振興会に委託する。

単独随意契約の場合、競争原理が働かないため予定価格の積算根拠については厳しく査

定することが必要である。

積算資料を閲覧したところ積算額に占める割合が大きい項目は、職員費、委託料及び需

用費であった。

そこでまず職員費について積算根拠をみてみると、全て静岡市職員に準じて計算されて

いるが、民間事業者等の給与水準と比較検討したうえで結論を出すことも必要であろう。

次に継続的に発生する委託料の過去5年間の業務別委託契約金額の推移を下記に示すと

次のとおりとなった。

（単位：千円）

委託業務 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

空気調和設備等運転保守管理

業務

17,034 16,579 16,554 16,554 16,554

清掃管理業務 8,526 8,332 8,442 8,442 8,442

空調設備定期保守管理業務 5,868 5,722 5,771 5,439 5,439

エレベーター保守管理業務 2,435 2,394 2,394 2,394 2,394

環境衛生管理業務 1,470 1,452 1,452 1,452 1,452

音響照明操作等業務 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168

舞台照明装置定期保守業務 877 877 877 877 877

保安警備業務 837 819 819 819 819

舞台吊物装置定期保守業務 622 622 622 622 622
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自家用電気工作物保安管理業

務

586 581 569 569 533

植栽管理業務 416 404 426 426 426

音響設備定期保守業務 301 301 301 301 301

自動ドア保守管理業務 306 298 283 283 283

塵芥収集処理業務 283 283 283 283 283

合 計 40,735 39,836 39,966 39,633 39,596

（注）港湾会館清水日の出センターは静岡県との共用部分がある。そのため契約金額は静

岡県の負担も含めた金額となっている。

また、上記業務委託における過去5年間の委託業者の推移は以下のとおりとなる。

委託業務 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
業者決定

方法

空気調和設備等運転保

守管理業務
Ｒ社 Ｒ社 Ｒ社 Ｒ社 Ｒ社

指名競争

入札

清掃管理業務 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社
指名競争

入札

空調設備定期保守管理

業務
Ｔ社 Ｔ社 Ｔ社 Ｔ社 Ｔ社

指名競争

入札

エレベーター保守管理

業務
ＤＤ社 ＤＤ社 ＤＤ社 ＤＤ社 ＤＤ社

単独随意

契約

環境衛生管理業務 ＥＥ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社 Ｓ社
指名競争

入札

音響照明操作等業務 Ｒ社 Ｒ社 Ｒ社 Ｒ社 Ｒ社
単独随意

契約

舞台照明装置定期保守

業務
Ｖ社 Ｖ社 Ｖ社 Ｖ社 Ｖ社

見積随意

契約

保安警備業務 Ｗ社 Ｗ社 Ｗ社 Ｗ社 Ｗ社
単独随意

契約

舞台吊物装置定期保守

業務
Ｘ社 Ｘ社 Ｘ社 Ｘ社 Ｘ社

見積随意

契約
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自家用電気工作物保安

管理業務
Ｙ協会 Ｙ協会 Ｙ協会 Ｙ協会 Ｙ協会

単独随意

契約

植栽管理業務 ＶＶ社 ＶＶ社 ＦＦ社 ＶＶ社 ＶＶ社
見積随意

契約

音響設備定期保守業務 ＧＧ社 ＧＧ社 ＧＧ社 ＧＧ社 Ｚ社
見積随意

契約

自動ドア保守管理業務 ＡＡ社 ＡＡ社 ＡＡ社 ＡＡ社 ＡＡ社
見積随意

契約

塵芥収集処理業務 ＢＢ社 ＢＢ社 ＢＢ社 ＢＢ社 ＢＢ社
見積随意

契約

（注）ＧＧ社は平成16年度から社名をＺ社に変更している。

このように過去5年間における業務委託の推移をみると次のような特徴があるといえる。

① 委託料の積算根拠を前年度と同一水準であることをもって妥当としているため、過

去5年間における委託料金額はほぼ同一水準で推移していることがわかる。特に指名競

争入札をしている環境衛生管理業務委託は平成13年度から4年間、空気調和設備等運転

保守管理業務委託及び清掃管理業務委託は平成14年度から3年間、空調設備定期保守管

理業務委託は平成15年度から2年間それぞれ連続して同一金額で落札している。

② 委託業者についても環境衛生管理業務委託が平成13年度から落札業者が変更になっ

ていること、及び植栽管理業務委託が平成14年度に受注業者が一度変更になり平成15

年度からまた前の業者に戻っていること以外は全て同一の業者が連続して受注してい

ることがわかる。

（イ）結論

以上のような特徴を客観的にみると、適切な水準の予定価格が設定され、かつ、健全な

競争原理が働いた指名競争入札及び見積随意契約が実施されていたことを外部に対して合

理的に説明することは困難であると思われる。静岡市は委託料の積算根拠について、きち

んと積算根拠資料を精査し予定価格の妥当性について検証するとともに、健全な競争原理

が働いた指名競争入札及び見積随意契約が実施されているかどうかも確認することが必要

であったと考える。

なお、平成17年度の業務委託契約の状況をみてみると、上記に記載した特徴が引き続き

みられるが、変更点としてエレベーター保守管理業務委託が単独随意契約から2者による見
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積随意契約に変更になったことから委託業者が変わっていたことがあげられる。この変更

により、契約金額が従来の2,394千円から932千円と61.1%も大幅に引き下がっている。この

ことは、平成16年度以前の契約金額がいかに高い水準であったかを示す証左であるといえ

るだろう。

最後に需用費についてみてみると、光熱水費、修繕費及び消耗品費が需用費の大半を占

めているといえる。このような費用は変動費としての性格が強く、予算の積算時金額と実

際の確定金額とは相違することが通常見込まれるので、契約金額は概算払いにならざるを

得ないものと考えられる。このような考え方から静岡市は（財）静岡市振興公社との委託

契約のうち需用費が含まれる委託契約については、最終的に委託料を精算する方式を採用

している。一方、清水港振興会との委託契約については精算方式を採用していないため、

平成16年度の清水港振興会における収支計算では昭和61年度からの繰越金累計金額は4,869

千円の余剰が発生していることが認められた。市長が清水港振興会の会長を兼ねており、

実質静岡市が管理運営に当たっていると考えられること及び（財）静岡市振興公社との委

託契約について精算方式を採用していながら清水港振興会との委託契約では採用していな

いのは整合性に欠けているものと認められることから、清水港振興会との委託契約につい

ても精算方式を採用するべきであったと考える。なお、平成18年度から指定管理者制度の

導入に伴い、清水港振興会は管理運営業務を受託しないため、余剰金は静岡市に返納され

る予定である。

イ．静岡市清水港海づり公園公園作業等業務委託に関する事項

（ア）現状

静岡市清水港海づり公園公園作業等業務の積算のうち、必要人員については平日3名、土

日祝祭日4名を前提に算定されている。平日については利用者が少ないため、渡船の乗り降

りの補助、つりエリアの監視、受付業務を3名で分担する設計で計算しており、土日祝祭日

については利用者が多くなり3名では対応しきれなくなるため4名に増員して計算してい

る。

（イ）結論

この役割分担のうち、渡船の乗り降りの補助については、実際に静岡市清水港海づり公

園を視察した時の感想として、その必要性を感じなかった。静岡市清水港海づり公園に行

くには船で行くしかないが、船には必ず2名乗船し、このうち1名が渡船の乗り降りの補助

業務を行っているので、公園側の担当者があえて乗り降りの補助をする必要がないのであ

る。実際、他の乗船乗り場では船の乗員が渡船の乗り降りの補助業務を行っていることか
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らも、その必要性について検討する余地があるのではないかと考える。

例えば、予定価格積算の前提となる必要人員を1名削減することが出来た場合のコスト削

減額を試算してみると概算で3,742千円となり約30%のコスト削減が可能となるのである。

平成17年度からは指定管理者制度に移行しているが、次回の募集時には必要人員につい

て安全面も考慮したうえで検討してもらいたい。

ウ．日の出地区公共施設内トイレ清掃業務委託に関する事項

（ア）現状

日の出地区公共施設内トイレ清掃業務の予定価格積算根拠は、毎日1回2時間清掃するこ

とを前提に算定している。日の出地区公共施設内トイレは2箇所あり、それぞれ延べ面積

63.4㎡及び53㎡の広さのトイレである。この程度の広さのトイレ清掃作業であれば、毎日1

回1時間程度の清掃作業時間で十分ではないかと思われる。ちなみに、1日の必要作業時間

を1時間に抑えてコスト削減額を試算してみると概算で221千円となり約38%のコスト削減

が可能であると考えられる。

（イ）結論

今後、実際に現場作業を検証してみて、本当に必要と考えられる作業時間を前提に予定

価格を積算することが必要ではないかと考える。

（３）都市計画部交通政策課

ア．青葉通り自転車等駐車場管理業務委託に関する事項

（ア）現状

平成16年度に実施された青葉通り自転車等駐車場管理業務委託の入札執行において、落

札率は極めて低い水準の価格で落札されている。

（イ）結論

民の視点からみた採算ベースの水準と官の視点からみた積算ベースの水準に乖離があれ

ば、その乖離の要因を探り、縮めていく努力が必要であると考える。例えば、予定価格の

適正水準を確保するための手段のひとつとして、契約を落札した業者から見積積算の内訳

を入手し、次年度の予定価格積算の参考資料として活用することも考えられるので、前向

きに取り組んでもらいたい。

もちろん、安い価格水準のみを追求するのではなく、提供されるサービス水準と価格と

のバランスを図ることが一番重要であり、この点で入札制度よりも優れている指定管理者

制度の対象範囲を広げていくことが期待される。
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イ．単独随意契約に関する事項

（ア）現状

平成16年度における交通政策課における社団法人静岡市シルバー人材センターとの単独

随意契約の概要は以下のとおりである。

（単位：千円）

業 務 名 契約金額

放置自転車等指導警告業務 27,940

清水駅・草薙駅周辺放置自転車等指導管理・無料市営自

転車等駐車場の自転車等整理及び清水駅周辺違法駐車

車輌指導管理業務 20,217

静岡市清水駅西口自転車等駐車場管理業務 18,294

静岡市清水駅西口駐車場管理業務 14,413

安倍川駅自転車等駐車場清掃業務 842

放置自転車再生業務 596

違法駐車等防止啓発活動業務 575

自転車等駐車場定期利用受付業務 378

自転車等利用実態調査業務 217

静岡市清水駅西口駐車場内における交通誘導業務 161

合 計 83,637

（イ）結論

単独随意契約では、予定価格積算の妥当性が非常に重要であるが、各委託業務の予定価

格の積算は、社団法人静岡市シルバー人材センターから提供されている職種別請負基準単

価表を用いて、検証はしているものの、年度毎に収支計算書を入手して収支実績の確認ま

では実施しておらず、委託料水準の適切性を検証する態勢として不十分であると考える。

交通政策課だけでも年間総額83,637千円の委託業務を単独随意契約で発注していること

から、静岡市全体ではさらに金額は大きくなることが見込まれる。よって、委託料総額の

妥当性という観点から、収支計算書等の資料が入手可能であるならば収支実績を確認する

ことにより、委託料水準の適切性を検証する体制を構築することも必要ではないかと考え

る。
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（４）建設部道路建設課

ア．現状

「（主）山脇大谷線（下～加藤島）整備手法の再検討業務委託」は委託する業務内容が特

殊であり、他の建設業関連業務委託と異なり基準書に基づいて設計金額を積算することが

できないため、橋梁に精通している業者10者に見積書の提出を依頼し、その見積書に基づ

いて設計金額を積算している。具体的には徴収した見積書に記載されている各項目の最低

金額を採用し、その合計額を設計金額としている。

そして設計金額を予定価格として指名競争入札を行っており、指名業者の選定にあたっ

ては見積書の提出を依頼した10者を指名業者としている。各業者の見積金額と入札金額は

次の表のとおりであり、入札金額は見積金額から9.6%～21.1%の値引きをされていることが

わかる（加重平均では15.0%）。

見積書に基づいて計算した結果、予定価格は15,424千円（消費税等を除くと14,690千円）

であったことから、グラフにあるように全ての業者が予定価格以下の金額で入札しており、

かつ当初の見積金額が予定価格以上であったことがわかる。

（単位：円、金額は税抜き）

業者名 見積金額 入札金額 値引率

Ｃ社 15,270 13,800 9.6%

Ｍ社 16,900 14,000 17.2%

Ｔ社 17,880 14,100 21.1%

Ｉ社 16,000 14,200 11.3%

Ｓ社 17,800 14,200 20.2%

Ａ社 15,920 14,300 10.2%

Ｕ社 16,200 14,300 11.7%

Ｗ社 16,000 14,300 10.6%

Ｌ社 17,700 14,400 18.6%

Ｂ社 17,800 14,600 18.0%

合 計 - - 15.0%

（注）値引率=１-入札金額／見積金額
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イ．結論

値引率に幅はあるものの、いずれの業者も上記のような値引きを行っており、入札を辞

退した業者もなかったことを考えると、それぞれの業者が当初提出した見積書を適正な金

額で作成せず、割高な見積書を作成していたと言える。静岡市としては、設計金額を作成

するに当たり根拠となりうる金額は見積書に記載されている金額しかないことから、各項

目の最低金額を採用しているとのことであるが、見積書が適正な金額で作成されていると

は言えない以上、静岡市としても見積書をただ入手するだけでなく、その見積書に記載さ

れている金額が割高となっていないかについて検討をする必要があると考える。

また、上記の契約において見積金額のばらつきと入札金額のばらつきを比較すると、入

札金額のばらつきが著しく小さいことがわかる。既に述べているが、このことからも指名

競争入札において競争原理が働きにくい状況であることがわかる。

（５）水道部簡易水道課

ア．現状

簡易水道の検針事務委託における検針単価の過去５年間の検針単価の推移は以下のとお

りである。

（単位：円）

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

一般検針 104.47 113.17 113.17 113.17 113.17
単
価 集中検針 88.79 96.19 96.19 96.19 96.19
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（注）集中検針とは、マンションなどのように集中検針盤が設置されている場所で

検針を行うことである。

簡易水道における1件当たりの検針の単価は、水道事業における私人の検針単価と同一で

ある。また、平成13年度に検針単価の見直しが行われて以降は同一の単価となっている。

イ．結論

簡易水道は山間地にあり、一件当たりの移動距離が長くしかも坂道が多いという地理的

条件がある。検針単価の積算において水道事業で用いている単価をそのまま使用するので

なく、移動距離等を考慮した見直しも必要であろう。

（６）教育委員会学校給食課

ア．予定価格の積算方法等について

下記の委託業務について、予定価格の積算方法において以下の状況が見受けられた。

（ア）学校給食配送等業務

（イ）市立中学校給食調理等業務

（ウ）市街地学校給食センター ボイラー運転管理業務

（ア）学校給食配送等業務について

学校給食配送等業務の委託料の積算額のうち人件費が大きな割合を占める費目である。

人件費の積算方法については、次のような問題点が挙げられる。

① 人件費の計算にあたって、実際の稼動人員34人に対して36人で計算されている。

② 一人当たり人件費の単価が、過去の実績に基づいて計算されている。

③ 年間の人件費を単純に12ヶ月で計算しているが、給食配送業務の少ない月もあり、

月ごとの稼働日数にばらつきがある。

ａ．“ ①” について

給食配送に係る実際の稼動人員34人と委託料の積算に使用している人数36人の差2人に

ついて市に質問したところ、次のような回答を得た。

「実配送では、34人34台にて食器類及び副食コンテナの配送を実施している。予備人員

は、２センターローテーションにて常駐させ、不測の事態に備えることとしている。配送

員は、保菌検査等を実施し衛生的に問題のない人員を配置する必要があり、予備人員も同

様であることから、結果、通常雇用と同様に人件費を計上することとしている。」

学校給食の配送業務は、学校給食を衛生上安全に、かつ、決まった時間に学校に配送す

ることが要求される業務であることから、不測の事態に備えて予備人員を確保するという

方法は十分根拠のある考え方であると思われる。しかしながら、一方で、毎日待機中の人



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 222

員が必ず二人いるということであり、その人件費は共済費を含めて、年間800万円程度にの

ぼり、コスト的には大きな負担増となっているのも事実である。コストの面からも、過去

のトラブルのケース等を調査して、不測の事態への対処方法をもう一度検討することが必

要ではないかと考える。

ｂ．“ ②” について

一人当たりの人件費は、人事院勧告率を加味しているものの、過去の実績の積み重ねで

計算されている。しかしながら、予定価格とは、標準的な役務提供能力を有する業者が、

標準的な人員や資材を用いて業務を行うことを想定して、市が算定した、市から見て適正

な価格であるはずである。すなわち、業務委託料の計算は、本来、市側の計算根拠を持つ

べきであり、単純に過去の実績に基づいて計算することは慎むべきであると考える。

ｃ．“ ③” について

平成16年度における年間の稼働日数は次の通りである。

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計

稼働日数 21 18 22 15 22 19 20 20 15 15 15 12 214

業務委託料の積算にあたって、単純に12ヶ月という月数を使用しているが、年間の稼働

日数を何日と想定して12ヶ月という数字を使用しているか疑問である。

この点について、静岡市学校給食配送協同組合の「学校給食配送員業務規定」では、休

日を次のように定めている。

第3条（休日）

休日を次の各号とする。

① 日曜日

② 土曜日

③ 国民の祝日

④ 国の定める休日

⑤ 年末年始（12月29日から翌年1月3日まで）

12ヶ月の根拠をこの規定に求めるのであれば、市は年間の稼働日数を240日程度に想定し

ていることになるが、実態は214日である。市は、単純に12ヶ月という月数を使用するので

はなく、年間の稼働日数を見積もって業務委託料の積算を行うべきであると考える。すな

わち、業務委託料の積算は、1日あたりの人件費に稼働予定日数を乗じて計算するのが適切

であろう。

ｄ．まとめ
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学校給食配送等業務を委託している静岡市学校給食配送協同組合は、学校給食配送業務

のみを事業として行っており、かつ、市の要請に基づいて設立された経緯等があることか

ら、予定価格の前提となる業務委託料の積算に当たっても、市にとってコスト増となるよ

うな、さまざまな問題点が見受けられる。今後、契約内容等を検討することが必要である

と考える。

（イ）市立中学校給食調理等業務について

「市立中学校給食調理等業務」で見られる予定価格の推移の状況及び業務委託料の積算

資料から次のような点が見受けられた。

① 業務の委託開始後４年間、予定価格に変化は無い。

② 業務委託料の積算資料は、契約書や仕様書など、当該委託業務に関する資料を綴っ

たファイルに綴じこまれているのが通常である。しかしながら、市立中学校給食調

理等業務については、積算資料が当該ファイルに綴じこまれていなかったことから

当該年度に作成された資料であることを確認できなかった。

③ 業務委託料を構成する費目は、調理員等の人件費、電気、ガス、水道料、自動車関

連費用、消耗品費等の直接費のみで、委託料の積算で通常発生する一般管理費（間

接費）の費目がない。

ａ．“ ①” について

４年間、予定価格に変化がないことについて、次のような点があげられる。

○ ４年の間に、多少なりとも賃金や物価に変動があったのではないか

○ ４年の間に、給食日数や必要となる人員数等に変化はなかったのか

業務委託料の積算を４年間適切に実施した結果であるならば、特に問題はないといえる

であろう。しかしながら、毎年適切に積算を行っていることを確認できない状況である。

ｂ．“ ②” について

業務委託料の積算資料のファイリングの問題である。毎年、委託料の積算を実施してい

ることを明らかにするためにも、当該委託業務に関係する資料は所定のファイルに綴じこ

んでおくことが必要である。

ｃ．“ ③” について

他の委託業務の委託料の積算資料を閲覧したところ、いずれも人件費等の直接費だけで

なく、一般管理費等の間接費も、委託料の重要な構成要素として計算されていた。事業を

行うにあたっては、人件費や光熱費等の直接費のみならず、さまざまな間接費が発生する

ことが想定されるはずであり、また、直接費のみを委託料の構成費目としている現状の積
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算方法では委託先の企業には利益が全く生じないことを前提として計算していることにな

る。当該委託料の積算が適正に計算されているか、再度検討することが必要であると考え

る。

（ウ）市街地学校給食センター ボイラー運転管理業務について

業務委託料の積算資料等を閲覧したところ、次のような点が見受けられた。

① 設計に使用した日数と実績とに差異が見られた。

② 間接業務費と一般管理費の計算に使用した係数の採用の根拠が明確でない。

ａ．“ ①” について

平成16年8月の稼働日数の設計と実績について、委託料の設計書とボイラー運転管理結果

報告書（実績）を比較したところ、次のような差異があった。

設計 委託料の設計書 各センターごと 22日

４センター合計 88日

実績 ボイラー運転管理結果報告書 4給食ｾﾝﾀーのうち3ｾﾝﾀー 17日

〃 1ｾﾝﾀー 22日

４センター合計 73日

8月の実績の日数が設計の日数をトータルで15日下回っており、予定価格が結果として過

大であったことが理解できる。

この日数の差については、仕様書の中で、「8月の内5日間については勤務を要しない日と

して、実施については各センターと協議すること」との記載があり、この取扱いに沿った

ものと考えられる。

予定価格の設計に当たっては、事前に稼働日数についての協議を十分に行い、その結果

を反映した計算を行うべきであったと考える。なお、平成17年度の予定価格の設計におい

ては、5日間を控除して計算している。

ｂ．“ ②” について

学校給食センター ボイラー運転管理業務の委託料の積算方法は次のとおりである。

（Ａ）直接業務費

（Ｂ）間接業務費（現場諸掛費） （Ａ）×（現場諸掛費係数）

（Ｃ）一般管理費 {（Ａ）＋（Ｂ）} × （管理費係数）

（Ｄ）積算額 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

（Ｅ）消費税 （Ｄ）× 5％

（Ｆ）積算金額 （Ｄ）＋（Ｅ）
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上記の（Ｂ）間接業務費及び（Ｃ）一般管理費の計算で使用している係数は、いくつか

の委託業務について市が定めた委託料積算標準の範囲内で決定されているが、その根拠と

なる積算標準は次のとおりである。

積算標準
委託料を構成する費目

積算標準名

(Ｂ)間接業務費 警備（人的）業務積算標準

(Ｃ)一般管理費 建築物環境衛生管理業務積算標準

警備（人的）業務積算標準及び建築物環境衛生管理業務積算標準は、それぞれ一貫した

考え方を基に委託料の計算方法を体系化しているが、それぞれの一部分を便宜的に採用し

たと思われる。

予定価格は、契約の相手方を自動的に決める基準となるものであり、競争の公正性に対

する信頼を確保する機能を有するものである。学校給食センター ボイラー運転管理業務の

委託料の積算方法については、もう一度検討することが必要であると考える。

５．指名競争入札・見積随意契約による業者選定方法

（１）現状

指名業者の選定は、「静岡市が発注する建築物環境衛生管理業務、警備業務及び消防用設

備等保守点検業務の委託契約に係る指名人の選定に関する基準」に基づき、契約実績、市

内業者への配慮を行い選定している。同基準によれば、以下の事項を考慮して選定するこ

とになっている。

静岡市が発注する建築物環境衛生管理業務、警備業務及び消防用設備等保守点検業務の

委託契約に係る指名人の選定に関する基準

６ 選定に当たり勘案又は配慮すべき事項

（1）市長は、次に掲げる事項を総合的に勘案して選定を行うものとする。

ア 当該年度の指名回数

イ 当該年度における既契約件数並びにその規模及び内容

ウ 建築物環境衛生管理業務、警備業務及び消防用設備等保守点検業務の

履行状況

エ 建築物環境衛生管理業務、警備業務及び消防用設備等保守点検業務の

履行における死亡事故等の発生その他安全管理の状況

オ 静岡県内における建築物環境衛生管理業務、警備業務及び消防用設備
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等保守点検業務に係る契約実績

カ 法令による有資格者、検定合格者等の職員の状況その他技術的適合性

キ 保有設備、機材、職員の配備体制その他履行能力

ク 経営及び信用の状態

（2）市長は、選定に当たっては、地元中小企業者の受注機会の増大について

配慮するものとする。

上記のように、指名業者選定の基本的方針については、定めはあるものの、具体的に指

名業者をどのように選定するのか実務レベルでの静岡市全体としての統一的なマニュアル

類は作成されていない。このことは、まだ発注者側の恣意的判断が入り込む危険性がある

と思われる。

指名競争入札における業者選定の客観性と公平性を高めるためにも、静岡市として統一

的な指名業者選定マニュアルを策定するとともに、静岡市全体として指名業者に関する情

報を共有化し公平に指名業者が選定される仕組みをつくることも必要であると考える。

また、指名業者の選定に当たっては一定の方針に基づき業者の選定を行っているとのこ

とであるが、これらの選定方針は書面で定められておらず、また選考方針としては非常に

抽象的であるため、課によって選考方法や選考水準等が大きく異なるおそれがある。

指名業者を選定する際の資料についても、指名業者選定の土台となる選定業者一覧に関

しては財政部契約課から提供される実績順業者名簿をそのまま使用しており部独自では選

定業者一覧表を作成しておらず、また指名業者選定資料も作成はしているものの指名する

に至った経緯については記載されていない。

（２）結論

静岡市として契約事務に係る透明性を確保するとともに、公正な競争の促進や不正行為

の排除の徹底が図られていることについての説明責任を果たすために、具体的に定めた選

考方針に基づき、どのような過程を経て指名業者が選定されたかについての記録を残すこ

とは、極めて重要なことであると考える。

その上で、より競争原理が働いて指名競争入札が有効に機能する入札制度を検討してい

く必要がある。
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６．静岡地域と清水地域の積算金額等の統一

（１）検針事務委託

ア．現状

水道事業において、静岡地域及び清水地域においては検針事務を外部へ委託している。

静岡地域においては平成13年度まで私人へ委託していたが、平成14年度から一部の地域で

法人委託としている。清水地域においては平成15年度まで私人へ委託していたが、平成16

年度から特定メーターの検針を法人へ委託することとなった。

静岡地域と清水地域の過去5年間の委託料の推移は以下のとおりである。

静岡地域

項 目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

私人への委託料（千円） 119,581 166,329 183,440 95,329 92,819

（うち解約報償金） ― (44,986) (79,137) ― ―

検針単価（円） 116 116 116 116～97.65 97.65

集中検針単価（円） 98.6 98.6 98.6 98.6～97.65 97.65

法人への委託料（千円） ― ― 15,962 16,555 15,964

検針単価（円） ― ― 97.65 97.65 97.65

委託料合計（千円） 119,581 166,329 199,403 111,885 108,783

（注）1．集中検針とは、マンションなどのように集中検針盤が設置されている場所で検

診を行うことである。

2．私人への解約報奨金（退職金）は平成14年度まで支払われていたが、それ以降

は委託契約において支払われないこととなった。

3．平成15年度の私人の検針単価は6月までは116円であり、7月以降は97.65円へ引

き下げられた。また、集中検針単価も6月までは98.6円であり、7月以降は97.65

円へ引き下げられた。

清水地域

項 目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

私人への委託料（千円） 37,369 37,042 37,584 37,928 38,063

検針単価（円） 65.28 65.28 65.28 65.28 65.28

集中検針単価（円） 49.41 49.41 49.41 49.41 49.41

法人への委託料（千円） ― ― ― ― 105
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検針単価（円） ― ― ― ― 178.2

委託料合計（千円） 37,369 37,042 37,584 37,928 38,168

（注）解約報奨金（退職金）は平成8年度に廃止することが決定され、平成10年度を最後

に支払いが終了した。

私人検針員の過去5年間の推移は、以下のとおりである。

（単位：人）

区 域 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

静岡地域 37 37 31 31 31

清水地域 37 37 37 37 37

私人の検針員は65歳で退職することとなっており、新たに私人検針員を募集せず法人委

託にすることから私人検針員は今後、自然減少して将来法人委託となっていく。

静岡地域において平成15年6月までは私人の検針単価、私人の集中検針単価及び法人の検

針単価が異なっていたが、平成15年7月以降は検針単価が一本化された。これにより労働組

合の影響から長年引き下げることが困難とされていた私人の検針単価の下落がようやく実

現した。

イ．結論

しかし、検針単価において静岡地域と清水地域とはいまだ差異があり、静岡地域より清

水地域のほうがコストは削減されていると言うことができる。水道使用料の統一にあたっ

ては将来検針単価の統一も行われることになろうが、清水地域がこの検針単価を実現でき

ている現状から、経済性の視点はこの単価がひとつの目安となると考える。また、平成18

年3月31日より蒲原地域と合併することとなっているが、蒲原地域は私人検針員に検針を委

託しており、その単価は清水地域よりも高くなっている。将来、蒲原地域の検針単価を引

き下げて統一化になろう。

（２）水道事故待機業務委託

ア．現状

水道管の突発的な破裂や路上漏水修繕の受付のために閉庁時に待機をして事故の報告を

受けて緊急修繕を速やかに行うことは市民のライフラインとしての水道を適切に維持する

ために不可欠なものとなっている。静岡地域と清水地域ではこの業務の方法が異なってい

る。

静岡地域においては、平日の夜間は「非常連絡系図」に基づき対応可能な職員を緊急に
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招集して水道事故の復旧作業に従事している。なお、当該待機料として特殊勤務手当ては

支払われていない。休日及び年末年始は、静岡市水道局指定工事店協同組合へ単独随意契

約として委託を行っている。

清水地域においては、平日の夜間、休日及び年末年始の水道事故待機業務を清水管工事

システム協同組合へ単独随意契約として委託を行っている。そのため清水地域においては

職員が平日の夜間に水道事故の待機業務を行うことはない。

なお、静岡地域においても平成17年度より平日夜間の水道事故の待機業務を外部へ委託

することとした。

待機業務は静岡地域、清水地域ともに行っており、平成16年度における両地域の契約金

額の比較を行うと以下のとおりとなる。

（単位：千円）

項 目 静岡地域 清水地域

平日夜間 ― 2,341

休日及び年末年始 2,908 3,456

計 2,908 5,797

イ．結論

両地域の契約金額の違いは積算の方法の相違からもたらされるものである。静岡地域と

清水地域を比較すると静岡地域より清水地域は2,889千円委託費が多くかかっている。この

理由は、静岡地域の平日夜間の待機業務を職員が行っていたため委託費がその部分かから

なかったことによる。また、休日夜間及び年末年始の積算単価は相違ないが、委託内容に

より現場管理費及び諸経費の積算金額については若干の相違が見られるため、今後は水道

事故の待機業務という同一の委託契約において両地域を同一の積算方法により契約を締結

することが望まれる。

７．入札結果の有効利用

（１）現状

建設部道路建設課において、「（主）山脇大谷線（下～加藤島）麻機７号橋修正設計業務

委託」は落札率が47.3%と極めて低くなっているが、委託した業務は適正に履行されており、

適正な履行の確保という点においては問題なかったとのことである。

そのため静岡市から見ると、支出は当初想定していた金額の半分だけで済み、また履行

の面でも問題がなかったことから、委託したことによるメリットが非常に大きかったと言

える。しかし一方で、静岡市では契約事務において落札業者から積算資料を入手すること
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とはなっていないため、当該契約においても積算資料を入手しておらず、このように低い

落札率で業務を履行できた理由を把握していない。

（２）結論

このように落札率が極めて低い委託業務はもちろん、他の委託業務についても落札業者

からは積算資料を入手し、今後の設計金額の積算に有効活用すべきである。

また、静岡市では指名業者の選定はそれぞれの業者選定部会等で執行されており、担当

者のあいだで参考までに他の部課に入札の状況を聞くことはあっても、仕組みとして他の

部課との入札に係る情報の共有は図られていない。

８．前金払の取り扱い

「公の施設に係る管理運営委託」では委託料を受託者である（財）静岡市振興公社に前

金払している。委託料は、原則として目的物引渡し後または業務完了後に支払われるが（民

法第633条、第624条）、地方自治法施行令において目的物引渡し後または業務完了後以外の

支払方法も認められており、前金払もその中に含まれている。ただし、支払方法の原則は

あくまで目的物引渡し後または業務完了後であることから、前金払をすることが出来る支

出は以下のように限定されている。

地方自治法施行令

（前金払）

第１６３条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

（１）官公署に対して支払う経費

（２）補助金、負担金、交付金及び委託費

（３）前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

（４）土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋

又は物件の移転料

（５）定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支

払う受信料

（６）外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

（７）運賃

（８）前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事

務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるも

の

また上記の地方自治法施行令の規定を受け、静岡市会計規則において前金払とすること

が出来る経費が以下のように定められている。
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静岡市会計規則

（前金払いをすることができる経費）

第８６条 前金払をすることができる経費は、次に掲げるところによる。

（１）官公署に対して支払う経費

（２）補助金、負担金、交付金及び委託費

（３）前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

（４）土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋

又は物件の移転料

（５）定期刊行物の対価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支

払う受信料

（６）外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

（７）運賃

（８）打切旅費

（９）保険料

（１０）公社及び公団に対して支払う経費

これらの規定に基づき、スポーツ振興課では上記の委託契約に関して静岡市会計規則

第86条第1項第2号、第3号及び第10号に該当する支出であるとして、前金払を行っている。

また（財）静岡市振興公社は財団法人であるため、民間の業者と異なり利益の留保を目的

としておらず、その結果、資金が留保されない。そのため、業務完了後の支払とすると資

金がショートするおそれがあることも前金払とする理由としてあげている（静岡市会計規

則で「公社及び公団に対して支払う経費」を前金払することが出来る経費にあげているの

も、同様の趣旨であると考えられる）。

そして、年度当初に（財）静岡市振興公社から提出された予算執行計画書（各月に支払

う予定である経費の内訳が記載されたもの）に基づき、毎月の必要経費に見合う金額が毎

月初めに前金払されることになる。

確かに財団法人は民間の業者とは異なり、利益の留保を目的としていないため、立替払

いできる余力に乏しいことが推測される。また、指名競争入札であれば資金に余力のない

業者は適正な履行の確保の点で問題があるとして、指名業者として不適切とすることも考

えられるが、公の施設の管理委託の場合は委託先が地方公共団体の出資法人等に限定され

ており、そのことを理由に委託業者として不適切とすると委託先がなくなるおそれがある。
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そのため（財）静岡市振興公社に支払う委託料を前金払とすることについては、一定の必

要性が認められる。

ここで「静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託」を除く「公の施設に係る管理運

営委託」については、（財）静岡市振興公社が委託業務ごとに委託料を管理する預金口座を

持っており、全ての入出金がこの預金口座を通して行われるため、委託業務ごとに受取利

息の金額を把握することが可能である。そこで各委託業務で計上されている受取利息の金

額に基づいて、各預金口座の予想平均残高を試算すると下表のとおりであり、普通預金の

適用金利を0.001%と仮定すると年度を通じての預金の予想平均残高は契約価格の1.6ヶ月

分（加重平均）であることがわかる。

預金平均残高の試算

（単位：千円）

受取

利息額

預金の予想

平均残高
契約価格

契約価格に

占める割合
業務名

A
B

（=A÷0.001%）
C

B÷C

×12ヶ月

清水総合運動場

管理運営業務委託
146円 14,600 124,560 1.4ヶ月分

日本平運動公園

管理運営業務委託
189円 18,900 130,733 1.7ヶ月分

清水ナショナルトレーニングセ

ンター管理運営業務委託
218円 21,800 154,218 1.6ヶ月分

清水蛇塚スポーツグラウンド

施設運営管理業務委託
67円 6,700 43,052 1.8ヶ月分

清水清見潟公園体育館等

運営管理業務委託
120円 12,000 97,055 1.4ヶ月分

合 計 740円 74,000 549,618 1.6ヶ月分

（注）1．普通預金の適用金利を0.001%と仮定

2．静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託では、当該契約により前金払さ

れた資金を他の預金と区分して管理していないため、上記からは除いている。

仮に（財）静岡市振興公社に資金の留保がなく、かつ予算執行計画書どおりに経費の支
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出がされていたとすると、委託料の1ヶ月分を毎月初めに支払っているのだから預金の平均

残高は契約価格の1ヶ月分を上回ることはないはずである。経費支出に季節変動がなく、年

度を通じて常に同じ金額の経費支出がされているとすると、理論的には預金の平均残高は

契約価格の0.5ヶ月分となる。しかし上表のとおり、いずれの委託契約においても預金の予

想平均残高が契約価格の1ヶ月分を上回っていることから、（財）静岡市振興公社には委託

業務に充てることの出来る一定の資金の留保がある、もしくは予算執行計画書どおりに経

費の支出がされていない可能性が考えられる。

既に述べたとおり、（財）静岡市振興公社に支払う委託料を前金払とすることについて一

定の必要性が認められるものの、それは業務完了後払いとすると資金が回らないことが前

提条件となる。委託料の支払いはあくまで実績払いが原則であり、実際に他の委託料の支

払いは大半が実績払いで民間業者はそれに従い業務完了後まで経費の立替払いを行ってい

る以上、例外的に前金払の必要がある場合であっても、その金額は過剰なものであっては

ならない。そのため一定の資金留保がある、あるいは予算執行計画書どおりに経費の支出

がされていないと認められる状況であれば、それに該当する資金は前金払とするべきでは

ないと考える。

（財）静岡市振興公社に前金払を行っているとすると、立替えて経費の支払いを行って

いる民間業者から見れば静岡市が（財）静岡市振興公社を優遇していると取られても仕方

がない。民間業者と（財）静岡市振興公社を公平に取扱ったうえで、（財）静岡市振興公社

の財団法人としての特殊性を勘案して前金払を例外的に採用したのであれば、静岡市とし

ては前金払とすることの要否及び前金払とする金額の妥当性について事前・事後で検証す

る必要がある。

緊急の支出も予想されるため、予算執行計画書は（財）静岡市振興公社の資金がショー

トしないことを最優先して作成されており、実際の経費支出よりも余裕のある資金計画と

なっているとのことであるが、それを勘案しても預金平均残高の試算結果を見る限り、前

金払とする金額の妥当性には疑問の残るところである。上記の検証を行ったうえで、不必

要な前金払があれば他の民間業者と同様に業務完了後の支払いとするべきである。

同様に交通政策課では、平成16年において社団法人静岡市シルバー人材センターとの単

独随意契約のうち、清水地域における契約については委託料を前金払している。

上記の規定に基づき、静岡市としては清水地域の委託契約に関して、合併前の受託者で

ある社団法人清水市シルバー人材センターから財政状況が苦しく、前金払でないと借入を

起こさねばならないため前金払にしてもらいたい旨の依頼を旧清水市に提出し、それが承
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認されたことから静岡市会計規則第86条（3）に該当するものとして前金払している。

平成16年度からは、社団法人清水市シルバー人材センターは社団法人静岡市シルバー人

材センターと合併しており、同じ社団法人静岡市シルバー人材センターになっているにも

かかわらず、静岡地域の契約については委託料の前金払を行わず、清水地域の契約につい

ては委託料の前金払を行っているのは、支払方法の点で整合性がとれていないものと考え

られる。両市のシルバー人材センターが合併した時点で、借入を起こす程財政状況が苦し

いのかどうか確認する必要があったのではないかと考える。

平成17年度における委託料の支払方法も変更されていないことから、平成18年度におい

ては、前金払の必要性について検討し、必要性がないのであれば原則どおり実績払いにす

るべきであると考える。

９．ペナルティの強化

（１）現状

静岡市における談合が発覚した場合のペナルティに関しては「静岡市工事請負契約等に

係る指名停止等措置要綱」第2条及び同条別表第2に次のように定められている。

静岡市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱

（指名停止）

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号（以下「別表各号」という。）

に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定

めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うもの

とする。

2 市長は指名停止を行ったときは、市工事等の契約のための指名を行うに際

し、当該指名停止に係る有資格業者を指名しないものとし、当該指名停止に

係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとす

る。

別表第2（第2条関係）

収賄、不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件 期 間

（談合）

6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は

その使用人が、談合の容疑により逮捕され、又

逮捕又は公訴の提起を知った

日から2箇月以上12箇月以内
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は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき（次号

に掲げる場合を除く。）。

7 市工事等に関し、有資格業者である個人、有資

格業者の役員又はその使用人が談合の容疑によ

り逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起さ

れたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った

日から3箇月以上12箇月以内

上記のように静岡市では、談合が発覚した場合、2～3箇月以上12箇月以内の指名停止措

置を行っている。

（２）結論

やはり談合を防止するためには、談合が困難な入札制度を導入するとともに、談合が起

こった場合のペナルティを強化することも必要であると考える。具体的には、談合が発覚

した場合にはもっと長期間の入札資格停止期間を設けるとか、損害賠償義務制度を確立し

て損害賠償請求を発注者自らが行うなど、談合をした場合には厳しい制裁を課すことによ

り、談合をするというインセンティブを無くすことが必要であると考える。

１０．極端に低い落札率

（１）現状

今回、公園緑地課において調査した入札及び見積執行において、落札率が極端に低いケー

スが次のとおり見受けられた。

委託業務 年度 落札率

A管理委託 15年度（後） 59.5%

B管理委託 15年度（前） 72.8%

C管理委託 15年度（後） 58.9%

D管理委託 15年度（後） 65.6%

E管理委託 15年度（後） 51.0%

このような状況について、次のようなことが言える。

○ 落札率が一般的に高い水準にある状況下で、なぜこのように極端に落札率が低い状

況が生まれたのか。

○ このように極端に低い落札率で、業務の適正な履行が確保できるのか。

（２）結論

清掃、警備等の競争入札の対象業務については、契約の内容に適合した履行を確保する
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ために、特に必要と認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、これに達しないも

のを排除できるしくみとなっているが、競争入札の対象外の委託業務については、このよ

うな制度が無いことから、極端なダンピング等があった場合には、これを防止する手段が

無い。

したがって、今回のようなケースに対処するためには、最低の価格をもって申込をした

者に対して、なぜ極端に低い価格で受託できるのか等の調査を行い、適正な履行が確保で

きることを確認したうえで契約を締結することが望ましいと考える。

１１．契約変更

当初の設計段階で予期し得なかった状況の発生等による契約内容（仕様内容）の変更に

ついては、現在、変更による予定価格の増減額が請負金額の30％以内であれば、改めて入

札等を行うことなく、契約変更の手続きで足りることとされているようである。これは、

建設･土木工事の取扱いに準じたものであるが、明文化されたルールにもとづいて行われて

いるわけではない。

都市計画部公園緑地課では、「包括外部監査の結果に関する報告書 ９．都市計画部公園

緑地課 （１）概要 エ．清掃・樹木管理等の継続的な委託契約の状況（イ）指名競争入

札及び見積随意契約の状況」に見られるとおり、契約変更が頻繁に行われていることから、

委託業務についても契約変更について、明文化したルールを設けることが必要であると考

える。

１２．委託契約の一括発注

（１）都市計画部清水駅周辺整備課

ア．現状

選定業者一覧表は委託業務の種類ごとに作成され、都市計画部では測量設計等業務・区

画整理業務・補償業務コンサルタントの3つの選定業者一覧（第1表が測量設計等業務、第2

表が区画整理業務、第3表が補償業務コンサルタントに係る選定業者一覧表）を作成してい

る。このうち区画整理業務に係る選定業者一覧である第2表には市内業者が5者、市外業者

で市内に技術者のいる業者が3者、市外業者で市内に技術者のいない業者が12者登載されて

おり、登載業者は「平成16年度静岡市建設業関連業務の委託に係る競争入札参加資格認定

者名簿」への登録の有無及び資格者の有無により判断している。

そして、選定業者一覧の第2表を用いて指名業者を決定した指名競争入札を見ると以下の

とおりであり、区画整理事業等ごとに落札業者が固定化していることがわかる。なお、清

水駅西土地区画整理事業及び清水駅東土地区画整理事業に係る委託業務を落札しているＢ
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社は「１．指名競争入札の状況について」で述べた落札回数の最も多い業者であり、落札

した入札のうち24件は清水駅西土地区画整理事業及び清水駅東土地区画整理事業に係る委

託業務である。

区分 市内業者

市内に技術者を

おいている市外

業者

業者名

委託業務名

Ｒ
社

Ｎ
社

Ｉ
社

Ｌ
社

Ｈ
社

Ｍ
社

Ｑ
社

Ｂ
社

実施計画書作成業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

換地設計等業務 ○ ○ ○ ○ ●
清水駅西土地

区画整理事業
道路等実施設計業務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

過年度事業費分類等業務 ○ ○ ●清水駅東土地

区画整理事業 基準点及び出来型確認測量業務 ○ ○ ○ ○ ●

地元啓蒙活動補助業務 ○ ○ ●興津第２区画

整理事業 事業計画変更業務 ○ ○ ○ ○ ●

実施計画変更業務 ○ ○ ○ ○ ●興津第２土地区画

整理事業 画地計算業務 ○ ○ ○ ○ ●

実施計画書作成業務 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

現況街区確定測量業務 ○ ● ○ ○ ○

換地設計準備業務 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

清水三保羽衣

土地区画整理事業

保留地処分計画策定業務 ○ ● ○ ○ ○

清水三保羽衣

土地区画整理関連
調査設計業務 ○ ● ○ ○ ○

入札参加回数（回） 13 12 12 11 11 5 4 6

入札参加率（%） 92.8 85.7 85.7 78.5 78.5 35.7 28.5 42.8

落札回数（回） 0 5 0 0 0 4 0 5

落札率（%） 0.0 41.6 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 83.3
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（注）1．対象は平成16年度に都市計画部で執行された指名競争入札

2．●：落札業者 ○：指名業者

3．入札参加率=入札参加回数／入札実施回数（14回）

4．落札率 =落札回数 ／入札参加回数

5．網がけは清水駅周辺整備課で執行された指名競争入札

このように固定化されている理由のひとつとしては、区画整理事業等の特性として各業

務の結果を積み上げていくことにより事業目的が達成されるということがあげられる。す

なわち、各区画整理事業等の立ち上げの段階で調査・設計等に携わると該当する区画に係

る予備知識を得ることができることから、次回以降の指名競争入札においては委託業務を

行う前提条件となる前段階のデータの分析等の作業を省くことができ、その分低い金額で

入札することが出来ることが予想される。

イ．結論

一括して発注することも検討すべきであると考える。一括発注とすることにより、個別

に発注する場合と比較して、規模のメリットによる委託先での間接費削減が見込まれ、よ

り低い金額で入札されることが期待できるためである。

区画整理事業等は段階的に業務を進めていくものであり、各業務の結果に基づいて次に

行う測量・設計業務等を決定するため、立ち上げ段階において区画整理事業等を一括して

発注することは困難とのことであるが、一方で同時期に実施する業務については一括して

発注することも可能であると考える。同じ区画整理事業等に係る委託業務であれば、基本

的に委託業務は同一地区で実施されることから、同時期に実施する業務を一括発注しても

業務を進めるに当たり支障はなく、間接費削減が期待出来るものと推測される。実際に平

成16年度においても、同じ区画整理事業等に係る委託業務で、同時期に実施された業務は

存在したため、このようなケースにおいては委託業務を一括発注することについて検討す

ることが望まれる。

また、選定業者一覧の第2表を用いた指名競争入札のうち、清水駅周辺整備課で執行され

た入札の入札結果を見ると以下のとおりであり、清水駅西土地区画整理事業及び清水駅東

土地区画整理事業においては落札業者がＢ社に固定しているものの、この入札結果だけを

見る限り「Ｂ社が全て落札できたのは上記にあげた理由等により価格競争力があったため」

と考えるには、あまりにも第2位以下との入札価格の差が僅少であることがわかる。
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（単位：千円、%）

入札価格の順位
業務名

予定

価格 Ｂ社 2位 3位 4位 5位 6位 7位

15,225 15,330 15,330 15,351 15,361 15,382 15,435実施計画書

作成
15,514

98.1 98.8 98.8 98.9 99.0 99.1 99.4

14,175 14,227 14,332 14,332 14,332
換地設計等 14,422

98.2 98.9 99.3 99.3 99.3

26,040 26,145 26,145 26,250 26,355 26,355 26,407

清
水
駅
西
土
地

区
画
整
理
事
業

道路等実施

設計
26,521

98.1 98.5 98.5 98.9 99.3 99.3 99.5

2,362 2,373 2,394過年度事業費

分類等
2,405

98.2 98.6 99.5

11,865 11,980 12,075 12,075 12,096

清
水
駅
東
土
地

区
画
整
理
事
業

基準点及び出

来形確認測量
12,225

97.0 97.9 98.7 98.7 98.9

（注）1．上段は入札価格、下段は入札率（入札価格÷予定価格）

2．上表であげた委託契約のうち、清水駅周辺整備課で執行されたものを抽出

既に述べたように区画整理事業等が段階的に業務を進めていくものであるという特性を

考えると、各区画整理業務等の立ち上げの段階で調査・設計等に携わった業者が低い金額

で入札することが出来るということについては一定の理解を示すことができる。そのため、

落札しているＢ社が適正な金額で入札していたと仮定すると、第2位以下の業者が自ら入札

した金額で委託業務を履行することが出来たかは疑問が残り、第2位以下の業者は入札辞退

をせずに形式的に入札に参加しているのではないかとの推測も出来る。逆に第2位以下の業

者が適正な金額で入札していたと仮定すると、Ｂ社が他の業者の水準に合わせて割高な金

額で入札したと推測することも出来る。

いずれにしても特定の業者が低い金額で入札できると予想されるにもかかわらず、その

ことが入札結果にほとんどあらわれていない。

（２）都市計画部交通政策課

ア．現状

交通政策課で管理している静岡市内における有料の自転車等駐車場の概要は以下のとお

りである。
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（単位：千円）

駐 輪 場 名 委 託 先 契約金額

黒金町西自転車等駐車場 Ｐ社 33,048

追手町自転車等駐車場 Ｏ社 29,478

黒金町東自転車等駐車場 Ｍ社 24,612

静岡市清水駅西口自転車等駐車場 (社)静岡市シルバー人材センター 18,294

森下町自転車等駐車場 Ｈ社 15,184

静岡市草薙駅前西自転車等駐車場 (財)静岡市振興公社 13,538

青葉通り自転車等駐車場 Ａ社 10,454

静岡市清水駅東口自転車等駐車場 (財)静岡市振興公社 8,386

合 計 152,998

（注）1．契約金額は年間の金額で表示している。

2．静岡市清水駅東口自転車等駐車場は、駐車場部分にかかわる契約金額は含んで

いない。

上記の表のとおり、静岡市は有料自転車等駐車場の管理業務委託料を年間総額152,998

千円支払っていることがわかる。委託料の積算方法は、人件費合計金額に一定割合を掛け

た管理費等を加えて算出している。このような積算方法におけるコスト削減の余地がない

かどうか考えてみると、直接費である人件費については必要人員等を配置することから、

厳しいものがあるといえるが、間接費である管理費等については十分検討する余地がある

のではないかと考える。

イ．結論

間接費を下げる方法として、例えば業務内容が同一の委託に関して個々 に発注するので

はなく、一括して発注することが考えられる。一括発注することで受託先は規模のメリッ

トを享受することができ、間接費を大幅に削減することが可能になるのである。静岡市全

体で一括発注する方法、静岡地域と清水地域の二つの地域区分に分割して一括発注する方

法、あるいは地理的に隣接する例えば黒金町西自転車等駐車場と黒金町東自転車等駐車場

を一つにして一括発注する方法など、様々 な方法が考えられるが、どのような発注方法で

どのくらいのコスト削減効果が見込まれるのかについて、一度試算してみる必要はあるの

ではないかと考える。その試算結果に基づいて、一括発注方式の導入について、前向きに

取り組んでもらいたいと考える。
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なお、一括発注方式と複数年度契約とを組み合わせることによって、更なるコスト削減

効果が期待されるものと考えられるので、この点も踏まえて検討することが望ましいと考

える。なお、複数年度契約については、「１５．単独随意契約と単年度契約」で述べている

ので参照にされたい。

１３．単独随意契約とすることの検討

（１）水道メーター取替業務委託

ア．現状

水道メーターは、水道の使用量を正確に計量するため、8年に1回取り替えることが計量

法により義務付けられている。

清水地域においては分割発注による見積合わせで業者を決定しているのに対して、静岡

地域においては静岡市水道局指定工事店協同組合へ一括発注による単独随意契約を行って

いる。そのため契約金額の相違が生じてくると言える。

平成16年度における静岡地域と清水地域の水道メーターの口径別の取替金額は以下のと

おりである。

（単位：円）

静岡地域 清水地域
口 径

契約金額 契約金額

13ｍｍ 1,837.5 1,323～1,333.5

20ｍｍ 2,152.5 1,407～1,417.5

25ｍｍ 2,425.5 1,617～1,627.5

30ｍｍ ― 8,295

40ｍｍ 4,252.5 8,505

50ｍｍ 25,095 26,250

75ｍｍ 36,015 35,700

100ｍｍ 41,632 40,950

150ｍｍ 51,660 ―

口径別水道メーター取替えの契約金額を両地域で比較すると40ｍｍ及び50ｍｍの口径単

価を除くと静岡地域より清水地域のほうがコストは低いといえる。通常の一般家庭におい

ては口径が13ｍｍから25ｍｍのものがほとんどである。13ｍｍから25ｍｍの口径の水道

メーターの取替えにおいて静岡地域が清水地域の単価（清水地域の最低契約単価）で取替
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業務を行った場合のコスト削減額は以下のとおりである。

口径
静岡地域の取替数

（単位：個）

静岡地域の契約

単価（単位:円）

清水地域の契約

単価（単位:円）

コスト削減額

（単位：千円）

13ｍｍ 3,433 1,837.5 1,323 1,766

20ｍｍ 21,183 2,152.5 1,407 15,792

25ｍｍ 1,385 2,425.5 1,617 1,120

合 計 18,678

イ．結論

地方公営企業である水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目

的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない（地方公営企業法第3条）。

企業の経済性とは、企業一般に通ずる経営原則としての合理性と能率性とを主として指す

ものであり、最少の経費で最大の効果をあげることを目的とするものである。

単独随意契約は地方公共団体の契約の原則である競争性を最初から排除した例外的な契

約方法である。静岡地域の「水道メーター取替業務委託」については、業務内容等を精査

し、今後、競争原理を幅広く浸透させる入札制度の導入も検討し、その契約の透明度を高

めて行けば、委託業務をさらに効率よく行うことが可能になると思われる。

（２）水道施設周辺の除草、植木の手入れ等の業務委託

ア．現状

静岡地域においては、（社）静岡市シルバー人材センターや各地域の部農会と単独随意契

約として委託している。清水地域においては、水道施設ごとに個人と単独随意契約をして

いる。単独随意契約とした理由は、その地域に精通しているということであるが、それだ

けでは十分とはいえないと思われる。また、清水地域においては契約金額が1件当たり50

万円未満に分割して見積合わせが行われていない。

イ．結論

除草、植木の手入れ等の業務はそれほど専門的な知識を必要とするものではなく単独随

意契約とするものとも言えない。見積合わせなどの業者選定の事務処理費用はかかるとは

思われるが数年に1度は見積合わせを行い、競争原理を導入した業者選定を行うことが望ま

れる。

（３）放置自転車等移送業務委託

ア．現状

他の自治体では、放置自転車等移送業務の委託先として、シルバー人材センターに委託
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しているところが比較的多いが、静岡市では、財団法人静岡市清掃公社と単独随意契約を

締結している。単独随意契約の理由として、廃棄物収集運搬業をしており大量の処理も可

能であること、市民への対応や作業の安全性等が十分確保されること、及び産業廃棄物の

収集運搬の許可を受けていることから自転車の廃棄処分時においても、相当の安全性が確

保できるとともに大量の処理も可能であるからとしている。

イ．結論

しかし、放置自転車等移送業務の性質からして、民間の廃棄物処理業者でも十分実施可

能な業務であると考えられる。委託業務を分割して発注するなど競争原理を働かせる方法

も検討されたい。

（４）静岡ヘリポート除草業務委託

ア．現状

静岡ヘリポート除草業務を単独随意契約にしている理由として、ヘリポート敷地内の制

限区域であり、また地元農家の耕作地と隣接しているため、作業効率及び安全面の確保の

点から地域の環境を熟知していることがあげられる。

イ．結論

除草業務の性質からして、他の専門業者でも十分実施可能な業務であると考えられる。

他の専門業者と比較して地元部農家の方が、より作業効率及び安全性の確保の点で優れて

いることについて、明確かつ客観的な理由がなければ、単独随意契約にする合理的な理由

に乏しいのではないか。客観的にみると、少なくとも専門業者の方が作業効率の点で優れ

ているのではないかと思われる面もあり、複数による競争原理を働かせる方法も検討され

たい。

（５）条例の定めによる単独随意契約

ア．現状

清水地域における自転車等駐車場管理業務委託については条例の定めにより単独随意契

約になっている。

静岡市駐車場条例

（管理の委託）

第15条 駐車場の管理は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の右欄に

掲げる団体に委託する。
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清水駅西口駐車場 社団法人静岡市シルバー人材センター

清水駅東口駐車場及び草薙駅前駐車

場

財団法人静岡市振興公社

静岡市自転車等駐車場条例

（管理の委託）

第16条 次の表の左欄に掲げる駐車場の管理は、同表の右欄に定める団体に委託す

る。

静岡市清水駅西口自転車等駐車場 社団法人静岡市シルバー人材センター

静岡市清水駅東口自転車等駐車場及

び静岡市草薙駅前西自転車等駐車場

財団法人静岡市振興公社

自転車等駐車場管理という同じ委託業務にもかかわらず、静岡地域は指名競争入札を実

施し、清水地域は条例の定めによる単独随意契約になっているのは、合併前の旧清水市自

転車等駐車場条例等を合併後においてもそのまま引き継いでいるためである。

イ．結論

合併後、同じ静岡市において、契約形態が相違しているのは整合性に欠けているといえ、

まして競争原理の働かない単独随意契約を継続しているのは合理的理由に欠けているとい

える。

合併初年度にあたる平成15年度はともかく、翌年度の平成16年度においては速やかに条

例を改正して、指名競争入札を実施する必要があったのではないかと思われる。今後、蒲

原町との合併が控えており、委託業務における統一的な扱いが速やかに実施されることを

希望したい。

なお、平成17年10月の議会において条例が改正され、平成18年度から清水地域における

自転車等駐車場管理業務委託については、静岡地域と同様に指名競争入札が実施され、清

水駅東口駐車場については指定管理者制度が導入される予定になっている。

（６）定期的な単独随意契約の見直し

ア．現状

静岡ヘリポート警備業務は、受託者の所有する機器を設置して行う業務のため、他業者

に委託した場合は、機器取替工事期間中の警備業務に数日の空白が生じてしまうため、単
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独随意契約にしている。このような業務であっても、交通政策課では、機器の減価償却期

間到来時あるいはリース期間満了時には、複数の見積書を入手する見積随意契約を実施し

ているとのことであったが、その根拠となる規程類はないとのことであった。

イ．結論

上記のように単独随意契約であっても、定期的に見積合わせによる随意契約を実施する

ことが望ましい委託業務もあるが、このような取扱いが静岡市として統一したものがなく、

各担当部署に任されているのが現状である。

静岡市として統一した取扱いをするためにも、規程類に織り込むなどして文書として明

文化することが必要であると考える。

（７）単独随意契約と競争性について

ア．現状及び問題点

学校給食課において、「包括外部監査の結果に関する報告書 １２．教育委員会学校給食

課 （１）概要 イ．平成16年度における委託契約の状況」に見られるとおり、学校給食

課では単独随意契約の割合が、件数で61.4%、金額で85.7%と極めて高い。継続的な委託業

務に至っては、金額で90.9%と委託料のほとんどが単独随意契約で占められている。

また、今回、年間の委託料が1,000万円以上の単独随意契約7件の内容を調査したが、そ

の結果、次のような状況が見受けられた。

○ 委託先の業者が固定化されている。

○ 契約金額の予定価格に対する比率は、極めて高い水準である。

イ．結論

単独随意契約は競争性を排除した方法であることから、入札の方法に期待される競争性

の効果が発現しないのも当然である。しかしながら、「包括外部監査の結果に関する報告書

１２．教育委員会学校給食課 （２）指摘事項 ア．単独随意契約について」で述べた

とおり、調査した単独随意契約の中には、その採用の適否について、今後、入札または見

積合わせの採用を検討すべき委託業務も数多く存在するものと考える。

ただし、競争性の確保の側面から競争入札等の契約方法を採用することにより、毎年業

者が変わってしまうことも、市にとっては問題であろう。今回抽出した委託業務は、全て

学校給食にかかる業務であり、そこで求められることは食の安全であり、おいしい給食を

提供することである。毎年業者が変わることは、食の安全や品質が脅かされる危険性を孕

んでいる。

この点について、実務上は、“ 藁科学校給食センター調理等業務”で採用している方法が
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参考になると考える。“ 藁科学校給食センター調理等業務”では、当初の業者選定において

プロポーザル方式（見積合わせ）を採用しており、その後数年間は当該業者と単独随意契

約を結ぶことで前述した危険を回避するとともに、数年に一回業者の見直しをすることで、

業者選定における競争性を確保しようとしている。

前述したとおり、単独随意契約は競争性が全く働かない契約方法であり、その採用の範

囲は限定的に考えるべきである。したがって、毎年業者が変わることによって支障の無い

業務の履行の確保が困難になるような委託業務であっても、コスト削減の見地からは競争

性を確保するための手法を必ず検討することが必要である“ 藁科学校給食センター調理等

業務” に見られるように、少なくとも数年に一回は業者の見直しをすることもひとつの方

法であり、また、自治体の制度に絡む問題ではあるが、数年間にわたる長期継続契約を検

討すること（「１５．単独随意契約と単年度契約」を参照）も必要であろう。

１４．指名競争入札及び見積随意契約における不調随契

（１）現状

入札または見積執行において、入札（見積）執行が2回行われても予定価格の範囲内のも

のがいない場合は、2回目の最低価格者との口頭の協議による随意契約となる。これを不調

随契というが、公園緑地課においても、「包括外部監査の結果に関する報告書 ９．都市計

画部公園緑地課 （１）概要 エ．清掃・樹木管理等の継続的な委託契約の状況 （イ）

指名競争入札及び見積随意契約の状況」ので見られるとおり、過去5年間において不調随契

が頻繁に見受けられる。

今回抽出した過去5年間の指名競争入札及び見積随意契約80件（内、12件については単独

随意契約）について、不調随契があった場合の落札率の分布は次のとおりである。

落札率 100% 99.0~99.9% 98.0~98.9% 97.0~97.9% 90.0%以下 合計

件数 1 18 4 2 1 26

（２）問題点及び結論

不調随契が行われているということは、競争原理の働きにくい状況のもとで、1対1の口

頭による協議により価格が決定するということである。したがって、そこには、見積参加

者（指名業者）の提示する見積価格が予定価格に極めて近づく危険が生まれる。上記のケー

スでも、落札率は、26件中19件が99％～100％の間にある。

公園緑地課における継続的な委託業務契約では、その多くが樹木、緑地等の管理委託業

務であり、多数の造園業者が見積合わせに参加し、落札しており、また、2回見積執行を行っ

ても見積価格が予定価格を下回らないという結果が80件中26件も発生している。



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 247

また、平成16年度における不調随契のケース5件について、第1回と第2回の入札価格の順

位を調査したところ、受託者以外はその順位に変化が見られるものの、受託者は全て第1

回、第2回とも最低の入札価格を提示していた。競争原理が有効に働いているのであれば、

最低入札価格を提示する業者に入替えがあることにもなろう。

同様に学校給食課においてもの「包括外部監査の結果に関する報告書 １２．教育委員

会学校給食課 （１）概要 エ．学校給食の調理・配送等の継続的な委託契約の状況 （ア）

単独随意契約の状況 ｂ．学校給食配送等業務」（平成12～16年度）や「ｃ．市街地・藁科

学校給食センター合併汚水処理施設管理運転業務」（平成16年度）に見られるとおり、単独

随意契約においても不調随契のケースが頻繁に見受けられる。

学校給食課における上記のケースでも、契約金額の予定価格に対する比率は、全て

99％～100％の間にある。

指名競争入札や見積随意契約においては、競争原理が有効に働くような対策を早急に講

じることが必要と思われる。

１５．単独随意契約と単年度契約

（１）現状及び問題点

地方公共団体の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までであり、各会計年度における歳

出は、その年度の歳入をもって充てなければならないとされている（会計年度独立の原則）。

したがって、契約についても、会計年度内に履行、検収が完了するものに限って認められ、

翌年度以降にわたって支出の原因となる契約は、例外を除き締結することができないこと

になる。

委託契約もこの原則に従っていることから、たとえ継続的に役務の提供を受ける業務で

あっても、毎年、入札または見積執行を行い、契約を締結することが必要となる。

今回調査の対象とした委託業務の中にも、毎年継続した委託業務が数多く存在するが、

例外なく全ての業務について、毎年、予定価格の決定、入札（見積）執行、契約の締結と

いった一連の事務処理を行っている。そこでは次のような状況が見受けられた。

① 受託業者は毎年同一である。（単独随意契約、指名競争入札）

② 契約金額の予定価格に対する比率は全般的に高い水準にある。

③ 落札率は全般的に高い水準にある。

④ 予定価格が毎年同じ水準であるケースが多い。

（２）結論

公正な競争を促進し、最少の経費で最大の効果を挙げるために入札（見積）執行を行っ
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ているにもかかわらず、実態は、受託者が変わらず、落札率も高いという状況となってい

る。また、毎年契約締結に至る事務処理のコストも無視できないものと思われる。

このような状況を改善するためにも、長期継続契約を採用できれば次のようなメリットが

期待できるものと考える。

① 一度契約締結を行えば、翌年以降数年間は契約締結をする必要が無いことから、契

約にかかる事務処理コストの削減が図れる。

② 業者にとっても、長期間にわたる収益が保証されることから、入札（見積）執行に

おける競争意識が高まることが期待できる。

経常的かつ継続的に役務の提供を受ける委託業務については、名古屋市などで長期継続

契約を採用できるよう条例が制定されており、静岡市においてもぜひ検討すべきものと考

える。

１６．委託先に対する管理

（１）現状

中央卸売市場の汚水処理場の運転管理業務の委託業務仕様書において、汚泥供給ポンプ

が点検項目となっており、電量値、送泥状況を確認することとなっている。電流値、モニ

ター等の運転状態の確認は、1日に2回行うこととなっている。しかし、委託業者が市に提

出する「静岡市中央卸売市場汚水処理場日報」の平成16年分を閲覧したところ、供給ポン

プの点検が週に１回行われていた。担当者に確認したところ、供給ポンプ・消泡ポンプに

ついては、常時使用するものでないため、週１回程度点検しているとのことである。

（２）結論

しかし、委託業務が契約どおりに実施されているが明瞭にわかるように汚水処理場日報

においては、そのことが明確にわかるように「備考欄」にその旨を記載することが望まれ

る。そのことによって、委託業務が契約どおりに実施されているかを容易に確かめること

ができると言える。

１７．委託先における予算の流用

（１）現状

健康文化部スポーツ振興課において、「公の施設に係る管理運営委託」では年度末に委託

料の精算が行われており、契約価格及び精算後委託料はともに各費用の内訳が明らかにさ

れている。ここで各委託契約について光熱水費の契約価格と精算後委託料とを比較すると

以下のとおりであり、精算後委託料が契約価格を下回っているものが大半で、その差額も

大きいことがわかる。
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光熱水費における契約価格と精算後委託料との差額及び増減率

（単位：千円、％）

業務名 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

清水総合運動場

管理運営業務委託

885

(13.5)

△7,702

(△42.7)

△14,257

(△45.7)

△7,641

(△33.2)

△4,872

(△23.4)

日本平運動公園

管理運営業務委託

△2,616

(△10.6)

△1,909

(△7.8)

△2,002

(△8.1)

△2,452

(△10.3)

△4,058

(△15.8)

清水ナショナルトレーニング

センター管理運営業務委託
-

△20,259

(△29.5)

△13,114

(△22.2)

△10,094

(△17.7)

△4,304

(△8.3)

静岡市ふれあい健康増進館

管理運営業務委託
-

△9,128

(△11.1)

△12,029

(△16.1)

△17,661

(△22.9)

△18,098

(△23.1)

清水蛇塚スポーツグラウンド

施設運営管理業務委託
-

△366

(△10.1)

△191

(△5.2)

△56

(1.5)

△465

(△13.2)

清水清見潟公園体育館等

運営管理業務委託

△1,380

(△7.7)

△819

(△3.4)

△2,264

(△9.5)

△4,712

(△19.8)

△5,424

(△22.6)

一方で、修繕費の契約価格と精算後委託料を比較すると以下のとおりであり、精算後委

託料が契約価格を上回っている場合が多く、また、その上回っている金額も大きいことが

わかる（10百万円以上で2件、5百万円以上で8件）。また、「公の施設に係る管理運営委託」

では平成13年度の「静岡市ふれあい健康増進館管理運営業務委託」を除き、精算後委託料

は契約価格を下回っており委託料の増額はないことから、このような修繕費の増額分は上

記で述べた光熱水費等の余った予算を流用したものであると考えられる。

修繕費における契約価格と精算後委託料との差額及び増減率

（単位：千円、％）

業務名 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

清水総合運動場

管理運営業務委託

△277

(△4.3)

3,373

(138.0)

11,553

(636.1)

7,294

(429.8)

226

(1.5)

日本平運動公園

管理運営業務委託

1,052

(33.1)

2,716

(137.8)

8,430

(593.2)

7,907

(537.8)

△419

(△10.8)

清水ナショナルトレーニング

センター管理運営業務委託
-

594

(23.7)

21,920

(1107.0)

6,405

(275.0)

2,847

(40.1)



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 250

静岡市ふれあい健康増進館

管理運営業務委託
-

△0

(△0.0)

△961

(△15.2)

9,076

(765.9)

5,329

(777.9)

清水蛇塚スポーツグラウンド

施設運営管理業務委託
-

545

(111.6)

△54

(△6.3)

80

(18.3)

△52

(△3.8)

清水清見潟公園体育館等

運営管理業務委託

715

(141.8)

3,392

(234.2)

1,573

(184.4)

4,343

(353.6)

968

(22.5)

（注）主な増加の理由

年度 業務名 増加の理由

14年度
清水総合運動場

運営管理業務

国体開催に伴う修繕

15年度
清水ナショナルトレーニング

センター運営管理業務委託

ワールドカップ開催時ロシア代表

チーム受け入れに伴う修繕・警備強化

そして、このように受託者である（財）静岡市振興公社が予算の流用を行う際には、委

託料の金額を変更する場合などとは異なり、委託者である静岡市の決裁は必要とされてい

ない。多額となる予算の流用が生じる場合には（財）静岡市振興公社が独断で流用を行う

のではなく、事前にスポーツ振興課と財政部財政課が協議し、その報告を受けたうえで予

算の流用を行っているとのことであるが、静岡市の決裁という形はとられていない。

一方で、静岡市が直接執行する歳出の予算を流用する場合には、流用は予算の内容の一

事項であることから財政部財政課の専決事項とされている。具体的には担当課の長が事前

に財政課と協議のうえ、担当課で以下の基準により決裁を受けた後、財政課に持参し、次

の決裁基準により決裁を受けることとなっている。

流用額 担当課での決裁 財政課での決裁

1,000万円未満 主管課長（担当課の長） 財政課長

3,000万円未満 主管部長 財政部長

5,000万円未満 財政局長

5,000万円以上
主管局長

助 役

（２）結論

このように静岡市が直接執行する歳出において予算を流用する場合と、委託先が予算を

流用する場合とでは決裁上の取り扱いが異なる。もちろん、僅少なものも含めた全ての予

算流用について静岡市の決裁を求めることは、実務上煩雑であり、それによるメリットも
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小さいと考えられる。しかし上記のように金額の大小にかかわらず静岡市の決裁は不要で

あるとすると、予定価格決定の際の決裁が形骸化するおそれもあることから、委託先にお

ける予算の流用であっても金額的重要性の高いものについてはあらかじめ静岡市と協議

し、そのうえで委託先が予算を流用するよう改めるべきであると考える。

１８．利用料金制の運用方法

（１）現状

静岡市清水ナショナルトレーニングセンター条例第9条第3項では、利用料金の支払等に

関して以下のように規定されており「清水ナショナルトレーニングセンター運営管理業務

委託」においては利用料金制を採用していることがわかる。

静岡市清水ナショナルトレーニングセンター条例

（利用料金の支払等）

第９条 利用者は、センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を前条

の規定によりセンターの管理の委託を受けたもの（以下「管理受託者」という。）

に支払わなければならない。

２ 利用料金は、管理受託者が別表第1から別表第5までに定める利用料金の限度額

の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて定める。

３ 市長は、管理受託者に利用料金を当該管理受託者の収入として収受させるもの

とする。

ここで利用料金制とは、「普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者に当該

公の施設の利用に係る料金を当該管理受託者の収入として収受させることができる（地方

自治法第244条の2第4項）ことをいう。

通常であれば利用料金は地方公共団体の収入となるが、利用料金制を採用し、利用料金

を受託者の収入とすることにより、以下の2つのメリットをあげることが出来る。

① 利用料金を地方公共団体の収入とする場合、利用料金収入が増加しても受託者の収

入は増加しないため、受託者にとっては利用料金収入の増加によるメリットはなく、

利用料金収入を増加させようというインセンティブは期待できない。しかし、利用料

金制を採用することにより利用料金収入が受託者の収入となるため、施設利用を促進

することにより収入を増加させようという受託者のインセンティブが期待できる。

② 利用料金を地方公共団体の収入とする場合、受託者が金額を確認したうえで施設の

使用料収入を地方公共団体に振り込み、地方公共団体でも振り込まれた使用料収入に

ついて金額の確認をして歳入事務を行う必要があるが、利用料金制を採用することに

よりそのような重複した事務手続がなくなり事務の効率化が期待できる。
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しかし、「清水ナショナルトレーニングセンター運営管理業務委託」での利用料金制の運

用方法を見ると、利用料金収入は確かに受託者である（財）静岡市振興公社の収入となっ

ているものの、この収入が委託料精算の対象となっているため、当初予算と比較して実際

の利用料金収入が少なければその分の委託料の支払を受けることになり、逆に実際の利用

料金収入が多ければその分の委託料を返納することになる。過年度における利用料金収入

に係る精算状況を見ると以下のとおりであり、いずれの年度においても利用料金収入の決

算額が予算額を上回っているため、それに相当する金額が返納されている。

（単位：千円）

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

予算額 - 159,300 161,118 169,075 174,159

決算額 - 170,266 172,279 177,218 185,268

差引（返納額） - 10,966 11,161 8,143 11,109

そのため利用料金収入が増加しても、静岡市の委託料が減少するだけで（財）静岡市振

興公社の収入が増加するわけではなく、利用料金制のメリットのうち①が活かされていな

いことがわかる。このように利用料金制を採用しているにもかかわらず、そのメリットを

十分に活かしていないことから、施設利用料収入を委託料精算の対象外とするなどにより、

受託者のインセンティブ及びそれに伴う施設の利用促進のメリットを活かした利用料金制

を採用すべきであると考える。

なお、静岡市では平成18年度からの本格的な指定管理者制度の導入に併せて利用料金制

の取扱方針を定めている。それによれば利用料金制を採用するケースは独立採算が可能な

ものに限定しており、これを受けて「清水ナショナルトレーニングセンター運営管理業務

委託」においても平成18年度からは利用料金制を採用しない方針としている。しかし地方

公共団体の手がけている事業から考えて、独立採算が可能であり、かつ地方公共団体が主

体となって設置・管理運営する必要のある公の施設は極めて稀であり、これでは事実上利

用料金制のメリットを放棄してしまっているといえる。

利用料金制は独立採算が可能な施設に限定された制度ではなく赤字の施設にも適用可能

であるため、利用料金制のメリットを考えると静岡市の定めた利用料金制の取扱方針は、

公の施設の効率的・効果的な利活用に対する取り組みとしては消極的と言わざるを得ない。

そもそも、赤字の施設にこそ利用促進が求められているのであるから、利用料金制の取

扱方針の見直しを行い、公の施設の効率的・効果的な利活用に資するものに改められるこ

とを期待したい。以下、赤字の施設の場合を含め、より効率的・効果的な利用料金制の考
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え方について述べる。

（２）利用料金の決定方法

具体的な利用料金については公益上必要があると認められる場合を除いて、条例の定め

るところにより受託者が地方公共団体の承認を受けて定めることができるとされている

（地方自治法第244条の2第5項）。この際、条例では利用料金の具体的な金額は定めず、上

限を示すことが望ましいと考える。なぜなら、受託者にある程度自由に利用料金を設定で

きる権利を認めることにより、受託者の自主的な経営努力の発揮が期待できるためである。

（３）利用料金の水準

利用料金の水準は適正なコスト計算を実施し、その情報に基づいて決定する必要がある。

このことは利用料金で賄うべきコストを決定することでもある。

（４）利用料金収入で賄われないコストの取り扱い

利用料金収入で受託者の管理運営コストを全て賄うことができれば、独立採算制として

の利用料金制となり望ましい形態になるものと考えられるが、上記でも述べたとおり実際

には管理運営コストの全てを利用料金収入で賄うことが出来るケースは稀である。そこで、

利用料金収入で賄うことが出来ないコスト分については、静岡市が委託料として受託者に

対して支払うことになる。ここで、利用料金収入で賄われない運営コストを実費精算する

方式を採用すると「清水ナショナルトレーニングセンター運営管理業務委託」と同様に利

用料金制のメリットを十分に活かすことが出来ない。これを回避するためには、最初から

一定金額の委託費とする固定方式、あるいは何らかの目標水準を定めてその達成状況に応

じて委託料を支払う業績連動払方式などを採用することが考えられる。

（５）利用料金制の導入により黒字や赤字が発生した場合の取り扱い

受託者の経営努力の結果黒字が発生した場合には、その黒字額を事業運営財源に充てさ

らなる利活用促進が図られることが望まれる。一方で委託者である静岡市としては、黒字

発生に伴い委託料削減のインセンティブも働くため、黒字額を受託者と静岡市とでどのよ

うに分配するかのルール作りが必要となる。

逆に赤字となった場合、公の施設の管理運営に支障をきたすことは許されないため静岡

市としては赤字額填補のため委託料を増額する必要も生ずるが、これが安易に行われると

受託者の経営努力が期待できなくなるといった弊害が発生する。そのため静岡市の負担す

るリスクと受託者が負担するリスクを事前に明確に定め、これに基づき発生した赤字・黒

字の取扱いを決定する必要がある。

具体的には、赤字となった場合、リスク分担の考え方に基づいて受託者が負担すべきも
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のについては静岡市としては委託料の増額を行わない。ただし、受託者が赤字額を負担す

ることにより適正な公の施設の管理運営に支障をきたすおそれがある場合には、資金の貸

付けを行い、翌年度以降に発生した黒字額で返済することとする。また、赤字額を静岡市

が負担すべきものである場合には、委託料を増額し、追加支出するものとする。

１９．中央公民館における精算方式の受付業務委託契約

中央公民館の受付業務は静岡市の出資団体である（財）静岡市文化振興財団へ委託して

いる。当該委託における積算では、人件費が大きな割合を占めている。

当初分の契約で見込んだ人件費に変更が生じた場合には、変更契約書において人件費を

追加したり、また返納したりすることとなる。平成16年度において長田公民館の派遣につ

いては当初非常勤の予定であったが、財団内での予定非常勤者が育休になってしまい、代

替の確保ができなかったため、臨時職員で充当し、結果として給与費を賃金とした単価差

が生じてしまい、変更契約書をもって6,232千円の精算返納をした。

公民館受付事務等委託料に関する契約書第4条において「財団は、委託業務終了後、委託

業務執行に要した年間経費を精算し、その結果残額が生じた場合は、財団はその残額を静

岡市に返納しなければならない。」と規定されている。たしかに当初の契約から予期しない

理由により変更事由が生じたものであり、契約変更には客観的かつ合理的な理由がある。

しかしながら、公民館の受付業務はほとんどが人件費的な要素であり、財団で人件費削

減の努力がなされたとしても財団の利益には貢献しないものとなっており、財団において

コスト削減のための動機付けが起りえない状況となっている。

その改善策のひとつとして、市と財団との間で結ばれている業務委託契約を委託金額の

定額制に移行することが考えられる。すなわち、市から財団に対して支払われている業務

委託費用は最終的には年度末の実費精算というかたちをとっているが、このような精算方

法だと、たとえ業務委託費用が当初予算額を下回ったとしても余剰金は市に返納されるの

で財団としてはコストを削減してより効率的な運営をしていくという意識が希薄化するお

それがあるし、逆に業務委託費用が当初予算額を超えてしまったとしても不足額が市から

支払われる場合も同様にコスト意識の希薄化を招くおそれがあると考える。すなわち、精

算方式による契約方法は、契約金額が契約の終了しなければ確定しないこととなり、予算

編成においても不確実な要素が多く入り込むことともなる。業務委託費について原則とし

て一定の定額制を導入することにより、コストを削減してより効率的な運営を目指すこと

も期待される。

公民館はもっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 255

させ、その他営利事業を援助することは禁じられている（社会教育法第23条1項1号）。しか

し、コスト削減の努力を行うことは禁じられておらず、財団がコスト削減のための努力を

行った場合にはその効果が評価できるようなシステムを構築することが望まれる。

２０．業務を委託することの効果

（１）現状

「学校給食用物資購入事務及び小・中学校給食補助業務」については、委託業務完了後、

年間経費を精算し、その結果残額が生じた場合には、静岡市学校給食会はその残額を市に

返納する契約となっている。すなわち、実際にかかった経費が当初契約の委託料の金額を

下回った場合には、静岡市学校給食会は残額を市に返金する仕組みになっている。

この委託業務は、学校給食用物資購入事務と小・中学校給食補助業務に分けられており、

予定価格の算定上も2つに分けて行われている。

積算金額のうち、人件費が73％を占めており、積算金額に大きな割合を占めている。こ

の学校給食用物資購入事務に係る人件費は、委託先の給与規則に従って計算されており、

しかも、この給与規則は、市の給与規則に準じている（ただし、市の水準よりも若干低く

抑えられているようである）。

学校給食用物資購入事務に焦点を当てて考えると、委託料について次のような特徴が見

られることになる。

・ 人件費は委託先の給与規則（市の給与規則に準じている）に従った方法で予定価

格が計算されている。

・ 人件費を含めた経費（小・中学校給食補助業務と合わせて）は、予定価格という

上限があるものの実費精算という仕組みとなっている。

（２）結論

業務を外部に委託する場合、第一に期待されることはコストの削減であるが、委託料に

大きな割合を占める人件費の計算が、市の水準よりも若干低いとはいえ、市の給与規則に

準じた先方の給与規則に従っているのではコストの削減の効果には限界がある。また、人

件費を含めた経費は実費精算となっている。これらの業務が委託という方法になじむのか

といった側面も含めて、外部に委託するこの必要性について再検討することが必要ではな

いかと考える。

２１．再委託業務

（１）再委託に係る業者決定方法

港湾会館清水日の出センター管理運営業務委託の受託者である清水港振興会では業務の
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再委託を行っているが、再委託の必要性について検討された資料が作成されていない。

契約事務は、透明性の確保・公正な競争の促進・適正な履行の確保・不正行為の排除の

徹底などがあげられるが、再委託を無制限に認めると、これらの基本原則を事実上無効と

してしまうからである。したがって、業務の再委託を行う場合にはその必要性を検討し、

必要以上に委託業務が再委託されることを防ぐ必要がある。

同様のことは静岡市の委託事務に係るマニュアルにも記載があり「再委託が認められる

のは、業務の性質や相手方の特殊性から、契約の履行確保を図るために、業務の一部につ

いて履行者を変更した方が有利であると認められ、履行者を変更しても不利益を被るおそ

れがまったくない場合に限られる。」と定められている。

契約事務の基本原則に則って契約事務を執行していることの説明責任を果たすために

は、再委託の必要性について検討した際の資料を残す必要があると考える。

静岡市では指名競争入札を実施する場合の指名業者数に関して次のように定めている。

①指名競争入札の場合 ※「程度」とは、±1

1件積算金額が100万円以下の契約 3者程度

1件積算金額が100万円を超え500万円以下の契約 5者程度

1件積算金額が500万円を超える契約 7者程度

港湾会館清水日の出センター管理運営業務委託の受託者である清水港振興会は、再委託

を行う場合の指名業者数についての定めは特に設けられていない。再委託を行う場合には、

静岡市の条例や規則等を準用して契約事務を執行することが、やはり求められているので

はないかと考えられる。再委託契約のうち次の再委託業務が静岡市の定めと相違している

ものと認められた。

（単位：千円）

委託業務 委託業者 契約金額 業者決定方法

空気調和設備等運転保守管理

業務
Ｒ社

16,554

（9,320）
指名競争入札（5者）

清掃管理業務 Ｓ社
8,442

（4,752）
指名競争入札（5者）

空調設備定期保守管理業務 Ｔ社
5,439

（3,062）
指名競争入札（3者）

（注）（ ）内は静岡市の負担金額である。
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上記に記載した再委託契約は全て1件当り積算金額が500万円を超える契約であり、静岡

市の定めに照らすと6者以上の指名業者が必要なケースに該当するものと考えられる。な

お、港湾会館清水日の出センターは、静岡県との共同所有の建物であるため、静岡県とも

調整したうえで指名業者数についての定めを設けることになると考えられる。

（２）再委託の必要性について検討された資料が作成されてない

健康文化部スポーツ振興課において「公の施設に係る管理運営委託」では、受託者であ

る（財）静岡市振興公社が業務の再委託を行っている。本来であれば受託した業務の全て

を受託者自身が行うべきであり、原則として再委託は認めるべきではない。なぜなら契約

事務の基本原則として、透明性の確保・公正な競争の促進・適正な履行の確保・不正行為

の排除の徹底などがあげられるが、再委託を無制限に認めると、これらの基本原則を事実

上無効としてしまうおそれがあるからである。したがって、業務の再委託を行う場合には

その必要性を検討し、再委託する委託業務の範囲は必要最小限とすべきである。

同様のことは静岡市の委託事務に係るマニュアルにも記載されており「再委託が認めら

れるのは、業務の性質や相手方の特殊性から、契約の履行確保を図るために、業務の一部

について履行者を変更した方が有利であると認められ、履行者を変更しても不利益を被る

おそれがまったくない場合に限られる。」と定められている。

健康文化部スポーツ振興課では受託者が再委託する業務がある場合、契約を締結する際

に再委託する業務として認められるものであるかを検討しているとのことであるが、検討

したことを示す資料は作成していない。そのため、再委託の要否について実際に検討され

たか、また再委託する必要があると判断した結果に問題はなかったかを確認することはで

きなかった。

上記の委託契約はいずれも公の施設の管理運営にあたるため、委託先が地方公共団体の

出資法人等に限定されており、かつ、（財）静岡市振興公社に設備保守等の専門家をおくこ

とは経済面で効率的ではないことから、一部の業務について再委託を実施することには一

定の合理性があると推測される。しかし、再委託が必要であるかを検討した資料が残って

いないため、そもそも検討したかがわからず、また再委託する業務の範囲として適切であ

るかを確認することが出来ないことから、契約事務の基本原則に則って契約事務を執行し

ていることを明らかにするために、再委託の必要性について検討した際の資料や議事録を

残す必要があると考える。

また、駿府匠宿の場合、再委託業務の必要性については、委託業務について予算を作成

する際に再委託が必要であるかの検討をしているが、検討したことを示す資料は作成して
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いないとのことである。確かに駿府匠宿の管理運営を行うに当たって、設備保守等一定の

業務について再委託を実施する必要性が認められ、それ自体までは否定するものではない

が、契約事務の基本原則に則って契約事務を執行していることを明らかにするために、再

委託の必要性について検討した資料等を残す必要があると考える。

（３）委託料の精算の際の検収

健康文化部スポーツ振興課において「公の施設に係る管理運営委託」では、年度末に委

託料の精算が行われるため、契約価格と実際に支払われる委託料の金額は相違することと

なる。

このように、上記の委託契約は他の委託契約のように契約締結時に委託料が決定するの

ではなく、年度末の精算時に委託料が決定するため、予定価格の積算以上に精算額が適正

であるかの検証が重要な手続きであると言える。

スポーツ振興課では精算額が適正であるかについて検証するため、（財）静岡市振興公社

から精算額の報告を受けた後、内部での決裁を行う前に（財）静岡市振興公社に出向き、

流用調書・支払調書などを査閲し、その結果をもって精算に係る決裁にかけているとのこ

とである。

しかし、内部の決裁にはかけているものの、精算額が適正であったかについての検証資

料は作成されておらず、また上記の内部決裁は精算の処理を行うことについての決裁であ

り、精算額が適正である旨はどの文書にも示されていない。そのため、どのような過程を

経て精算額が適正であるとの結論に至ったのかがわからず、また精算額が適正であると判

断した結果が明示されていないため、その結論についての責任の所在が曖昧となっている。

上記で述べたように、これらの委託契約においては精算額が適正であるかの検証が最も

重要であると考えられることから、精算額が適正であるかの検証に当たっては検証の手続

きを定めるとともに、実際に行った手続き及びそれにより至った結論を文書に残し、それ

についての決裁をとる必要があると考える。

（４）再委託業務に係る管理について

再委託とは、委託業務の受託者が、第三者に対し、委託業務の全部または一部の実施を

委託し、または請け負わせることである。地方公共団体の契約は、契約の相手方として特

定のものを公正に選定した上で、契約の履行確保を図るものであるため、再委託等により、

その相手方以外の者に契約の履行を確保させることは、適正な履行の確保の観点から、原

則的に認めることはできないとされる。ただしあくまで例外的に、業務の性質や相手方の

特殊性から、契約の履行確保を図るために、業務の一部について履行者を変更したほうが
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有利であると認められ、履行者を変更しても不利益をこうむる恐れがまったくない場合に

限って再委託が認められる。

㈱駿府楽市との間で締結された静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」管理運営業務

委託契約書においても、再委託について原則的に禁じ、特例として以下のように規定され

ている。

静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」管理運営業務委託契約書

（再委託等の特例）

第12条 前条第2項の規定にかかわらず、乙は、別紙仕様書４（１）全て及び（２）

⑪、⑫、⑭、⑮及び⑯に規定する業務については、第三者に対し、その全部若し

くは一部の実施を委託し、又は請け負わせることができるものとする。

２ 前項の場合において、次に掲げる事項については、委託業務又は請負業務の実

施に関する静岡市の条例、規則等の関係規定を準用し、甲の指示に従い実施しな

ければならない。

（１） 業者の選定

（２） 契約の締結（見積執行、契約書式等）

（３） 当該業務の履行の確保及び検査

（４） その他甲が必要と認める事項

３ 乙は、第１項の規定により第三者に対し、委託し、又は請け負わせるための契

約を締結したときは、直ちに当該契約書の写し等を甲に提出しなければならない。

４ 乙が第１項の規定により第三者に対し、委託し、又は請け負わせた場合におい

て、甲は必要があると認めるときは、いつでも当該業務の処理状況について指示

し、又は検査することができる。

（注）文中における甲及び乙は、それぞれ静岡市及び㈱駿府楽市を表している。

駿府匠宿管理運営業務委託においては、当初駿府匠宿の管理運営業務を委託した際に上

表中の事項に関するマニュアル等を作成し、選定の手順等についての必要な指示を行った

が、その後の年度に関しては、契約書の写しを入手し内容を確認しているものの、再委託

の実施手順等の確認は行っていないとのことである。初年度に必要な指示を行っており、

㈱駿府楽市が次年度以降これを順守して適切に再委託を実施している限り問題はないとい

えるが、その検証を行っていないとすれば、適正な執行を確認していないということであ

り、管理としては不十分であるといえる。

駿府匠宿における再委託業務は多岐にわたり、再委託にかかる費用も平成16年度でおお
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よそ35,000千円となっており、委託料全体に占める割合が約16.5％に及んでいる。このこ

とからも、静岡市として再委託業務を適切に管理することが重要であり、毎年度、受託者

である㈱駿府楽市と再委託先との契約事務が適切に執行されているかを検証する必要があ

ると考える。

２２．駿府匠宿における雇用形態の見直し

平成16年度体験施設及び駐車場の利用件数

（単位：件）

体験施設

一般体験

竹染体験 陶芸体験 別館体験
教室体験

駐車場

4月 347 324 301 54 1,617

5月 1,312 976 826 0 2,578

6月 934 478 442 0 1,035

7月 927 407 548 41 1,577

8月 2,068 1,199 1,358 0 3,961

9月 790 502 552 0 1,610

10月 1,020 827 599 42 1,329

11月 1,078 504 561 0 1,186

12月 976 343 293 0 930

1月 1,358 1,183 448 43 1,771

2月 1,682 604 543 0 2,337

3月 562 545 588 0 1,803

（注）竹染体験は、竹千筋細工及び染物の創作体験を、陶芸体験は陶芸の創作体験を、別

館体験はレーザー加工やサンドブラスト、ガラス工芸の創作体験を行う施設である。
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上表及びグラフは、駿府匠宿における平成16年度の体験施設及び駐車場の利用件数の月

別推移である。各体験施設及び駐車場において、その利用件数が最も多い月と最も少ない

月に上表中で網掛けを付している。これを見ると、利用件数の最も多い月と最も少ない月

との変動が大きく、利用件数の最も少ない月は、最も多い月と比較して、竹染体験で約6

分の1、陶芸体験で約4分の1、別館体験で約5分の1、駐車場では約4分の1となっていること

がわかる。

このような傾向があるにもかかわらず、駿府匠宿では、それぞれの施設で通年の従事者

が5名から6名と固定的である。利用件数の多い日や月に応じて、各体験施設間で人員配置

を入れ替える等の対応は行っているとのことであるが、さらなる改善余地はあるものと考

えられる。

必要最低限の人員の確保は当然であるが、常勤雇用者を減らし、臨時雇用を増やすなど、

雇用形態を見直すことでコスト削減の余地はある。市は、業務の実態に応じてさらに柔軟

な人員配置を指導し、委託料の低減を図る必要があるのではないかと思われる。

２３．指定管理者制度

（１）指定管理者の公募の必要性の検討

平成15年6月に地方自治法の一部が改正され、地方公共団体における「公の施設」につい

て、指定管理者制度が導入された。これまで、公の施設を地方公共団体以外のものが管理

する場合でも、その公共性を重視し、多数の住民に均等な役務を提供するために公共団体、

公共的団体及び政令で定める出資法人に限り管理委託することが許されていたが、この改

正により、株式会社などの営利法人や、ＮＰＯ法人、さらには法人格を有しない民間団体

にまで門戸が開放された。民間事業者のノウハウを活用することにより、管理に要する経

費の削減や、利用者に対するサービスの向上が期待できるということが改正の大きな趣旨

のひとつである。この制度改正の趣旨からいえば、指定管理者の選定に当たり、特定業者

にのみ申請させるよりも、公募等により複数の申請者に事業計画書を提出させる運用が望

ましいものといえる。静岡市における指定管理者制度運営の方針においても公募を原則と

するものとされ、ただし公募になじまない施設については、複数または単独の団体に限定

して募集することができるとされている。

静岡科学館においては、指定管理者の選定に際して、財団法人静岡市文化振興財団にの

み申請させており、特に公募等の措置を行ってはいない。これは、静岡科学館においては、

その前身となる旧市立児童会館の精神、実施事業等を確実に継承することを大きな柱とし

ているためであり、また、当該事業等を確実に行っていくためには、教員有資格者等の科
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学的人材や科学を基軸とする交流ネットワーク等が築かれている必要があるとの理由によ

るものである。静岡市文化振興財団は、同財団が設立された翌平成7年4月以降、旧市立児

童会館が閉館となる平成15年11月までの間にわたって同会館の管理を静岡市から受託して

いた経緯がある。したがって、旧市立児童会館の管理運営について十分な実績を有してお

り、また、この間に財団内部に蓄積された科学に関する専門ノウハウを保持し、科学的人

材を多く確保し、それらの人材を通じた科学のネットワーク等も構築しているというもの

である。

確かに旧市立児童会館の精神及び事業の継続性を大きな柱とするのであるなら、その管

理を受託していた実績のある静岡市文化振興財団が指定管理者に最もふさわしい団体とい

える。また、その間に構築されたノウハウやネットワークも十分に有していると思われる。

けれども、あくまで民間団体の活用による経費削減の効果またはこれまでと異なるサービ

スの提供といった改正の趣旨からするならば、旧市立児童会館を閉館し、静岡科学館を開

館させる時期こそ公募によって指定管理者制度の趣旨を発揮させる大きなチャンスであっ

たともいえなくはないであろう。そもそも地方自治法を改正し、民間事業者を活用すると

いった規制緩和の流れの中で、あくまで旧事業の継続性を目的としていること自体が改正

の趣旨には即していないともいえる。

ただし、やみくもに民間事業者を活用することが必ずしも適切であるとはいえない。営

利追求のために利用料金が上がったり、経費削減重視によりかえってサービスが低下する

ことも考えられるし、従前の委託先に必要十分な管理能力があると認められれば、当該団

体が指定されることが望ましい場合もある。また、公募が必ずしも法令の規定によるもの

ではないし、条例の定めにおいて指定管理者を公募しない旨を定めることも可能である。

静岡科学館の場合、開館して間もないこと、またＪＲ静岡駅に隣接する立地のよさもあ

り、平成16年度の利用者数は当初予測の2倍となった。これは、静岡科学館の運営が平成

16年度に関していえば、良好に行われたことの現れでもあろう。けれども、こういった施

設の特徴として、今後はソフト事業の充実等により、よほどリピーターを呼ばない限り利

用者数が減少していくことが予想される。現時点においては、開館1年目のため収支実績や

利用実績等の推移についての期間比較が不可能であるため、管理運営面における工夫や経

費削減努力等、今後の指定期間内において指定管理者側がいかなる経営努力を行っていく

か、その結果が待たれるところでもある。

けれども少なくとも、公募を実施して他の申請団体を募り、他の申請団体と比較するこ

と自体が有するメリットもあり、公募による一定の効果は期待できると思われる。指定管
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理者の選定に係る公正を期すためにも、公募実施の必要性を次回の折には再度十分に検討

していただきたい

（２）利用料金制導入の検討

地方自治法第244条の2第8項においては、「普通地方公共団体は、適当と認めるときは、

指定管理者にその管理する公の施設の利用に関する料金を当該指定管理者の収入として収

受させることができる。」と規定されている。すなわち、公の施設の利用料を、指定管理者

が収入として受け取ることができるというものであり、これが利用料金制である。利用料

金制の特徴は、利用料等が直接指定管理者の収入となることにより、収入増のため、指定

管理者の創意工夫の余地が広がるとともに、コスト面での効率化やサービスの向上につな

がるというものである。

静岡科学館においては、利用料金制を採用しておらず、静岡市文化振興財団は必要経費

に基づいて算定された指定管理料を静岡市から受け取るのみで、利用料等は全て静岡市の

収入となる。これは、静岡科学館の公の文化施設としての性格から、中学生以下の入館料

は無料であり、収支が合い償うような収支構造を形成することが困難であるため、利用料

金制を導入しても経営努力を発揮する余地が少ないという理由による。ただし、これは完

全利用料金制を導入した場合によるものであり、静岡市が財団に支払う指定管理料に利用

料金制を併用するといったような方法を採用することも考えられ、このような場合にはこ

れまで以上に収支を意識した経営努力を発揮する余地が十分に伴うものと考えられる。

例えば、従来3億円で委託して5,000万円の収入がある施設であれば、市では差引2

億5,000万円の支出であり、一方管理者側では受け取った3億円は全て必要経費に費やされ

ることとなる。すなわち、管理者側では収入もない代わり、支出も全て市が負担してくれ

ることとなる。ここに利用料金制を併用し、市が利用料の収受を放棄する代わりに、支払

う管理料を2億円とする。一方管理者が2億5,000万円に経費を削減するとともに、7,000万

円に利用料収入が増加するような経営努力によって、管理者は従来に比し5,000万円の経費

負担があるものの7,000万円全額が収入となり十分収益を確保できると同時に市では5000

万円の支出を削減できるということである。あくまで数字は単純な考え方の例であり、実

際にはこれほど極端な変化が生じることは困難であろうが、経営努力を発揮するインセン

ティブを働かせる要因のひとつとはなろう。

また、管理運営の必要経費の査定を、これまでと同様に年度初めの「年間定額方式」で

定める場合には、市と管理者の双方にリスクは少ないものの、経費削減や収益拡大の余地

は生まれにくい。利用料金制を前提に、目標水準を超えた利用料は管理者の収益（歩合制
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を含む）となる「出来高調整方式」のような方法を採用することによって、管理者側にとっ

て多少のリスクは伴うが、努力しだいではインセンティブが期待できる方法で経営努力を

引き出すことも可能である。

今後、指定管理者の自立的な運営を促すためにも利用料金制を利用した方法の採用を検

討していただきたい。

（３）選定の透明性確保と選定基準及び結果の公表の必要性の検討

ア．選定過程について

一般に、地方自治体は指定管理の申請者から施設管理に対する事業提案をさせたうえで、

有識者等からなる選定委員会を設け、申請者の中から指定管理者を選定する。そして、そ

の後、議会の議決を経て正式に指定管理者の指定がなされることとなる。地方自治法上は、

選定委員会の設置が要件とされているわけではないが、ＮＰＭ（＊1）の立場からは選定委

員会において選定することが合理的であることより望ましいものとされている。

静岡科学館の場合、静岡市文化振興財団から提出された事業計画書について、選定基準

に照らし、所管課等（文化振興課、健康文化政策課）の審査（第一次審査）及び所管部（健

康文化部）の審査（第二次審査）を経て静岡市指定管理者選定委員会に付議されている。

以下は当該審査における審査の実施方法と選定基準の考え方、審査の体制である（「静岡科

学館指定管理者の選定に係る審査実施要領」より抜粋）。

第２ 選定の方法

（２）審査の実施

①第一次審査

・静岡科学館の選定基準に照らし、提出された事業計画書類の内容について審査

する。第一次審査用として、「第一次審査用選定評価表」（様式第1号）を使用

し、採点方式により、基準点に達しているかを審査する。この審査において、

審査委員長は必要があると認める場合には、所管課等以外のものの意見を聞く

ことができる。

②第二次審査

・所管課等で行った第一次審査について、審査の結果が妥当なものであるか否か

を所管部として審査するものとする。審査は、「第二次審査用選定評価資料」（様

式第2号）を使用して行うものとする。

③指定管理者選定委員会への付議
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・第一次及び第二次審査を経て、指定管理者選定委員会に付議することが妥当と

認められるものについて、同委員会に付議する手続を行う。

第３ 選定基準の考え方

静岡科学館の選定の基準については、条例に規定する事項（基本事項）及び施

設に特有の要件等を持つ事項（科学館の付加事項）によって構成するものとする。

なお、各事項の具体的な内容及びその考え方は次の通りとする。

（１）基本事項（条例規定事項、基本的事項）

・科学館の設置目的を達成するためにふさわしいか

→事業計画が市民の体験の促進や科学への関心を高める場を提供し、その結

果、創造力・感性の向上に資するものか

・科学館の効果的かつ効率的な管理を実現するものか

→事業の効果性、管理の効率性

・計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有するか

→人・モノの有無

・管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有しているか

→法人・団体としての適格な基盤・資力信用・組織人材の有無、会計処理・事

業報告等の実施の有無

・事業が広く市民に開かれ、公平かつ負担感の少ないものか

→公の施設の特質・少負担

（２）科学館の付加事項（施設に特有の要件等）

・児童会館の事業を確実かつ円滑に受け継ぐことが可能か

→事業継承の確実性の有無

・科学館または類似施設の管理運営の実績があるか

→既存管理運営ノウハウの有無

・市内に主たる事務所を有し、事業を行う科学人材及びネットワーク等を有する

か

→体制有無

第４ 審査の体制及び時期

（１）体制

第一次審査 審査委員長 健康文化部健康文化政策課長
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審査委員 同 健康文化政策課参事兼部付主幹

同 静岡健康文化事務所文化振興課科学館準備室長

同 同 同 主幹

同 清水健康文化事務所文化振興課副参事兼統括主幹

第二次審査 審査委員長 健康文化部長

審査委員 理事兼静岡健康文化事務所長

同 清水健康文化事務所長兼文化振興課長

第一次審査の採点結果は第二次審査に反映され、第二次審査においても同様の選定評価

項目とされるが、それら以外の着眼点（①公の施設の公益性・公共性、②市民サービスの

安定性、③総合的な判断）を加え、指定管理者としての総合的な適格性を有するものであ

るかの全体バランスの判断を加味して審査が行われる。

静岡科学館においては、指定管理者申請者である静岡市文化振興財団からの事業計画を

前述の選定基準をもって評価した結果、第一次審査においては、69点満点中、58点の評価

であり、基準点である46点をクリアしたため適格性があると認められ、第二次審査におい

ても、42点満点中、36.8点で評価され、基準点である28点をクリアして適格性があると認

められている。これらの評価点を見ると、基準点を大きく上回るものであり評価結果とし

て十分な適格性があると思われる。ただし、上記「静岡科学館指定管理者の選定に係る審

査実施要領 第4 審査の体制及び時期 （1）体制」にあるように、評価を行った審査委

員長及び審査委員は全て所管部あるいは所管課内部の職員であり、必ずしも客観性のある

評価結果であるとはいえないものとなっている。さらに、第一次及び第二次審査を経て付

議され、最終的に指定管理者を選定する機関である指定管理者選定委員会においても、当

時、委員長は助役、委員は総務部長及び静岡市各部の各部長から組織されており（静岡市

指定管理者選定委員会要綱第3条第2項より）、静岡科学館の指定管理者選定過程において

は、客観的外部者が一切参加されなかったこととなる。

指定管理者を選定する審査あるいは選定委員会を設置するにあたっては、公の施設の管

理運営に当たるという見地から、透明性や公平性確保に配慮することが重要である。審査

委員会においては、有識者や専門家等の外部者を中心として、これに市の職員も参加させ

るといった形が望ましいと思われる。さらには利用者の声を聞くためにも地域住民を参加

させることも考えられる。

今回、静岡科学館の指定管理者選定過程において客観的外部者が参加されなかったこと
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は、地方自治法の改正から静岡科学館の開館までの期間が短く、指定管理者制度導入の準

備期間が十分でなかったことから、審査委員に適当な有識者等を人選することができな

かったためとの説明を受けた。静岡科学館の場合、指定管理者制度導入に対して準備の時

間的余裕が無かったことは明らかであり、人選が困難であったことにも一応の合理的理由

はあろう。けれども、静岡科学館自体の準備は以前より行われてきたのであり、人選がまっ

たく不可能であったというわけではないであろう。指定管理者の選定においては、その透

明性、公平性の確保が重要であることを強く認識していただきたいと思われる。

なお、文化振興課におけるその後の指定管理者制度を採用する他の公の施設では、既に

外部者を審査委員に採用しているとのことである。今後は、上述したように外部者を中心

としたものにすることを義務付けるといったように、更なる試みが要求される。

（＊1） ＮＰＭ（New・Public・Management）とは、民間企業で活用されている経営理念、

戦略、執行手法等を公共部門に適用し、マネジメント能力の向上により効率化、

活性化を図る考え方で、顧客主義に基づく競争原理導入、業績／成果による評価、

政策の企画立案と実施施行の分離などがある。

目的やその成果を明確化し、計画－実施－評価改善のマネジメントサイクルを実

行する行政運営システムであり、効率的かつ良質な行政サービスの提供による行

政の透明性や説明責任の向上を目指すもの。

イ．情報公開について

ア．において記述した指定管理者選定の選定基準や、その評価の結果を公表することも

情報公開といった透明性確保の観点から重要である。

補足であるが、静岡市においても、ホームページ上に指定管理者の募集及び選定結果に

関する情報を公表することとしている。そこでは、募集要項、業務仕様書及び選定結果（指

定管理者名、指定期間、選考の経緯、申請団体の名称、審査員、評価点）等が確認できる

（審査結果については、市議会の議決後に公表）。ただし、これらの情報は、平成16年度の

途中においてホームページ上で更新されたものであり、それ以前に指定管理者が決定され

ていた施設（静岡科学館もこれに含まれる）については、情報は公表されていない。

（４）その他の情報公開の必要性の検討

指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書を作成し、地方公共団体に提出しなければな

らない（地方自治法第244条の2第7項）。具体的な記載内容についての法令の規定はないが、

総務省からの通知によれば、①管理業務の実施状況、②施設の利用状況、③料金収入の実

績、④管理経費等の収支状況、⑤その他指定管理者による管理の実態を把握するために必
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要な事項が記載されるものとされている。

公の施設としての公共性を担保するためには、積極的な情報公開とともに、住民に対す

る説明責任を十分に果たす責務があり、（３）で述べたような指定管理者の選定基準や評価

結果のみならず、事後的な事業の結果も公開すべきであろう。特に、指定管理者として一

定の権限委譲を受けている場合には、高いレベルのアカウンタビリティが求められるべき

であり、事後の情報公開や結果説明等必要な事項を利用者である住民に対してタイムリー

に説明することが重要である。

その手法としても、静岡科学館における掲示や資料の配布のほか、ホームページ等によっ

て情報公開を行うとともに、住民の声を迅速にフィードバックする仕組みづくりが求めら

れる。

また、公共性を担保するという視点からも、施設運営に関する外部委員会を設置し、専

門家や有識者はもちろん、そのメンバーに地域住民の代表などを参画させることで、運営

の透明性を確保するとともに、地域住民の視点に即した事業展開が図られよう。静岡科学

館の指定管理者である静岡市文化振興財団においても、独自に外部の教育関係者や専門家、

公募市民からなる静岡科学館企画運営協力会議を設置し、静岡科学館の事業実施、運営等

について、外部から具体的な意見、情報提供、評価、アドバイス等を得ている。この協力

会議における事業の評価も事業報告書に記載する、あるいは独自に公開するよう指示する

ことも有用であろう。

（５）客観的評価検討資料の作成

地方自治法第244条の2第7項においては、「指定管理者は、毎年度終了後、その管理する

公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共

団体に提出しなければならない。」旨規定されている。

事業報告書には、管理業務の実施状況や利用状況、料金収入の実績や管理経費の収支状

況等が記載され、自治体においては、当該事業報告書に基づいて管理業務に対する調査や

必要な指示等を行うこととなる。また、日常的にも、自治体の長または委員会は管理の適

正を期するため指定管理者に対して業務または経理の状況に関して報告を求め、調査や必

要な指示をすることができるとされている（地方自治法第244条の2第10項）。

これらの点に関して、静岡科学館においても平成16年度の終了後には、指定管理者であ

る静岡市文化振興財団から事業報告書が提出されている。また、静岡市文化振興財団との

間に締結した協定書の中では、毎月の管理業務の処理状況について翌月10日までに報告書

を提出し、静岡市はその日から10日以内に当該報告書の検査を行うこととされており、毎



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 269

月管理業務に関する報告書が提出されている。

しかし、文化振興課においては、これらの報告事項に関して、その結果の検討あるいは

改善措置を指示した結果が具体的な資料として残されていない。これは、静岡科学館が開

館初年度ということもあり、実際に市職員が静岡科学館に常駐しているため、これらの措

置についてはその都度行うことができるということであるが、市と指定管理者との関係は

明確に区別すべきであり、客観的に判別できる検討資料を残すべきである。

指定管理者制度のもとでは、従来の管理委託制度に比して業務に対する自治体の関与の

程度が低くなることからも、事業報告書の提出及びその評価は指定管理者の活動をチェッ

クする重要な役割を果たすこととなる。今後、事業の管理運営や収支の実績等に対する採

点資料を作成する等の措置により、これらを厳正に評価し、その結果を残すべきである。

（６）公民館と指定管理者制度

「公の施設」とは地方公共団体が設置する住民の福祉を増進する目的をもってその利用

に供するための施設であり（地方自治法第244条第1項）、公民館も「公の施設」に含まれる。

そのため、公民館は指定管理者制度の対象となりうるものである。しかし、公民館は「実

際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、

健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること」を目

的としており（社会教育法第20条）、「もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利

事務に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること」は禁じられている（同

法第23条1項1号）。

しかし、このような法規制が近い将来緩和されることが期待され、公民館において指定

管理者制度の導入の検討が求められている。

現在、清水地域の公民館は直営で運営されており、静岡地域の公民館は受付業務等を（財）

静岡市文化振興財団へ委託をしている。清水地域の公民館受付業務を外部に委託した場合

コスト削減の効果はどれだけ図れるのかということだけではなく、指定管理者制度をした

らコスト削減効果はどの程度かということの検討も必要となってくる。

全国的にみるとNPO法人が指定管理者となって「24時間図書館」を運営し、公民館や図書

館の機能を含む総合施設「生涯学習センター」、「区民文化センター」等の施設を指定管理

者制度にする動きが顕著になってきている。

そもそも社会教育施設とは、憲法、教育基本法、社会教育法で保障された住民が健康で

文化的な生活を営む権利、学ぶ権利を保障するための施設であり（社会教育法第1条～第3

条）、公民館は住民が所得の多寡にかかわらず、低廉な費用で施設を利用できることが前提
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となる。そのため、指定管理者制度への移行を検討するに当たり、コスト削減効果だけで

なく公民館の利用料金についても市場化により住民の学習の機会を不当に奪わないように

十分に配慮する必要があると考える。

（７）中央卸売市場と指定管理者制度

現在の卸売手数料は全国一律に設定されており、これにより卸売業者の機能・サービス

と手数料の関係が硬直化するなどの弊害が生じてきているため、平成２１年度から機能・

サービスに見合った手数料を徴収できるよう卸売手数料の自由化が決定されている。

当市場としては、業界全体に影響を及ぼす重要な事項であるため、業界関係者の意見及

び他市場の動向を踏まえ決定することとしている。

また、平成16年6月9日施行の卸売市場法の一部改正に伴い、指定管理者制度を導入する

場合の業務の範囲について、農林水産省から業務規程例（業務条例案）が示された。この

中で、指定管理者による管理可能事務の内容としては、市場における卸売予定数量等の公

表（卸売場への掲示）事務、施設の使用許可・取り消し等の事務及び施設の用途変更・転

貸等の承認事務等で一部の業務に限られており、行政が直接行わなければならない事務も

多く残されている。また、中央卸売市場の利用者は青果及び水産物の販売業者等の特定さ

れた者であり、指定管理者制度導入により直接市民サービスの充実が図られることは少な

いと考えられる。

したがって、市としては指定管理者による管理の判断基準及び指定管理者に行わせる業

務の範囲等から検討した結果、同制度を早期に採用しないこととなった。

今後、経費の削減、民間的な発想による効率的な施設の利用等が図れるものか等、他市

場及び当市場の推移を見つつ、また国の指導も受けながら、将来的に卸売手数料の自由化

の導入も十分考慮して指定管理者制度の導入を検討することが必要であろう。

２４．浄水場、取水場の運転業務の民間委託

清水中町浄水場及び清水清地水源場は現在有人施設で維持管理を行っているが、民間委

託を検討されたい。

また、門屋浄水場は、運転管理業務を現在職員2名で行っている。急速ろ過設備が平成

17年度に完成予定であり、新しい業務も加わることになるが民間委託の検討をされたい。

与一取水場は主に静岡地域の北部方面へ送る上水を揚水ポンプにより取水している。ま

た、中央コントロール装置により静岡地域の北部方面水道施設の集中管理を直営で行って

いる。

南安倍取水場は主に静岡地域の南部方面へ送る上水を揚水ポンプにより取水している。



号 外 静 岡 市 報 平成18年4月15日 271

また、静岡地域の南部方面水道施設の集中管理を直営で行っている。

清水地域においては、水道施設の集中管理は外部委託としており、コスト削減の効果も

生じている。与一取水場及び南安倍取水場における水道施設の集中管理の外部委託につい

ても今後検討の余地は十分にあると思われる。

２５．静岡市清水港海づり公園の現状と検討課題について

（１）現状

平成16年度における静岡市清水港海づり公園の入場者数の期間別推移は以下のとおりで

ある。

（単位：人）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 合 計

釣りエリア入園者数 3,082 4,214 3,712 1,112 12,120

当初見込み釣りエリア

入園者数

5,000 8,500 4,500 2,000 20,000

差 異 △1,918 △4,286 △788 △888 △7,880

公園利用者数 2,003 1,584 1,327 505 5,419

当初見込み公園利用者数 5,000 8,500 4,500 2,000 20,000

差 異 △2,997 △6,916 △3,173 △1,495 △14,581

全体入場者数 5,085 5,798 5,039 1,617 17,539

当初見込み全体入場者数 10,000 17,000 9,000 4,000 40,000

差 異 △4,915 △11,202 △3,961 △2,383 △22,461
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69%

31%

釣りエリア入場者数
公園利用者

また、平成16年度における静岡市清水港海づり公園収支状況は以下のとおりである。

（単位：千円）

【収入の部】 金 額

（海づり公園使用料）

大人＠500円×9,473人 4,736

小人＠300円×2,647人 794

収入合計 5,530

【支出の部】

（公園作業等業務委託4月～6月） 4,641

（公園作業等業務委託7月～3月） 12,606

（夜間休日巡回警備業務委託） 211

（渡船運行業務委託） 11,690

（公園保守・点検工事委託） 123

（浄化槽保守点検業務委託） 195

（ごみ収集運搬処分業務委託） 289

支出合計 29,758

収支差額 △24,228

上記の資料から、静岡市清水港海づり公園の状況について次のようなことがいえる。

ア． 当初見込み全体入場者数40,000人に対して、実際の入場者数は17,539人と当初見
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込みの半分以下であった。

イ． 全体入場者数17,539人のうち、釣りエリア入園者数12,120人の占める割合は約70%

近くを占めている。来園目的として、やはり釣りをする目的で来園する人が多いと

いえる。また、当初見込み公園利用者数20,000人に対して、実際の公園利用者数は

5,419人であり、釣り以外の目的での公園来場者は予想を大きく下回った。

ウ． 冬場にあたる1月から3月にかけての3ヵ月間の全体入園者数は1,617人と年間来園

者数17,539人に占める割合は9.2%と10%台を割り込んでいることがわかる。つまり、

来園者の90%以上は冬場を除いた期間に来園しているといえる。冬場は寒いのと水温

の低下により魚が釣れなくなるため、来園者が急減するものと思われる。

エ． 静岡市清水港海づり公園の収支状況は、年間24,228千円のマイナスであることが

わかる。見方を変えれば、釣りというレジャー目的に来園する人に対して一人当た

り1,998円の補助金を静岡市が支出しているともいえる。

オ． 支出に占める割合が大きい項目は、公園の維持管理運営に必要な公園作業等業務

委託が年間17,247千円と一番大きく、次に大きいのは渡船運行業務委託11,690千円

であることがわかる。この二つの業務委託料は合わせて28,937千円となり総支出額

29,758千円に占める割合は97.2%と大半を占めていることがわかる。

また、静岡市清水港海づり公園の大きな特徴として、船でしか行けないことをあ

げることができるが、そのため総支出額に占める渡船運行業務委託料の割合が39.3%

と4割近くを占めていることもわかる。

（２）検討課題

以上ア．からオ．までに記載した状況から、静岡市清水港海づり公園の抱えている検討

課題を考えてみると以下の事項をあげることができる。

ア． 冬場の来園者数がほとんどいないことから、冬場の期間をどうやって活用するか

が検討課題としてまずあげられる。冬場の期間にイベントを開催するなど来園者を

増加させる工夫もあるとは思われるが、魚が釣れないという根本的な問題を解決で

きないならば、思い切って冬場の3ヵ月間は閉園することもあり得るのではないかと

思われる。あるいは閉園することが困難であるならば、冬場の3ヶ月間は開園時間が

現在午前6時30分から午後5時30分の11時間になっているのを短くして午前9時30分

から午後4時30分の7時間に短縮する、土日祝祭日のみの開園にするなどいくつかの

コストを削減する方法が考えられるはずである。

ちなみに冬場の3ヵ月間を閉園したと仮定したコスト削減額は総支出額の4分の1
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である7,439千円程度が見込まれるのである。

イ． 静岡市清水港海づり公園に行くには、わざわざ有料の船に乗らなければ行けない

ことから、今後リピーターとして来園する人の割合は釣り目的の人の割合がますま

す高くなってくことが予想される。そうであるならば、有料公園としてのあり方と

して利用者負担の原則を貫くならば、公園の運営維持コストを賄う水準まで海づり

公園使用料金を引き上げることも検討することも必要ではないかと考えられる。

現行の料金水準を維持することを前提にすると、平成16年度の釣りエリア入園者

数12,120人を約5.3倍の64,236人にすれば、収支が均衡する水準になるが、実現は困

難であると思われる。やはり、現実的には利用料金単価の引き上げ、利用者数の増

加、運営維持コストの削減を組み合わせて適正な利用料金単価を決めていくことが

必要ではないかと考える。

ウ． 静岡市清水港海づり公園の運営維持コストを高くしている要因として、渡船運行

業務委託料の支払負担が大きいことがあげられる。また同時に、公園利用者として

釣りをしない一般の利用者が気軽に公園を利用することが出来ない大きな阻害要因

になっているものと考えられる。

静岡市清水港海づり公園は陸上と橋で繋がっているものの、橋の利用はあくまで

も緊急時のみの使用に限定されている。なぜならば、橋と繋がっている陸上部分に

行くためには港の私有地を通らなければならないため、普段の橋の使用は出来ない

のである。

橋の使用が認められれば、公園の運営維持コスト削減と公園利用者の範囲拡大に

よる入園者数増加の二つの目的を同時に達成することが可能となり、その効果は大

きいことが予想される。私有地所有者との交渉になってしまうが、橋の利用可能性

についてぜひ前向きに取り組んでもらえればと考える。

以上、静岡市清水港海づり公園の現状と検討課題について述べてきたが、同公園は平成

17年度から指定管理者制度が導入されている。なるべく早い年度から上記の検討課題のう

ち解決可能なものから順次、業務仕様書に反映されることを期待したい。

２６．給食制度の違いについて

（１）現状

平成15年に旧静岡市と旧清水市が合併したことにより、現在、市における小中学校の学

校給食の提供方法は、大きく分けて3つの方式が並存する状態となっている。

その概要は、次のとおりである。
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地域 方式 内容

静岡地域 給食センター 6つの給食センターで調理し、各小中学校へ配送（注）

給食センター 2つの給食センターで調理し、各小中学校へ配送

単独調理 各小学校で調理し、給食を提供（小学校のみ）清水地域

校外調理委託 3事業者に学校給食の調理を委託（中学校のみ）

（注）静岡地域の藁科学校給食センターでは、調理を外部の事業者に外部委託している。

（２）問題点

旧静岡市と旧清水市が合併した直後であることからやむをえない部分もあるが、3つの方

式が並存している状態は、経済性の面においても、質の面においても、様々 な問題を抱え

ていると思われる。

それぞれの方式について次のようなメリット、デメリットがあるようである。

方式 メリット デメリット

給食セ

ンター

・統一管理のため、管理体制･運営

状況等の統一的な指導の徹底が

図りやすい。

・調理作業の機械化、効率化や食材

購入の合理化等を図りやすい。

・学校の行事や日程、生徒の健康に

対する対応等、学校ごとのきめ細

かい対応ができない。

・食中毒の被害などが拡大しやす

い。

単独

調理

・学校の行事や日程、生徒の健康に

対する対応など、学校ごとの個別

対応が可能。

・食中毒などの被害を小さく食止め

られる。

・管理体制･運営状況等の統一的な

指導の徹底が図りにくい。

・調理作業や食材購入等の合理化が

図りにくい。

・栄養や安全面で学校間格差が生じ

やすい。

校外調

理委託

・民間のノウハウの利用により、安

価な給食の提供や管理面での効

率化を図ることが可能。

・学校の行事や日程、生徒の健康に

対する対応等、学校ごとのきめ細

かい対応ができない。

・調理や食材購入等、業者任せのた

め、栄養、安全面での管理の徹底

が図りにくい。
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（３）結論

学校給食を提供する業務については、経済性の観点も重要であるが、忘れてはならない

のが、安全性や高い栄養価、美味しさなど、質の面での充実である。経済性を過度に追求

することは、“ 食”の安全や品質を脅かす危険性を孕んでおり、厳に戒めるべきものと思わ

れる。市としても、経済性と質の面とのバランスを図るために、新たな試みとして、藁科

学校給食センターにおいて調理を外部委託し、その業者選定にあたっては業者側からの提

案を加味したプロポーザル方式（見積合わせ）を採用している。

現在、学校給食の提供方法の統一化の作業が進行中のようであるが、経済性と質の面で

のバランスのとれた方法の採用に向けて、十分な議論･検討を重ねることを期待したい。


